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第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【投資法人の概況】

（１）【主要な経営指標等の推移】

①　主要な経営指標等の推移

期
単位

第１期
（注１）
平成18年３月

第２期
 

平成18年９月

第３期
 

平成19年３月

第４期
 

平成19年９月

第５期
 

平成20年３月決算年月

営業収益 (注２)百万円 2,271 1,990 2,662 2,972 3,486

（うち賃貸事業収入） 百万円 (2,271)(1,990)(2,662)(2,891)(3,127)

営業費用  百万円 930 1,005 1,196 1,405 1,521

（うち賃貸事業費用） 百万円 (644) (788) (931) (1,094)(1,185)

営業利益  百万円 1,341 984 1,465 1,566 1,965

経常利益  百万円 969 728 1,122 1,121 1,508

当期純利益 (a) 百万円 967 727 1,120 1,120 1,507

総資産額 (b) 百万円 55,599 67,181 89,553 90,259 98,569

純資産額 (c) 百万円 29,458 29,218 43,418 43,417 50,211

出資総額  百万円 28,491 28,491 42,297 42,297 48,704

発行済投資口数 (d) 口 56,000 56,000 86,000 86,000 104,670

１口当たり純資産額 (c)／(d) 円 526,046521,764504,866504,855479,713

分配総額 (e) 百万円 967 727 1,121 1,119 1,507

１口当たり当期純利益 (注３) 円
24,185

(17,358)
12,995 13,513 13,023 14,759

１口当たり分配金額 (e)／(d) 円 17,277 12,995 13,035 13,023 14,402

（うち１口当たり利益分配金） 円 (17,277)(12,995)(13,035)(13,023)(14,402)

（うち１口当たり利益超過分配金） 円 (－) (－) (－) (－) (－)

総資産経常利益率 (注４) ％ 2.3（3.4)1.2（2.4)1.4（2.9)1.2（2.5)1.6（3.2)

自己資本利益率 (注４) ％ 3.4（5.0)2.5（4.9)3.1（6.2)2.6（5.1)3.2（6.4)

自己資本比率 (c)／(b) ％ 53.0 43.5 48.5 48.1 50.9

配当性向 (注５) ％ 99.9 99.9 100.0 99.9 99.9

［その他参考情報］       

投資物件数 (注６) 件 21 28 38 42 48

総賃貸可能面積  ㎡ 171,368.12190,903.73213,804.93219,759.71245,550.98

期末稼働率 (注６) ％ 98.2 97.9 97.4 97.6 98.5

当期減価償却費  百万円 320 318 406 456 526

当期資本的支出額 百万円 9 8 11 5 20

賃貸ＮＯＩ

(Net Operating Income)
(注４)百万円 1,948 1,520 2,137 2,253 2,468

ＦＦＯ

(Funds from Operation)　
(注４)百万円 1,289 1,047 1,528 1,577 2,034

１口当たりＦＦＯ (注４) 円 23,020 18,704 17,772 18,344 19,438

有利子負債総額 (注４)百万円 23,165 34,724 42,382 43,090 44,523

ＬＴＶ (Loan to Value)　 (注４) ％ 41.7 51.7 47.3 47.7 45.2

有利子負債比率 (注４) ％ 44.8 54.9 50.1 50.5 47.8

ＤＳＣＲ

(Debt Service Coverage Ratio)　
(注４) 倍 7.2 4.9 5.4 4.5 5.0
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期
単位

第６期
 

平成20年９月

第７期
 

平成21年３月

第８期
 

平成21年９月決算年月

営業収益 (注２)百万円 3,362 3,432 3,391　

（うち賃貸事業収入） 百万円 (3,362)(3,432)(3,391)

営業費用  百万円 1,667 1,733 1,705　

（うち賃貸事業費用） 百万円 (1,314)(1,372)(1,358)

営業利益  百万円 1,694 1,698 1,685　

経常利益  百万円 1,167 1,140 1,075　

当期純利益 (a) 百万円 1,166 574 1,074　

総資産額 (b) 百万円 105,848104,739105,001　

純資産額 (c) 百万円 49,870 49,278 49,778　

出資総額  百万円 48,704 48,704 48,704　

発行済投資口数 (d) 口 104,670104,670104,670　

１口当たり純資産額 (c)／(d) 円 476,458470,795475,573　

分配総額 (e) 百万円 1,166 574 1,074　

１口当たり当期純利益 (注３) 円 11,147 5,484 10,262　

１口当たり分配金額 (e)／(d) 円 11,147 5,485 10,262　

（うち１口当たり利益分配金） 円 (11,147)(5,485)(10,262)

（うち１口当たり利益超過分配金） 円 (－) (－) (－)

総資産経常利益率 (注４) ％ 1.1（2.3)1.1（2.2)1.0（2.0)

自己資本利益率 (注４) ％ 2.3（4.7)1.2（2.3)2.2（4.3)

自己資本比率 (c)／(b) ％ 47.1 47.0 47.4　

配当性向 (注５) ％ 99.9 100.0 100.0　

［その他参考情報］    　

投資物件数 (注６) 件 52 53 53　

総賃貸可能面積  ㎡ 262,340.62263,196.70263,196.30　

期末稼働率 (注６) ％ 96.2 97.3 96.5　

当期減価償却費  百万円 597 607 610　

当期資本的支出額 百万円 55 83 31　

賃貸ＮＯＩ

(Net Operating Income)
(注４)百万円 2,645 2,667 2,642　

ＦＦＯ

(Funds from Operation)　
(注４)百万円 1,765 1,182 1,685　

１口当たりＦＦＯ (注４) 円 16,864 11,293 16,103　

有利子負債総額 (注４)百万円 52,181 51,639 51,449　

ＬＴＶ (Loan to Value)　 (注４) ％ 49.3 49.3 49.0　

有利子負債比率 (注４) ％ 51.7 51.5 51.4　

ＤＳＣＲ

(Debt Service Coverage Ratio)　
(注４) 倍 4.1 3.0 3.7　

（注１）平成18年３月期の計算期間は平成17年４月20日から平成18年３月31日までの346日です。なお、実質的な運用開始日（平成17年７月28日）

を期首とみなした場合の計算期間の日数は247日です。

（注２）営業収益等には、消費税等は含まれていません。

（注３）１口当たり当期純利益は、当期純利益を日数による加重平均投資口数で除することにより算定しています。なお、第１期における実質的な

運用開始日（平成17年７月28日）を期首とみなした日数による加重平均投資口数により算定した１口当たり当期純利益を（　）内に併記

しています。
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（注４）記載した指標は以下の方法により算定しています。また、運用日数により年換算した数値を（　）内に併記しています。なお、第１期は平成

17年７月28日より実質的に運用を開始しており、総資産経常利益率及び自己資本利益率は、平成17年７月28日を期首とみなして計算して

います。

総資産経常利益率 経常利益／平均総資産額　　平均総資産額＝（期首総資産額＋期末総資産額）÷２

自己資本利益率 当期純利益／平均純資産額　　平均純資産額＝（期首純資産額＋期末純資産額）÷２

賃貸ＮＯＩ 当期賃貸営業利益（賃貸事業収入－賃貸事業費用）＋当期減価償却費

ＦＦＯ 当期純利益＋当期減価償却費

１口当たりＦＦＯ （当期純利益＋当期減価償却費）／発行済投資口数

有利子負債総額 借入金＋投資法人債＋有利子の敷金及び保証金

ＬＴＶ 期末有利子負債総額／期末総資産額

有利子負債比率 期末有利子負債総額／（期末有利子負債総額＋出資総額）

ＤＳＣＲ
（当期純利益＋有利子負債にかかる当期元金分割返済額＋支払利息（投資法人債利息を含む）＋

当期減価償却費）／（有利子負債にかかる当期元金分割返済額＋支払利息（投資法人債利息を含む））

（注５）配当性向については、以下の方法により算定しており、記載未満の桁数を切捨てにより表示しています。　

第７期以前 分配総額／当期純利益

第８期以降 1口当たり分配金額（利益超過分配金は含まない）／1口当たり当期純利益

　

 (注６）投資物件数は、社会通念上、一体と認められる単位で記載しています。また、期末稼働率は決算日時点における総賃貸可能面積に占める賃

貸面積の割合を記載しています。
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 ②　運用状況

（イ）当期の概況

Ａ．投資法人の運用の基本方針

　ジョイント・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関する法律

（昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。 以下「投信法」といいます。）に基づき、平成17年４月

20日に設立され、同年７月28日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場（J-REIT 市場）に上場（銘柄

コード8973）しました。本投資法人は、中長期的な観点から、安定した収益の確保と着実な運用資産の成長を

目指した運用を行うことを基本方針として、主として東京都心・城南地区、東京・周辺都市部及び地方主要

都市部の住居及び商業施設（小売、卸売、飲食、サービス業等の用に供する施設を含みます。以下同じです。）

から構成される不動産を裏付けとする信託受益権に投資し、運用を行っています。

　

Ｂ．運用環境

　政府の経済対策の効果などにより、日本経済の一部に景気後退の底打ちの兆しが見え始めたものの、昨年か

ら続く世界的な金融不安・信用収縮の余波を受け、本投資法人を取巻く経済環境は依然として厳しい状況が

続いております。

　また、平成21年７月1日時点の都道府県地価調査によると、三大都市圏の地価においては、特に商業地の不振

が目立ち、平成17年以来４年ぶりに下落に転じております。地方圏の地価におきましては、人口減少などを主

な要因として下落傾向が継続しております。

　

（ⅰ）住居（レジデンシャル）の市場動向

賃貸住宅市場においては、世界経済の景気後退の余波を受け、東京都心部の高額賃料帯に属する賃貸

住宅の需要が減少し賃貸条件にも影響を及ぼしておりますが、一部の地域では賃料調整が進み需要に回

復傾向が見られます。

一方、国土交通省の国土交通月例経済（平成21年９月号）によると、新設住宅着工戸数は、雇用・所得

環境や企業の資金調達環境が厳しさを増したことなどから、８ヶ月連続で前年同月比マイナスとなって

おり、良質な物件の供給が減少傾向にあります。また、バブル経済期に大量供給された賃貸住宅などの既

存物件が経年劣化し、既存物件に必ずしも優良な物件が多いとはいえない状況です。

　

　

（ⅱ）商業施設の市場動向

経済産業省の商業動向分析（平成21年４月～６月期）によると、平成21年４月～６月期の商業販売

額は対前年同期比で３期連続の減少となっており、個人消費は雇用環境の悪化や所得の伸び悩みによ

る生活防衛意識、節約志向による消費者マインドの冷え込みを背景に低調に推移しているものと考え

られます。このような状況において、都市型商業施設については、銀座、表参道等の都心部を中心とする

エリアの表通りに立地する優良物件に対しての需要は依然として根強いものの、表通りに立地してい

ない物件はリーシング活動に苦戦しており、テナント募集賃料は１年前と比較して下落傾向にありま

す。他方、郊外型商業施設について、これまでは新規出店・既存店舗の増床等により大規模店舗化が進

んでおりましたが、ここにきて既存不採算店舗の閉鎖、業態転換、新規出店の延期・凍結に関する発表

が相次いでおり、売上の減少による賃料負担力の低下傾向が見受けられます。

 

Ｃ．運用実績

（ⅰ）資産規模の推移

第８期は、第７期末に保有していた53物件、取得価格総額999.1億円で運用を開始いたしましたが、当

面の間、投資主利益を損なうような資産規模の拡大を推進しないとする第８期の外部成長の方針に基

づき、新規物件の取得は行いませんでした。一方、既存物件については、平成21年８月31日にベルプラザ

ショッピングセンターにおいて、近接する看板等を１百万円で追加取得しました。その結果、当期末に

おける本投資法人の保有資産は53物件（住居45物件、商業施設８物件）となり、取得価格の総額は

999.2億円（住居708.6億円、商業施設290.5億円）となりました。

 

（ⅱ）リーシング活動の展開、物件価値向上諸施策の実施

　株式会社ジョイント・キャピタル・パートナーズ(以下「資産運用会社」といいます。）は、賃料収入

を長期的かつ安定的に高めるため、不動産の立地、物件タイプ及び住居タイプ並びにテナントの分類に

応じた周辺賃貸マーケットの動向やテナントの需要動向に留意しつつリーシング活動を行うととも

に、物件価値の向上やテナントの満足度向上を目指し諸施策を実施してまいりました。

　住居については、今般の急速な景気後退の影響を受け一部の物件について稼働状況が低下傾向にあり

ますが、物件競争力の維持・向上を図るべく機動的にテナントの賃貸募集条件を見直すなど積極的な

リーシング活動を展開し、住居全体の稼働状況として平成21年９月末現在91.6％の稼働率を維持して

います。

　商業施設については、テナントとの協働によるイベント展開や長期の賃貸借契約を締結するなどテナ
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ントの安定化を図った結果、平成21年９月末現在において100.0％となっており、前期から継続して安

定的に高稼働率を維持しております。

 

Ｄ．資金調達の概要

本投資法人は、財務基盤の強化及び財務運営の安定化を図るため、既存借入先である国内大手金融機関と

の協調関係の維持・強化を重要課題に掲げ既存借入金の借換え資金の資金調達を実施してまいりました。

具体的には平成21年７月31日に返済期限が到来した借入金合計54.9億円のうち30億円について昨今の金利

動向を鑑み短期変動金利により借換えを実施し、残額24.9億円については借換えにかかる事務関連コスト

等を勘案し最終元本返済日を延長することについて借入先と合意いたしました。これらの結果、当期末の本

投資法人の有利子負債残高は514.4億円（うち長期借入金は269.7億円（うち1年内返済予定71.8億円）、短

期借入金は127.5億円、投資法人債は100.0億円（うち1年内償還予定50.0億円）、有利子保証金は17.2億

円）となっています。

なお、株式会社格付投資情報センターより取得した格付けについては、第８期末時点において発行体格付

け「（ＢＢＢ＋）」及び債券格付け「（ＢＢＢ＋）」となっております。

 

Ｅ．業績及び分配の概要　

上記のような運用の結果、当期の実績として、営業収益は3,391百万円、管理業務費、水道光熱費、資産運用

報酬等の営業費用を控除した営業利益は1,685百万円となり、経常利益は1,075百万円、当期純利益は1,074

百万円を計上いたしました。分配金については、税制の特例（租税特別措置法第67条の15）の適用により、

利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口１口当たりの分配金が１円未満となる端数

部分を除く当期未処分利益の全額を分配することとし、この結果、投資口１口当たりの分配金は10,262円と

なりました。

  

（ロ）次期の見通し

Ａ．投資環境

日本銀行の経済・物価情勢の展望（平成21年10月）によると、日本の経済は、他の先進国と同様、世界経

済の動向に引き続き大きく左右される可能性が高く、企業部門では、世界経済の緩やかな回復傾向が持続す

る限り、生産の増加基調は失われないものとみられ、企業収益の復調とともに設備投資も徐々に回復してい

くことが想定されています。一方、家計部門では、雇用・所得環境の改善は、企業収益の回復に遅れる傾向が

あるため、個人消費の持続的な回復が展望できるのは、翌期以降となる可能性が高いと想定されています。

このような状況の下、不動産取引の本格的回復には時間を要するものと考えられ、当面の間、地価の下落

や不動産取引市場の低迷傾向も継続するものと見込まれますが、本投資法人としては、資産運用の環境につ

いて、景気・金利の動向、需給バランスの動向、国内外投資家の動向の影響などに留意してまいります。

　

Ｂ．今後の運用方針及び対処すべき課題

（ⅰ）外部成長戦略

本投資法人は、新規物件の追加組入れについて、経済動向を注視し慎重な対処が必要であると考えて

おり、長引く世界的な信用収縮、国内金融市場の低迷等による不動産取引市場への影響を踏まえ、当面

の間、投資主利益を損なうような資産規模の拡大を推進せず、堅実な投資判断を行ってまいります。一

方、不動産市況の一部には回復の兆しも見られることから、不動産取引市場の動向調査や物件情報の収

集・分析については、これまで以上に精力的に実施いたします。  

　

（ⅱ）内部成長戦略

　資産運用会社では、取得済物件の運用において積極的なリーシング活動及び物件価値向上のための諸

施策を今後も継続してまいります。具体的には、今後の経済情勢の動向に留意しつつ、募集条件の機動

的な見直し等を行うことにより、物件の競争力を強化してまいります。それに加えて、定期的にテナン

ト満足度調査を行いテナントの声を運用に反映させることにより、テナントとの緊密な関係を維持・

構築するとともに、管理運営体制、物件所在地域の不動産市場に関する知識・経験等を考慮して選定し

たプロパティ・マネジメント会社との協調を通じて、リーシング力の更なる強化、新たなキャッシュ・

フロー向上策及びコスト削減策の実施による内部成長に努めてまいります。

　商業施設については、テナントと長期の賃貸借契約を締結するとともに、プロパティ・マネジメント

会社と定期的に情報交換を行い、現地状況の把握やテナントニーズに応える施策を迅速に実施するな

ど、テナントの安定化を図ってまいります。また、より一層の集客力強化の一環として、テナントとの協

力関係を活かし、各種イベントを開催するなどテナントと一体となった販促活動を行い、施設全体の集

客力強化、ひいてはテナントの満足度向上に引き続き注力してまいります。

　

（ⅲ）財務戦略等
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本投資法人が保有する資産総額に対して借入金、投資法人債並びに有利子の敷金及び保証金の残高

が占める割合（以下「ＬＴＶ」といいます。）の上限については原則として60％を目途としますが、資

産の取得状況や金融環境等を総合的に勘案して、これまで以上に保守的なレバレッジコントロールに

努めます。

また、既存借入先である国内大手金融機関との協調関係をこれまで以上に強固にしていくとともに、

有利子負債については金融コストの変動に留意しつつ財務の安定性向上に努めてまいります。

　

Ｃ．決算後に生じた重要な事実

本投資法人が資産の運用を委託する株式会社ジョイント・キャピタル・パートナーズの全株式を保有す

る株式会社ジョイント・コーポレーション及びその連結子会社である株式会社ジョイント・レジデンシャ

ル不動産（株式会社ジョイント・コーポレーションと併せて以下「スポンサー企業等」といいます。）は、

平成21年５月29日付で東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行い、平成21年６月16日付で同裁判

所から会社更生手続開始決定を受けました。スポンサー企業等は、フィナンシャル・アドバイザーとして選

任した日興シティグループ証券株式会社（現シティグループ証券株式会社）の助言の下、平成21年７月30

日に実施した第一次入札により数社に絞り込まれたスポンサー候補先と協議を進め、平成21年10月23日に

第二次入札を実施し、その入札状況を踏まえ慎重に検討を重ねた結果、応募企業の中から、株式会社レノを

スポンサーに選定し、平成21年11月２日付で同社とスポンサー契約を締結いたしました。

本投資法人及び資産運用会社は、グループ各社のノウハウ及びそのシナジー効果を活用すべくグループ

一体での更生を目指すスポンサー企業等による新スポンサー選定手続において、本投資法人の投資主価値

の最大化という観点から、株式会社ジョイント・コーポレーションの管財人及びフィナンシャル・アドバ

イザーと協議を進めてきましたが、同社の管財人の判断により、資産運用会社については、スポンサー企業

等とは別個の新スポンサーを選定することとなりました。資産運用会社の新スポンサー選定にかかる今後

のスケジュールについては、本件にかかるフィナンシャル・アドバイザーであるシティグループ証券株式

会社及び日興コーディアル証券株式会社と協議の上、以下の日程にて新スポンサーの選定を進めています。

○　新スポンサー候補企業募集開始　　　　平成21年11月10日

○　新スポンサー候補企業趣意書提出期限　平成21年11月24日

○　最終提案書提出期限　　　　　　　　　平成22年２月１日（予定）

今後の新スポンサー選定作業におきましては、主要取引金融機関と十分に連携を図るとともに、株式会社

ジョイント・コーポレーションの管財人の協力を仰ぎフィナンシャル・アドバイザーと協議を進めてまい

ります。また、本投資法人及び資産運用会社は、本投資法人の投資主価値の最大化という観点から、以下の事

項を新スポンサーの選定方針として掲げております。新スポンサーの最終的な選定に当たっては、当該選定

方針を基に候補企業より提出された趣意書及び最終提案書をあらゆる面から多角的に検討し、株式会社

ジョイント・コーポレーションの管財人とともに総合的な評価を行った上、決定いたします。

・今後到来する本投資法人の借入金の返済期日及び投資法人債の償還期日に鑑み、新スポンサーを可能　

　　    な限り早期に選定すること。

・本投資法人の中長期的な財務基盤の安定化を図るため、主要取引金融機関の理解が得られる新スポ

  ンサーを選定すること。

・本投資法人の中長期的な成長戦略を再構築できる新スポンサーを選定すること。

　

（２）【投資法人の目的及び基本的性格】

①　投資法人の目的及び基本的性格

　本投資法人は、中長期的な観点から、安定した収益の確保と着実な運用資産の成長を目指し、運用資産の運用を

行うことを基本方針としています（本投資法人の規約（以下「規約」といいます。）第26条）。

　本投資法人は、その資産の運用を資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と資産運用会社との間で平成

17年４月21日に締結された資産運用委託契約（その後の変更契約を含み、以下「資産運用委託契約」といいま

す。）の規定に従い、資産運用会社は、本投資法人の運用資産にかかる運用の方針につき、その社内規程として運

用ガイドライン（以下「運用ガイドライン」といいます。）を制定しています。
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②　投資法人の特色

　本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本

投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。
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（３）【投資法人の仕組み】

本書の日付現在における本投資法人の仕組みは以下の通りです。　

①　本投資法人の仕組図

　

番号 契約名

① 資産運用委託契約／機関運営事務委託契約

② 優先交渉権等に関する覚書

③ 一般事務委託契約及び資産保管業務委託契約

④ 事務委託契約（投資口事務受託契約）及び特別口座の管理に関する契約

⑤ 投資法人債管理委託契約及び投資法人債事務委託契約（注４)

　

（注１）機関の運営に関する事務とは、本投資法人の投資主総会の運営に関する事務（投資主総会招集通知、決議通知及

びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、議決権行使書（又は委任状）の作成等の投資主名簿等管理人

に委託された事務を除く。）、本投資法人の役員会の運営に関する事務及びこれらに準ずる事務又は付随する業務

をいいます。

（注２）株式会社ジョイント・コーポレーション及び株式会社ジョイント・レジデンシャル不動産は、平成21年５月29日

付で東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行い、平成21年６月16日付で同裁判所から会社更生手続開始

決定を受けました。詳細については、前記「(1)主要な経営指標等の推移②運用状況(ロ)次期の見通しＣ.決算後に

生じた重要な事実」をご参照ください。　

（注３）会計等に関する事務とは、計算に関する事務、会計帳簿の作成に関する事務、納税に関する事務及びこれらに準ず

る事務又は付随する業務をいいます。

（注４）本書において、ジョイント・リート投資法人第１回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付及び適格

機関投資家限定)を「第１回債」といい、ジョイント・リート投資法人第２回無担保投資法人債（投資法人債間限

定同順位特約付及び適格機関投資家限定）を「第２回債」といいます。
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②　本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の概要

運営上の役割 名称 関係業務の概要

投資法人 ジョイント・リート

投資法人

規約に基づき、投資主より募集した資金等を運用資産に投資する

ことにより、中長期的な観点から、安定した収益の確保と着実な運

用資産の成長を目指して運用を行います。

資産運用会社／一般事

務受託者（機関の運営

に関する事務）

株式会社ジョイント・

キャピタル・

パートナーズ

資産運用会社は、平成17年４月21日付で本投資法人との間で資産

運用委託契約を締結しており、同契約に基づき、本投資法人の定め

る規約及び資産運用会社の社内規程である運用ガイドライン等に

従い、資産の運用にかかる業務を行います。資産運用会社に委託さ

れた業務は①運用資産の運用にかかる業務、②本投資法人が行う

資金調達にかかる業務、③運用資産の状況についての本投資法人

への報告業務、④運用資産にかかる運営計画の策定業務及び⑤そ

の他本投資法人が随時委託する上記①ないし④に付随し又は関連

する業務です。

また、一般事務受託者（機関の運営に関する事務）は、平成21年10

月１日を効力発生日として、平成21年９月28日付で本投資法人と

の間で、機関運営事務委託契約書を締結し、同契約に基づき、①本

投資法人の機関の運営に関する事務（投信法第117条第４号に規

定する事務のうち、本投資法人が投資主名簿等管理人との間で締

結した事務委託契約書（投資口事務受託契約書）において投資主

名簿等管理人に委託された事務以外のもの。）及び②その他上記

①に準ずる業務又は付随する業務で、機関運営事務細則に定める

ものを行います。　

一般事務受託者（会計

等に関する事務）／資

産保管会社

みずほ信託銀行

株式会社

一般事務受託者／資産保管会社は、平成17年４月21日付で本投資

法人との間で一般事務委託契約及び資産保管業務委託契約（その

後の変更契約を含み、以下「一般事務委託契約」及び「資産保管

業務委託契約」といいます。）をそれぞれ締結しています。

上記一般事務委託契約に基づき、投信法上の一般事務受託者（投

信法第117条第５号及び第６号）として、①計算に関する事務、②

会計帳簿の作成に関する事務、③納税に関する事務及び④その他

上記①ないし③に準ずる業務又は付随する業務で、別途定めるも

のを行います。また、上記資産保管業務委託契約に基づき、投信法

上の資産保管会社（投信法第208条）として、①投信法第208条第

１項に基づく資産保管業務並びに②資産保管業務に付随する

（イ）本投資法人名義の預金口座からの振込、（ロ）本投資法人

名義の預金口座の開設及び解約並びに（ハ）その他上記（イ）及

び（ロ）に準ずる業務を行います。
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運営上の役割 名称 関係業務の概要

投資主名簿等管理人／

特別口座管理機関 

みずほ信託銀行

株式会社

投資主名簿等管理人は、事務委託契約（投資口事務受託契約）に

基づき、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第２号及び第

３号）として、①投資主名簿等に関する事務、②募集投資口の発行

に関する事務、③投資口の併合又は分割に関する事務、④投資主総

会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書

類等の送付、議決権行使書（又は委任状）の作成、並びに投資主総

会受付事務補助に関する事務、⑤投資主に対して分配する金銭の

計算及び支払いに関する事務、⑥投資口に関する照会への応答、各

種証明書の発行及び事故届出の受理に関する事務、⑦委託事務を

処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便

物の整理・保管に関する事務、⑧法令、自主規制機関（金融商品取

引法に規定される金融商品取引所及び金融商品取引業協会を含み

ます。）の規則又は事務委託契約により本投資法人が必要とする

投資口にかかる統計資料の作成に関する事務、⑨投資主の権利行

使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務、

⑩総投資主通知等の受理に関する事務、⑪投資主名簿等管理人が

管理する本投資法人の発行済投資口の総口数と振替機関（社債、

株式等の振替に関する法律（以下「振替法」といいます。）第２

条第２項に定める振替機関をいいます。以下同じです。）より通知

を受けた本投資法人の振替投資口等の総数の照合、⑫本投資法人

の情報提供請求権（振替法第277条に定める請求をいいます。）行

使にかかる取次ぎに関する事務、⑬振替機関からの個別投資主通

知（振替法第228条第１項で準用する同法第154条第３項に定める

通知をいいます。）の本投資法人への取次ぎに関する事務、⑭その

他振替機関との情報の授受に関する事務、⑮上記①ないし⑭に掲

げる委託事務にかかる印紙税等の代理納付、⑯上記①ないし⑮に

掲げる委託事務に付随する事務、⑰上記①ないし⑯に掲げる事務

のほか、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事

務を行います。

また、特別口座管理機関は、特別口座の管理に関する契約に基づ

き、①振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備

置に関する事務、②総投資主通知にかかる報告に関する事務、③新

規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事

務、④振替機関からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本

投資法人の振替機関に対する情報提供請求に関する事務、⑤振替

口座簿への記載又は記録、質権にかかる記載又は記録、及び信託の

受託者並びに信託財産にかかる記載又は記録に関する事務、⑥特

別口座の開設及び廃止に関する事務、⑦加入者情報及び届出印鑑

の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の振替機関への届

出に関する事務、⑧特別口座の加入者本人及び投資口質権者のた

めに開設された他の口座並びに本投資法人の口座への振替手続に

関する事務、⑨振替法第228条で準用される第133条第2項で定める

取得者等による特別口座開設等請求に関する事務、⑩加入者から

の個別投資主通知の申出に関する事務、⑪加入者又は利害関係を

有する者からの情報提供請求に関する事務、⑫上記①ないし⑪に

掲げるもののほか、加入者等（投資主、投資口質権者及びこれらの

法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じで

す。）による請求に関する事務、⑬上記①ないし⑫に掲げるものの

ほか、加入者等からの加入者等にかかる情報及び届出印鑑に関す

る届出の受理に関する事務、⑭加入者等からの照会に対する応答

に関する事
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運営上の役割 名称 関係業務の概要

投資主名簿等管理人／

特別口座管理機関 

みずほ信託銀行

株式会社

務、⑮投資口の併合又は分割に関する事務、⑯上記①ないし⑮に掲

げる事務のほか、振替制度の運営に関する事務並びに本投資法人

及び特別口座管理機関が協議のうえ定める事項を行います。 

投資法人債管理者／

投資法人債に関する一

般事務受託者

みずほ信託銀行

株式会社

平成19年３月２日付で、本投資法人との間で第１回債及び第２回

債（以下「本投資法人債」といいます。）にかかる管理委託契約

及び事務委託契約を締結しています。

上記管理委託契約に基づき、投信法上の投資法人債管理者として、

本投資法人債に関する弁済の受領、債権の保全その他の管理を行

います。

また、上記事務委託契約に基づき、投信法上の一般事務受託者（投

信法第117条第２号及び第６号）として、本投資法人債の投資法人

債原簿に関する事務並びに本投資法人債の投資法人債権者への元

金の償還及び利息の支払いに関する事務を行います。

  

③　上記以外の本投資法人の主な関係者

役割 名称 業務の概要

パイプラインサポート

会社

（注１）

株式会社ジョイント・

コーポレーション

株式会社ジョイント・

アセットマネジメント

株式会社ジョイント・

レジデンシャル不動産

パイプラインサポート会社は、本投資法人、資産運用会社及び情

報提供会社との間で優先交渉権等に関する覚書を締結し、同覚書

に基づき、パイプラインサポート会社又はその関連ＳＰＣ（注

２）が本投資法人の投資基準に合致した不動産等を一棟全体で

一括売却しようとする場合には、本投資法人は当該不動産等の取

得につき優先交渉権を有するものとされています。その詳細につ

いては、後記「２ 投資方針（1）投資方針 ② ポートフォリオ構

築方針（ニ）ジョイント・グループとの協調関係」をご参照下

さい。

情報提供会社

（注１）

株式会社ジョイント・

レジデンシャル不動産

情報提供会社は、本投資法人、資産運用会社及びパイプラインサ

ポート会社との間で優先交渉権等に関する覚書を締結し、同覚書

に基づき、第三者が保有し又は開発・保有を予定する不動産等に

かかる売却・仲介情報を、本投資法人以外の者に先立ち、資産運

用会社を通じて本投資法人に対して提供します。その詳細につい

ては、後記「２ 投資方針（1）投資方針 ②ポートフォリオ構築

方針（ニ）ジョイント・グループとの協調関係」をご参照下さ

い。

（注１）株式会社ジョイント・コーポレーション及び株式会社ジョイント・レジデンシャル不動産は、平成21年５月29日付で東京地方裁判所に会

社更生手続開始の申立てを行い、平成21年６月16日付で同裁判所から会社更生手続開始決定を受けました。詳細については、前記「（1）

主要な経営指標等の推移 ②運用状況（ロ）次期の見通し Ｃ. 決算後に生じた重要な事実」をご参照ください。

（注２）関連ＳＰＣとは、パイプラインサポート会社がその資産運用業務の委託を受け若しくは現に資産運用に従事しているか、又は、当該会社の

株式、匿名組合出資持分、特定出資、優先出資証券等のエクイティ持分の過半を保有している特例有限会社、特定目的会社その他の特別目

的会社をいいます。 
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（４）【投資法人の機構】

①　投資法人の統治に関する事項

（イ）投資法人の機関の内容

　本書の日付現在、本投資法人の執行役員は１名以上、監督役員は２名以上（但し、執行役員の数に１を加え

た数以上とします。）とされています（規約第16条）。

　本書の日付現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員１名、監督役

員２名及び執行役員、監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。本投資法

人の会計監査人はあずさ監査法人です。

 

Ａ．投資主総会

（ⅰ）本投資法人の投資主総会は、東京都23区内において開催されます（規約第９条第２項）。

 

（ⅱ）投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総

会において決定されます。投資主総会の決議は、原則として、出席した投資主の議決権の過半数をもって決議

されます（規約第11条第１項）が、規約の変更（投信法第140条、第93条の２第２項第３号）等一定の重要事

項については、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の３

分の２以上にあたる多数による決議（特別決議）を経なければなりません。但し、投資主が投資主総会に出

席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が

提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きま

す。）について賛成するものとみなされます（投信法第93条第１項、規約第14条第１項）。

　本投資法人の資産運用の対象及び方針は、規約に定められています（規約第７章）ので、かかる規約中に定

められた資産運用の対象及び方針を変更する場合には、上記のとおり投資主総会の特別決議が必要となりま

す。

 

（ⅲ）また、本投資法人は、資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資産の運用にかか

る業務を委託しています。資産運用会社が資産運用委託契約を解約するためには本投資法人の同意を得なけ

ればならず、執行役員はかかる同意を与えるために原則として投資主総会の承認を得ることが必要になりま

す（投信法第205条）。また、本投資法人が資産運用委託契約を解約する場合にも原則として投資主総会の決

議が必要です（投信法第206条）。

 

Ｂ．執行役員、監督役員及び役員会

（ⅰ）執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の営業に関する

一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています（投信法第109条第１項、同条第５項、会社法（平

成17年法律第86号。以下「会社法」といいます。）第349条第４項）。但し、資産運用会社からの資産運用委託

契約の解約への同意、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務委託、資産運用委託契約又は資産保管業務

委託契約の締結その他投信法に定められた一定の職務執行については、役員会の承認を得なければなりませ

ん（投信法第109条第２項）。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています（投信法第

111条第１項）。また、役員会は、一定の職務執行に関する上記の承認権限を有する（投信法第109条第２項）

他、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務執行を監督する権限を有しています（投信法第114

条第１項）。

 

（ⅱ）役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがない限り、議決に加わることができる構成員たる執行役

員及び監督役員の過半数が出席の上、出席者の過半数の議決によって行われます（投信法第115条第１項、会

社法第369条第１項）。

 

（ⅲ）投信法の規定（投信法第115条第１項、会社法第369条第２項）及び本投資法人の役員会規則において、

決議について特別の利害関係を有する執行役員及び監督役員は議決に加わることができないことが定めら

れています。

 

Ｃ．会計監査人

（ⅰ）会計監査人は、投資主総会の決議をもって選任されます（投信法第96条、第72条、規約第23条）。

 

（ⅱ）本投資法人は、あずさ監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法人の計算書類等

の監査を行うとともに、執行役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な

事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める職務を行います（投信法第

115条の２第１項、第115条の３第１項等）。
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（ⅲ）会計監査人の任期は、就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結

の時までとします。会計監査人は、投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会

において再任されたものとみなされます（投信法第103条、規約第24条第１項及び第２項）。

 

（ロ）内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続

　本投資法人の役員会は、すべての執行役員及び監督役員により構成され、３ヶ月に１回以上開催します。本

投資法人の役員会においては、投信法及び規約に定める承認・決議事項に加え、月次での業務の執行の状況

が報告されます。また、必要に応じて資産運用会社や一般事務受託者から業務の執行の状況の詳細について

報告されます。

　監督役員は、役員会における承認等の手続を通じ、本投資法人の業務及び財産の状況を把握し、必要であれ

ば、執行役員、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して報告を求め、又は必要な調査を実施

し、執行役員の職務の執行を監督しています。

　本書の日付現在、監督役員には、外部の専門性を有した有識者として弁護士１名、公認会計士１名の計２名

が選任されており、各監督役員は、これまでの実務経験を活かした専門的見地から監督を行っています。

 

（ハ）内部管理、監督役員による監督及び会計監査の相互連携

　各監督役員は、前記「（ロ）内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続」に記載の手続を通し

て、執行役員の職務の執行を監督します。また、監督役員は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査

人に対し、その監査に関する報告を求めることができます。

　一方、会計監査人は、計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書（資

産運用報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。）の監査を行います。監査を受けた計

算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は、執行役員により役員会に

提出又は、提供され、役員会での承認を受けますが、当該役員会に先立ち開催される監査報告会において、監

査の手続、内容及び結果について監督役員に対し報告がなされます。

　また、会計監査人は、その職務を行うに際して執行役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規

約に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監督役員に報告しなければなりま

せん。

 

②　投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況

（イ）資産運用会社に対する管理体制

　本投資法人と資産運用会社との間で締結された資産運用委託契約においては、資産運用会社は、本投資法人

の定める規約及び資産運用会社の社内規程である運用ガイドライン等に従い、資産の運用にかかる業務を行

うこととされています。また、同契約上、資産運用会社は、投信法に従い、委託業務に関して定期的に報告書を

作成し本投資法人に対し交付することとされているほか、利害関係者（（a）投信法で定義される資産運用

会社の利害関係人等及び（b）（a）の会社の意向を受けて設立された特別目的会社を意味します。以下同じ

です。）との取引については、後記「第二部　投資法人の詳細情報　第３　管理及び運営　２　利害関係人との取

引制限　(2）本投資法人の資産運用にかかる自主ルール（利益相反対策ルール）」に記載の自主ルールに

従って取引を行っています。

 

（ロ）資産保管会社に対する管理体制

　本投資法人と資産保管会社との間で締結された資産保管業務委託契約においては、投信法第209条、同209条

の２に定める義務及び同210条に定める責任に加えて、資産保管会社の固有財産等との分別保管や委託業務

の処理状況について、本投資法人へ報告することなど資産保管会社が委託事務を遂行するにあたって負う一

定の義務や賠償責任を定めており、かつ、その業務執行状況を監視するための体制を維持しています。

　また、本投資法人からの各種指図等について、すべての指図結果を本投資法人へフィードバックすることに

より、指図の結果確認を実施しています。

 

（ハ）一般事務受託者に対する管理体制

　本投資法人と一般事務受託者との間で締結された一般事務委託契約においては、投信法第118条に定める義

務及び同119条に定める責任に加えて、一般事務受託会社が委託事務を遂行するにあたって負う一定の報告

義務や賠償責任を定めており、かつ、その業務執行状況を監視するための体制を維持しています。

　特に、会計に関する事務については、毎月次において、前月までの会計帳簿を本資産運用会社を通して本投

資法人へフィードバックすることにより、本投資法人の運用結果が正しく反映されているか確認を実施して

います。
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③　投資法人の運用体制

　前記のとおり、本投資法人の資産運用は、資産運用会社に委託されています。資産運用会社は、本投資法人との間

の資産運用委託契約に基づき、本投資法人の資産の運用を行います。

（イ）資産運用会社の組織

　資産運用会社の組織は、以下に記載のとおりです。

資産運用会社は、かかる組織体制において、本投資法人より委託を受けた資産運用業務を行います。資産運

用会社は、取締役会からの権限委譲を受けて規約に定める投資方針の具体化、資金調達及び分配政策、運用資

産の取得及び売却並びに運用資産の運用管理方針を審議するための合議体として投資委員会を設置してい

ます。また、コンプライアンス（法令遵守）を担当する機関としてコンプライアンス・オフィサー及びリス

ク管理・コンプライアンス室を設置し、また、コンプライアンス・オフィサーを委員長としてコンプライア

ンスにかかる基本的事項及び重要事項につき審議、決定するコンプライアンス委員会を設置しています。資

産運用業務は、内部検査機関としてのリスク管理・コンプライアンス室による管理のもと、不動産投資部、不

動産運用部、ＩＲ・財務部及び管理部の分掌によって実施されています。

なお、資産運用会社において新たな組織単位が必要となったときは、取締役会の承認によってこれを設置

することとしております。

 

組織
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（ロ）資産運用会社の各組織の業務の概要

組織名称 各組織の業務の概要

不動産投資部 （1）投資方針及び投資計画の策定（各営業期・中長期）に関する業務

（2）物件調査に関する業務

（3）運用資産の取得の実行及び諸契約締結に関する業務

（4）運用資産の売却方針及び計画の策定に関する業務

（5）運用資産の売却の実行及び諸契約締結に関する業務

不動産運用部 （1）運用方針及び運用計画の策定（各営業期・中長期）に関する業務

（2）運用資産の価値維持・向上に関する業務

（3）不動産の管理状況の把握に関する業務

（4）プロパティ・マネジメント業務受託者の指示・監督に関する業務

（5）運用資産にかかる諸契約締結に関する業務

（6）不動産の賃借人からの苦情・クレーム処理に関する業務

ＩＲ・財務部 （1）ファイナンス方針及び計画の策定（各営業期・中長期）に関する業務

（2）余資の運用方針及び計画の策定及び実行に関する業務

（3）投資口発行に関する業務

（4）投資法人債（短期投資法人債を含みます。）の発行及び償還に関する業務

（5）借入金の借入れ及び返済に関する業務

（6）本投資法人の情報開示（ＩＲ）・ディスクロージャーに関する業務

（7）投資主等からの苦情・クレーム処理及び一般的事項に関する照会等に関する業務

（8）経済全般、市場の動向の調査及び分析に関する業務

（9）配当方針及び計画の策定及び実行に関する業務

管理部 （1）資産運用会社の年度経理方針・予算策定に関する業務

（2）資産運用会社の経理及び出納に関する業務

（3）人事方針・計画の策定に関する業務

（4）人事に関する業務

（5）資産運用会社の広報に関する業務

（6）資産運用会社の株主総会・取締役会運営に関する業務

（7）本投資法人の機関運営（投資主総会等）に関する業務

（8）本投資法人の運用資産に関する会計、税務及び資金管理に関する業務

（9）行政機関への定例報告及び届出に関する業務

（10）規程の改廃に関する業務

（11）情報システム機器の運用、保全及び管理に関する業務

（12）法務に関する業務

（13）行政機関及び業界諸団体等対応に関する業務

リスク管理・コン

プライアンス室

（1）リスク管理に関する業務

（2）法令諸規則等遵守状況のモニタリング

（3）内部管理に関する業務

（4）内部検査の実施

（5）本投資法人の資産取得・売却時における鑑定評価手続きの管理

（6）投資委員会等付議案件の事前審査

（7）不動産の賃借人及び投資主等からの苦情・クレーム処理に関する業務
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（ハ）委員会

　資産運用会社には、本書の日付現在、投資委員会及びコンプライアンス委員会が設置されており、その概要

は以下のとおりです。

 

Ａ．投資委員会

（ⅰ）構成員

　投資委員会は、代表取締役社長、管理部長、不動産投資部長、不動産運用部長、ＩＲ・財務部長及びコン

プライアンス・オフィサーで構成されます。但し、コンプライアンス・オフィサーは議決権を有しませ

ん。また、代表取締役社長が投資委員会の委員長となります。

 

（ⅱ）審議方法等

　投資委員会は委員長の招集により原則として３ヶ月に１回開催されますが、その他必要に応じて随時

開催されます。投資委員会は、委員の全員の出席により成立し、その決定は、対象となる議案について議

決権を有する全ての委員の議決権の過半数の賛成により決せられます。但し、決定事項につき特別の利

害関係を有する委員は、当該議案につき議決権を有しないものとします。

 

（ⅲ）決定事項

ａ．運用資産の運用にかかる投資方針の策定及び改定

ｂ．本投資法人の資金調達及び分配政策にかかる基本方針の策定及び改定

ｃ．本投資法人による新規資産の取得及び保有資産の売却等についての案件の選定及び条件の決定

ｄ．運用資産にかかる運用管理方針の策定及び改定

ｅ．その他の投資方針にかかる重要事項

 

Ｂ．コンプライアンス委員会

（ⅰ）構成員

　コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサー、代表取締役社長及びコンプライアンス委

員会の委員長が選任したコンプライアンスに精通した社外専門家又は社外弁護士で構成されます。ま

た、コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会の委員長となります。

 

（ⅱ）審議方法等

　コンプライアンス委員会は委員長の招集により原則として３ヶ月に１回開催されますが、その他必要

に応じて随時開催されます。コンプライアンス委員会は、委員の全員の出席により成立し、その決定は、

コンプライアンス・オフィサー及び社外専門家又は社外弁護士が賛成し、かつ、対象となる議案につい

て議決権を有する全ての委員の議決権の過半数の賛成により決せられます。

 

（ⅲ）決定事項

ａ．コンプライアンス規程の策定及び改定。但し、コンプライアンス規程の策定及び改定には取締役会

の決議も必要となります。

ｂ．コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び改定

ｃ．内部検査規程の策定及び改定。但し、内部検査規程の策定及び改定には取締役会の決議も必要とな

ります。

ｄ．投資委員会による審議の経過及び投資判断におけるコンプライアンス上の問題の有無に関する判

断

ｅ．投資委員会による審議に際して、その審議の手続経過における法令・諸規則の遵守状況その他コン

プライアンス上の重大な問題の有無に関する判断

ｆ．コンプライアンス上不適切な行為及び不適切であるとの疑義がある行為に対する改善措置又は将

来における防止措置等の必要な措置

ｇ．上記ａ．ないしｆ．に準ずる重要な事項
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（ニ）コンプライアンス・オフィサー

Ａ．選任方法

　コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、資産運用会社の取締役会の決議及び本投資法

人の役員会の承認によりなされるものとします。コンプライアンス・オフィサーには、法令・規範の遵守の

ための十分な審査・監督能力を有する人材が選任されます。また、リスク管理の重要性の観点からリスク管

理・コンプライアンス室長も兼任することとしています。

 

Ｂ．業務

　コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社におけるコンプライアンスにかかる責任者として、社内の

コンプライアンス体制を確立するとともに、法令その他のルールを遵守する社内の規範意識を醸成すること

に努めるものとします。このため、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会を通じてコン

プライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムを制定するとともに、資産運用会社による本

投資法人のための資産運用における業務執行が、法令、規約、その他の諸規則等に基づいていることを常に監

視し、日常の業務執行においてもコンプライアンス遵守状況の監視監督を行います。
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（ホ）資産運用会社の意思決定手続

Ａ．投資方針の決定プロセス

　資産運用会社は、規約に従って、本投資法人のための資産の運用についての基本的な投資方針等を定める運

用ガイドライン、資産管理計画及びその他の資産運用の計画を作成します。これらの運用ガイドライン等の

投資方針の決定については、以下に詳細を記載するとおり、担当部により起案がなされ、その後、資産運用会

社の投資委員会において内容を審議した後、資産運用会社の取締役会において最終的に審議の上、決定され

ます。

　本投資法人の資産の運用にかかる投資方針の策定及び改定にかかる意思決定に関する手続きの流れは次の

とおりです。

 

 

不動産投資部及び不動産運用部による起案から不動産投資部長及び不動産運用部長による投資委員会への

提案まで

　まず、不動産投資部及び不動産運用部が、両部内で詳細な検討を行い、両部間相互に調整を経た後に、運用ガ

イドライン等の投資方針案を起案します。

　不動産投資部及び不動産運用部は、当該投資方針案及びそれに付随関連する資料をリスク管理・コンプラ

イアンス室に提出し、当該投資方針案に関する法令・諸規則（資産運用会社が業務を遂行するに際して遵守

すべき法律、政省令、地方公共団体の定める条例、その他の命令、投資信託協会の諸規則、資産運用会社と資産

運用委託契約を締結する投資法人が上場する金融商品取引所の諸規則、資産運用会社と資産運用委託契約を

締結する投資法人の規約、資産運用会社の定款及び社内諸規程並びにこれらに基づき資産運用会社が締結し

た諸契約（資産運用委託契約を含む。）等をいいます。以下同じです。）の遵守状況その他コンプライアンス

上の問題の有無に関する確認を受けます。リスク管理・コンプライアンス室は、当該投資方針案に法令・諸

規則への違反又は抵触が認められず、かつ、その他コンプライアンス上の問題がないと判断した場合には、当

該投資方針案を承認し、その旨を当該起案をなした不動産投資部及び不動産運用部の担当者に対して連絡し

ます。

　不動産投資部及び不動産運用部の担当者は、リスク管理・コンプライアンス室の承認を受けた当該投資方

針案を不動産投資部長及び不動産運用部長に提出します。不動産投資部長及び不動産運用部長は、当該提出

を受けた投資方針案を投資委員会に議案として提案します。なお、投資委員会の概要は前記「（ハ）委員会

Ａ．投資委員会」の項目に記載のとおりです。
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　これに対して、リスク管理・コンプライアンス室が当該投資方針案について法令・諸規則への違反若しく

は抵触が認められる又はその他コンプライアンス上の問題が存在すると判断した場合には、起案した不動産

投資部及び不動産運用部の担当者に対して当該投資方針案の廃案又は修正を命じます。廃案の命令を受けた

投資方針案については、不動産投資部長及び不動産運用部長は、投資委員会に提案することができず、修正の

命令を受けた投資方針案については、修正後に再度、リスク管理・コンプライアンス室による法令・諸規則

の遵守状況その他コンプライアンス上の問題の有無に関する確認を受け、その承認を得た後でなければ、不

動産投資部長及び不動産運用部長は、投資委員会に提案することができないものとします。

 

投資委員会での審議及び決定 

　投資委員会は、不動産投資部長及び不動産運用部長により提案された投資方針案について、本投資法人の規

約との整合性、その時の不動産市場の動向、その時の本投資法人のポートフォリオの内容等の投資法人の資

産運用における投資戦略等の観点から、投資方針案の内容を検討し、投資方針案の採否につき決定します。投

資委員会の承認が得られない場合は、投資委員会は不動産投資部長及び不動産運用部長に問題点等を指摘

し、投資方針案の修正及び再提出又は廃案の指示を出します。投資委員会の承認が得られた場合、投資委員会

の委員長は、当該投資方針案に関する書類をコンプライアンス委員会に提案します。

 

コンプライアンス委員会での審議及び決定

　コンプライアンス委員会は、投資委員会の委員長により提案を受けた投資方針案に、法令・諸規則への違反

又は抵触がないか、その他コンプライアンス上の問題がないかについて審議し、投資方針案についてのコン

プライアンスの問題性の有無について決定をします。コンプライアンス委員会の概要は前記「（ハ）委員会

Ｂ．コンプライアンス委員会」の項目に記載のとおりです。

　コンプライアンス委員会において、コンプライアンスの問題がないと決定された場合には、コンプライアン

ス委員会の委員長は、投資委員会の委員長に対してその旨を伝達します。かかる伝達を受けた投資委員会の

委員長は、当該投資方針案を取締役会に付議します。

　これに対して、コンプライアンス委員会が当該投資方針案について法令・諸規則への違反若しくは抵触が

認められる又はその他コンプライアンス上の問題が存在すると判断した場合には、投資委員会の委員長に対

して当該投資方針案の廃案又は修正を命じます。廃案の命令を受けた投資方針案については、投資委員会の

委員長は、取締役会に付議することができず、修正の命令を受けた投資方針案については、修正後に再度、コ

ンプライアンス委員会による法令・諸規則の遵守状況その他コンプライアンス上の問題の有無に関する確

認を受け、その決定を得た後でなければ、投資委員会の委員長は、取締役会に付議することができないものと

します。

 

取締役会での審議及び決議

　取締役会は、不動産及び市場の動向、本投資法人の投資戦略及び諸法令の遵守状況等を総合的に勘案し、当

該投資方針案を承認するか否かを決議します。取締役会での承認が得られない場合、取締役会は投資委員会

に問題点等を指摘し、当該投資方針案の修正及び再提出又は廃案等の指示を出します。再提出の場合、再び上

記と同様に投資委員会において審議をした上で取締役会に対して付議されることが必要となります。取締役

会の承認が得られたことをもって、当該投資方針案が資産運用会社で決定されたこととなります。

 

投資法人役員会での審議及び承認

　利害関係者との取引制限に関する投資方針の策定又は改定の場合には、社長は、取締役会の決議の後に当該

投資方針案を本投資法人の役員会の審議に付議し、役員会が当該投資方針案を承認するか否かを決議しま

す。役員会での承認が得られない場合、役員会は取締役会に問題点等を指摘し、当該投資方針案の修正及び再

提出又は廃案等の指示を出します。再提出の場合、再び上記と同様に取締役会において審議をした上で役員

会に対して付議されることが必要となります。役員会の承認が得られたことをもって、当該投資方針案が資

産運用会社の投資方針となります。 
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Ｂ．運用資産の取得に関する決定プロセス

　運用資産の取得に関する手続きの流れは、以下のとおりです。

 

 

不動産投資部による取得候補の選定、取得計画案の起案から不動産投資部長による投資委員会への付議まで

　不動産投資部は、取得候補の運用資産を選定し、当該運用資産に関する詳細な物件デュー・ディリジェンス

（鑑定価格調査、建物診断調査、地震リスク調査、法務調査等）を行い、その結果を踏まえた運用資産の取得

計画案を策定し、リスク管理・コンプライアンス室に提出します。リスク管理・コンプライアンス室は、当該

取得計画案における法令・諸規則の遵守状況その他コンプライアンス上の問題の有無について確認します。

リスク管理・コンプライアンス室は、当該案件が本投資法人の資産運用の基本方針に基づいていない場合そ

の他問題を確認した場合、当該取得計画案の修正及び再提出又は廃案を指示することができます。リスク管

理・コンプライアンス室が当該取得計画を承認した場合は、不動産投資部長は、当該取得計画案を投資委員

会に提案します。

 

投資委員会での審議及び決定

　投資委員会では、当該運用資産が本投資法人の投資方針に適合していることを確認するとともに、デュー・

ディリジェンスの結果を踏まえた適正な取得価格の審議を行い、当該運用資産に関する取得の実行及び取得

価格の承認を含めた決定を行います。投資委員会は、当該取得計画案の修正及び再提出又は廃案を不動産投

資部長に指示することができます。投資委員会の承認が得られた場合、投資委員会の委員長は、当該取得計画

案に関する書類をコンプライアンス委員会に提案します。

　当該運用資産の売主が利害関係者である場合には、鑑定評価額又は調査価額（以下「鑑定評価額等」とい

います。）の105％を取得価格（消費税及び固定資産税の精算金等を除きます。）の上限とします。但し、利害

関係者の意向を受けて組成された特別目的会社が本投資法人への物件譲渡を目的として、物件を利害関係者

以外の第三者から取得した場合、本投資法人は、鑑定評価額等を上回る場合であっても、かかる特別目的会社

による当該物件の取得価格と同額（消費税及び固定資産税の精算金等を除きます。）で当該物件を取得する

ことができるものとします。また、かかる特別目的会社において負担した取得費用のうち、仲介手数料、信託

登記に関する登録免許税、信託登記等に付随する司法書士報酬及び当初信託報酬相当額を当該物件取得価格

に含めることができるものとします。
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コンプライアンス委員会での審議及び決定 

　コンプライアンス委員会は、投資委員会の委員長により提案を受けた取得計画案に、法令・諸規則への違反

又は抵触がないか、その他コンプライアンス上の問題がないかについて審議し、取得計画案についてのコン

プライアンスの問題性の有無について決定をします。コンプライアンス委員会の概要は前記「（ハ）委員会

Ｂ．コンプライアンス委員会」の項目に記載のとおりです。

　コンプライアンス委員会において、コンプライアンスの問題がないと決定された場合には、コンプライアン

ス委員会の委員長は、投資委員会の委員長に対してその旨を伝達します。かかる伝達を受けた投資委員会の

委員長は、当該取得計画案を取締役会に付議します。

　これに対して、コンプライアンス委員会が当該取得計画案について法令・諸規則への違反若しくは抵触が

認められる又はその他コンプライアンス上の問題が存在すると判断した場合には、投資委員会の委員長に対

して当該取得計画案の廃案又は修正を命じます。廃案の命令を受けた取得計画案については、投資委員会の

委員長は、取締役会に付議することができず、修正の命令を受けた取得計画案については、修正後に再度、コ

ンプライアンス委員会による法令・諸規則の遵守状況その他コンプライアンス上の問題の有無に関する確

認を受け、その決定を得た後でなければ、投資委員会の委員長は、取締役会に付議することができないものと

します。

 

取締役会での審議及び決議 

　取締役会は、付議された取得計画案を承認するか否かを決議します。取締役会が当該取得計画案の承認を決

議しない場合、取締役会は、当該取得計画案の修正及び再提出又は廃案を投資委員会に指示することができ

ます。取締役会の承認が得られたことをもって、当該取得計画案が資産運用会社の取得計画となることとな

ります。

 

役員会での審議及び承認

　利害関係者から物件を取得する場合には、社長は、当該取得計画案を役員会の審議に付議し、役員会が当該

取得計画案を承認するか否かを決議します。役員会での承認が得られない場合、役員会は取締役会に問題点

等を指摘し、当該取得計画案の修正及び再提出又は廃案の指示を出します。再提出の場合、再び上記と同様に

取締役会において審議をした上で役員会に対して付議されることが必要となります。役員会の承認が得られ

たことをもって、当該取得計画案が資産運用会社の取得計画となることとなります。

 

取得計画の実行

　当該取得計画案が取締役会において承認された場合（利害関係者から取得する場合には、役員会において

承認された場合）、当該運用資産の取得にかかる取締役会（又は役員会）の決議内容に従って、不動産投資

部は、当該運用資産の取得業務を行います。

　不動産投資部は、取引の実行にあたり、取引価格その他、取引コスト等を総合的に勘案して、最も本投資法人

の利益に資する取引形態を選択します。

　

　

Ｃ．運用資産の売却に関する決定プロセス

　運用資産の売却に関する業務についても、運用資産の取得と全く同様の決定プロセスで決定されます。
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Ｄ．運用資産の運営管理に関する決定プロセス

　運用資産の運営管理に関する手続きの流れは、以下のとおりです。 

 

 

不動産運用部による運用計画案の起案から不動産運用部長による投資委員会への付議まで

　不動産運用部は、運用資産の運用計画案を策定し、リスク管理・コンプライアンス室に提出します。リスク管

理・コンプライアンス室は、当該運用計画案における法令・諸規則の遵守状況その他コンプライアンス上の問

題の有無について確認します。リスク管理・コンプライアンス室は、当該案件が本投資法人の資産運用の基本

方針に基づいていない場合その他問題を確認した場合、当該運用計画案の修正及び再提出又は廃案を指示する

ことができます。リスク管理・コンプライアンス室が当該運用計画を承認した場合は、不動産運用部長は、当該

運用計画案を投資委員会に提案します。

 

投資委員会での審議及び決定

　投資委員会では、当該運用計画案が本投資法人の投資方針に適合していることを確認するとともに、審議を行

い、当該運用計画案の承認の決定を行います。投資委員会は、当該運用計画案の修正及び再提出又は廃案を不動

産運用部長に指示することができます。投資委員会の承認が得られた場合、投資委員会の委員長は、当該運用計

画案に関する書類をコンプライアンス委員会に提案します。

 

コンプライアンス委員会での審議及び決定

　コンプライアンス委員会は、投資委員会の委員長により提案を受けた運用計画案に、法令・諸規則への違反又

は抵触がないか、その他コンプライアンス上の問題がないかについて審議し、運用計画案についてのコンプラ

イアンスの問題性の有無について決定をします。

　コンプライアンス委員会において、コンプライアンスの問題がないと決定された場合には、コンプライアンス

委員会の委員長は、投資委員会の委員長に対してその旨を伝達します。かかる伝達を受けた投資委員会の委員

長は、当該運用計画案を取締役会に付議します。

　これに対して、コンプライアンス委員会が当該運用計画案について法令・諸規則への違反若しくは抵触が認

められる又はその他コンプライアンス上の問題が存在すると判断した場合には、投資委員会の委員長に対して

当該運用計画案の廃案又は修正を命じます。廃案の命令を受けた運用計画案については、投資委員会の委員長

は、取締役会に付議することができず、修正の命令を受けた運用計画案については、修正後に再度、コンプライ
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アンス委員会による法令・諸規則の遵守状況その他コンプライアンス上の問題の有無に関する確認を受け、そ

の決定を得た後でなければ、投資委員会の委員長は、取締役会に付議することができないものとします。

 

取締役会での審議及び決議

　取締役会は、付議された運用計画案を承認するか否かを決議します。取締役会が当該運用計画案の承認を決議

しない場合、取締役会は、当該運用計画案の修正及び再提出又は廃案を投資委員会に指示することができます。

取締役会の承認が得られたことをもって、当該運用計画案が資産運用会社の運用計画となることとなります。 

 

役員会での審議及び承認 

　利害関係者との取引によって物件の運用を行う場合には、社長は、当該運用計画案を役員会の審議に付議し、

役員会が当該運用計画案を承認するか否かを決議します。役員会での承認が得られない場合、役員会は取締役

会に問題点等を指摘し、当該運用計画案の修正及び再提出又は廃案の指示を出します。再提出の場合、再び上記

と同様に取締役会において審議をした上で役員会に対して付議されることが必要となります。役員会の承認が

得られたことをもって、当該運用計画案が資産運用会社の運用計画となることとなります。

 

運用計画の実行

　当該運用計画案が取締役会において承認された場合（利害関係者との取引によって運用を行う場合には、役

員会において承認された場合）、当該運用資産の運用にかかる取締役会（又は役員会）の決議内容に従って、

不動産運用部は、当該運用資産の運用業務を行います。

　不動産運用部は、資産の運用にあたり、稼働率及び賃料の上昇、運営管理コストの圧縮等運用資産の価値向上

につながる施策を総合的に勘案して、最も本投資法人の利益に資する運用方法を選択します。

 

Ｅ．資金調達に関する決定プロセス

　運用資産取得のための資金調達については、その計画案がIR・財務部において起案されますが、それ以外の運

用体制については、運用資産の取得と全く同様です。

 

（ヘ）コンプライアンス体制

Ａ．体制

　資産運用会社は、資産運用会社としての社会的責任と使命を十分に認識し、本投資法人の資産の運用業務を

適正かつ公正に遂行するため、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、コンプライアン

ス規程等の社内規程を定め、コンプライアンス業務の責任管理部署としてコンプライアンス・オフィサー

（その詳細については、前記「（ニ）コンプライアンス・オフィサー」をご参照下さい。）及びリスク管理

・コンプライアンス室（その詳細については、前記「（ロ）資産運用会社の各組織の業務の概要」をご参照

下さい。）を、また、コンプライアンスにかかる基本的事項及び重要事項等を審議・決定するコンプライアン

ス委員会（その詳細については、前記「（ハ）委員会　Ｂ．コンプライアンス委員会」をご参照下さい。）を

設置しています。

 

Ｂ．社内規程体系

　コンプライアンスのために実践すべきコンプライアンス活動の基本的な内容についてはコンプライアンス

規程に定められ、その細目については、役職員に対するコンプライアンスの手引書としてのコンプライアン

ス・マニュアルに定められます。また、コンプライアンス委員会は、コンプライアンスを実現するための具体

的な実践計画として、コンプライアンス・プログラムを策定します。
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Ｃ．投資判断におけるコンプライアンス

　前記「（ホ）資産運用会社の意思決定手続」に記載のとおり、投資方針の決定、運用資産の取得・売却に関

する決定プロセス、運用資産の運営管理及び資金調達に関する決定プロセス等の重要な意思決定手続におい

て、リスク管理・コンプライアンス室、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス委員会が関与

して、法令・諸規則の違反その他のコンプライアンス上の問題の有無の確認をします。コンプライアンス上

の問題が確認された場合には当該問題の指摘がなされ、当該投資方針案や個別物件の取得・売却案等につい

て、修正及び再提出又は廃案が求められます。

 

Ｄ．内部検査の方法

（ⅰ）主体

　内部検査は、コンプライアンス・オフィサーが統括し、リスク管理・コンプライアンス室が担当しま

す。コンプライアンス・オフィサーは、関係部長の了承を得て、関係部の担当者に検査の補助を行わせる

ことができます。

 

（ⅱ）内部検査の内容

　内部検査の対象は、全ての組織及び職種とし、その内容は以下のとおりとします。

ａ．各組織の業務及び運営が法令・諸規程に従って、適正かつ効率的に行われているか否かの検査

ｂ．会計上記録されている諸取引が事実に基づくものであるか否か、正当な証拠書類によって適正に表

示され、帳票が法令・諸規程等に従って記載されているか否か等の会計に関する検査

ｃ．その他必要な事項の検査

　内部検査は、原則としてコンプライアンス・プログラムに基づいて定期的に行われることとしますが、

代表取締役社長が特別に命じた場合にも実施します（特別検査）。

　内部検査の実施にあたって各部は、検査担当者の求める書類・帳簿等を提示して説明を行い、検査の円

滑な実施に協力しなければならないものとされています。

 

（ⅲ）内部検査の結果に基づく是正措置

　コンプライアンス・オフィサー及びリスク管理・コンプライアンス室は、検査結果について検査対象

部に通知するとともに、改善勧告を行うことができます。また、改善計画及び改善状況についての報告を

当該検査対象部に求めることができます。

 

（ト）投資運用に対する管理体制

　後記「３　投資リスク　(2）投資リスクに対する管理体制」をご参照下さい。

 

EDINET提出書類

ジョイント・リート投資法人(E14096)

有価証券報告書（内国投資証券）

 25/192



（５）【投資法人の出資総額】

 （本書の日付現在）

出資総額 48,704,007,150円

本投資法人が発行する投資口の総口数 2,000,000口

発行済投資口総数 104,670口

　最近５年間における出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下のとおりです。

年月日 摘要
出資総額 発行済投資口総数

備考
増減 残高 増減 残高

平成17年４月20日 私募設立 100,000千円100,000千円200口 200口（注１）

平成17年７月27日 公募増資 27,373,440千円27,473,440千円53,800口54,000口（注２）

平成17年８月29日第三者割当増資 1,017,600千円28,491,040千円2,000口56,000口（注３）

平成18年10月18日公募増資 13,116,127千円41,607,167千円28,500口84,500口（注４）

平成18年11月16日第三者割当増資 690,322千円42,297,490千円1,500口86,000口（注５）

平成19年10月24日公募増資 6,005,037千円48,302,527千円17,500口103,500口（注６）

平成19年11月21日第三者割当増資 401,479千円48,704,007千円1,170口104,670口（注７）

（注１）本投資法人は、平成17年４月20日に設立されました。なお、設立時における投資口の発行価格は１口当たり500,000円です。

（注２）１口当たり発行価格530,000円（引受価額508,800円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により投資口を追

加発行しました。

（注３）平成17年７月27日に行われた公募増資に伴い、１口当たり発行価額508,800円にて、みずほ証券株式会社に対して投資口の割

当を行いました。

（注４）１口当たり発行価格477,260円（引受価額460,215円）にて、新規物件の取得資金の調達及び借入金の返済等を目的として公

募により投資口を追加発行しました。

（注５）平成18年10月18日に行われた公募増資に伴い、１口当たり発行価額460,215円にて、みずほ証券株式会社に対して投資口の割

当を行いました。

（注６）１口当たり発行価格355,990円（引受価額343,145円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により投資口を追

加発行しました。

（注７）平成19年10月24日に行われた公募増資に伴い、１口当たり発行価額343,145円にて、みずほ証券株式会社に対して投資口の割

当を行いました。
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（６）【主要な投資主の状況】

　平成21年９月30日（第８期末）現在における主要な投資主の状況及び所有者別状況は以下のとおりです。

①　主要な投資主の状況

 　

氏名又は名称 住所
所有
投資口数
（口）

発行済投資口
数の総数に対
する所有投資
口数の割合
（％）(注１)

ゴールドマンサックスインターナショナ

ル

東京都港区六本木六丁目10番１号

六本木ヒルズ森タワー

（常任代理人　ゴールドマン・サックス証券株

式会社）

21,487 20.52

日興シティ信託銀行株式会社（投信口） 東京都品川区東品川二丁目３番14号 8,386 8.01

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 6,390 6.10

株式会社ジョイント・コーポレーション 東京都目黒区目黒二丁目10番11号 5,400 5.15

ドイチェ　バンク　アーゲー　ロンドン　

ピービー　ノントリティー　クライアンツ　

613

東京都千代田区永田町二丁目11番１号　

山王パークタワー

(常任代理人　ドイツ証券株式会社)

4,724 4.51

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11番３号 4,323 4.13

資産管理サービス信託銀行株式会社（証

券投資信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号

晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタ

ワーＺ棟　

4,063 3.88

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町二丁目２番２号 1,920 1.83

ザ バンク オブ ニューヨーク－ジャス

ディックトリーティー アカウント

東京都中央区月島四丁目16番13号

（常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀

行決済営業部）

1,720 1.64

クリアストリーム　バンキング　エス　

エー　

東京都中央区月島四丁目16番13号

（常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀

行決済営業部）

1,226　 1.17　

合 計 59,639 56.97

（注１）発行済投資口数の総数に対する所有投資口数の割合は、小数点第二位未満を切り捨てにより表示しています。

（注２）平成21年10月１日以降平成21年12月18日までに提出された大量保有報告書（変更報告書を含みます。）による大量保有の状況は以下のと

おりです。 

提出日 名称

保有株券等の数

（総数）

（口） 

株券等保有割合

（％） 

平成21年10月21日　日興アセットマネジメント株式会社（注） 8,398 8.02

平成21年11月10日　タワー投資顧問株式会社 25,196 24.07

（注）住友信託銀行株式会社より平成21年10月21日付で提出された大量保有報告書には、住友信託銀行株式会社と日興アセットマネジメント株式

会社が共同保有者となった旨及び報告義務発生日である平成21年10月15日現在で8,398口を共同保有している旨が記載されております。　　　　　　　　　
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②　所有者別状況

 （平成21年９月30日現在）

区分
投資口の状況

金融機関
(証券会社を含む)

その他の
国内法人

外国法人等 個人その他 計

投資主数（人） 37 108 80 5,993 6,218

投資主数の割合（％） 0.60 1.74 1.29 96.38 100.00

所有投資口数（口） 30,712 8,391 40,887 24,680 104,670

所有投資口数の割合（％） 29.34 8.02 39.06 23.58 100.00

（注）割合については、小数点第二位未満を四捨五入しています。
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２【投資方針】

（１）【投資方針】

①　基本方針

　本投資法人は、中長期的な観点から、安定した収益の確保と着実な運用資産の成長を目指し、資産の運用を行う

ことを基本方針として、主として不動産等及び不動産対応証券（以下不動産等及び不動産対応証券を併せて「不

動産関連資産」といいます。）の特定資産に投資して運用します。資産運用会社は、規約及び本投資法人との資産

運用委託契約に基づき、規約に定める基本方針を踏まえ、資産運用会社の社内規程として運用ガイドラインを制

定し、本投資法人の運用資産にかかる運用及び管理の方針を、以下のとおり定めています。なお、運用ガイドライ

ンは、一般的経済情勢の他、不動産市場、資本市場及び金融市場の現況及び推移等を総合的に考慮して定められた

社内規程であり、今後これらの状況の変化に即して、規約及び本投資法人との資産運用委託契約の規定を踏まえ

つつ、資産運用会社の判断により機動的に改定を行うこととします。

 

②　ポートフォリオ構築方針

　本投資法人は、中長期的な観点から、安定した収益の確保と着実な運用資産の成長を目指した運用を行うことを

基本方針とします（規約第26条）。

　そのため、資産運用において、刻々と変化する不動産市場動向、地域経済動向及び金融情勢並びに税制・法規制

の変化及び本投資法人の財務内容等を十分に考慮し、かつ、各種のリスク軽減を図りつつ、以下の方針により最適

なポートフォリオの構築を目指します。なお、昨今の不動産市場に鑑み、当面の間は、新規物件取得の契約は行わ

ない方針とします。

 

（イ）投資対象の選定方針

　本投資法人は、安定した収益の確保を最優先とし、運用資産のうち、コア・アセット（中核となる資産）と

して住居（レジデンシャル）（住居を主とする複合施設を含みます。以下同じです。）及び商業施設（商業

施設を主とする複合施設を含みます。以下同じです。）の用に供される不動産関連資産に対して投資を行い

ます。また、収益の安定性を確保すると同時に、分散投資によりポートフォリオのリスクを軽減するとの観点

から、バランス・アセット（非中核資産）として、オフィスビル及びその他の物件（以下「オフィスビル

等」といいます。）の用に供される不動産関連資産に対して投資を行います。その投資比率については、後記

「（ロ）用途別分散投資」をご参照下さい。

　投資する不動産関連資産の選定にあたっては、その時々の一般的経済情勢や不動産市場動向等の一般的要

因、不動産の立地する地域の周辺環境、都市計画の状況及びそれらの将来動向等の地域要因並びに土地及び

建物の規模、形状及び接道状況等の個別的要因を総合的に考慮し、長期にわたり優位性を持つと考えられる

ものについて、その不動産の生み出すキャッシュ・フローの予想及びそれに基づく収益価格等を検討及び判

断して選定することとします。

 

（ロ）用途別分散投資

　本投資法人は、中長期的に安定した収益の確保を目的として、運用資産における不動産関連資産の用途の割

合につき、以下の表に記載の比率を目処として資産運用を行うこととします。

　なお、中長期的に安定した収益の確保に資すると同時に、ポートフォリオ構築上必要な不動産関連資産を取

得する場合には、その過程において一時的に以下の表の比率から乖離する場合があります。

＜投資不動産の用途区分＞

不動産関連資産の用途
組入比率

（取得価格ベース）

コア・アセット
住居（レジデンシャル） 45～75％

商業施設 25～55％

バランス・アセット オフィスビル等 0～15％

　資産運用会社は、住居について、他の用途の不動産と比較した場合、テナントの大部分が個人であることか

ら、商業施設やオフィスビル等に比べて、経済情勢等の変動の影響を受けにくく、安定的な需要が見込まれ、

また、賃料相場も相対的に安定しているものと考えています。また、一物件あたりの投資規模が小さく、より

多くの物件に投資できること、及び比較的テナント数が多くなることから、リスク分散効果が得られると考

えています。さらに、住居の潜在的なテナント需要に鑑み、比較的テナント確保が容易であると見込まれるこ

とから、本投資法人の収益安定への寄与が見込まれると考えています。

　一方、商業施設は、その用途から、一般に長期のテナントを確保することが比較的容易であるため、テナント

との長期賃貸借契約を締結することにより、中長期にわたり、収益安定への寄与が見込まれると考えていま

す。

　本投資法人は、住居と商業施設のそれぞれ異なる安定性に着目し、これら２つの用途をコア・アセットと位

置づけています。コア・アセットへの投資については、住居をコア・アセットの中でも中心的用途と位置付

け、東京都心・城南地区を中心とする東京圏での分譲マンションの開発実績を有する株式会社ジョイント・
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コーポレーション並びにその子会社及び関連会社（以下併せて「ジョイント・グループ」（注）といいま

す。）の開発物件の取得機会を確保するとともに、外部からの物件取得に努めます。また、商業施設を、住居に

次ぐ中心的用途と位置付け、ジョイント・グループの開発物件の取得機会を確保するとともに、外部からの

物件取得に努めます。

（注）ジョイント・グループは、株式会社ジョイント・コーポレーション並びにその子会社及び関連会社で構成されています。そ

の概要については、後記「（ニ）ジョイント・グループとの協調関係」をご参照下さい。

　その他、本投資法人は、バランス・アセットとして、オフィスビル等、上記コア・アセットとは用途の異なる

不動産関連資産への投資を行う場合があります。安定稼働が見込まれる物件を厳選した上で投資を行うこと

を基本としつつ、コア・アセットとは異なる要因による収益の安定性及びリスク分散の効果を有するバラン

ス・アセットに投資することにより、コア・アセットを補完し、より一層の収益安定及びリスク分散の効果

が得られるものと考えています。

 

（ハ）地域別分散投資

　本投資法人は、その規約により、主として東京圏（東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。）及び

政令指定都市をはじめとする全国の主要都市並びにそれらの周辺通勤圏をその投資対象地域とします。本投

資法人は、かかる規約の下、安定した収益の確保を目指し、運用ガイドラインにおいて、その主な投資対象地

域を東京都心・城南地区及び東京・周辺都市部（周辺通勤圏を含みます。以下同じです。）とします。これ

は、現状、東京都心・城南地区及び東京・周辺都市部において不動産売買の機会と取得後の賃貸市場規模が

大きいためであり、かつ将来にわたり需給関係が良好と見込まれるためです。また、さらに地域的分散投資を

図ることにより東京圏における地域経済リスク・地震リスク等のポートフォリオのリスクを軽減し、収益の

安定性を確保することにつながるため、東京都心・城南地区及び東京・周辺都市部に限らず、政令指定都市

をはじめとする地方主要都市部（周辺通勤圏を含みます。以下同じです。）の不動産関連資産に対しても投

資を行うこととします。

　上記の観点から、中長期的に安定した収益の確保を目的として、運用資産における組入不動産の投資地域の

割合につき、以下の表に記載の比率を目処として資産運用を行うこととします。

　但し、中長期的に安定収益の確保に資すると同時に、ポートフォリオ構築上必要な不動産関連資産を取得す

る場合には、その過程において一時的に以下の表の比率から乖離する場合があります。

＜投資不動産の地域区分＞

エリア 具体的なエリア

組入比率（取得価格ベース）

住居におけ
る比率

商業施設に
おける比率

オフィスビ
ル等におけ
る比率

東京都心・城

南地区

都心：千代田区、中央区、港区、

文京区、渋谷区、新宿区

城南：世田谷区、目黒区、品川区、大田区

50％程度

（注２）

個別物件の

立地特性・

商圏を考慮

しつつ投資

します。

個別物件の

立地特性を

考慮しつつ

投資します。

東京・周辺都

市部

東京都：上記以外の東京都全域

（但し、島部を除きます。）

神奈川県：川崎市、横浜市等

千葉県：市川市、浦安市、船橋市、松戸市等

埼玉県：川口市、戸田市、

さいたま市等

及びこれらの周辺通勤圏

東京都心・

城南地区と合

わせて80％程

度

（注２）

地方主要都市

部

（注１）

札幌市、仙台市、名古屋市、

京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市、北

九州市等

及びこれらの周辺通勤圏

20％程度

（注２）
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（注１）政令指定都市をはじめとする地方主要都市部をいい、原則として人口50万人以上の都市又はそれと

同等の商圏を有する都市を指します。

（注２）「程度」とは、±10％をいいます。

 

（ニ）ジョイント・グループとの協調関係

　本投資法人及び資産運用会社は、株式会社ジョイント・コーポレーション、株式会社ジョイント・アセット

マネジメント及び株式会社ジョイント・レジデンシャル不動産との間で、以下のとおり物件取得に関する優

先交渉権及び物件情報の優先的提供に関する「優先交渉権等に関する覚書」を締結しており、これにより、

運用ガイドラインに定める投資方針及び投資基準に合致する不動産等の取得機会をより広く確保すること

に努めています。ジョイント・グループは、マンション分譲事業をグループの中核事業としながら、不動産物

件の企画・開発からリーシング、賃貸管理、建物管理、不動産流動化・証券化、アセットマネジメント等の不

動産関連業務を展開しており、資産運用会社は、上記のジョイント・グループとの協調関係を通じた不動産

等の取得機会を活用し、各不動産ごとに精査した上、本投資法人の投資方針及び投資基準に合致すると判断

した場合にこれを取得します。

　なお、株式会社ジョイント・コーポレーション及び株式会社ジョイント・レジデンシャル不動産は、平成21

年５月29日付で東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行い、平成21年６月16日付で同裁判所から会

社更生手続開始決定を受け、入札の結果、株式会社レノをスポンサーに選定し、平成21年11月２日付で同社と

スポンサー契約を締結しました。本投資法人及び資産運用会社は、グループ各社のノウハウ及びそのシナ

ジー効果を活用すべくグループ一体での再生を目指すスポンサー企業等による新スポンサー選定手続にお

いて、本投資法人の投資主価値最大化という観点から、株式会社ジョイント・コーポレーションの管財人及

びフィナンシャル・アドバイザーと協議を進めてきましたが、同社の管財人の判断により、資産運用会社に

ついては、スポンサー企業等とは別個の新スポンサーを選定することとなりました。

　これに伴い、ジョイント・グループからの上記のサポートが中長期的に受けられなくなる場合には、本投資

法人の成長戦略に影響を及ぼす可能性があります。本投資法人及び資産運用会社としては、ジョイント・グ

ループとの協調関係を今後も維持しつつ、株式会社ジョイント・コーポレーション及び株式会社ジョイント

・レジデンシャル不動産のスポンサーである株式会社レノや資産運用会社の新スポンサーとなる会社も含

めて本投資法人の成長戦略その他のサポート体制について協議・検討してまいります。

 

Ａ. パイプラインサポート会社との優先交渉権について

　本投資法人は、中長期的に着実な運用資産の成長を図るため、株式会社ジョイント・コーポレーション、そ

の子会社である株式会社ジョイント・アセットマネジメント及び株式会社ジョイント・レジデンシャル不

動産（以下併せて「パイプラインサポート会社」といいます。）並びにこれらの関連ＳＰＣ（注）が、運用

ガイドラインに定める投資方針及び投資基準に合致する不動産等を一棟全体で一括売却しようとする場合、

資産運用会社を通じて本投資法人に対して、優先的にその売却を申し入れるものとし、本投資法人がその取

得を希望し、一定期間中に当事者間で売却条件に合意した場合には、本投資法人に対して売却することを内

容とする「優先交渉権等に関する覚書」を締結しています。なお、売却条件が合意に達しなかった場合等に

は、パイプラインサポート会社及びその関連ＳＰＣは、当該不動産等を第三者に売却することができますが、

第三者が提示する条件が資産運用会社より提示された売却条件と同等又はこれを下回る場合には、本投資法

人が優先的に当該不動産等を購入することができるものとされています。

　なお、パイプラインサポート会社及びこれらの関連ＳＰＣから不動産等を取得する場合には、資産運用会社

のコンプライアンス委員会及び本投資法人の役員会の承認を要します。

（注）「関連ＳＰＣ」とは、優先交渉権等に関する覚書で定義された関連ＳＰＣをいい、パイプラインサポート会社がその資産運

用業務の委託を受け若しくは現に資産運用に従事しているか、又は、当該会社の株式、匿名組合出資持分、特定出資、優先出資

証券等のエクイティ持分の過半を保有している特例有限会社、特定目的会社その他の特別目的会社をいいます。

 

Ｂ. 情報提供会社からの情報提供について

　「優先交渉権等に関する覚書」に基づき、不動産販売事業を主たる事業として営む株式会社ジョイント・

レジデンシャル不動産（以下「情報提供会社」といいます。）は、第三者が保有し又は開発・保有を予定す

る不動産等にかかる売却・仲介情報につき、本投資法人以外の者に先立ち、資産運用会社を通じて本投資法

人に対して提供するものとします。かかる不動産等の売却・仲介に関する情報について、資産運用会社が当

該情報にかかる不動産等の本投資法人による購入を検討するための一定期間中、情報提供会社はこれを第三

者に提供しないものとされています。情報提供会社は、株式会社ジョイント・コーポレーションの子会社で

す。
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③　投資態度

　本投資法人が取得する特定不動産（本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又

は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。）の価額の合計額が本投資法人

の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とするよう運用します。 

　

④　運用方針

　資産運用会社は、上記の基本方針、ポートフォリオ構築方針及び投資態度に基づき、安定した収益の確保と着実

な運用資産の成長を目指し、以下の運用方針により、本投資法人の資産の運用を行います。

 

（イ）保有期間

　原則として、中長期保有を目的とした不動産関連資産の取得を行うこととし、短期売買を目的とした不動産

関連資産の取得は行わないこととします。しかしながら、定期的なポートフォリオの見直しにより、中長期的

な不動産市況、収益予測、資産価値の上昇・下落の見通し、立地地域の将来性、劣化に対応する資本的支出の

見込み等、当該不動産関連資産の競争優位性を考慮した上で、当該不動産関連資産の売却を検討することと

します。

　また、取得した不動産関連資産について投資方針を満たさない事態が生じた場合、ポートフォリオへの影響

を考慮の上、売却の検討を行うこととします。

 

（ロ）取得基準

　本投資法人の投資対象となる不動産関連資産に投資を行う場合、以下の取得基準により投資を行うことと

します。

 

Ａ．構造

　建物に投資を行う場合、その構造は、主たる部分において、原則として鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンク

リート造又は鉄骨造とします。

 

Ｂ．築年数

　建物に投資を行う場合、原則として、新耐震基準が採用された昭和56年６月以降に建築された建物を投資対

象とします。但し、新耐震基準と同水準以上の性能(注)が確保されたと認められる建物については投資対象

に加える場合があります。

（注）新耐震基準と同等水準以上の性能とは、構造耐震指標「Ｉｓ値」が0.6以上であることをいいます。

 

Ｃ．耐震性能

　建物に投資する場合、原則として新耐震基準に適合し、予想最大損失率（ＰＭＬ）(注)が20％以下の物件と

します。但し、予想最大損失率（ＰＭＬ）が20％を超える場合でも、総合的に判断し、地震保険を付保するこ

とにより投資を行う場合があります。

（注）予想最大損失率（ＰＭＬ）については、後記「５ 運用状況 （2）投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの（ロ）信託不

動産の概要 Ｃ．建物エンジニアリングレポート（建物状況評価）等の概要」をご参照下さい。

 

Ｄ．売主の属性

　売主の信用力を業績の推移等の情報を基に確認すると共に、反社会的勢力との関連の有無を調査の上取引

を行います。

 

Ｅ．具体的な投資基準

（ⅰ）住居（レジデンシャル）

　ポートフォリオの構築において、安定した収益を確保するためのコア・アセットとして、物件の数及び

規模並びにテナント数において分散投資が図られ、かつ、テナント確保が比較的容易な住居用不動産等

への投資を行います。投資対象となる賃貸住宅のタイプについては、居住者の多様なニーズに対応する

ために、幅広いタイプの賃貸住宅に投資を行うこととします。その際、特に立地、物件規模及び権利関係

の他、テナントの需要動向、賃料相場、周辺物件の稼働率、建物のグレード、賃貸条件等について、総合的

かつ慎重に分析の上投資を行います。
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ａ．立地

　東京都心・城南地区を中心としつつ東京・周辺都市部及び政令指定都市をはじめとする地方主要都

市部を投資対象とします。

　また、原則として最寄駅からの距離が徒歩10分以内に立地する不動産等を投資対象とします。

 

ｂ．物件規模

　相対的に賃貸需要が高く、相対的に高い収益性が見込まれるシングル及びコンパクトの各住居タイ

プを中心に、ファミリー及びラージの各住居タイプにも投資を行います。いずれの住居タイプについ

ても原則として、建物の延床面積が約660㎡（約200坪）以上の物件を投資対象とします。

住居タイプ 投資基準・分類方法

①シングル 「主たるテナント」

単身生活者

「主たる投資対象地域」

東京都心・城南地区、東京・周辺都市部及び政令指定都市をはじめとする

地方主要都市部

「望ましい立地環境」

交通利便性、商業利便性が高い周辺住環境

②コンパクト 「主たるテナント」

子供のいない共働きの夫婦、所得水準の高い単身生活者、子供が独立した高

齢の夫婦及び独立事業者（ＳＯＨＯ）

「主たる投資対象地域」

東京都心・城南地区、東京・周辺都市部及び政令指定都市をはじめとする

地方主要都市部

「望ましい立地環境」

交通利便性、商業利便性が高く、文化施設至近の周辺住環境

③ファミリー 「主たるテナント」

家族数２から４名程度の一般的家族形態

「主たる投資対象地域」

東京都心・城南地区、東京・周辺都市部及び政令指定都市をはじめとする

地方主要都市部

「望ましい立地環境」

職場への通勤利便性、教育施設への通学利便性が高く、かつ閑静で治安良好

な周辺住環境

④ラージ 「主たるテナント」

家族数１から４名程度の家族構成の企業経営者、海外からの外国人駐在員

等の富裕層家族

「主たる投資対象地域」

東京都心・城南地区及び東京・周辺都市部

「望ましい立地環境」

職場への通勤利便性が高く、閑静で治安良好かつ外国人コミュニティに近

接した周辺住環境

 

ｃ．権利関係

　住居を投資対象とする不動産等は、原則として完全所有物件としますが、区分所有物件にも投資を行

うことがあります。なお、区分所有物件に投資を行う場合には、原則として本投資法人の持分比率が、

75％以上となる物件とします。

　また、共有物件は原則として取得しません。

　なお、借地物件は、借地契約の内容を精査し、収益性、権利の安定性、経済性（承諾料等）等において、

資産運用会社が投資を妥当と判断する場合に限り、投資を行うことがあります。
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（ⅱ）商業施設

　ポートフォリオの構築において、安定した収益を確保するためのコア・アセットとして、長期にわたり

安定的な賃貸収入の確保が得られると見込まれる商業施設等への投資を行います。投資対象となる商業

施設については、テナントの業種分散、立地、物件規模、テナントとの賃貸条件、権利関係、商圏の動向の

他、建物のグレード等について、総合的かつ慎重に分析の上、投資を行います。

 

ａ．種類

　投資対象とする商業施設は、小売、卸売、飲食、サービス等の用に供される不動産等とします。

 

ｂ．立地

（郊外型商業施設）

　東京都心・城南地区、東京・周辺都市部及び政令指定都市をはじめとする地方主要都市部の主要幹

線道路沿い等で自動車によるアクセスが良好な、主として郊外の住宅地を後背地域に持つエリアに立

地し、同一商圏内で競合する他の商業施設に対して競争力を確保できる物件に投資を行います。

（都市型商業施設）

　広域商圏を有する商業施設で、東京都心・城南地区、東京・周辺都市部及び政令指定都市をはじめと

する地方主要都市部の鉄道駅周辺等公共交通機関によるアクセスが良好なエリアに立地し、同一商圏

内で競合する他の商業施設に対して競争力を確保できる物件に投資を行います。

 

ｃ．物件規模

　原則として、建物の延床面積が約660㎡（約200坪）以上の物件を投資対象とします。

 

ｄ．テナントとの賃貸借契約

　賃借人の財務内容、営業成績、業種の成長性を慎重に調査し、資産運用会社が信用力のあるものと判

断したテナントと、定期建物賃貸借契約又は原則として賃貸借期間を５年以上とする長期賃貸借契約

を締結することにより、安定したキャッシュ・フローの確保を目指すこととします。また、テナントの

選定にあたっては、ポートフォリオにおける商業施設等のテナント業種分散も考慮します。

 

ｅ．権利関係

　商業施設を投資対象とする不動産関連資産は、原則として完全所有物件としますが、区分所有物件、

共有物件及び借地物件についても、商業施設としての運営、収益性、権利の安定性、換金性等に懸念が

ないと判断される場合には、投資を行う場合があります。

 

ｆ．その他

　立地特性及び当該商圏の範囲を適正に認識し、かつ設定した上で、当該商圏の人口、人口動態、世帯

数、平均所得等多岐に亘る商圏分析の上、当該商圏が有する潜在性、成長性等を的確に把握するととも

に、テナント及び当該業態と商圏の適合性についての十分な調査分析を行うこととします。また競争

力の観点から、現状の競合状況や今後の競合店出店計画及び潜在的開発余地等を含め、慎重に分析を

行うこととします。

 

（ⅲ）上記以外の用途の不動産

　ポートフォリオの構築において、バランス・アセットとして、オフィスビル等の用に供される不動産関

連資産に投資を行います。安定稼働が見込まれる物件に厳選した投資を行うことにより、用途の分散に

よるリスク低減を図るとともに、本投資法人の収益安定への寄与を目指します。なお、立地、物件規模、賃

貸条件、権利関係、建物のグレードの他、用途の特性等について、総合的かつ慎重に分析を行った上、投資

を行います。

 

ａ．立地

　東京都心・城南地区、東京・周辺都市部及び政令指定都市をはじめとする地方主要都市部に立地す

る物件に投資を行います。

　また、原則として最寄駅からの距離が徒歩10分以内又は官公庁等当該都市の中心部を形成するエリ

アに立地する不動産関連資産を投資対象とします。
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ｂ．物件規模

　原則として、建物の延床面積が約660㎡（約200坪）以上、基準階床面積（注）が約260㎡（約80坪）

以上の物件を投資対象とします。

　また、建物の基準階の形状が賃貸に問題がないかどうかの確認を行うこととします。

（注）基準階床面積とは、当該建物における標準的なフロアの賃貸可能面積をいいます。

 

ｃ．テナントとの賃貸借契約

　賃借人の財務内容、営業成績、業種の成長性等を慎重に調査し、資産運用会社が信用力のあるものと

判断したテナントと賃貸借契約を締結することとします。また、テナントの選定にあたっては、テナン

トの業種分散及び賃貸面積の占有比率の分散にも留意することとします。

　また、安定したキャッシュ・フローを確保するため、当該賃貸借契約の長期化に努めることとしま

す。

 

ｄ．権利関係

　オフィスビル等を投資対象とする不動産等は、原則として完全所有物件としますが、区分所有物件に

も投資を行うことがあります。なお、区分所有物件に投資を行う場合には、原則として本投資法人の持

分比率が75％以上となる物件とします。

　また、共有物件は原則として取得しません。

　なお、借地物件は、借地契約の内容を精査し、収益性、権利の安定性、経済性（承諾料等）等において、

資産運用会社が投資を妥当と判断する場合に限り、投資を行うこととします。

 

ｅ．その他

　内外装のグレード感、天井高、設備仕様（電気容量、空調方式、ＯＡフロア、通信回線数、セキュリティ

等）等の建物の仕様を勘案し、当該エリア内の同一用途の施設に対して十分な競争力を有している不

動産関連資産を投資対象とします。

 

Ｆ．建物の状況の確認

　建物に投資を行う場合、資産運用会社は、利害関係を有しない独立した外部の専門業者による建物診断結果

を確認した上、投資を行うこととします。

 

Ｇ．投資金額

（ⅰ）１物件あたりの最低投資金額

　物件管理コスト等を勘案し、原則として３億円（税金を含む必要経費を除きます。）以上とします。但

し、区分所有物件の持分を買い増す場合、資産対応証券を対象とする場合、又は、不動産等を裏付けとす

る投資信託に投資を行う場合には、原則として１億円以上とします。

 

（ⅱ）１物件あたりの最高投資額

　ポートフォリオの分散を確保するため、各不動産関連資産又は資産対応証券等の取得価格（税金を含

む必要経費を除きます。）のポートフォリオ全体に対する割合は、原則として40％以内とします。

 

（ⅲ）取得価格の制限

ａ. 原則として市場価格とし、資産運用会社は、利害関係のない第三者機関の鑑定評価額等を参考に、投

資採算を重視し総合的に投資判断を行うこととします。なお、利害関係者以外の第三者から不動産関

連資産を取得する場合、投資採算、物件の質、当該不動産等の立地、当該不動産等の将来の価値の維持

等において資産運用会社が問題ないと判断した場合には、鑑定評価額等を上回って取得する場合があ

ります。
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ｂ. 利害関係者から不動産等の取得を行う場合は、当該不動産等の取得価格は、原則として鑑定評価額

等の105％以下とします。但し、利害関係人等が運用の委託を受けている若しくは出資又は匿名組合出

資を行っている特別目的会社が本投資法人への物件譲渡を目的として不動産等を利害関係者以外の

第三者から取得した場合においては、本投資法人の役員会の承認を得ることを条件として、鑑定評価

額等を上回る場合であっても、本投資法人はかかる特別目的会社による当該不動産等の取得価格と同

額（但し、消費税及び固定資産税の精算金等を除くものとし、仲介手数料、信託登記に関する登録免許

税、信託登記等に付随する司法書士報酬及び当初信託報酬相当額は別途これに上乗せすることができ

るものとします。）をもって当該不動産等を当該特別目的会社から取得することができることとしま

す。なお、上記場合に該当するか否かについては、上記特別目的会社による不動産等の取得にあたり資

産運用会社に提供される当該不動産等の取得に関連する書類（資産運用会社に対する当該不動産等

の取得の目的等に関する通知を含みます。）の内容又は当該不動産等の精査の機会の有無及びその結

果等に基づき判断するものとし、本投資法人がその取得を希望する場合には、当該不動産等に関する

詳細なデュー・ディリジェンス、取得計画案の承認その他の個別物件取得の意思決定プロセスを経て

行います。

ｃ. 余剰資金の運用の一環として、不動産等及び不動産対応証券以外の特定資産に対して、安全性及び

換金性等を勘案して投資を行う場合があります。この場合、原則として、市場価格がある場合には当該

市場価格により、また、市場価格がない場合には公正な第三者によって提示された適正な価格により

取得するものとします。

 

Ｈ．開発物件に対する投資

　建設中の不動産について、竣工後のテナントの確保が十分可能と判断され、かつ完工・引渡しのリスクが低

く、当該不動産にかかるデュー・ディリジェンスの結果に問題がないと判断される場合、建物竣工後の取得

を条件として、当該建設中の不動産等にかかる不動産関連資産の取得に関する契約を締結できるものとしま

す。

 

Ｉ．フォワード・コミットメント等

（ⅰ）フォワード・コミットメント等の定義

　フォワード・コミットメント等とは、先日付での売買契約であって、契約締結から１ヶ月以上を経過し

た後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約（取引への実質的な拘束

力を持つ買付け意向表明及び予約契約等を含みます。）をいいます。なお、ここでいう取引への実質的な

拘束力の有無は、物件の売却又は購入義務の、本投資法人に対する法的な拘束力の有無により判断する

ものとします。

 

（ⅱ）フォワード・コミットメント等の制限

　本投資法人がフォワード・コミットメント等を行う際には以下の事項を遵守するものとします。

a．フォワード・コミットメント等に違約した際の損害賠償額の上限を必ず定めること。

b．フォワード・コミットメント等の違約の際に、損害賠償の支払いに充てることが可能な資金及び投

資主に対する配当原資に比して、過大な損害賠償額の支払いを義務づけられるようなフォワード・コ

ミットメント等を行わないこと。

c．上記a.及びb.のほか、資産運用会社が別途定める社内ルールを遵守すること。

 

Ｊ．契約締結時の開示

　本投資法人が物件の購入・売却等の契約行為を行った際には、その契約行為がフォワード・コミットメン

ト等であるかの如何を問わず、東京証券取引所の定める適時開示に関する規則を踏まえ、下記項目について

適切に公表するものとします。

（ⅰ）売買契約の違約時の損害賠償額の上限の定めについて。

 

（ⅱ）売買契約上、物件購入代金その他売買に要する費用の資金調達ができることが売買の実行の前提条件

として定められているか否かについて。

 

（ⅲ）その他、投資法人の財務内容に影響を与える解約条件について。
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（ハ）投資不動産のデュー・ディリジェンス

　資産運用会社は、本投資法人のために投資する個々の不動産等を選定するにあたり、弁護士、公認会計士、不

動産鑑定士、エンジニア、マーケットリサーチャー等によって作成された不動産鑑定評価書等及び各種

デュー・ディリジェンスレポート等を精査し、当該不動産等の法令適合性、予想収益、立地エリアの将来性、

建築仕様、耐震性能、権利関係、入居テナント、建物管理状況、環境・地質等を下記の基準に従って十分な調査

を実施することにより、中長期的に安定した収益を確保し得る不動産等であるか否かの確認を行うものとし

ます。

 

Ａ. 運用不動産等の経済的調査、物理的調査及び法的調査等の詳細な調査を実施します。

＜運用不動産等の調査事項＞

 評価項目 調査事項

経済的調査

テナント調査 ①テナントの信用状況

②テナントの賃料支払状況等

③テナントの業種、テナント数、賃借目的、契約内容、世帯状況（住居の

場合）、用途等

④現在及び過去の稼働率、平均入居期間、賃料推移及び将来の見通し

⑤各建物における各テナントの占有割合、分布割合等

⑥連帯保証人の有無とその保証能力

市場調査 ①市場賃料、稼働率

②競合物件の有無及び競合状況

③テナント需要動向等

④周辺の開発計画の動向

⑤商圏分析：商圏人口、世帯数、商業指標等

収益関係 ①テナント誘致・物件の処分性等の競争力調査

②レントロールの確認

③賃貸借契約水準、賃貸借契約体系及び更新の可能性

④費用水準、費用関連の契約体系及び更新の可能性

⑤適正賃料水準、適正費用水準の調査、将来予想される費用負担の可能

性

⑥修繕履歴及び修繕計画との比較における実際の修繕積立状況

⑦公租公課

 物理的調査 

立地要因 ①鉄道等主要交通機関からの利便性、主要交通機関の乗降客数

②街路の状況

③利便施設、経済施設、教育施設、官公署、娯楽施設等の配置、近接性

④周辺土地の利用状況及び将来の動向

⑤都市計画及び地域計画

⑥日照、眺望、景観、騒音等環境状況

⑦公共サービス・インフラ整備状況

⑧地域の知名度、評判等の状況

建築・設備・仕

様概要

①意匠、主要構造、築年数、設計・施工業者等

②内外装の部材の状況

 ＜住宅＞

戸数、住居タイプ、間取り、天井高、空調設備、防犯設備、放送受信設備、イ

ンターネット配備状況、給排水設備、昇降機設備、駐車場、駐輪場、エント

ランス仕様等その他共用設備の状況等

＜商業施設・オフィスビル等＞

前面道路との位置関係及び前面道路からの視認性、前面道路の繁華性、

開口又は奥行等の形状と広さ、分割対応の可否、テナント数、階数、天井

高、空調方式、電気容量、営業可能業種、駐車場その他共有施設の利用状

況、フリーアクセスフロア、床荷重等
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 評価項目 調査事項

物理的調査

耐震性能診断 ①新耐震基準（昭和56年に改正・施行された建築基準法施行令に基づ

く建物等の耐震基準を指します。）又はそれと同等水準以上の性能の

確保

②地震リスク分析及び耐震診断実施

建物・管理

診断

①関係法規（建築基準法、消防法、都市計画法その他建築関連法規及び

自治体による指導要綱等）の遵守状況等

②建物状況評価報告書における将来（10～12年程度）の修繕費見込み

③建物管理状況の良否、管理規約の有無・内容、管理会社へのヒアリン

グ

④施工業者からの保証及びアフターサービス内容

⑤近隣住民との協定書の有無

環境・土壌等 ①アスベスト・フロン・ＰＣＢ等の有害物質の使用・管理状況

②地質状況、土地利用履歴、土壌等の環境調査

法的調査

権利関係 共有、区分所有、借地物件等、本投資法人が完全な所有権を有しない場

合、以下の点の適切性を確認

①長期修繕計画に対する積立金の状況

②敷金の保全状況

③区分所有物件の場合、管理規約・協定書等の内容

④共有物分割請求及び共有物分割等に関する措置

⑤借地の場合、借地権に対する対抗要件具備の状況

権利の付着 抵当権、地役権、通行権等の権利の付着の有無

契約関係 ①信託契約等の第三者との契約内容の確認

②賃貸借契約の内容の確認

境界調査 境界確定の状況、越境物の有無とその状況

 

Ｂ. 個別の不動産等の調査・投資適格性の判断に関しては、デュー・ディリジェンスにおける調査をもとに、

取引にあたって留意すべき事項を十分に調査、認識した上で投資適格性を判断します。

 

Ｃ. 専門性・客観性・透明性の観点から、建物調査（耐震判断を含みます。）、環境調査、鑑定評価等について

は利害関係を有しない独立した外部の専門業者へ調査を委託することとします。

 

（ニ）物件の管理運営方針

Ａ. 基本方針

　資産運用会社は、運用対象不動産の管理について、中長期にわたる稼働率の維持・向上及び費用の低減によ

り、安定した収益の確保及び資産価値の維持・向上を図ることを基本方針とします。具体的には、以下の方針

によることとします。

 

Ｂ. リーシング方針

（ⅰ）住宅のリーシング方針

　資産運用会社は、賃料収入を長期的かつ安定的に高めるため、不動産の立地、住居タイプ、テナントの分

類に応じた周辺の賃貸マーケットの動向及びテナントの需要動向に留意しつつ、リーシングを行いま

す。

 

（ⅱ）商業施設・オフィスビル等のリーシング方針

　資産運用会社は、賃料収入を長期的かつ安定的に高めるため、テナントの分類に応じた周辺の賃貸マー

ケットの動向、テナントの需要動向及び競合物件等の動向に留意しつつ、リーシングを行います。

　また、可能な限り中長期の賃貸借契約の締結又は更新を図り、安定的な稼働率の維持・向上に努めま

す。
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（ⅲ）テナントの審査基準

　資産運用会社は、入居が見込まれるテナントについては、プロパティ・マネジメント会社の協力の下で

以下の項目について審査を行い、社会的属性及び信用力の良好なテナントとの賃貸借契約の締結に努

め、社会的属性として反社会的勢力に属すると認められる者と賃貸借契約を締結しないよう努めます。

審査項目

 法人テナント 個人テナント

属性 ・業種

・業歴

・企業規模

・上場／非上場の別

・職業

－　勤続年数

－　勤務先の業種

－　勤務先の規模

－　勤務先の上場／非上場の別

・年齢

・入居家族構成

業績 ・財務状況

・株価動向

・所得水準

信用力 ・企業信用調査会社の評価内容

・格付

・資産状況（補完的項目）

契約内容 ・使用目的

・賃料・敷金・保証金

・賃貸借期間

・連帯保証人の有無及び状況

・使用目的

・賃料・敷金・保証金

・賃貸借期間

・連帯保証人の状況

 

Ｃ. テナント管理方針

（ⅰ）テナント管理

　資産運用会社は、プロパティ・マネジメント会社の協力の下でテナントとの良好な関係を構築し、テナ

ントの意見・不満・要望等を取り入れた運営管理を行います。また、テナントのクレームに対しては、プ

ロパティ・マネジメント会社と協働して誠実に対応します。これらを通じて、テナントの満足度の向上

に努めます。

 

（ⅱ）賃料保全策

　資産運用会社は、賃貸借契約締結の際、テナントが保証会社の倒産リスク等を負うことをプロパティ・

マネジメント会社を通じ事前に書面で伝えた上で、テナントに、連帯保証人による保証、又は、保証会社

による賃料保証を選択させるものとします。

 

（ⅲ）賃料回収手続

　万一賃料の延滞が発生した場合には、プロパティ・マネジメント会社を通じ、テナント若しくは連帯保

証人に対する催告、又は、保証会社に賃料督促及び賃料回収の代行の依頼を行い、一定期間内に回収でき

ない賃料については、連帯保証人若しくは保証会社に代位弁済を求めます。賃料の遅延が長期化し、その

解消が見込めないと資産運用会社が判断した場合は、賃貸人をして、賃貸借契約を解除させ、当該テナン

トの早期退去を求めるとともに、敷金の清算及び未収金の回収を行わせます。

 

Ｄ. 建物管理方針

（ⅰ）日常の建物管理

　資産運用会社は、プロパティ・マネジメント会社の協力の下に不動産関連資産の共有部分及び専有部

分の各種設備の管理状態を定期的に確認します。点検の結果、不具合が発見された場合には、速やかに修

繕を行い、不動産関連資産の価値の維持又は向上に努めます。

 

（ⅱ）修繕計画

　資産運用会社は、プロパティ・マネジメント会社の協力の下に年度修繕計画及び中長期修繕計画を作

成し、これに基づき修繕のための予算を計上します。
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Ｅ. プロパティ・マネジメント会社（ＰＭ会社）を通じた管理運営

（ⅰ）プロパティ・マネジメント会社の利用

　資産運用会社は、本投資法人のポートフォリオ管理における運用対象不動産の賃貸管理、建物管理等に

関する種々の施策の実施や提案に関する業務遂行を、プロパティ・マネジメント会社に委託することが

できます。

 

（ⅱ）プロパティ・マネジメント会社の選定基準

　資産運用会社は、安定的な収益の確保を図るため、以下の点を考慮し、プロパティ・マネジメント会社

を業務委託先として選定します。

ａ．業歴

ｂ．財務体質

ｃ．組織体制

ｄ．当該物件所在地域の不動産市場に関する知識・経験

ｅ．当該不動産関連資産に関する精通度合い及びテナントとの関係

ｆ．新規テナントの募集能力

ｇ．当該不動産関連資産に関するレポーティング能力

ｈ．報酬及び手数料の水準

ｉ．社会的属性として反社会的勢力に属しないこと 

 

（ⅲ）物件の管理運営状況の把握

　資産運用会社は、プロパティ・マネジメント会社から原則として毎月以下の報告を受けることにより、

物件の管理運営状況を把握し、運用対象不動産の運営計画と実績の差異の分析を行うとともに、プロパ

ティ・マネジメント会社に指図し、安定した収益の確保を目指します。

ａ．テナントからの入金状況

ｂ．経費等の支出状況

ｃ．テナントの入退居の状況

ｄ．運用対象不動産関連資産の建物管理の状況（躯体・設備の維持・管理状況、修繕工事の実施状況と

翌月以降の実施計画等）

ｅ．テナントからの要望・クレームとそれに対する対応状況

ｆ．当該運用不動産所在地近隣の賃貸市場動向

 

（ⅳ）プロパティ・マネジメント会社の評価

　資産運用会社は、日々の資産運用を行う過程でプロパティ・マネジメント会社のプロパティ・マネジ

メント業務の遂行状況についてモニタリングを行います。また、資産運用会社は、定期的（原則として１

年ごと）に、プロパティ・マネジメント会社の運営実績に関し、利害関係を有しない独立した外部の評

価機関に対して評価を委託します。その結果が、資産運用会社の期待する水準に満たない場合には、当該

プロパティ・マネジメント会社に対して、業務内容の変更及び改善の指示を行うこととし、場合によっ

てはプロパティ・マネジメント会社の変更を行うことがあります。

　なお、上記の外部評価機関による評価については、株式会社都市未来総合研究所に委託し、これを実施

しています。

 

（ホ）付保の方針

Ａ. 損害保険の付保に関しては、火災等の災害や事故により生じる建物の損失又は対人対物事故を原因とする

第三者からの損害賠償請求による損害等に対応するため、個別の物件の特性に応じ、適切と判断される付保

内容の火災保険や包括賠償責任保険等の損害保険の付保を行います。

Ｂ. 地震保険の付保に関しては、大規模地震等の発生によりポートフォリオへの影響が大きいと判断される場

合には、損害の可能性及び程度、付保の内容並びに保険料負担を総合的に判断し、地震保険の付保を行いま

す。但し、個別物件において、ＰＭＬ値が20％を超える場合には、その物件について、地震保険の付保を行いま

す。
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（ヘ）売却方針

　本投資法人は、中長期的に安定した収益の確保と着実な運用資産の成長を目指すことを運用の基本方針と

していますが、資産運用会社による定期的なポートフォリオの見直し等により投資対象不動産の売却を行う

場合には、以下の点を考慮の上、個別不動産の売却の判断を行います。

Ａ．中長期的な不動産市況

Ｂ．将来における収益予測

Ｃ．資産価値の上昇・下落の見通し

Ｄ．所在立地地域の将来性

Ｅ．劣化又は陳腐化に対応する資本的支出の見込み

Ｆ．売却先の属性（信用力、反社会的勢力に属さないこと等）

Ｇ．物件売却にあたり、フォワード・コミットメント等を行う場合には、運用ガイドラインに定める規定を遵

守するものとします。 

 

（ト）投資計画

　資産運用会社は、本投資法人の各営業期間ごとに「投資計画」を策定し、当該計画に基づいた外部成長を図

ります。

Ａ. 投資計画の策定

　本投資法人のポートフォリオ運営管理に関し、各営業期間ごとに取得計画、売却計画を策定し、物件ごと及

びポートフォリオ全体を管理します。

Ｂ. 投資計画の承認

　投資計画は、各営業期間の開始時までに投資委員会の審議を経て承認を受けます。

Ｃ. 投資計画のモニタリング

　資産運用会社は、投資計画の進捗状況に関し、毎月月次収支実績との対比を行うことにより、実績の検証を

行います。月次において投資計画と実績の乖離が生じた場合には、その原因を分析するとともに、投資計画の

修正が必要と判断される場合には、修正投資計画を策定します。

 

（チ）運用計画

　資産運用会社は、本投資法人の各営業期間ごとに「運用計画」を策定し、当該計画に基づいた資産運用を行

います。

Ａ．運用計画の策定

　本投資法人のポートフォリオ運営管理に関し、各営業期間毎に修繕計画、リーシング計画を策定し、物件ご

と及びポートフォリオ全体の収支予算を策定します。

Ｂ．運用計画の承認

　運用計画は、各営業期間の開始時までに投資委員会の審議を経て承認を受けます。

Ｃ．運用計画のモニタリング

　資産運用会社は、運用計画の進捗状況に関し、毎月月次収支実績との対比を行うことにより、実績の検証を

行います。月次において運用計画と実績の乖離が生じた場合には、その原因を分析するとともに、運用計画の

修正が必要と判断される場合には、修正運用計画を策定します。 

 

⑤　財務方針

　本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕費

若しくは分配金の支払い、本投資法人の運営に要する資金、若しくは債務の返済（敷金・保証金並びに借入金及

び投資法人債の債務の返済を含みます。）等の資金の手当てを目的として、投資口の追加発行並びに借入れ及び

投資法人債の発行を機動的に行うものとします。

　これらの資金調達にあたっては、財務活動の機動性と資金繰りの安定性及び収益の向上の諸点に留意しながら、

最適な資金調達手段並びに資本及び負債の構成を選択・実現し、本投資法人の安定的成長を図ります。

 

（イ）エクイティ・ファイナンス（新投資口の発行）

　投資口の追加発行に際しては、中長期的な観点から、本投資法人の運用資産の着実な成長を目指し、金融環

境を的確に把握するとともに、投資口の希薄化（新規投資口の追加発行による投資口の割合持分の低下及び

投資口１口当たりの純資産額又は分配金の減少）に配慮しつつ実施するものとします。

 

（ロ）借入れ及び投資法人債の発行

Ａ. 借入金と投資法人債（短期投資法人債を含みます。以下、本「２　投資方針」及び「３　投資リスク」にお

いて同じです。）の限度額はそれぞれ１兆円とし、かつ、その合計額は１兆円を超えないものとします。
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Ｂ. 借入れを行う場合、借入先は金融商品取引法第２条第３項第１号に規定する適格機関投資家（但し、租税

特別措置法第67条の15第１項第１号ロに規定する機関投資家で、かつ、地方税法施行令附則第７条第14項第

３号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものに該当するものに限ります。）に限るものとし

ます。

Ｃ. 借入れ又は投資法人債の発行に際しては、資本市場及び金利の動向、本投資法人の資本構成又は既存投資

主への影響等を総合的に考慮し、将来にわたる経済・社会情勢の変化を予測の上、借入期間、固定・変動の金

利形態、担保提供の要否及び手数料等の条件といった借入条件を検討します。

Ｄ. 本投資法人は、運用資産の新規購入、敷金等のテナント預り金の返還又は運転資金等への機動的な対応を

目的として、特定融資枠設定契約、コミットメントライン契約等の事前の融資枠設定又は随時の借入れの予

約契約を締結することがあります。

Ｅ. 借入れ及び投資法人債の発行に際して、本投資法人は運用資産を担保として提供することがあります。

Ｆ. 本投資法人が保有する資産総額に対して借入金、投資法人債並びに有利子の敷金及び保証金の残高が占め

る割合（以下「ローン・トゥー・バリュー比率」といいます。）の上限については、60％を目途としますが、

資産の取得及び評価額の変動等に伴い、一時的に上記数値を超えることがあります。

 

（ハ）デリバティブ取引

　本投資法人は、負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的として、デリバティ

ブ取引を行うことがあります。

 

（ニ）キャッシュ・マネジメント

Ａ. 本投資法人は、運営にあたって想定される資金需要（運用資産の取得資金、賃貸を行う投資対象不動産に

かかる工事代金、分配金の支払、費用・小口債務の支払及び運転資金、敷金、保証金の返還等）に対応するた

め、妥当と考えられる金額の現預金を常時保有します。

Ｂ. 余剰資金の運用は、安全性、換金性等を考慮し、金利環境及び資金繰りを十分に鑑み慎重に行います。

Ｃ. テナントから預かった敷金・保証金を資金として活用することがあります。

 

⑥　開示方針

（イ）本投資法人は、常に投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な情報開示を行うことを開示の方針としま

す。

 

（ロ）資産運用に関する情報その他上記（イ）に記載の開示方針に基づき投資家に対して開示すべき情報につ

き、迅速、正確かつ公平な情報開示を行うことができるよう、情報の集約体制を整え、これを維持することに

努めます。

 

（ハ）上記（ロ）に従って集約された情報については、適宜外部の専門家等に意見を求め、これを十分斟酌する

等した上で、開示の要否、内容及び時期について速やかに検討し、開示について決定します。

 

（ニ）投信法、金融商品取引法、東京証券取引所、投資信託協会等がそれぞれ要請する開示情報につき、それぞれ

所定の様式に従って開示を行います。

 

（ホ）自主的に投資判断上重要と考える情報を積極的に開示することに努めるとともに、投資家にとって分かり

やすい情報の提供に努めます。
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（２）【投資対象】

①　投資対象とする資産の種類

　以下、本投資法人による投資対象（規約第28条）を示します。

 

（イ）主たる投資対象

　本投資法人はその規約で、主として以下に掲げる特定資産に投資するものとしています。

Ａ．不動産

Ｂ．次に掲げる各資産（以下併せて「不動産同等物」といい、不動産と不動産同等物を総称して、以下「不動

産等」といいます。）

（ⅰ）不動産の賃借権

（ⅱ）地上権

（ⅲ）不動産、土地の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権（不動産に付随する金銭と併せて信託する

包括契約の受益権を含みます。）

（ⅳ）信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とす

る金銭の信託の受益権

（ⅴ）当事者の一方が相手方の行う（a）不動産又は（b）上記（ｉ）ないし（ⅳ）に掲げる資産の運用の

ために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該

運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約にかかる出資の持分（以下「不動産に関する匿名

組合出資持分」といいます。）

（ⅵ）信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とす

る金銭の信託の受益権

Ｃ．裏付けとなる資産の２分の１を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの（以下

併せて「不動産対応証券」といいます。）

（ⅰ）優先出資（資産の流動化に関する法律（以下「資産流動化法」といいます。）に定めるものをいいま

す。）

（ⅱ）投資信託にかかる信託契約に基づく受益権（投信法に定めるものをいいます。）

（ⅲ）投資口（投信法に定めるものをいいます。）

（ⅳ）特定目的信託にかかる信託契約に基づく信託の受益権（資産流動化法に定めるもの(上記Ｂ．

（ⅲ）、（ⅳ）又は（ⅵ）に掲げる資産に該当するものを除きます。）をいいます。)

 

（ロ）その他

　本投資法人は、前項に掲げる特定資産のほか、以下の資産に投資します。

Ａ．次に掲げる特定資産

（ⅰ）預金

（ⅱ）国債証券（金融商品取引法に定めるものをいいます。）

（ⅲ）有価証券（投信法に定めるものをいいます。但し、上記（イ）及び本（ロ）に明記されたもののうち

有価証券に該当するものを除きます。以下同じです。）

（ⅳ）譲渡性預金

（ⅴ）金銭債権（投信法施行令に定めるものをいいます。）

（ⅵ）信託財産を主として上記（ｉ）ないし（ⅴ）に掲げる資産に対する投資として運用することを目的

とする金銭の信託の受益権

Ｂ．デリバティブ取引にかかる権利（投信法施行令に定めるものをいいます。）

Ｃ．本投資法人は、次に掲げる資産に投資することがあります。但し、資産運用の基本方針のために必要若しく

は有用と認められる場合又は本投資法人の組織運営に必要若しくは有用と認められる場合に投資できる

ものとしています。

（ⅰ）商標法に基づく商標権等（商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。）

（ⅱ）温泉法において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備

（ⅲ）民法上の動産

（ⅳ）民法上の組合の出資持分（但し、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、

その賃貸・運営・管理を目的としたものに限ります。）

（ⅴ）民法上の地役権

（ⅵ）信託財産として上記（ⅰ）ないし（ⅴ）を信託する信託の受益権
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②　投資基準及び地域別、用途別等による投資割合

（イ）投資基準については、前記「（1）投資方針 ④ 運用方針」をご参照下さい。

 

（ロ）地域別、用途別等による投資割合については、前記「（1）投資方針 ② ポートフォリオ構築方針」をご参

照下さい。
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（３）【分配方針】

　本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対して、原則と

して以下の方針に従って金銭の分配を行うものとします。

①　利益の分配

（イ）投資主に分配する金銭の総額のうち、利益（本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額及び出資

剰余金の合計額を控除して算出した金額をいいます。以下同じです。）の金額は、一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に従って計算されるものとします（規約第34条第１項第１号）。

 

（ロ）利益の金額を限度として分配を行う場合、分配金額は租税特別措置法及び租税特別措置法施行令に規定さ

れる本投資法人の配当可能利益の額（以下「配当可能利益」といいます。）の100分の90に相当する金額を

超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向

上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金等を積み立

てることができるものとします（規約第34条第１項第２号）。

 

（ハ）利益の金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に

基づき運用を行うものとします（規約第34条第１項第３号）。

 

②　利益を超えた金銭の分配

（イ）本投資法人は、利益の金額が配当可能利益額の100分の90に相当する金額に満たない場合その他経済環境、

不動産市場、賃貸市場等の動向により、役員会において適切と判断した場合、投信法の規定に従い、投資主に

対し、役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができ

るものとします。

 

（ロ）本投資法人は、利益を超えて金銭の分配を行う場合には、当該営業期間にかかる利益の金額に、当該営業期

間に計上する減価償却額に相当する金額を加算した金額を上限とします。但し、当該金額が当該営業期間の

租税特別措置法施行令に規定する「配当可能額」の100分の90に相当する金額を超えない場合には、配当可

能額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとして役員会が決定した金額をもって金銭の分配を

することができるものとします（規約第34条第１項第４号）。

 

（ハ）本投資法人は、安定的な分配金の支払いを重視しますが、利益を超えた金銭の分配に関して、かかる分配を

受けた個人投資主がその分配の都度税務上の譲渡損益の算定を自己において行うことが必要とされる限り

においては、投資主に対して利益を超えた金銭の分配は行わないものとします。但し、本投資法人が租税特別

措置法に規定される課税の特例規定における要件を満たすことを目的とする場合等で、利益を超えた金銭の

分配を行うことが必要であると本投資法人の役員会において判断される場合には、上記の分配方針に従い利

益を超えた金銭の分配を行うことがあります。

 

③　分配金の支払方法

　分配金は、金銭により分配するものとし、決算期における最終の投資主名簿に記載のある投資主又は登録投資口

質権者を対象に、原則として決算期から３ヶ月以内に投資口の所有口数に応じて分配します（規約第34条第１項

第５号）。

 

④　金銭の分配の時効等

　分配金は、その支払開始の日から満３年を経過したときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものとしま

す。なお、未払分配金には利息は付さないものとします（規約第34条第２項）。

 

⑤　投資信託協会規則

　上記の他、本投資法人は、金銭の分配にあたっては、社団法人投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動

産投資法人に関する規則」、同協会が定めるその他諸規則に従うものとします（規約第34条第１項第６号）。
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（４）【投資制限】

①　規約に基づく投資制限

　規約に基づく投資制限は以下のとおりです。

（イ）前記「（2）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類（ロ）その他」に掲げる有価証券及び金銭債権等

は、積極的に投資を行うものでなく、安全性及び換金性又は「（2）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類

（イ）主たる投資対象」に掲げる特定資産との関連性を勘案した運用を図るものとします（規約第29条第

１項）。

 

（ロ）前記「（2）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類（ロ）その他」に掲げるデリバティブ取引にかかる

権利は、本投資法人にかかる負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした

運用に限るものとします（規約第29条第２項）。

 

（ハ）本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修

繕費若しくは分配金の支払い、本投資法人の運営に要する資金、若しくは債務の返済（敷金・保証金並びに

借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。）等の資金の手当てを目的として、資金を借入れ（コール

市場を通じる場合を含みます。）又は投資法人債を発行することができます。なお、資金を借入れる場合は、

金融商品取引法に規定する適格機関投資家（但し、租税特別措置法に規定する機関投資家で、かつ、地方税法

施行令附則に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものに限られます。）からの借入れに限るも

のとします（規約第35条第１項）。その場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます

（規約第35条第２項）。借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ１兆円とし、その合計額が１兆円を

超えないものとします（規約第35条第３項）。

 

②　金融商品取引法及び投信法による制限

　本投資法人は金融商品取引法及び投信法による投資制限に従います。主なものは次のとおりです。

（イ）資産運用会社による運用制限

　登録を行った投資法人は、資産運用会社にその資産の運用にかかる業務の委託をしなければなりませんが、

資産運用会社は、本投資法人の資産の運用にかかる業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、

結果的に、投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、主なものは次のとお

りです。

Ａ．自己取引等

　資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした取引を行

うこと（金融商品取引法第42条の２第１号）。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は

金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19

年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。）（以下「業府令」といいます。）第128条で定めるものを除

きます。

 

Ｂ．運用財産相互間の取引

　資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第

42条の２第２号）。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失

墜させるおそれのないものとして業府令第129条で定めるものを除きます。

 

Ｃ．第三者の利益を図る取引

　資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の

額の変動を利用して自己又は本投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取

引を行うこと（金融商品取引法第42条の２第３号）。

 

Ｄ．投資法人の利益を害する取引

　資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が本投資法人の利益を害するこ

ととなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第４号）。
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Ｅ．分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止

　資産運用会社が、以下の権利又は有価証券について、これに関して出資され又は拠出された金銭（これに類

するものとして政令で定めるものを含みます。）が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産そ

の他当該者の行う他の事業にかかる財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券にかかる契約そ

の他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでない場合に、当該権利について

の取引（金融商品取引法第２条第８項第１号、第２号又は第７号から第９号までに掲げる行為をいいま

す。）を行うこと（金融商品取引法第40条の３）

（ⅰ）金融商品取引法第２条第２項第５号又は第６号に掲げる権利

（ⅱ）金融商品取引法第２条第１項第21号に掲げる有価証券（政令で定めるものに限ります。）

（ⅲ）金融商品取引法第２条第２項第７号に掲げる権利（政令で定めるものに限ります。）

 

Ｆ．その他業府令で定める取引

　上記のほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商

品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める以下の行為（金融商品取引法第42条の２第７号、業

府令第130条）。

（ⅰ）資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うこと

を内容とした運用を行うこと（業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。）（業府令第130条第１項

第１号）。

（ⅱ）資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、本投資法人の利益を害することとなる取引を行う

ことを内容とした運用を行うこと（同項第２号）。

（ⅲ）第三者（資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。）の利益を図るため、その行う投資運用

業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを

内容とした運用を行うこと（同項第３号）。

（ⅳ）他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと（同項第４号）。

（ⅴ）有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすること

を目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと（同項第５号）。

（ⅵ）第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

（但し、資産運用会社が予め個別の取引毎に全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとす

る理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除きます。）（同項第６号）。

（ⅶ）その他業府令に定める内容の運用を行うこと。

 

（ロ）同一株式の取得制限

　本投資法人は、同一の法人の発行する株式につき、本投資法人の保有する当該株式にかかる議決権の総数

が、当該株式にかかる議決権の総数の100分の50を超えることとなる場合には、当該株式を取得することがで

きません（投信法第194条、投信法施行規則第221条）。

 

（ハ）自己投資口の取得及び質受けの制限

　投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。但し、次に掲

げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません（投信法第80条第１

項）。

Ａ．合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合。

Ｂ．投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合。

Ｃ．その他投信法施行規則で定める場合。

 

（ニ）子法人による親法人投資口の取得制限

　他の投資法人（子法人）の発行済投資口の総口数の過半数にあたる投資口を有する投資法人（親法人）の

投資口については、次に掲げる場合を除く他、当該子法人は、取得することができません（投信法第81条第１

項）。なお、他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するとき

は、当該他の投資法人はその親法人の子法人とみなされます。

Ａ．合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合。

Ｂ．その他投信法施行規則で定める場合。
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③　その他の投資制限

（イ）有価証券の引受け及び信用取引

　本投資法人は有価証券の引受け及び信用取引は行いません。

 

（ロ）集中投資

　集中投資について法令上制限はありません。なお、不動産の用途・所在地域による分散投資に関する方針に

ついて、前記「（1）投資方針 ② ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。

 

（ハ）他のファンドへの投資

　他のファンド（投資証券及び投資信託の受益証券）への投資について、規約上の制限はありません。

　

EDINET提出書類

ジョイント・リート投資法人(E14096)

有価証券報告書（内国投資証券）

 49/192



３【投資リスク】

(1）リスク要因

　以下には、本投資証券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。

但し、以下は本投資証券への投資に関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスク

も存在します。また、本投資法人が取得している個別の信託の受益権の信託財産である不動産特有のリスクについ

ては、後記「５ 運用状況（2）投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの（ヘ）個別信託不動産の概要」を併せて

ご参照下さい。

　本投資法人は、可能な限りこれらリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努める方針ですが、回避

及び対応が結果的に十分であるとの保証はありません。

　以下に記載するリスクが現実化した場合、本投資証券の市場価格は下落すると考えられ、その結果、元本の欠損が

生じる可能性があります。また、本投資法人の純資産額の低下その他財務状況の悪化により、分配率の低下が生じる

可能性があります。

　各投資家は、自らの責任において、本「３ 投資リスク」を含む本書の記載事項を慎重に検討した上で本投資証券

に関する投資判断を行う必要があります。

　本「３ 投資リスク」に記載されているリスク項目は、以下のとおりです。

 

①　一般的なリスク

（イ）投資証券の商品性に関するリスク

（ロ）本投資証券の払戻しがないことに関するリスク

（ハ）本投資証券の市場性に関するリスク

（ニ）本投資証券の価格変動に関するリスク

（ホ）投資口の希薄化に関するリスク

（ヘ）金銭の分配に関するリスク

（ト）ローン・トゥー・バリュー比率に関するリスク

（チ）投資法人の法律上、税制上、その他諸制度上の取扱いに関するリスク

（リ）本投資法人の登録が取消されるリスク

（ヌ）投資主の権利が株主の権利と同一でないことによるリスク

 

②　商品設計及び関係者に関するリスク

（イ）収入及び費用、キャッシュ・フローの変動に関するリスク

（ロ）借入れ及び投資法人債に関するリスク

（ハ）本投資法人以外の関係者への依存に関するリスク

（ニ）プロパティ・マネジメント会社に関するリスク

（ホ）賃料保証会社に関するリスク

（ヘ）役員の職務遂行にかかるリスク

（ト）本投資法人の運営に関与する法人の利益相反等に関するリスク

（チ）ジョイント・グループに依存するリスク

（リ）インサイダー取引規制が存在しないことによるリスク

（ヌ）敷金・保証金の利用に関するリスク

（ル）本投資法人の投資方針の変更に関するリスク

 

③　不動産関連資産－不動産に関するリスク

（イ）不動産の流動性、取引コスト等に関するリスク

（ロ）物件取得の競争に関するリスク

（ハ）テナントの獲得競争に関するリスク

（ニ）不動産の物的及び法的な欠陥・瑕疵に関するリスク

（ホ）土地の境界紛争等に関するリスク

（ヘ）不動産にかかる法規制等に関するリスク

（ト）区分所有物件に関するリスク

（チ）共有物件に関するリスク

（リ）借地物件に関するリスク

（ヌ）鑑定評価額及び調査価額に関するリスク

（ル）賃貸借契約に関するリスク

（ヲ）賃料の減額に関するリスク

（ワ）不動産の運用費用の増加に関するリスク

（カ）入居者の建物使用態様に関するリスク
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（ヨ）不動産の毀損等に関するリスク

（タ）災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク

（レ）不動産にかかる所有者責任に関するリスク

（ソ）転貸に関するリスク

（ツ）マスターリースに関するリスク

（ネ）有害物質にかかるリスク

（ナ）投資対象とする不動産の偏在に関するリスク

（ラ）テナントの支払能力に関するリスク

（ム）テナントの集中に関するリスク

（ウ）テナントの業種の偏りに関するリスク

（ヰ）売主等の倒産等の影響を受けるリスク

（ノ）開発物件に関するリスク

（オ）フォワード・コミットメント等に関するリスク 

 

④　不動産関連資産－信託受益権特有のリスク

（イ）信託受益者として負うリスク

（ロ）信託の受益権の流動性にかかるリスク

（ハ）信託受託者にかかるリスク

 

⑤　税制に関するリスク

（イ）利益の配当等の損金算入に関する課税の特例の適用に関する一般的なリスク

（ロ）多額の法人税等の納税の引当てにより支払配当要件が満たされなくなるリスク

（ハ）税務調査等による更正処分のため、追加的な税金が発生するリスク及び導管性要件が事後的に満たされな

くなるリスク

（ニ）不動産の取得に伴う軽減措置の適用が受けられないリスク

（ホ）税制変更に関するリスク

（ヘ）借入金にかかる利益配当等の損金算入要件に関するリスク

（ト）減損会計の適用に関するリスク

 

⑥　その他

（イ）不動産の売却に伴う責任に関するリスク
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①　一般的なリスク

（イ）投資証券の商品性に関するリスク

　投資証券は、株式会社における株式に類似する性質（いわゆるエクイティ証券としての性質）を持ち、投資

金額の回収や利回りは本投資法人の業務又は財産の状況に影響され、また、譲渡による換価時に投資金額以

上の回収を図ることができるとの保証はありません。また、本投資法人にかかる清算又は倒産手続において

は、エクイティ証券として最劣後の地位となり、元本すなわち投資額の全部又は一部の支払いが行われない

可能性があります。

 

（ロ）本投資証券の払戻しがないことに関するリスク

　本投資証券は、投資主からの請求による投資口の払戻しを行わないクローズド・エンド型です。従って、投

資主が本投資証券を換価する手段は、投資主総会での決議に基づき本投資法人が解散し清算された場合の残

余財産分配請求権等を除き、第三者に対する売却に限られます。本投資証券の売却が困難となった場合、特に

本投資証券が金融商品取引所に上場されなくなった場合には、本投資証券を希望する時期及び条件で換価す

ることが困難となります。

 

（ハ）本投資証券の市場性に関するリスク

　本投資証券は、本投資法人の資産総額の減少、投資口の売買高の減少その他により、東京証券取引所の定め

る「有価証券上場規程」に規定される上場廃止基準に抵触する場合には、本投資証券の上場が廃止されま

す。

　本投資証券の上場が廃止された場合、又はその他の理由で本投資証券の上場市場における売却が困難又は

不可能となった場合には、投資主は、本投資証券を希望する時期又は条件で換価できないか、全く換価できな

い可能性があり、これにより損害を被る可能性があります。

　 

（ニ）本投資証券の価格変動に関するリスク

　本投資証券の市場価格は、取引所における需給関係や、不動産関連資産への投資の動向、他の資産への投資

との比較、エクイティ市場の状況、金利情勢、経済情勢等、市場を取り巻く様々な要因の影響を受け、大幅に変

動する可能性があります。

　本投資証券が取引所において一時的に大量に売却される場合、本投資証券の市場価格が大幅に下落する可

能性があります。

 

（ホ）投資口の希薄化に関するリスク

　本投資法人は、資産の取得若しくは修繕等、本投資法人の運営に要する資金、又は債務の返済（敷金・保証

金の返還を含みます。）等のための資金を随時必要とします。かかる資金の調達手段の一つとして投資口を

随時追加発行することがあり、既存の投資主が有する投資口の本投資法人の発行済投資口総数に対する割合

が希薄化する可能性があります。また、期中において追加発行された投資口に対して、その期の投資口保有期

間が異なるにもかかわらず、既存の投資口と同額の金銭の分配を行うこととなるため、既存の投資口への分

配額に影響を与える可能性があります。さらに、追加発行の結果、本投資法人の投資口１口当たりの純資産額

や市場における需給バランスが影響を受けることがあります。

 

（ヘ）金銭の分配に関するリスク

　本投資法人は前記「２ 投資方針（3）分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配

を行う予定ですが、分配の有無、金額及びその支払いは、如何なる場合においても保証されるものではありま

せん。

 

（ト）ローン・トゥー・バリュー比率に関するリスク

　本投資法人のローン・トゥー・バリュー比率の上限は、資産運用会社の運用ガイドラインにより60％を目

処としますが、資産の取得等に伴い一時的に60％を超えることがあります。ローン・トゥー・バリュー比率

の値が高まれば高まるほど、一般的に、分配可能金額が金利変動の影響を受け易くなり、その結果投資主への

分配金額が減少するおそれがあります。
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（チ）投資法人の法律上、税制上、その他諸制度上の取扱いに関するリスク

　投資法人に関する法律上、税制上その他諸制度上の取扱い若しくは解釈が大幅に変更され、又は新たな法律

が制定される可能性があり、それに伴い、本投資法人の現在の運用方針、運営形態等の変更が必要となる可能

性があります。その結果、本投資法人の存続、収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。また、投資法人の再

編等に関する法律、税務、会計上の解釈や取扱いは必ずしも明確ではなく、かかる状況が、本投資証券の市場

価格に悪影響を及ぼす可能性もあります。

 

（リ）本投資法人の登録が取消されるリスク

　本投資法人は、投信法の下で投資法人としての登録を受けており、将来にわたりこれを維持する方針です

が、一定の事由が発生した場合、登録を取消される可能性があります。その場合、本投資証券の上場が廃止さ

れるとともに、本投資法人は解散し、清算されることになります。

 

（ヌ）投資主の権利が株主の権利と同一でないことによるリスク

　投資法人の投資主は、投資主総会を通じて、投資法人の意思決定に参加できる他、投資法人に対して一定の

権利を行使することができますが、かかる権利は株式会社における株主の権利とは重要な点において異なり

ます。例えば、金銭の分配に係る計算書を含む投資法人の計算書類等は、役員会の承認のみで確定し、投資主

総会の承認を得る必要はないことから、投資主総会は、決算期毎に招集されるわけではありません。また、投

資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された

議案について賛成するものとみなされます。

　これらの要因により、投資主による投資法人の運営に対する統制が効果的に行えない可能性があります。

 

②　商品設計及び関係者に関するリスク

（イ）収入及び費用、キャッシュ・フローの変動に関するリスク

　本投資法人の収益は、主として本投資法人が取得する不動産関連資産又はその裏付けとなる不動産からの

賃料収入に依存しています。かかる賃料収入は、物件の稼働率の低下、賃料水準の低下等により、大きく減少

する可能性があります。また、テナントの支払能力又は信用状態によっては、当該テナントから賃料が回収で

きない場合もあります。本投資法人は、資産運用会社を通じて、支払能力及び信用力の高いテナントを確保す

べく努力しますが、その目的が達成されるとは限りません。

　また、収入の減少だけでなく、退去するテナントへの敷金・保証金の返還、多額の資本的支出、未稼働の物件

にかかる不動産関連資産の取得等は、キャッシュ・フローを減ずる効果をもたらし、投資主への分配金額に

悪影響を及ぼす可能性があります。

　さらに、不動産関連資産に関しては、減価償却費、公租公課、保険料、管理組合費、水道光熱費、不動産管理費

用、清掃衛生業務、保安警備業務及び設備管理業務等の建物管理業務にかかる費用、維持修繕費用、借地借家

料並びにテナント誘致費用（媒介手数料、広告料等）等の費用負担があります。かかる費用の額は状況によ

り増大する可能性があります。

　これらの要因により、投資主への分配金額の減少その他の悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（ロ）借入れ及び投資法人債に関するリスク

　本投資法人は、本書記載の投資方針に従い、継続的に金融商品取引法に規定する適格機関投資家からの借入

れ及び投資法人債の発行による資金調達を行います。

　借入れ及び投資法人債の発行の可能性及び条件並びにその後の金利負担は、金利情勢その他の要因による

影響を受けるため、本投資法人の希望する時期及び条件で借入れ及び投資法人債の発行を行うことができる

という保証はなく、また、変動金利により調達した場合には、その後の金利変動により利払額が増加する可能

性があります。昨今のサブプライム・ローン問題に起因した世界的に不安定な経済情勢を背景に、金融機関

が新たな貸出について慎重となっているため、新たな借入れができなくなることや、金利、担保提供、財務制

限条項等の点でより不利な条件での借入れを余儀なくされる可能性があります。なお、前記「第１ ファンド

の状況 １ 投資法人の概況（1）主要な経営指標等の推移 ② 運用状況（ロ）次期の見通し Ｃ. 決算後に

生じた重要な事実」に記載のとおり、本投資法人の資産運用会社の全株式を保有する株式会社ジョイント・

コーポレーション及びその連結子会社である株式会社ジョイント・レジデンシャル不動産は、平成21年５月

29日付で東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行い、平成21年６月16日付で同裁判所から会社更生

手続開始決定を受けました。株式会社ジョイント・コーポレーション及び株式会社ジョイント・レジデン

シャル不動産は、フィナンシャル・アドバイザーとして選任した日興シティグループ証券株式会社(現シ

ティグループ証券株式会社）の助言の下、平成21年７月30日に実施した第一次入札により数社に絞り込まれ

たスポンサー候補先と協議を進め、平成21年10月23日に第二次入札を実施し、その入札状況を踏まえ慎重に

検討を重ねた結果、応募企業の中から、株式会社レノをスポンサーに選定し、平成21年11月２日付で同社とス

ポンサー契約を締結いたしました。本投資法人及び資産運用会社は、グループ各社のノウハウ及びそのシナ

ジー効果を活用すべくグループ一体での更生を目指すスポンサー企業等による新スポンサー選定手続きに
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おいて、本投資法人の投資主価値の最大化という観点から、株式会社ジョイント・コーポレーションの管財

人及びフィナンシャル・アドバイザーと協議を進めてきましたが、同社の管財人の判断により、資産運用会

社については、スポンサー企業等とは別個の新スポンサーを選定することとなり、現在スポンサー選定手続

を進めています。

　かかる申立て又は決定により、本投資法人が取引金融機関と締結している借入れ契約及び投資法人債の要

項その他の重要な契約の財務制限条項その他の契約条項に抵触することはなく、本投資法人の財務状況に直

接影響を及ぼすものでもありませんが、このようないわゆるスポンサー企業の倒産は、一般的に本投資法人

に対する取引金融機関の与信判断に悪影響を及ぼします。本投資法人としては、継続して取引金融機関と協

議し、引き続き協調関係を維持できるものと考えておりますが、資産運用会社の新スポンサー選定手続きの

推移によっては、より不利な条件での借換え等を余儀なくされ、又は借換えが困難となるおそれがあります。

また、現在進めている新スポンサーの選定が予定通りに進まない場合や、新スポンサー又はその支援の内容

によっては本投資法人の運用及び収益に甚大な影響を及ぼすおそれがあります。

　また、本投資法人が借入れ又は投資法人債の発行に際し、投資主への金銭の分配や担保権の設定等を制約す

る等の財務制限条項が設けられる場合があり、かかる制約が本投資法人の運営に支障をもたらす可能性があ

る他、これらの制約により投資主への金銭の分配が制限され、利益配当等の損金算入要件（詳細は後記「⑤ 

税制に関するリスク（イ）利益の配当等の損金算入に関する課税の特例の適用に関する一般的なリスク」

をご参照下さい。）を満たせなくなる等、投資主への金銭の分配に重大な悪影響を及ぼす場合があります。

　借入れ又は投資法人債に関し、不動産関連資産に担保を設定した場合、担保の解除手続その他の事情によ

り、本投資法人が希望する時期、価格及び条件で当該不動産関連資産を売却できない可能性があります。ま

た、不動産関連資産の評価額が引下げられた場合等、一定の条件のもとに不動産関連資産に対して追加担保

を設定することを要求される可能性もあります。

　さらに、借入れ又は投資法人債の返済資金を調達するために、本投資法人の希望しない時期、価格及び条件

で不動産関連資産を売却せざるを得ない可能性や希望する時期、価格及び条件で不動産関連資産を売却でき

ずに債務不履行となる可能性もあります。また、本投資法人が借入れ又は投資法人債について債務不履行と

なった場合、それらの債権者により本投資法人の資産に対して仮差押え等の保全処分や差押え等の強制執行

が行われることがあり、本投資法人に対して破産等の倒産手続の申立が行われる可能性もあります。

 

（ハ）本投資法人以外の関係者への依存に関するリスク

　本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用を資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、一般事務を一

般事務受託者に委託しています。本投資法人の円滑な業務遂行の実現は、これらの関係者の能力、経験及びノ

ウハウによるところが大きいと考えられますが、これらの関係者が業務遂行に必要な人的・財政的基礎等を

維持できるとの保証はありません。資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者は、委託を受けた業務の

執行につき金融商品取引法及び投信法上の善良な管理者としての注意義務（以下「善管注意義務」といい

ます。）を負い、また、法令、規約及び投資主総会の決議を遵守し投資法人のため忠実に職務を遂行する義務

（以下「忠実義務」といいます。）を負っていますが、これらの者による業務の懈怠その他義務違反があっ

た場合には本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、一定の場合には、資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者との委託契約が解約又は解除され

ることがあります。投信法上、資産の運用、資産の保管及び一般事務に関しては第三者への委託を要するもの

とされているため、委託契約が解約又は解除された場合には、本投資法人は新たな資産運用会社、資産保管会

社及び一般事務受託者を選任する必要があります。また、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託会社

が、破産等により金融商品取引法における登録又は業務遂行能力を喪失する場合には、新たな資産運用会社、

資産保管会社又は一般事務受託会社への委託が必要となります。しかしながら、新たな資産運用会社、資産保

管会社及び一般事務受託者を速やかに選任できるとの保証はなく、速やかに選任できない場合には本投資法

人の存続及び収益等に悪影響を及ぼす可能性がある他、場合によっては本投資証券が上場廃止になる可能性

もあります。

　また、資産運用会社等の変更は、本投資法人の借入金債務及び投資法人債の期限の利益の喪失事由となる可

能性があります。

 

（ニ）プロパティ・マネジメント会社に関するリスク

　本投資法人は、個別の不動産ごとにプロパティ・マネジメント会社を選定しています。

　建物の保守管理並びにテナントの募集及び管理を含めたプロパティ・マネジメント業務全般の成否は、プ

ロパティ・マネジメント会社の能力、経験、ノウハウによるところが大きく、これに大きく依存することにな

りますが、プロパティ・マネジメント会社においてかかる業務遂行に必要な人的・財政的基礎が維持される

保証はありません。また、プロパティ・マネジメント会社が、破産及びその他の法的倒産手続等により業務遂

行能力を喪失する場合においては、本投資法人の日常の業務遂行に影響を及ぼすことになり、投資主への金

銭の分配に影響を与える可能性があります。なお、本投資法人は、本書の日付現在において保有する物件のう

ち30物件のプロパティ・マネジメント業務を株式会社ジョイント・プロパティに委託しております。平成21
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年５月のジョイント・コーポレーションの倒産により、その子会社である株式会社ジョイント・プロパティ

に対する取引先の信用が毀損されるなど、同社の事業運営に悪影響を及ぼすおそれがあります。なお、同社に

対するプロパティ・マネジメント業務及びマスターリース会社としての業務の委託においては、エンドテナ

ントからの賃料及び敷金・保証金は本投資法人又は信託受託者が直接受領することとなっているため、同社

が万が一破綻した場合においても、本投資法人の財務状況等に直接悪影響を及ぼすことはないと考えており

ますが、同社を通じた本投資法人の保有する物件の運営に悪影響を及ぼすおそれがあります。本投資法人と

しては、このような事態に備えて対処して参りますが、全ての物件につき適切な対処が速やかにできないお

それがあり、本投資法人の収益に悪影響を及ぼすおそれがあります。

 

（ホ）賃料保証会社に関するリスク

　本投資法人は、保有物件のうち一部の住居物件において、一部のエンドテナントについて賃料保証会社の滞

納賃料保証システムを導入しております。当該保証システムは、プロパティ・マネジメント会社、エンドテナ

ント及びエンドテナントの賃料債務等にかかる保証人たる賃料保証会社の３者間の保証契約に基づくもの

であり、当該保証契約上、エンドテナントにおいて賃料の滞納が発生した場合、プロパティ・マネジメント会

社が賃料保証会社に代位弁済を請求することが可能ですが、賃料保証会社が破産及びその他の法的倒産手続

等に入った場合、プロパティ・マネジメント会社が同社から当該代位弁済の履行を受けることができなくな

る可能性や、エンドテナントが賃料相当額を賃料保証会社に支払っている場合には、その回収が困難となる

可能性があります。本投資法人が保有する信託受益権にかかる、上記保証システムを一部のエンドテナント

について導入している住居物件については、信託受託者とプロパティ・マネジメント会社との間で、いわゆ

るパス・スルー型のマスターリース契約（賃貸借契約）を締結しています。そのため、賃料保証会社からの

回収が不可能となった結果、エンドテナントによる賃料の支払いが円滑になされている限りにおいては重大

な影響を受けないものの、エンドテナントの賃料の滞納や不払いが発生した場合、当該住居物件の収益ひい

ては本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（ヘ）役員の職務遂行にかかるリスク

　投信法上、投資法人を代表しその業務執行を行う執行役員及び執行役員の職務の監督等を行う監督役員は、

投資法人からの受任者として善管注意義務及び忠実義務を負っていますが、本投資法人の執行役員又は監督

役員が、職務遂行上、善管注意義務又は忠実義務に反する行為を行った場合、結果として投資主が損害を受け

る可能性があります。

 

（ト）本投資法人の運営に関与する法人の利益相反等に関するリスク

　金融商品取引法上、資産運用会社は、本投資法人の資産の運用にかかる業務を遂行するに際して善管注意義

務及び忠実義務を負う他、資産運用会社の利害関係人等の利益を図るため本投資法人の利益を害することと

なる取引を行うことが明示的に禁止されています。

　さらに金融商品取引法において業務遂行に関して資産運用会社の行為準則が詳細に規定され、さらに運用

ガイドラインに基づく自主的なルールも定められています。

　資産運用会社の株主は資産運用会社を介して本投資法人が行う取引について、それぞれの立場において自

己又は第三者の利益を図ることが可能な立場にあります。そのため、資産運用会社が、自己の株主の利益を図

り、自己の株主に有利な条件で本投資法人に資産を取得させるおそれがあり、また、本投資法人とかかる株主

が資産の取得若しくは処分又はその賃貸借若しくは管理委託等に関して競合する場合、資産運用会社が株主

又はその顧客等の利益を優先し、その結果本投資法人の利益を害することとなるおそれがあります。

　例えば、ジョイント・グループは、他の投資法人を含む不動産関連事業に投資を行い、又は行う可能性があ

ることから、これらの事業と本投資法人との取引又は競合において利益相反が起こる可能性があります。

　金融商品取引法及び投信法は、損害が生じた場合に資産運用会社の責任を追及できるよう、資産運用会社や

投資法人の帳簿等が公正な手続で作成され、証拠として蓄積されるような体制を充実させています。さらに、

資産運用会社は、特定資産の価格等の調査を一定の専門家に行わせることで、価格の公正さを確保し、投資判

断の決定プロセス等に客観性・公明性を持たせる体制をとっています。

　しかしながら、資産運用会社が上記の行為準則に反し、あるいは、法定の措置を適正にとらない場合には、投

資主に損害が発生する可能性があります。

 

（チ）ジョイント・グループに依存するリスク

　本投資法人及び資産運用会社は、株式会社ジョイント・コーポレーション、株式会社ジョイント・アセット

マネジメント及び株式会社ジョイント・レジデンシャル不動産との間で物件取得に関する優先交渉権及び

物件情報の優先的提供に関する「優先交渉権等に関する覚書」を締結し、物件情報の提供を受けるなどして

います。詳細は前記「２ 投資方針（1）投資方針 ② ポートフォリオ構築方針（ニ）ジョイント・グループ

との協調関係」をご参照下さい。また、本書の日付現在、本投資法人は第８期末保有資産（以下「取得済資

産」といいます。）の一部について、株式会社ジョイント・コーポレーションの子会社である株式会社ジョ
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イント・プロパティにプロパティ・マネジメント業務及びマスターリース会社としての業務の双方を委託

しています。このように本投資法人の運営は、ジョイント・グループの能力、経験及びノウハウに大きく依存

していますが、株式会社ジョイント・コーポレーション及び株式会社ジョイント・レジデンシャル不動産

は、平成21年６月に会社更生手続開始決定を受け、入札の結果、応募企業の中から、株式会社レノをスポン

サーに選定し、平成21年11月２日付で同社とスポンサー契約を締結しました。このスポンサー選定手続きの

推移により、ジョイント・グループからのサポートが中長期的に受けられなくなる場合には、本投資法人の

成長戦略に悪影響を及ぼす可能性があります。また、前記「（ニ）プロパティ・マネジメント会社に関する

リスク」に記載のとおり、株式会社ジョイント・コーポレーションの倒産により、本投資法人がプロパティ

・マネジメント業務及びマスターリース会社としての業務を委託している株式会社ジョイント・プロパ

ティの業務運営に悪影響を及ぼすおそれがあるほか、本投資法人の運営がジョイント・グループの能力、経

験及びノウハウに大きく依存していることから、本投資法人に対する取引金融機関の与信や本投資法人の資

産運用全般に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、本投資法人の運用資産の多くはジョイントグループ

から取得しているため、瑕疵担保責任を負わせることができなくなるおそれがあります。

さらに、株式会社ジョイント・コーポレーション及び株式会社ジョイント・レジデンシャル不動産の会社

更生手続における両社の再建に長期間を要する場合、両社の会社更生手続の推移が本投資法人の運営に影響

を及ぼすおそれがあります。  

 

（リ）インサイダー取引規制が存在しないことによるリスク

　本書の日付現在、上場投資証券は、上場株式等と異なり、金融商品取引法第166条に定める会社関係者の禁止

行為（いわゆる「インサイダー取引規制」）の対象ではありません。従って、本投資法人の関係者が本投資

法人にかかる一定の重要な事実を知り、その重要事実の公表前に本投資証券の取引を行った場合であっても

インサイダー取引規制に抵触しません。本投資法人の関係者が金融商品取引法で禁じられているインサイ

ダー取引に類似する取引を行った場合には、取引市場における本投資証券に対する投資家の信頼を害し、ひ

いては本投資証券の市場価格の下落や流動性の低下等の悪影響をもたらす可能性があります。なお、資産運

用会社は、社内規程においてインサイダー取引の類似取引の防止規程を設けています。但し、かかる社内規程

は法令に基づかないものであり、刑事罰の対象とならないため、法令と同程度の実効性が確保されるわけで

はありません。 

（ヌ）敷金・保証金の利用に関するリスク

　本投資法人は、不動産の賃借人が賃貸人に対し無利息又は低利で預託した敷金又は保証金を投資資金とし

て利用する場合があります。しかし、そのような場合において、賃貸借契約の中途解約により想定外の時期に

予想外の金額の敷金又は保証金の返還義務が生じた場合には、本投資法人は、敷金又は保証金の返還資金を

それらの投資利回りよりも高い調達コストによる借入れ等により調達せざるを得なくなることもあります。

また、敷金又は保証金の投資運用が失敗に終わり損失が生じる可能性もあります。

 

（ル）本投資法人の投資方針の変更に関するリスク

　規約に記載されている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更には、投資主総会の承認が必要で

すが、本投資法人の役員会及び資産運用会社の取締役会が規約に定める資産運用の対象及び方針等を具体化

するために定めたより詳細な投資方針、運用ガイドライン等については、投資主総会の承認を得ることなく

変更することが可能です。そのため、本投資法人の投資主の意思が反映されないまま、かかる詳細な投資方針

等が変更される可能性があります。

 

③　不動産関連資産－不動産に関するリスク

　本投資法人の主たる運用資産は、前記「２ 投資方針（2）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」に記載の

とおり、不動産関連資産等です。不動産信託受益権その他不動産を裏付けとする資産の所有者は、その信託財産で

ある不動産又は裏付けとなる不動産を直接所有する場合と、経済的には、ほぼ同様の利益状況に置かれます。従っ

て、以下に記載する不動産に関するリスクは、不動産信託受益権その他不動産を裏付けとする資産についても、ほ

ぼ同様にあてはまります。

　なお、信託の受益権特有のリスクについては、後記「④ 不動産関連資産－信託受益権特有のリスク」をご参照

下さい。

 

（イ）不動産の流動性、取引コスト等に関するリスク

　一般に、不動産の有する特徴として、不動性（非移動性）、永続性（不変性）、個別性（非同質性、非代替

性）等が挙げられます。また、上記の特徴の他に、取引当事者の属性や取引動機等の取引事情等によってもそ

の価格が影響される等の特性もあります。これらの特性のため、不動産は、一般的に流動性が相対的に低い資

産と考えられています。
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　経済環境や不動産需給関係の影響や個別性の高い不動産の調査に要する費用及び時間によっては、取得を

希望する物件を希望どおりの時期・条件で取得できず、又は売却を希望する物件を希望どおりの時期・条件

で売却できない可能性もあります。これらの結果、本投資法人はその投資方針に従った運用ができず、本投資

法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。

 

（ロ）物件取得の競争に関するリスク

　本投資法人は、その規約において、不動産関連資産を主たる投資対象として、中長期的な観点から、安定した

収益の確保と着実な運用資産の成長を目指して運用を行うことをその投資の基本方針としています。しかし

ながら、不動産投資信託その他のファンド、大小の投資家等による不動産投資が活発化し、物件取得の競争が

激化する場合があります。このような状況下にあっては、希望した条件での物件取得ができない等の事情に

より、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産ポートフォリオを実現できな

い可能性があります。

 

（ハ）テナントの獲得競争に関するリスク

　通常、不動産関連資産は、他の不動産とのテナント獲得競争にさらされているため、競合する不動産の新築、

リニューアル、募集賃料の引下げ等の競争条件の変化により、賃料引下げや稼働率の低下を余儀なくされ、本

投資法人の収益が悪化する場合があります。

　また、高級賃貸用住宅は、相対的に需要（入居者）が限定されていて市場が小さく、このような住居が他か

ら新規供給された場合、市場への影響が少なくないことがあります。加えて、既存テナントが退去した場合、

代替テナントが入居するまでの空室期間が長期化し、不動産の稼働率が大きく低下する場合もあり、時とし

て代替テナント確保のために賃料水準の引下げが必要となることもあります。また、そのような賃貸用住居

は、海外から派遣される赴任者等を主な入居者として想定しているため、経済情勢、国際情勢の変化等により

需要が大きく減少し、そのために不動産の稼働率が大きく低下したり、代替テナント確保のために賃料水準

引下げを余儀なくされる可能性があり、そのような場合、賃料収入が大きな影響を受ける可能性もあります。

　商業施設やオフィスビルについては、賃貸住宅に比べて相対的に需要が限定されており、また、その商圏な

いし地域も限定されていることから、テナント獲得競争が相対的に激しい傾向にあります。特に周辺商圏に

おいて他の商業施設が新設された場合などには、他の商業施設との競合によって、本投資法人の保有する物

件のテナント獲得にかかる競争力が相対的に低下し、その結果賃料減額を余儀なくされ、あるいは既存テナ

ントが退去するおそれがあり、また、周辺商業施設に入居するテナントとの競合により本投資法人の保有す

る商業施設のテナントの業績が悪化し、賃料支払の遅延又は不払いが生ずるおそれがあります。また、既存テ

ナントが退去した場合には、代替テナント入居までの空室期間は、これら不動産の賃貸需要が相対的に低い

ことや、各テナント毎の物件の内装等の仕様が一般的に異なることから、長期化する傾向にあり、その間不動

産の稼働率が大きく低下する可能性があり、各テナントからの賃料が賃貸住宅に比べて相対的に高いことと

あいまって、本投資法人の賃料収入を大幅に低下させる可能性があります。また、企業をテナントとすること

から、経済情勢の変化等により需要が大きく減少し、稼働率の低下や賃料水準の低下を招くおそれがありま

す。

 

（ニ）不動産の物的及び法的な欠陥・瑕疵に関するリスク

　一般に、不動産には地盤・地質、構造、材質等に関して欠陥、瑕疵等（隠れたるものを含みます。）が存在し

ている可能性があります。また、適用される法令上の規制の不遵守や、周辺の土地利用状況等が瑕疵や欠陥と

なる可能性もあります。そこで、資産運用会社が不動産関連資産の選定・取得の判断を行うにあたっては、対

象となる不動産について利害関係のない第三者の専門業者に一定の調査を依頼することとしています。しか

しながら、かかる専門業者の調査には、提供される資料の内容やその調査範囲及び時間的な制約等から一定

の限界があり、不動産に関する欠陥・瑕疵について完全に報告がなされる保証はありません。さらに、このよ

うな調査の報告書において指摘されなかった事項であり、建築基準法等の行政法規が求める所定の手続を経

た不動産であっても、建築基準関係規定の求める安全性や構造耐力等を有するとの保証はなく、また、不動産

に想定しえない隠れた欠陥・瑕疵等が存在し、又は不適正な設計施工等が存在し、それが当該不動産関連資

産の取得後に判明する可能性もあります。なお、建物の構造計算書偽装等の事件が発覚した際に取得済資産

の建物全てについて、建物のＰＭＬ値の評価を実施するという一般のプロセスに加え、建物の構造上、建築基

準法で定める耐震性能を疑わせる特段の事情がないことにつき、第三者専門機関より確認を得ております

が、かかる第三者専門機関の確認についても、上記のとおり一定の限界があり、完全であるとの保証はありま

せん。

　また、本投資法人は、原則として不動産関連資産の売主から売買契約等において譲渡の時点における一定の

表明及び保証を取得するとともに、一定の瑕疵担保責任を負担させることとしています。しかしながら、かか

る表明及び保証の内容が真実かつ正確であるとは限らず、また、表明及び保証の期間及び責任額は一定範囲

に限定されるのが通例であり、また、瑕疵担保責任の期間及び責任の範囲が限定されることもあります（な

お、強制競売で購入した物件については、瑕疵担保責任の追及はできません。）。さらに、不動産関連資産の売
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主が表明及び保証を全く行わず、若しくは制限的にしか行わない場合、又は瑕疵担保責任を全く負担せず、若

しくは制限的にしか負担しない場合であっても、本投資法人が当該不動産関連資産を取得する可能性があり

ます。本投資法人が特別目的会社から不動産関連資産を取得する場合、本投資法人が取得する信託受益権の

購入にかかる（停止条件付）信託受益権譲渡契約上、かかる売主は、責任財産を限定してのみ瑕疵担保責任

を負うこととされます。

　不動産に欠陥、瑕疵等が存在する場合、その程度によっては、当該不動産関連資産の資産価値が減少する可

能性があり、又は、これを防ぐために、買主である本投資法人が当該欠陥、瑕疵等の補修その他にかかる予定

外の費用負担を余儀なくされる可能性があります。また、これらに関し売主に対して表明及び保証違反を理

由とする損害賠償責任や瑕疵担保責任を追及することが法的には可能であっても、売主が特別目的会社や経

済的に破綻した会社である等のため、その資力が十分でない等の事情により、責任追及に実効性がないおそ

れがあります。

　不動産をめぐる権利義務関係も、その特殊性や複雑性のゆえに種々の問題を引き起こす可能性があります。

本投資法人は不動産関連資産を取得するにあたって、不動産登記簿を確認する等売主の所有権の帰属に関す

る調査を行いますが、不動産登記にいわゆる公信力がない一方で、実際の取引において売主の権利帰属を確

実に知る方法が必ずしもあるとはいえないため、本投資法人の取得後に、当初より売主が所有権を取得して

いなかったことが判明する可能性があります。また、本投資法人が取得した権利が第三者の権利の対象に

なっていることや第三者の権利を侵害していることが、本投資法人による取得後になって判明する可能性が

あります。これらの問題が発生した場合、前述した欠陥や瑕疵等と同様、法律上又は契約上の瑕疵担保責任や

表明保証責任を追及できることもありますが、そのような責任追及には実効性がないおそれもあります。

 

（ホ）土地の境界紛争等に関するリスク

　不動産を取得するまでの時間的制約等から、隣接地権者からの境界確定同意が取得できず又は境界標の確

認ができないまま、不動産を取得する事例が一般に少なからず見られ、本投資法人において今後取得する物

件についてもその可能性は小さくありません。従って、状況次第では、後日かかる物件を処分するときに事実

上の障害が発生し、また、その保有期間中においても、境界に関して紛争が発生して、所有敷地の面積の減少、

損害賠償責任の負担を余儀なくされる等、不動産について予定外の費用又は損失を負担する可能性がありま

す。同様に、越境物の存在により、不動産の利用が制限され賃料に悪影響を与える可能性や、越境物の除去等

のために追加費用を負担する可能性もあります。

 

（ヘ）不動産にかかる法規制等に関するリスク

　不動産のうち建物は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準等を定める建築基準法の規制に服し

ます。その建築確認取得時点においては、建築基準法上及び関連法令上適格であった建物でも、その後の建築

基準法等の改正に基づく規制の変更により、変更後の規制の下では不適格になることがあります。

　その他、不動産は、消防法や都市計画法等の国の法令の他、各地方公共団体の条例や行政規則等による種々

の規制に服します。例えば、駐車場の付置義務、住宅の付置義務、福祉施設の付置義務等の他、これらの義務に

関連して、建物の新築・増築に際して地方公共団体等と協議する義務等を課されることがあります。また、敷

地の一部が道路として指定されることにより敷地として利用可能な面積が減少し、その結果、建蔽率及び容

積率にかかる規制との関係で建築可能な建物に影響を及ぼすこともあります。

　法規制の変化によりかつて法令に適合していながら後日適合しなくなった建物を「既存不適格」と呼ぶこ

とがあります。既存不適格の建物は、これを改築したり、建替えたりしようとする際に、従前の建物と同等の

建蔽率・容積率・高度・設備等を維持できなくなり、追加の設備が必要とされ、又は建替え自体が事実上困

難となる可能性があります。このような場合には、不動産の資産価値や譲渡価格が下がる可能性があります。

　以上の他、土地収用法や土地区画整理法のような私有地の収用・制限を定めた法律の改正等により、不動産

の利用及び用途等に規制が加えられ、収用、再開発若しくは区画整理等がなされ、又は不動産の保有、管理、処

分その他の権利関係等に制限が加えられることがあり、その結果、関連する費用等が増加し又は不動産価値

が減殺される可能性があります。さらに、環境保護を目的とする現行法令等又は将来制定・施行される新法

令等により不動産関連資産について、大気、土壌、地下水等の汚染にかかる調査義務、除去義務、損害賠償義

務、所有者としての無過失責任等が課され、又は義務が強化される可能性があります。このように、法令又は

条例の制定・改廃等が本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。

 

（ト）区分所有物件に関するリスク

　区分所有建物とは建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号、その後の改正を含みます。以下

「区分所有法」といいます。）の適用を受ける建物で、単独所有の対象となる専有部分（居室等）と共有と

なる共用部分（建物の躯体、エントランス部分等）から構成されます。不動産が区分所有物件である場合に

は、その管理及び運営は区分所有法及び区分所有者間で定められる管理規約等に服します。この管理規約等

は、原則として区分所有者及びその議決権の各４分の３以上の多数決によらなければ変更できません。なお、

建替え決議等においてはさらに多数決の要件が加重されています。また、区分所有者の議決権数は、必ずしも
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区分所有割合（専有部分の床面積割合）に比例するわけではありません。本投資法人又は信託受託者が議決

権の４分の３を有していない場合はもとより、これを保有している場合においても頭数において劣るため、

区分所有物件の管理及び運営について本投資法人の意向を十分に反映させることができない可能性があり

ます。

　区分所有者は、自己の専有部分を原則として自由に処分することができ、本投資法人の意向にかかわりなく

他の区分所有者が変更される可能性があります。この場合、新区分所有者の資力、数、属性等の如何によって

は、不動産の価値や収益が減少する可能性があります。これに対し、管理規約等において当該不動産の区分所

有権（敷地の共有持分を含みます。）を処分する場合に他の区分所有者の先買権又は優先交渉権、処分にお

ける一定の手続の履践義務等が課される場合があります。この場合、本投資法人が区分所有権を処分する際

に事前に他の区分所有者と優先的に交渉を行う等の制約を受けます。

　また、区分所有者は自己の専有部分を原則として自由に賃貸その他使用収益することができます。その結

果、本投資法人の不動産関連資産の価値や収益は、他の区分所有者による使用収益の状況によって影響を受

ける可能性があります。

　加えて、他の区分所有者が自己の負担すべき公租公課、修繕費、保険料等の支払い又は積立てを履行しない

場合、本投資法人が不動産関連資産の劣化を避けるため、その立替払を余儀なくされるおそれがあります。な

お、区分所有建物では、敷地利用権を有しない専有部分の所有者が出現する可能性があります。そのような場

合には、区分所有建物と敷地の権利関係が複雑になるため、不動産の鑑定評価及び市場での売買価格の決定

等において、減価要因が増加する可能性があります。

 

（チ）共有物件に関するリスク

　不動産が第三者との間で共有されている場合、その保存・利用・処分等について単独で所有する場合には

存在しない種々の問題が生じる可能性があります。

　まず、共有物の管理は、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有者の持分の過半数で行うものとされ

ているため、持分の過半数を有していない場合には、当該不動産の管理及び運営について本投資法人の意向

を反映させることができない可能性があります。また、共有者はその持分の割合に応じて共有物の全体を利

用することができるため、他の共有者によるこれらの権利行使によって、本投資法人の当該不動産の保有又

は利用が妨げられるおそれがあります。

　共有物全体を一括処分する際には、全共有者の合意が必要です。従って、本投資法人は共有物を希望する時

期及び価格で売却できないおそれがあります。共有者には共有物の分割を請求する権利があり、これにより

分割後の不動産の単独の処分又は使用収益を行うことが可能ですが、現物分割が不可能である場合は、裁判

所により共有物全体の競売を命じられる可能性があります。また、本投資法人が分割を請求できる反面、本投

資法人が分割を望まないときでも、他の共有者からの請求に服さなければならない可能性があります。共有

者間で不分割の合意をすることは可能ですが、その場合であっても、合意の有効期間（５年が最長ですが、５

年を限度に更新することも可能です。）が満了していたり、その合意が未登記であるために第三者に対抗で

きないことがあります。また、共有者について破産手続、会社更生手続又は民事再生手続が開始された場合

は、共有物の分割が行われる可能性があります（但し、共有者は、破産手続、会社更生手続又は民事再生手続

の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することができます。）。共有不動産の分

割がなされた場合、当該不動産にかかる賃料収入等に大幅な変動が生じる可能性がある他、現物分割又は価

額償還の方法により分割がなされ、本投資法人が共有不動産の一部又は全部を取得する場合において、他の

共有者が分割前にその共有持分に設定していた担保権に服することを余儀なくされる可能性もあります。

　他方、共有持分については、共有者は自己の持分を原則として自由に処分することができ、本投資法人の意

向にかかわりなく他の共有者が変更される可能性があります。この場合、新共有者の資力、数、属性等の如何

によっては、不動産関連資産の価値や収益が減少する可能性があります。これに対し、共有者間の協定書又は

規約等において、当該不動産の持分を処分するに際し、他の共有者の先買権又は優先交渉権、事前同意の取得

その他処分における一定の手続の履践等が課されている場合があります。この場合、本投資法人が持分を処

分する際に事前に他の共有者と優先交渉を行う等の制約を受けます。

　共有不動産を賃貸に供する場合、賃貸人の賃料債権は不可分債権となり敷金返還債務は不可分債務になる

と一般的には解されています。従って、他の共有者（賃貸人）の債権者により当該共有者の持分を超えて賃

料債権全部が差し押えられたり、賃借人からの敷金返還債務を他の共有者がその持分等に応じて履行しない

場合に、敷金全部の返還債務を負わされる可能性があります。

　また、他の共有者が自ら負担すべき公租公課、修繕費、保険料等の支払い又は積立てを履行しない場合、当該

不動産やその持分が法的手続の対象となり、又は、劣化する等の可能性があります。

　共有不動産については、上記のような制約やリスクがあるため、不動産の鑑定評価及び市場での売買価格の

決定等において、単独所有の場合には存在しない減価要因が加わる可能性があります。

 

（リ）借地物件に関するリスク

　本投資法人は、借地権（土地の賃借権及び地上権）と借地権設定地上の建物に投資することがありますが、
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このような物件は、土地建物ともに所有する場合に比べ、特有のリスクがあります。

　まず、借地権は、土地の賃借権の場合も地上権の場合も、永久に存続するものではなく、期限の到来により消

滅し、借地権設定者側に正当な事由がある場合には更新を拒絶され、又は借地権者側に地代不払等の債務不

履行があれば解除により終了することもあります。借地権が消滅すれば、建物買取請求権が確保されている

場合を除き、建物を取り壊して土地を返還しなければなりません。仮に、建物買取請求が認められても本投資

法人が希望する価格で買い取られる保証はありません。

　さらに、敷地が売却され、又は抵当権の実行により処分されることがありますが、この場合に、本投資法人が

借地権について民法、建物保護ニ関スル法律（明治42年法律第40号、その後の改正を含みます。）又は借地借

家法（平成３年法律第90号、その後の改正を含みます。以下「借地借家法」といいます。）等の法令に従い対

抗要件を具備しておらず、又は競売等が先順位の対抗要件を具備した担保権の実行によるものである場合、

本投資法人は、譲受人又は買受人に自己の借地権を主張できないこととなります。

　また、借地権が土地の賃借権である場合には、これを取得し、又は譲渡する場合には、賃貸人の承諾が必要で

す。かかる承諾が得られる保証はなく、また、得られたとしても承諾料の支払いを要求されることがありま

す。その結果、本投資法人が希望する時期及び条件で建物を処分することができないおそれがあります。

　また、本投資法人が借地権を取得するに際して保証金を支払うことがありますが、借地を明渡す際に、敷地

所有者の資力が保証金返還に足りないときは、保証金の全部又は一部の返還を受けられないおそれがありま

す。

 

（ヌ）鑑定評価額及び調査価額に関するリスク

　不動産の鑑定評価額及び調査価額は、個々の不動産鑑定士による地域分析、個別分析等の分析の結果に基づ

く、ある一定時点における不動産鑑定士の判断や意見を示したものにとどまります。同一物件について鑑定

評価又は価格調査を行った場合でも、個々の不動産鑑定士によって、その適用する評価方法又は調査の方法

若しくは時期、収集した資料等の範囲等によって鑑定評価額又は調査価額が異なる可能性があります。また、

かかる評価の結果が現在及び将来において当該鑑定評価額又は調査価額による売買を保証又は約束するも

のではなく、不動産が将来売却される場合であっても鑑定評価額又は調査価額をもって売却されるとは限り

ません。
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（ル）賃貸借契約に関するリスク

　不動産にかかる賃貸借契約では、契約期間が満了しても、その後別段の意思表示がない限り自動的に更新さ

れるとするものが多く見られますが、契約期間が満了する際、常に契約が更新されるとの保証はありません。

また、契約期間の定めにかかわらず、テナントが一定期間前の通知を行うことにより契約を解約できること

とされている場合が多く見受けられます。賃貸借契約が更新されず又は契約期間中に解約された場合、すぐ

に新たなテナントが入居するとの保証はなく、その結果、賃料収入が減少する可能性があります。賃貸借契約

において賃貸借契約が更新される際の更新料の規定、契約期間中に賃借人が解約した場合の違約金、かかる

違約金に関して敷金・保証金の没収について規定することがありますが、かかる規定は状況によってはその

全部又は一部が無効とされ、その結果、本投資法人に予定外の費用負担が発生する可能性があります。商業施

設にかかるテナントなどの大口テナントとの間の契約において、現在かかる規定が置かれているものがあ

り、当該大口テナントが契約期間中に解約した場合には、これに伴う多額の更新料や違約金の受領又は没収

がなされることがありますが、その後当該テナントがかかる規定の効力を争う場合には、本投資法人の収益

が大幅に変動するおそれがあります。

　なお、賃貸人からの賃貸借契約の更新拒絶及び解約は、正当事由の存在が認められる場合を除いて困難であ

ることが多いのが実情です。

 

（ヲ）賃料の減額に関するリスク

　不動産のテナントが支払うべき賃料は、賃貸借契約の更新時であるか、契約期間中であるかを問わず、賃貸

人とテナントの合意により減額される可能性があります。さらに、テナントが賃貸人に対し、借地借家法、借

地法（大正10年法律第49号、その後の改正を含みます。）又は借家法（大正10年法律第50号、その後の改正を

含みます。）に基づく賃料減額請求権を行使する可能性もあります。また、本投資法人が保有する不動産関連

資産と競合すると思われる不動産の賃料水準が全般的に低下した場合には、新たに入居するテナントとの間

で締結される賃貸借契約における賃料の額が従前の賃料の額と比較して低下するとともに、上記のような賃

料減額の可能性もより増大することになり、本投資法人の賃料収入の減少をもたらす可能性があります。

　上記に対し、建物賃貸借については、一定の要件を満たすことにより、比較的長期の契約期間中、借地借家法

上の賃料増減額請求権に服さない建物賃貸借（以下「定期建物賃貸借」といいます。）が存在します。もっ

とも、定期建物賃貸借においてテナントが契約期間の定めにかかわらず早期解約した場合、契約上の当然の

権利として又は違約金条項に基づく権利として、残期間の賃料全てについて必ずテナントに対して請求でき

るかどうかは、未だ事例の蓄積が乏しいため定かでありません。なお、契約上、違約金の額が一定期間の賃料

に対応する額に限られている場合もあり得ます。また、賃貸人にとって、定期建物賃貸借には、通常の賃貸借

に比べ契約期間中の賃料収入の安定が期待できるという有利な面がある一方で、賃料が低く抑えられがちで

あったり、特約の定め方によっては一般的な賃料水準が上昇する場合でもそれに応じた賃料収入の増加を期

待することができない等、不利益な面もあります。

　なお、本投資法人又は信託受託者が賃貸している不動産を賃借人が転貸している場合には、転貸条件が必ず

しも賃貸条件と同一ではなく、何らかの理由で本投資法人が転借人と直接の賃貸借契約関係を有することと

なったとき、低額の賃料を甘受せざるを得ない可能性があります。

 

（ワ）不動産の運用費用の増加に関するリスク

　経済全般のインフレーション、人件費や水道光熱費の高騰、不動産管理や建物管理にかかる費用又は備品調

達等の管理コストの上昇、修繕費の負担、各種保険料の値上げ、公租公課の増大その他の理由により、不動産

の運用に関する費用が増加する可能性があります。一方で、不動産関連資産からの収入がこれに対応して増

加するとの保証はありません。

 

（カ）入居者の建物使用態様に関するリスク

　建物そのものが法令や条例等の基準を満たす場合であっても、入居者による建物への変更工事、内装の変更

その他入居者による建物の使用方法等により、建築基準法・消防法その他の法令や条例等に違反する状態と

なり、本投資法人が、その改善のための費用を負担する可能性があります。また、賃貸借契約における規定の

如何にかかわらず、入居者による転貸や賃借権の譲渡が本投資法人又は信託受託者の関与なしに行われる可

能性があります。その他、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号、その後の

改正を含みます。）に定める暴力団又はその関係者の入居や、入居者による風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律（昭和23年法律第122号、その後の改正を含みます。）に定める風俗営業の開始等入居者

の建物使用態様により不動産のテナント属性が悪化し、これに起因して建物全体の賃料水準が低下する可能

性があります。
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（ヨ）不動産の毀損等に関するリスク

　不動産につき滅失、毀損又は劣化等が生じ、修繕が必要となり、多額の費用を要する場合があります。また、

修繕工事の内容やその実施の方法によっては、テナントの使用収益に影響を与えたり、テナントの館内移転

が必要となったりするため、賃料収入等が減少し又は少なからぬ付帯費用が発生する場合があります。他方、

かかる修繕が困難又は不可能な場合には、将来的に不動産から得られる賃料収入等が減少するおそれがあり

ます。

 

（タ）災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク

　火災、地震、暴風雨、洪水、爆発、落雷、風ひょう雪災、電気的事故、機械的事故、戦争、暴動、騒乱、テロ等（以下

「災害等」といいます。）により、不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値が消滅、減少する可能性がありま

す。このような場合には、滅失、劣化又は毀損した個所を修復するため一定期間建物が不稼働を余儀なくされ

ることにより賃料収入が減少し、又は当該不動産の価値が下落する結果、投資主に損害を与える可能性があ

ります。また、これらの災害等によりテナントの支払能力等が悪影響を受ける可能性もあります。

　本投資法人は、災害等による損害を補填する火災保険や包括賠償責任保険等を付保する方針ですが、不動産

の個別事情等により、保険契約が締結されない可能性、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生す

る可能性、保険契約でカバーされない災害等（例えば、故意によるもの、戦争やテロ行為等に基づくものは必

ずしも全て保険でカバーされるものとは限りません。）が発生する可能性又は保険契約に基づく支払いが保

険会社により行われず若しくは遅れる可能性も否定できません。

　地震リスクに対応するため、建物を取得する際には全てＰＭＬ値の評価を実施しています。ＰＭＬ値は損害

の予想復旧費用の再調達価格に対する比率で示されますが、将来地震が発生した場合、予想以上の多額の復

旧費用が必要となる可能性があります。また、地震保険については、前記「２ 投資方針（1）投資方針 ④ 運

用方針（ホ）付保の方針」に記載の方針に従って付保しますが、かかる方針に従い地震保険が付保されてい

るのは浜松プラザのみです。また、保険金が支払われた場合でも、行政上の規制その他の理由により事故発生

前の状態に回復させることができない可能性があります。

 

（レ）不動産にかかる所有者責任に関するリスク

　本投資法人又は信託受託者の保有する不動産の瑕疵等を原因として、第三者の生命、身体又は財産その他の

利益が侵害された場合に、損害賠償義務が発生し、結果的に本投資法人が予期せぬ損失を被る可能性があり

ます。特に、土地の工作物の所有者は、民法上、占有者に過失がない場合は無過失責任を負うこととされてい

ます。

　不動産に関しては、取得にあたり施設賠償責任保険等の適切な保険を付保しています。しかし、不動産関連

資産の個別事情等により、保険契約が締結されない可能性、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発

生する可能性又は保険契約に基づく支払いが保険会社により行われず若しくは遅れる可能性は否定できま

せん。

 

（ソ）転貸に関するリスク

Ａ. 転借人に関するリスク

　本投資法人は、その保有する不動産につき、転貸を目的として賃借人に一括して賃貸することがあります。

このように、賃借人に投資対象不動産の全部又は一部を転貸させる権限を与えた場合、本投資法人は、投資対

象不動産に入居するテナントを自己の意思により選択できなくなったり、退去させられなくなる可能性があ

ります。また、賃借人の賃料が、転借人から賃借人に対する賃料に連動する場合、転借人の信用状態等が、本投

資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

Ｂ. 敷金等の返還義務に関するリスク

　賃貸借契約が合意解約された場合その他一定の場合には賃貸人が転貸人の地位を承継し、転貸人の転借人

に対する敷金等の返還義務が賃貸人に承継される可能性があります。

 

（ツ）マスターリースに関するリスク

　投資対象不動産において、プロパティ・マネジメント会社が投資対象不動産の所有者である信託受託者と

の間でマスターリース契約を締結してマスターリース会社となり、その上でエンドテナントに対して転貸す

る場合があります。

　本投資法人は、マスターリース契約を締結する場合、エンドテナントからの賃料が直接信託受託者の口座に

振り込まれる形で賃料を収受する予定ですが、賃料の振込みがなされない場合等、マスターリース会社がエ

ンドテナントから賃料を回収する場合、マスターリース会社の財務状態の悪化により、マスターリース会社

から賃貸人である信託受託者への賃料の支払いが滞る可能性があります。

　 

（ネ）有害物質にかかるリスク
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　土地について産業廃棄物等の有害物質が埋蔵され、又は、地下水が汚染されている場合、当該敷地及び建物

の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替えや洗浄が

必要となって予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。本投資法人は、取得を検討する物件につ

いて、専門家に依頼して環境調査を実施し、土地や地下水の有害物質による汚染の有無については、当該物件

の使用歴の調査や土壌や地下水のサンプリング調査等により調査しますが、かかる調査が完全であるとの保

証はなく、専門家による調査において汚染の可能性がない、又は低いと報告された場合であっても、後日汚染

の存在が判明する可能性は否定できません。

　また、建物の建材等にアスベストその他の有害物質を含む建材等が使用されているか、若しくは使用されて

いる可能性がある場合やＰＣＢが保管されている場合等には、状況によって当該建物及びその敷地の価値に

悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、かかる有害物質を除去するために建材等の全面的又は部分的交

換や、保管・撤去費用等が必要となって予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。

　また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、不動産の所有者として損害を賠償する義務

が発生する可能性があります。

 

（ナ）投資対象とする不動産の偏在に関するリスク

　本投資法人は、前記「２ 投資方針（1）投資方針」に記載された投資方針に基づき資産の運用を行います

が、その投資対象とする不動産が一定の地域に偏在した場合、当該地域における地震その他の災害、市況の低

迷による稼働率の低下、賃料水準の下落等が、本投資法人の収益等又は存続に著しい悪影響を及ぼす可能性

があります。

　さらに、テナント獲得に際し賃貸市場において投資対象とする不動産相互間で競合し、結果として賃料収入

が減少し、本投資法人の収益に影響を与える可能性があります。

　また、一般に、資産総額に占める個別の投資対象とする不動産の割合は、資産総額の規模が拡大する過程で

低下していくと予想されるものの、資産総額に占める割合が大きい不動産に関して、地震その他の災害、稼働

率の低下、賃料水準の下落等の事情が発生した場合には、本投資法人の収益等又は存続に著しい悪影響をも

たらす可能性があります。

 

（ラ）テナントの支払能力に関するリスク

　テナントの財務状況が悪化した場合又はテナントが破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他の倒産手

続の対象となった場合には、賃料の支払いが滞り、又は支払がなされない可能性があります。このような延滞

された賃料等（場合により原状回復費用その他の損害金を含みます。）の合計額が敷金及び保証金で担保さ

れる範囲を超えると、投資主に損害を与える可能性があります。また、一部不動産については、敷金無しで賃

貸する場合があります。この場合、原則として保証会社による保証等を付すことを条件としますが、テナント

の財務状況が悪化した場合において、保証会社等の保証人の財務状況も悪化している場合には、賃料を回収

することができないこととなります。また、代金回収会社に委託して口座振替によりテナントから賃料を回

収することがありますが、この場合において代金回収会社の財務状況が悪化した場合には、代金回収会社か

らの賃料の入金が滞り又は回収ができなくなるおそれがあります。さらに、賃貸人が賃貸借契約上の債務の

履行を怠った場合には、テナントは賃料不払をもってこれに対抗することができるため、テナントが賃貸人

側の何らかの落ち度を理由に意図的な賃料不払をもって対抗する可能性もあり、その場合には当該不動産か

ら得られる賃料収入にも影響を及ぼすこととなります。本投資法人は、かかるリスクを低減するために、テナ

ント信用力を勘案したテナント選定及び賃料支払状況等の管理体制の整備を行いますが、かかるリスクが現

実化しないという保証はありません。

 

（ム）テナントの集中に関するリスク

　投資対象不動産のテナント数が少なくなる場合、本投資法人の収益等は特定のテナントの退去、支払能力の

悪化その他の事情による影響を受けやすくなります。すなわち、賃貸面積の大きなテナントが退去した場合

には、稼働率が低くなる上に、他のテナントを探し稼働率を回復させるのが難しくなることがあり、その期間

が長期にわたる場合には、本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。また、全賃料収入のう

ち特定のテナントからの賃料収入が占める割合が高い場合においては、当該テナントの賃料の支払能力が低

下し、又は失われた場合には、総賃料収入に与える影響が大きくなります。本投資法人は、かかるリスクを低

減するために、投資対象及びテナントの適切な分散を図りますが、かかるリスクが現実化しないという保証

はありません。

 

（ウ）テナントの業種の偏りに関するリスク

　商業施設の場合、その立地条件や建物の構造により、テナントの業態を大きく変更することは困難であるこ

とが多く、投資対象不動産のテナントの業態が、総合スーパーマーケット、百貨店等の特定の業態に偏った場

合には、当該業態が、消費性向の変化に伴い小売業としての競争力を失う等により、本投資法人の収益に著し

い悪影響を及ぼす可能性があるなど、当該テナントの業種にかかる事業上のリスクの影響を受けるおそれが
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あります。

 

（ヰ）売主等の倒産等の影響を受けるリスク

　一般に、不動産又は信託受益権を売却した後に売主が倒産手続に入った場合や、建物の建築請負業者が倒産

手続に入った場合、当該不動産又は信託受益権の売買若しくは完成建物の移転又はそれらについての対抗要

件具備が当該売主又は建築請負業者の管財人等により否認される可能性があります。また、財産状態が健全

でない売主が不動産若しくは信託受益権を売却した場合、又は、財産状態が健全でない建築請負業者が建物

の建築を請け負っていた場合、当該不動産又は信託受益権の売買又は当該建物の請負が当該売主又は建築請

負業者の債権者により詐害行為を理由に取消される可能性があります。

　また、売買取引を担保付融資取引であると法的に性格づけることにより、依然としてその目的物が売主（又

は倒産手続における管財人ないし財団）に属すると解される可能性があり、特に担保権の行使に対する制約

が、破産手続等に比較して相対的に大きい会社更生手続においては深刻な問題となり得ます。

 

（ノ）開発物件に関するリスク

　本投資法人は、前記「２投資方針（1）投資方針 ④ 運用方針」に記載のとおり、建設中の不動産を取得す

る場合があります。建設中の物件については、既に完成した物件を取得する場合に比べて、地中障害物や土壌

汚染等の発見、工事請負業者の倒産若しくは債務不履行、天変地異、行政上の許認可手続きその他予期せぬ事

情により、開発の遅延、変更若しくは中止を余儀なくされ、あるいは、開発コストが当初の計画を大きく上回

るといったリスクが加わります。本投資法人は、竣工後のテナントの確保が十分可能と判断され、かつ完工・

引渡しのリスクが低く、当該不動産にかかるデュー・デリジェンスの結果に問題がないと判断される場合、

建物竣工後の取得を条件として、当該建設中の不動産等にかかる不動産関連資産の取得に関する契約を締結

することとしますが、上記のリスクが顕在化した結果、開発物件からの収益等が予想を大きく下回り、あるい

は、予定された時期に収益が得られず又は予想外の費用、損害若しくは損失を被るおそれがあります。

 

（オ）フォワード・コミットメント等に関するリスク

　本投資法人は、不動産等を取得するにあたり、フォワード・コミットメント等を行うことがあります。買主

が不動産等の売買契約を解約し、又は履行しない場合には、買主は、違約金や債務不履行による損害相当額の

支払義務を負担します。フォワード・コミットメント等の場合、契約締結後、決済・物件引渡しまでに一定の

期間があるため、契約後速やかに決済される取引に比べ、市場環境等の変化等により当事者の当初の想定と

異なった環境での決済を強いられる可能性が高いといえます。本投資法人は、フォワード・コミットメント

等を行う際には、フォワード・コミットメント等に違約した場合の損害賠償額の上限を必ず定めること、

フォワード・コミットメント等の違約の際に損害賠償の支払いに充てることが可能な資金及び投資主に対

する配当原資となる利益に比して過大な損害賠償額の支払いを義務づけられるようなフォワード・コミッ

トメント等を行わないこと、その他資産運用会社が定める社内ルールを遵守することとしていますが、フォ

ワード・コミットメント等による売買契約締結後の金融市場・不動産市場の変化等により不動産等の取得

資金を調達できなくなった場合には、売買契約を解約せざるを得なくなり、違約金又は損害賠償金の支払義

務を負担することにより、本投資法人の財務状態が悪化する可能性があります。

 

④　不動産関連資産－信託受益権特有のリスク

（イ）信託受益者として負うリスク

　信託受益者とは信託の利益を享受するものですが、他方で信託受託者が信託事務の処理上発生した信託財

産に関する租税、信託受託者の報酬、信託財産に瑕疵があることを原因として第三者が損害を被った場合の

賠償費用等の信託費用については、最終的に受益者が負担することになっています。すなわち、信託受託者が

信託財産としての不動産を所有し管理するのは受益者のためであり、その経済的利益と損失は、最終的には

全て受益者に帰属することになります。従って、本投資法人が不動産、土地の賃借権又は地上権を信託する信

託の受益権を取得する場合には、信託財産に関する十分なデュー・ディリジェンスを実施し、保険金支払能

力に優れる保険会社を保険者、信託受託者を被保険者とする損害保険を付保すること等、本投資法人自ら不

動産を取得する場合と同等の注意をもって取得する必要がありますし、一旦不動産信託受益権を保有するに

至った場合には、信託受託者を介して、原資産が不動産である場合と実質的にほぼ同じリスクを受益者たる

本投資法人が負担することになります。

 

（ロ）信託の受益権の流動性にかかるリスク

　本投資法人が信託の受益権を保有運用資産とする場合、信託受託者を通じて信託財産としての不動産を処

分するときは、既に述べた不動産の流動性リスクが存在します。また信託の受益権を譲渡しようとする場合

には、信託受託者の承諾を契約上要求されるのが通常であり、上場有価証券等に比し流動性は極めて低いと

いえます。また、信託受託者は原則として瑕疵担保責任を負っての信託不動産の売却を行わないため、本投資

法人の意思にかかわらず信託財産である不動産の売却ができなくなる可能性があります。
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（ハ）信託受託者にかかるリスク

Ａ．信託受託者の破産・会社更生等にかかるリスク

　信託法（平成18年法律第108号、その後の改正を含みます。以下「信託法」といいます。）上、信託受託者が

破産手続、会社更生手続その他の倒産手続の対象となった場合、信託財産は信託受託者の破産財団又は更生

会社の財産その他信託受託者の固有財産に属しないものとされています。また、信託法によれば、信託財産を

もって履行すべき債務等にかかる債権者以外の債権者による差押えは禁止されています。但し、信託財産で

あることを破産管財人等の第三者に対抗するためには、信託された不動産に信託設定登記をする必要があり

ますので、不動産を信託する信託の受益権については、この信託設定登記がなされるものに限り本投資法人

は取得する予定です。しかしながら、必ずこのような取扱いがなされるとの保証はありません。

 

Ｂ．信託受託者の債務負担に伴うリスク

　信託財産の受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分した場合、又は信託財産である不動産

を引当てとして、何らかの債務を負うことにより、不動産を信託する信託の受益権を財産とする本投資法人

が不測の損害を被る可能性があります。かかるリスクに備え、信託法は信託の本旨に反した信託財産の処分

行為の取消権を受益者に認めていますが、かかる処分行為の相手方が権限に属しない処分であることを知ら

ず、また、知らなかったことについて重大な過失がない場合には取り消すことができません。また、かかる権

利の行使により損害を免れることができるとは限りません。

　不動産信託受益権を取得するに際しては、十分なデュー・ディリジェンスを実施し、（ⅰ）信託契約上、当

該信託の目的が受益者の利益にあることが明確にされていること、（ⅱ）信託財産の処分や信託財産に属す

る金銭の運用等についても、信託受託者に厳しい制約を課されていることが満たされているもののみを投資

対象とすることで、信託財産が勝手に処分されたり、信託財産が新たに債務を負担して、その結果として本投

資法人が不利益を被る可能性は回避されると考えられますが、常にそのようなことを回避できるとの保証は

ありません。

 

⑤　税制に関するリスク

（イ）利益の配当等の損金算入に関する課税の特例の適用に関する一般的なリスク

　税法上、投資法人にかかる課税の特例規定により一定の要件（以下「導管性要件」といいます。）を満たし

た投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、投資法人による利益の配当等

を投資法人の損金に算入することが認められています。本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定

ですが、今後、本投資法人の投資主の異動（投資法人の同族会社化、50人以上の投資主の保有又は租税特別措

置法第67条の15第１項第１号ロに規定する機関投資家のみ保有の要件を充足できない場合等）、分配金支払

原資の制限・不足、会計処理と税務処理の取扱いの差異、税務当局と本投資法人との見解の相違、法律の改

正、その他の要因により導管性要件を満たすことができない可能性があります。本投資法人が、導管性要件を

満たすことができなかった場合、利益の配当等を損金算入できなくなり、本投資法人の税負担が増大する結

果、投資主への分配額等に悪影響をもたらし、本投資証券の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。な

お、導管性要件に関しては、後記「４ 手数料等及び税金（5）課税上の取扱い ② 投資法人の税務（イ）利

益配当等の損金算入要件」をご参照下さい。

　

（ロ）多額の法人税等の納税の引当てにより支払配当要件が満たされなくなるリスク

　平成21年４月１日以降に終了する各事業年度における導管性要件のうち、配当可能利益の額（会計上の税

引前当期純利益に前期繰越損失、負ののれん発生益及び減損損失にかかる一定の調整を加えた後の額）の

90％超（又は配当可能額の90％超）の分配を行わなければならないとする要件（以下「支払配当要件」と

いいます。）については、会計上の税引前当期純利益を基礎とした配当可能利益の額と税引後当期利益を基

礎とした実際の利益配当等の額の比較によりその判定を行うこととされています。減損損失を要因とした法

人税額が発生した場合におきましては、配当可能利益の額の計算上、前述のとおり一定の調整が行われるこ

ととされていますが、減損損失以外の何らかの要因によって本投資法人に多額の法人税等の納税の引当てが

行われる場合には、支払配当要件を満たすことが困難となり、投資主への分配額等に重大な悪影響を及ぼす

こととなる場合があります。　

 

（ハ）税務調査等による更正処分のため、追加的な税金が発生するリスク及び導管性要件が事後的に満たされな

くなるリスク

　本投資法人に対して税務調査が行われ、導管性要件に関する取扱いに関して、税務当局との見解の相違によ

り税務否認等の更正処分を受けた場合には、過年度における導管性要件が事後的に満たされなくなる可能性

があります。このような場合には、本投資法人が過年度において損金算入した配当金が税務否認される結果、

本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に悪影響をもたらす可能性があります。なお、平成21年４

月１日以降に終了する各事業年度において、導管性要件に関する改正がなされたことは、上記（ロ）の通り
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です。

 

（ニ）不動産の取得に伴う軽減措置の適用が受けられないリスク

　本投資法人は、規約における投資方針において、本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める特定

不動産の価額の合計額の割合を100分の75以上とすること（規約第27条第５項）としています。本投資法人

は、上記内容の投資方針を規約に定めることその他の税制上の要件を充足することを前提として、不動産を

取得する場合の不動産流通税（登録免許税及び不動産取得税）の軽減措置の適用を受けることができると

考えています。しかしながら、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすことができない場合、又は軽減措

置の要件が変更され若しくは軽減措置が廃止された場合において、軽減措置の適用を受けることができない

可能性があります。

 

（ホ）税制変更に関するリスク

　不動産、不動産信託受益権その他本投資法人の運用資産に関する税制若しくは本投資法人に関する税制又

はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法

人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。また、投資証券にかかる利益の配当、出資の払戻し、譲渡等

に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資証券の保有又は売却に

よる投資主の手取金の額が減少し、又は、税務申告等の税務上の手続面での負担が投資主に生じる可能性が

あります。

 

（へ）借入金にかかる利益配当等の損金算入要件に関するリスク

　利益配当等の損金算入要件のひとつに、借入れを行う場合には租税特別措置法第67条の15第１項第１号ロ

に規定する機関投資家のみから行うことという要件があります。従って、本投資法人が何らかの理由により

適格機関投資家かつ機関投資家である者以外の者からの借入れを余儀なくされた場合、又は、建設協力金、保

証金若しくは敷金等の全部若しくは一部がテナントからの借入金に該当すると解釈された場合においては、

利益配当等の損金算入要件を満たせないことになります。その結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主へ

の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（ト）減損会計の適用に関するリスク

固定資産の減損にかかる会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）が、平成17年４月１日以降開始する事業年度より強制適用されることになったこと

に伴い、本投資法人においても第１期計算期間より「減損会計」が適用されています。「減損会計」とは、主

として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなっ

た場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいま

す。「減損会計」の適用に伴い、地価の動向及び運用不動産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生

し、本投資法人の業績は悪影響を受ける可能性があり、また、税務上は当該不動産の売却まで損金を認識する

ことができない（税務上の評価損の損金算入要件を満たした場合や減損損失の額のうち税務上の減価償却費

相当額を除きます。）ため、税務と会計の齟齬が発生することとなります。その結果、本投資法人の税負担が増

大し、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑥　その他

（イ）不動産の売却に伴う責任に関するリスク

本投資法人が運用不動産を売却した場合において、運用不動産に物的又は法的な瑕疵があった場合には、

法令に従い、瑕疵担保責任を負担する可能性があります。特に、本投資法人は、宅地建物取引業法上のみなし

宅地建物取引業者となりますので、買主が宅地建物取引業者でない場合には、本投資法人の瑕疵担保責任に

関するリスクを排除できない場合があります。

また、売買契約上の規定に従い、物件の性状その他に関する表明保証責任や瑕疵担保責任を負う可能性が

あります。

これらの法令上又は契約上の表明保証責任や瑕疵担保責任を負担する場合には、買主から売買契約を解除

され、あるいは、買主が被った損害を補償しなければならず、本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性が

あります。

さらに、賃貸不動産の売却においては、新所有者が賃借人に対する敷金返還債務等を承継するものと解さ

れており、実務もこれにならうのが通常ですが、旧所有者が当該債務を免れることについて賃借人の承諾を

得ていない場合には、旧所有者は新所有者とともに当該債務を負い続けると解される可能性があり、予想外

の債務又は義務を負う場合があります。
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(2）投資リスクに対する管理体制

　上記の様々なリスクに鑑み、本投資法人及び資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関し、以下のガバナンスを

通じ、実効性のあるリスク管理体制を整備し、かつ、かかる管理体制が最大限の効果を発揮するよう努めています。

本投資法人及び資産運用会社は、可能な限り、本投資証券への投資に関するリスクの発生の回避及びリスクが発生

した場合の損害の極小化等の対応に努める方針ですが、これらの措置が結果的に十分な成果を収める保証はありま

せん。

 

①　本投資法人の体制

　本投資法人は、投信法に基づき設立され、執行役員１名及び監督役員２名により構成される役員会により運営さ

れています。執行役員は、３ヶ月に１回以上の頻度で役員会を開催し、法令で定められた承認事項に加え、本投資

法人の運営及び資産運用会社の業務遂行状況の報告を行います。この報告手続きを通じ、資産運用会社又はその

利害関係人等から独立した地位にある監督役員は的確に情報を入手し、執行役員の業務執行状況を監視する体制

を維持しています。同時に、かかる報告により、本投資法人は資産運用会社の利害関係人等との取引について、利

益相反取引のおそれがあるか否かについての確認を行い、利益相反等にかかるリスクの管理に努めています。

　本投資法人は、資産運用委託契約上、資産運用会社から各種報告を受ける権利及び資産運用会社の帳簿及び記録

その他の資料の調査を行う権利を有しています。かかる権利の行使により、本投資法人は、資産運用会社の業務執

行状況を監視できる体制を維持しています。

　また、本投資法人は、内部者取引管理規程を定めて、役員によるインサイダー類似取引の防止に努めています。

 

②　資産運用会社の体制

　資産運用会社は、運用及び管理にかかるリスクについて、原則としてレベルの異なる複数の検証方法を通じてモ

ニタリングし、管理しています。

 

（イ）資産運用会社は、運用ガイドラインにおいて、分散投資によるポートフォリオの構築方針、投資対象の選定

方針、安定した収益の確保等を目指した運用方針、投資を行う場合の取得基準、物件のデュー・ディリジェン

スの基準、物件の管理運営方針（プロパティ・マネジメント会社の選定基準及びその業務のモニタリングを

含みます。）、付保基準及び投資計画等を定めています。かかる運用ガイドラインを遵守することにより、不

動産や不動産信託受益権にかかるリスクの管理に努めています。

 

（ロ）資産運用会社は、委員会規程を定めて本投資法人の資産運用にかかる重要な事項の決定プロセスの明確化

を図っている他、不動産等の調査、取得、管理運営その他の業務それぞれについて、客観的な業務手順を確立

して、リスクの管理に努めます。また、投資委員会が決定した資産の運用等に関するすべての事項について、

コンプライアンス委員会の審議及び決定を経たうえ、資産運用会社の取締役会に付され、取締役の過半数が

出席の上、出席取締役の過半数をもって取引にかかる議案を決するものとされています。

 

（ハ）利害関係者と本投資法人との間の取引については、自主ルールとして利害関係者取引規程を定めており、

これを遵守することにより利益相反にかかるリスク管理を行います。

 

（ニ）資産運用会社は、内部者取引管理規程を定めて、役員及び従業員によるインサイダー取引の類似取引防止

に努めています。

 

（ホ）資産運用会社は、コンプライアンス規程を定めて、リスク管理・コンプライアンス室により投資委員会等

付議案件の事前審査等を行い、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス委員会により、投資委

員会による審議の経過及び投資判断について審議し、法令遵守の状況を監視します。また、その結果について

は、内容により取締役会の決議事項とされています。

 

（ヘ）資産運用会社は、コンプライアンスに関する社内体制を整備し、コンプライアンス上の問題の発生につい

て、対応を講じています。また、コンプライアンス・マニュアルを作成し、コンプライアンス基本方針や役職

員の行動規範を定めるのみならず定期的にコンプライアンス研修を実施します。
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

　該当事項はありません。

 

（２）【買戻し手数料】

　本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため（規約第５条）、該当事項はありません。

 

（３）【管理報酬等】

　以下は、本書の日付現在の状況です。

 

①　役員報酬

　本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします（規約第18条）。

 

（イ）執行役員の報酬は、１人あたり月額100万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該月の末日までに執

行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。

 

（ロ）監督役員の報酬は、１人あたり月額50万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該月の末日までに監査

役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。

 

（注）本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除すること

ができるものとしています（投信法第115条の６第３項、第７項、規約第19条）。

 

②　資産運用会社への支払報酬

　本投資法人は、資産運用会社と締結した資産運用委託契約に従い、資産運用会社に対して委託業務報酬を支払い

ます。当該報酬は、資産運用報酬①及び②並びに取得・売却報酬からなり、その計算方法及び支払いの時期は以下

のとおりです。その支払いに際しては、当該報酬にかかる消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担

するものとし、本投資法人は、当該支払いにかかる委託業務報酬に、それにかかる消費税及び地方消費税相当額を

加えた金額を、資産運用会社の指定する銀行口座へ振込（振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税

及び地方消費税は本投資法人の負担とします。）又は口座振替の方法により支払います。

 

（イ）資産運用報酬①（規約第36条第１号）

　本投資法人の各営業期間の直前の営業期間にかかる決算期において本投資法人が保有する不動産等及び不

動産対応証券の評価額の合計金額に年率0.4％を乗じた金額（１年を365日とする各営業期間の実日数によ

る日割計算。１円未満は切捨てとします。）を、資産運用報酬①とします。なお、ここで不動産等の評価額と

は、各不動産等（不動産以外の場合は、当該不動産等の対象となっている不動産）の直近の当該不動産等に

かかる鑑定評価額（直近において鑑定評価額を取得せず、価格調査等による算定価格を取得している場合に

は、当該算定価格）を意味するものとします。また、不動産対応証券の評価額とは、規約第32条において定め

る資産評価の方法により算定された価格を意味するものとします。

　資産運用報酬①は、各決算期から１ヶ月以内に支払うものとします。

 

（ロ）資産運用報酬②（規約第36条第２号）

　本投資法人の各営業期間毎に算定される資産運用報酬②控除前の分配可能金額の3.0％に相当する金額を、

資産運用報酬②とします。なお、「分配可能金額」とは、日本国において一般に公正妥当と認められる企業会

計基準に準拠して計算される税引前当期純利益に、繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額を

意味するものとします。

　資産運用報酬②は、当該営業期間にかかる決算の確定後１ヶ月以内に支払うものとします。

 

（ハ）取得・売却報酬（規約第36条第３号）

　本投資法人が特定資産を取得又は売却した場合において、その売買代金額（但し、消費税及び地方消費税並

びに取得に伴う費用を除きます。）に0.8％を乗じた金額（但し、本投資法人が利害関係者から特定資産を取

得した場合は、その売買代金額に0.4％を乗じた金額）を、取得・売却報酬とします。

　取得・売却報酬は、本投資法人が当該特定資産を取得又は譲渡した日（所有権移転等の権利移転の効果が

発生した日）の属する月の月末から１ヶ月以内に支払うものとします。
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③　一般事務受託者（機関の運営に関する事務）への支払報酬

　本投資法人は、一般事務受託者(機関の運営に関する事務）である株式会社ジョイント・キャピタル・パート

ナーズと締結した機関運営事務委託契約に従い、本投資法人の役員会の運営に関する機関運営事務報酬は、本投

資法人の決算期毎に140万円とし、本投資法人は、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を、当

該決算期末の翌月の末日までに一般事務受託者（機関の運営に関する事務）の指定する銀行口座へ振込の方法

により支払います。なお、振込手数料は本投資法人の負担とします。　

　また、本投資法人の投資主総会の運営に関する機関運営事務報酬は、投資主総会一開催当たり470万円とし、本投

資法人は、当該金額に消費税び地方消費税相当額を加算した金額を、当該投資主総会の開催日の翌月の末日まで

に一般事務受託者（機関の運営に関する事務）の指定する銀行口座へ振込の方法により支払うものとします。な

お、振込手数料は本投資法人の負担とします。　　

　

④　一般事務受託者（会計等に関する事務）への支払報酬

　本投資法人は、一般事務受託者（会計等に関する事務）であるみずほ信託銀行株式会社（以下、本④において

「一般事務受託者」といいます。）に対して以下の業務を委託しています。

 

（イ）計算に関する事務（投信法第117条第５号に規定する事務）

（ロ）会計帳簿の作成に関する事務（投信法第117条第６号及び投信法施行規則第169条第２項第６号に規定す

る事務。但し、本投資法人が投信法第117条第２号に規定する事務その他これに関連する事務を委託した投資

主名簿等管理人との間で締結した事務委託契約書（投資口事務受託契約書）において投資主名簿等管理人

に委託された事務を除く。） 

（ハ）納税に関する事務（投信法第117条第６号及び投信法施行規則第169条第２項第７号に規定する事務）

 

（ニ）その他上記（イ）ないし（ハ）に準ずる業務又は付随する一定の業務

  

　上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。

 

Ａ. ４月又は10月の各１日からその直後に到来する９月又は３月の各末日までを計算期間として、各計算期間

の報酬（以下「一般事務報酬」といいます。）は、本投資法人の保有する資産が、不動産信託の信託受益権又

は預金であることを前提に、平成21年10月１日以降について、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算

日における貸借対照表上の資産総額（投信法第129条第２項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額を

いいます。）に基づき、６ヶ月分の料率を記載した後記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事

者間で別途合意した金額とします。また、円未満の端数は切り捨てるものとします。 

（基準報酬額表）

資産総額 算定方法（６ヶ月分）

300億円以下の部分について 9,000,000円

300億円超の部分について 資産総額×0.0200％

 

Ｂ. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指

定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投

資法人の負担とします。

 

Ｃ. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者

は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。

 

Ｄ. 本投資法人の投資する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、一般事務報酬は、償却資産申

告事務を伴わないことを前提に、はじめて現物不動産が含まれることになった計算期間に限り、上記Ａ.に定

める金額に100万円を加算した金額とします。なお、本投資法人の投資する資産に現物不動産、不動産信託の

受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合及び現物不動産にかかる償却資産申告事務を本件

業務として行うこととなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受

託者は、一般事務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
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Ｅ.本投資法人において住居系物件を全て売却又は商業物件を全て売却する等のポートフォリオの著しい変更

が生じた場合には、一般事務報酬は上記Ａ.及びＤ.に定める金額に900万円を加算した金額とします。なお、

これに準じるポートフォリオの変更が生じた場合には、その追加的な業務分担を斟酌するため、本投資法人

及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。

　

Ｆ.本投資法人が他の投資法人と合併することになった場合には、一般事務報酬は、上記Ａ．、Ｄ．及びＥ．に

定める金額に600万円（但し、本投資法人が被合併会社となる場合でかつ臨時決算作業が生じない場合には、

600万円を上限として当事者間で別途合意した金額）を加算した金額とします。　

　

Ｇ.本契約の有効期間の満了予定日（有効期間が延長された後の満了予定日を含みます。）を待たずに、一般事

務受託者の責めによらずして一般事務委託契約の解除又は本件業務の終了となった場合には、一般事務報酬

は上記Ａ．及びＤ．ないしＦ．に定める金額に600万円（但し、一般事務委託契約の有効期間の満了予定日

までの残存期間が1年未満の場合は200万円、1年以上2年未満の場合は400万円）を加算した金額とします。

　

Ｈ.本投資法人は上記Ａ.ないし、Ｇ.に定める一般事務報酬にかかる消費税及び地方消費税を負担し、一般事務

受託者に対する支払の際に上記消費税及び地方消費税等相当額を加算して支払うものとします。　

 

⑤　投資主名簿等管理人への支払報酬

　本投資法人は、投資主名簿等管理人であるみずほ信託銀行株式会社（以下「投資主名簿等管理人」といいま

す。）に対して以下の業務を委託しています。

 

（イ）投資主名簿等に関する事務

Ａ. 投資主名簿及びこれに付属する帳簿並びに法令上本投資法人が作成を義務づけられた帳簿のうち委託事

務に関するものの作成、管理及び備置に関する事務

Ｂ. 投資主名簿への記録、質権の登録又はその抹消に関する事務

Ｃ. 投資主及び登録質権者又はこれらの者の代理人等（以下「投資主等」といいます。）の氏名、住所及び印

鑑の登録に関する事務

Ｄ. 投資主等の提出する届出の受理に関する事務

 

（ロ）募集投資口の発行に関する事務

 

（ハ）投資口の併合又は分割に関する事務

 

（ニ）投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、議決権行使書（又

は委任状）の作成、並びに投資主総会受付事務補助に関する事務

 

（ホ）投資主に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務

Ａ. 投信法第137条に定める金銭の分配（以下「分配金」といいます。）の計算及びその支払いのための手続

に関する事務

Ｂ. 分配金支払事務取扱銀行等（ゆうちょ銀行及び郵便局）における支払期間（投資主分配金領収証と引換

での払渡し期間）経過後の未払分配金の確定及びその支払いに関する事務

 

（ヘ）投資口に関する照会への応答、各種証明書の発行及び事故届出の受理に関する事務

 

（ト）委託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・保管に関する事

務

 

（チ）法令、自主規制機関（金融商品取引法に規定される金融商品取引所及び金融商品取引業協会を含みま

す。）の規則又は事務委託契約により本投資法人が必要とする投資口にかかる統計資料の作成に関する事務

 

（リ）投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務

 

（ヌ）総投資主通知等の受理に関する事務
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（ル）投資主名簿等管理人が管理する本投資法人の発行済投資口の総口数と振替機関より通知を受けた本投資

法人の振替投資口等の総数の照合

 

（ヲ）本投資法人の情報提供請求権（振替法第277条に定める請求をいいます。）行使にかかる取次ぎに関する

事務

 

（ワ）振替機関からの個別投資主通知（振替法第228条第1項で準用する同法第154条第3項に定める通知をいい

ます。）の本投資法人への取次ぎに関する事務

 

（カ）その他振替機関との情報の授受に関する事務

 

（ヨ）上記（イ）ないし（カ）に掲げる委託事務にかかる印紙税等の代理納付

 

（タ）上記（イ）ないし（ヨ）に掲げる委託事務に付随する事務

 

（レ）上記（イ）ないし（タ）に掲げる事務のほか、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事務
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　上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。

 

Ａ. 本投資法人は委託事務代行の対価として、投資主名簿等管理人に対し、下表により計算した金額を上限と

して別途合意する手数料を支払うものとします。但し、上記（ロ）及び（ハ）に掲げる業務その他本投資法

人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上その手数料を

定めるものとします。

 

項目 対象事務の内容
計算単位及び計算方法

  （消費税別）

基本料

１．投資主名簿の作成、管理及び備

置き

投資主名簿の維持管理

期末投資主の確定

２．期末統計資料の作成

（所有者別、所有数別、地域別分

布状況）

投資主一覧表の作成

（全投資主、大投資主）

 

１．毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に

応じ区分計算したものの合計額の６分の１。但し、月額最低

基本料を200,000円とします。

（投資主数） （投資主１名あたりの基本料）

投資主数のうち最初の5,000名について 480円

5,000名超 10,000名以下の部分について420円

10,000名超 30,000名以下の部分について360円

30,000名超 50,000名以下の部分について300円

50,000名超100,000名以下の部分について260円

100,000名を超える部分について 225円

※資料提供はWebによります。書面での提供は、別途手数料が必要

です。 

分配金支払

管理料

１．分配金支払原簿、分配金領収書、

指定口座振込票、払込通知書の

作成、支払済分配金領収証等に

よる記帳整理、未払分配金確定

及び支払調書の作成、印紙税納

付の手続き

２．銀行取扱期間経過後の分配金等

の支払及び支払原簿の管理

１．分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分

計算したものの合計額。但し、１回の対象事務の最低管理料

を350,000円とします。

（投資主数） （投資主１名あたりの管理料）

投資主数のうち最初の5,000名について 120円

5,000名超 10,000名以下の部分について110円

10,000名超 30,000名以下の部分について100円

30,000名超 50,000名以下の部分について 80円

50,000名超100,000名以下の部分について60円

100,000名を超える部分について 50円

２．指定口座振込分については１件につき130円を

加算。
 

  
３．各支払基準日現在の未払い対象投資主に対す

る支払１件につき 450円

諸届管理料

１．投資主等からの諸届関係等の照

会、受付（投資主情報等変更通

知の受付含む）

１．照会、受付１件につき

２．調査、証明１件につき

600円

600円

 

２．投資主等からの依頼に基づく調

査、証明
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項目 対象事務の内容
計算単位及び計算方法

  （消費税別）

投資主総会

関係手数料

１．議決権行使書用紙の作成並びに

返送議決権行使書の受理、集計

２．投資主総会当日出席投資主の受

付、議決権個数集計の記録等の事

務

１．議決権行使書用紙の作成１通につき

議決権行使書用紙の集計１通につき

但し、１回の議決権行使書用紙集計の最低管理

料を50,000円とします。 

２．派遣者１名につき

 但し、電子機器等の取扱支援者は別途料金が

必要となります。

15円

100円

 

 

20,000円

郵便物関係

手数料

１．投資主総会の招集通知、同決議通

知、決算報告書、分配金領収証

（又は計算書、振込案内）等投資

主総会、決算関係書類の封入・発

送事務

２．返戻郵便物データの管理

 

１．封入物３種まで 35円

　　期末、基準日現在投資主１名につき

　　ハガキ

　　期末、基準日現在投資主１名につきハガキ

 

23円

２．返戻郵便物を登録する都度、郵便１通につき 200円

 

投資主等

データ受付料

振替機関からの総投資主通知の受付、

新規記録に伴う受付、通知

データ１件につき
 

150円

 

Ｂ. 投資主名簿等管理人は前Ａ．の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法

人はその月末までにこれを支払うものとします。支払日が、銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。

Ｃ. 上記Ａ. の手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名

簿等管理人が協議の上、合意によりこれを変更することができるものとします。

 

⑥　特別口座管理機関への支払報酬

　本投資法人は、特別口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。

 

（イ）振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務

 

（ロ）総投資主通知にかかる報告に関する事務

 

（ハ）新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務

 

（ニ）振替機関からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の振替機関に対する情報提供請求に

関する事務

 

（ホ）振替口座簿への記載又は記録、質権にかかる記載又は記録、及び信託の受託者並びに信託財産にかかる記

載又は記録に関する事務

 

（ヘ）特別口座の開設及び廃止に関する事務

 

（ト）加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の振替機関への届出に関する事

務

 

（チ）特別口座の加入者本人及び投資口質権者のために開設された他の口座並びに本投資法人の口座への振替

手続に関する事務

 

（リ）振替法第228条で準用される第133条第2項で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事務

 

EDINET提出書類

ジョイント・リート投資法人(E14096)

有価証券報告書（内国投資証券）

 73/192



（ヌ）加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務

 

（ル）加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事務

 

（ヲ）上記（イ）ないし（ル）に掲げるもののほか、加入者等（投資主、投資口質権者及びこれらの法定代理人

又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じです。）による請求に関する事務

 

（ワ）上記（イ）ないし（ヲ）に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等にかかる情報及び届出印鑑に関す

る届出の受理に関する事務

 

（カ）加入者等からの照会に対する応答に関する事務

 

（ヨ）投資口の併合又は分割に関する事務

 

（タ）上記（イ）ないし（ヨ）に掲げる事務のほか、振替制度の運営に関する事務並びに本投資法人及び特別口

座管理機関が協議のうえ定める事項

 

　上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。

 

Ａ. 本投資法人は口座管理事務手数料として、特別口座管理機関に対し、下表により計算した金額を支払うも

のとします。但し、下表に定めのない事務にかかる手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理機関が協

議のうえ定めるものとします。

 

 項目  主な事務の内容
 計算単位及び計算方法

（消費税別） 

 基本料  特別口座の加入者の管理

 毎月の基本料は、各月末現在の口座数につき下記段階に応じ区

分計算したものの合計額とします。但し、月額最低基本料を

35,000円とします。

　　　　（口座数）　 　　（口座１件あたりの基本料）

口座数のうち最初の5,000口座について　　　　　150円

 5,000口座超　10,000口座以下の部分について　 140円

10,000口座超　30,000口座以下の部分について　 130円

30,000口座超　50,000口座以下の部分について　 120円

50,000口座超 100,000口座以下の部分について　 110円

100,000口座を超える部分について　　　　　　　100円

 口座振替料  口座振替の受付  口座振替１件につき　　　　　　　　　　　　　500円

 各種取次料

各種振替機関への取次

（個別投資主通知の申出、情報

提供請求等）

 取次１件につき　　　　　　　　　　　　　　　300円

 

⑦　資産保管会社への支払報酬

　本投資法人は、資産保管会社であるみずほ信託銀行株式会社（以下「資産保管会社」といいます。）に対して、

本投資法人の資産の保管にかかる業務を委託しています。

　上記の業務に対して本投資法人は、資産保管業務委託契約に従い、以下のとおり資産保管会社に報酬を支払いま

す。
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（イ）上記の業務にかかる報酬（以下「資産保管業務報酬」といいます。）は、４月又は10月の各１日からその

直後に到来する９月又は３月の各末日までを計算期間として、平成21年10月１日以降の各計算期間につい

て、本投資法人の保有する資産が、現物不動産、不動産信託の信託受益権又は預金であることを前提に、当該

計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額（投信法第129条第２項に規定

する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。）に基づき、６ヶ月分の料率を記載した後記基準報酬額

表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。また、円未満の端数は切り捨て

るものとします。

 

（基準報酬額表）

資産総額 算定方法（６ヶ月分）

300億円以下の部分について 4,500,000円

300億円超の部分について 資産総額×0.0100％

 

（ロ）本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の

指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本

投資法人の負担とします。

 

（ハ）経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び本資産保管会

社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。

 

（ニ）本投資法人の投資する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることと

なった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬

の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。

　

（ホ）本投資法人が他の投資法人と合併することとなった場合には、資産保管業務報酬は、（イ）及び（ニ）に

定める金額に300万円(但し、本投資法人が被合併会社となる場合でかつ臨時決算作業が生じない場合には、

300万円を上限として当事者間で別途合意した金額）を加算した金額とします。

　

（へ）当該契約の有効期間の満了予定日(有効期間が延長された後の満了予定日を含みます。）を待たずに、資産

保管会社の責めによらずして当該契約解除又は本件業務終了となった場合には、資産保管業務報酬は

（イ）、(ニ）及び(ホ）に定める金額に300万円(但し、当該契約の有効期間の満了予定日までの残存期間が

１年未満の場合は100万円、１年以上２年未満の場合は200万円）を加算した金額とします。

　

（ト）本投資法人は、（イ）ないし（ヘ）に定める資産保管業務報酬にかかる消費税及び地方消費税を負担し、

資産保管会社に対する当該報酬の支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。　　

 

⑧　投資法人債に関する一般事務受託者への支払報酬

　本投資法人は、本投資法人債に関する一般事務受託者であるみずほ信託銀行株式会社に対して、本投資法人債に

かかる事務委託契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、買入消却にかかる事務、元利金とりまとめ事務そ

の他の発行・期中事務を委託し、その報酬として第１回債及び第２回債それぞれにつき750万円に消費税及び地

方消費税相当額を加算した金額を、本投資法人債の払込期日に支払っています。

 

⑨　投資法人債に関する投資法人債管理者への支払報酬

　本投資法人は、本投資法人債に関する投資法人債管理者であるみずほ信託銀行株式会社（以下「投資法人債管

理者」といいます。）に対して、本投資法人債に関する投資法人債管理業務を委託しています。

　上記の業務に対して本投資法人は、本投資法人債にかかる投資法人債管理委託契約に従い、以下のとおり投資法

人債管理者に対して報酬を支払います。

 

　本投資法人債の発行日から償還日までの間、平成19年９月13日を第１回とし、その後毎年３月及び９月の各利払

期日の３営業日前の日を支払期日として、各支払期日に第１回債及び第２回債のそれぞれにつき75万円を支払い

ます。但し、直前の支払期日から当該支払期日までの期間が半か年に満たない場合には、直前の支払期日の翌日

（同日を含みます。）から当該支払期日までの実日数について、年額手数料を150万円として、１年を365日とする

日割計算にて算出される金額を支払います。

 

⑩　プロパティ・マネジメント会社への支払報酬

　本投資法人は、プロパティ・マネジメント契約に従い、プロパティ・マネジメント会社（「ＰＭ会社」）に対し

てプロパティ・マネジメント報酬を支払います。契約条件は、個々の物件毎に異なりますが、本書の日付現在取得

EDINET提出書類

ジョイント・リート投資法人(E14096)

有価証券報告書（内国投資証券）

 75/192



している信託受益権にかかる不動産において、利害関係者がプロパティ・マネジメント業務を受託する不動産に

ついては、主として以下の報酬体系としています。

 

（イ）住居

　住居にかかるプロパティ・マネジメント報酬は、賃貸管理報酬、建物管理報酬及び賃貸手数料からなり、そ

の計算方法及び支払いの時期は以下のとおりです。その支払いに際しては、当該報酬にかかる消費税及び地

方消費税相当額を加えた金額を、プロパティ・マネジメント会社の指定する銀行口座へ振込（振込手数料並

びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。）又は口座振替の方

法により支払います。

 

Ａ．賃貸管理報酬

　本投資法人が保有する不動産関連資産の受領した賃料に３％を乗じた金額を、不動産関連資産毎に賃貸管

理報酬として支払います。

Ｂ．建物管理報酬

　建物管理報酬は、清掃委託費、消防点検費用等不動産の保有にかかる費用について、本投資法人が所有する

不動産関連資産毎に建物管理報酬を定めます。建物管理報酬は、プロパティ・マネジメント会社の提案する

見積りについて、建物管理の方法を確認し、管理人常駐の有無、建物の規模、設備状況及び建物階層等の構造

等を勘案し、資産運用会社においてその妥当性を総合的に検討の上、プロパティ・マネジメント会社への支

払額を決定します。

Ｃ．賃貸手数料

　本投資法人が保有する不動産関連資産について、新規に賃貸借契約が締結された場合には、当該賃貸借契約

にかかわる賃借料の１ヶ月分を上限として、賃貸手数料を支払います。また、賃貸借契約更新時においては、

賃借人から受領する更新料の２分の１を手数料として支払います。

Ｄ．工事監理業務受託報酬

　本投資法人が保有する不動産関連資産について、プロパティ・マネジメント会社が計画修繕、補修工事等の

工事監理業務を行う場合、工事金額が１件あたり300万円以上の部分につき、その３％を工事監理業務受託報

酬として支払います。

 

（ロ）商業施設

　商業施設にかかるプロパティ・マネジメント報酬は、当該報酬にかかる消費税及び地方消費税相当額を加

えた金額を、プロパティ・マネジメント会社の指定する銀行口座へ振込（振込手数料並びに当該振込手数料

金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。）又は口座振替の方法により支払いま

す。

 

Ａ．浜松プラザ

　当該不動産の管理にあたって必要となる年間計画（予算計画・修繕計画）の作成、テナント管理、建物管

理、資金管理及びレポーティング等の業務にかかる報酬として、当該不動産のプロパティ・マネジメント会

社である株式会社Ｊ・ＣＯＭＳに対し、年間9,600千円を支払います。

　新規テナントの誘致業務にかかる報酬については、同社が自らテナントを仲介し、賃貸借契約が成立した場

合には、当該賃貸借契約にかかわる賃借料の１ヶ月分を上限として、賃貸手数料を支払います。現契約と同等

以上の条件による更新については、月額新賃料の0.5ヶ月分の賃貸手数料を支払います。

　当該不動産について、プロパティ・マネジメント会社が計画修繕、補修工事等の工事監理業務を行う場合、

工事金額が１件あたり50万円を超える場合、工事費総額の５％を上限とする工事監理料を支払います。

 

Ｂ．b-town神宮前Ⅱ

　当該不動産の管理にあたって必要な清掃等のビルメンテナンス業務、レポーティング業務等にかかる報酬

として、株式会社Ｊ・ＣＯＭＳに対し、年間1,758千円を支払います。
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Ｃ．b-town南青山

　当該不動産の管理にあたって必要となるテナント管理及びテナント募集等の業務にかかる報酬として、当

該不動産のプロパティ・マネジメント会社である株式会社Ｊ・ＣＯＭＳに対し、その受領した賃料の２％の

金額を支払います。なお、新規テナントの誘致業務にかかる報酬については、新規テナントとの賃貸借契約が

成立した場合には、当該賃貸借契約にかかる賃借料の１ヶ月分を上限として、また、テナントとの賃貸借契約

更新時には、更新料の２分の１を上限として、それぞれ報酬を支払います。

　また、建物管理等の業務にかかる報酬として、年間2,358千円を支払います。

　当該不動産について、プロパティ・マネジメント会社が計画修繕、補修工事等の工事監理業務を行う場合、

工事金額が１件あたり300万円以上の部分につき、その３％を工事監理料として支払います。

 

Ｄ．コジマNEW上福岡店

　当該不動産の管理にあたって必要となるテナント管理、建物管理及び年間計画（修繕計画等）の作成等の

業務にかかる報酬として、当該不動産のプロパティ・マネジメント会社である株式会社Ｊ・ＣＯＭＳに対

し、年間1,800千円を支払います。

　当該不動産について、プロパティ・マネジメント会社が計画修繕、補修工事等の工事監理業務をを行う場

合、工事金額が１件あたり300万円以上の部分につき、その３％を工事監理料として支払います。

 

Ｅ．b-toss池袋

　当該不動産の管理にあたって必要となるテナント管理、建物管理及び年間計画（修繕計画等）の作成等の

業務にかかる報酬として、当該不動産のプロパティ・マネジメント会社である株式会社Ｊ・ＣＯＭＳに対

し、年間1,800千円を支払います。

　当該不動産について、プロパティ・マネジメント会社が計画修繕、補修工事等の工事監理業務を行う場合、

工事金額が１件あたり300万円以上の部分につき、その３％を工事監理料として支払います。

 

Ｆ．ジョイスクエア湯河原

当該不動産の管理にあたって必要となるテナント管理及びテナント募集等の業務にかかる報酬として、当

該不動産のプロパティ・マネジメント会社である株式会社Ｊ・ＣＯＭＳに対し、その受領した賃料の３％の

金額を支払います。なお、新規テナントの誘致業務にかかる報酬については、新規テナントとの賃貸借契約が

成立した場合には、当該賃貸借契約にかかる賃借料の１ヶ月分を上限として、また、テナントとの賃貸借契約

更新時には、更新料の２分の１を上限として、それぞれ報酬を支払います。

また、建物管理等の業務にかかる報酬として、年間16,830千円を支払います。

当該不動産について、プロパティ・マネジメント会社が計画修繕、補修工事等の工事監理業務を行う場合、

工事金額が１件あたり300万円以上の部分につき、その３％を工事監理料として支払います。

 

Ｇ．ベルプラザショッピングセンター

当該不動産の管理にあたって必要となるテナント管理及びテナント募集等の業務にかかる報酬として、当

該不動産のプロパティ・マネジメント会社である株式会社Ｊ・ＣＯＭＳに対し、その受領した賃料の３％の

金額を支払います。なお、新規テナントの誘致業務にかかる報酬については、新規テナントとの賃貸借契約が

成立した場合には、当該賃貸借契約にかかる賃借料の１ヶ月分を上限として、また、テナントとの賃貸借契約

更新時には、更新料の２分の１を上限として、それぞれ報酬を支払います。

また、建物管理等の業務にかかる報酬として、年間7,200千円を支払います。

当該不動産について、プロパティ・マネジメント会社が計画修繕、補修工事等の工事監理業務を行う場合、

工事金額が１件あたり300万円以上の部分につき、その３％を工事監理料として支払います。

 

⑪　会計監査人報酬

　会計監査人の報酬は、１営業期間につき金1,000万円を上限として役員会で決定する金額とします。その支払い

は当該営業期間の決算期から３ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により行います（規約第25

条）。

 

（４）【その他の手数料等】

　上記に加え、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担します（規約第38条第２項）。

①　有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出にかかる費用

②　目論見書の作成及び交付にかかる費用

③　法令に定める財務諸表、資産運用報告等の作成、印刷及び交付にかかる費用（監督官庁等に提出する場合の提出

費用を含みます。）

④　本投資法人の公告にかかる費用及び広告宣伝等に関する費用

⑤　専門家等に対する報酬又は費用（法律顧問、鑑定評価、資産精査、及び司法書士等を含みます。）

⑥　執行役員、監督役員にかかる実費、保険料、立替金等並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
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⑦　運用資産の取得又は管理・運営に関する費用（媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光

熱費等を含みます。）

⑧　借入金及び投資法人債にかかる利息

⑨　本投資法人の運営に要する費用

⑩  保管振替機構に対する手数料

⑪　その他前各号に類する本投資法人が負担すべき費用
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（５）【課税上の取扱い】

　日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは、下記のとおりです。

なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、

個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。

 

①　投資主の税務

（イ）個人投資主の税務

Ａ. 利益の分配にかかる税務

　個人投資主が投資法人から受取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われます。従っ

て、原則20％の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となりますが、各個人投資主が有する

出資口数によって課税関係は異なります。なお、二重課税の調整措置を目的として設けられている配当控除

の適用はありません。この取扱いは、本投資法人が利益配当等の損金算入要件を満たさない場合も同様です。

 

（ⅰ）発行済投資口総数の100分の５未満の口数を有する小口個人投資主の取扱い

　本投資法人の事業年度終了の日において本投資法人の発行済投資口総数の100分の５以上に相当する

口数を有する者以外の個人投資主が、本投資法人より受取る利益の分配に対しては、20％（所得税15％、

住民税５％）の税率により源泉徴収されます。但し、特例により平成23年12月31日までに利益の分配を

受取る際の源泉徴収税率に関しては10％（所得税７％、住民税３％）に軽減されています。また、小口個

人投資主が本投資法人から受け取る利益の分配については特例の対象となり、その金額にかかわらず、

総合課税に代えて源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が可能となります（住民

税についても申告不要です。）。

　また、平成21年１月１日以後、上場株式等の配当等については、総合課税に代えて申告分離課税を選択

することができることになりました。申告分離課税を選択した場合の税率は原則20％（所得税15％、住

民税５％）ですが、平成21年１月１日から平成23年12月31日までの間は、10％（所得税７％、住民税

３％）の軽減税率が適用されます。

　なお、平成22年１月１日以後は、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内で本投資

法人からの利益の分配を受けることも可能となります。また、後述の通り、平成21年分以後の所得税及び

平成22年度分以後の住民税から、上場株式等にかかる配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに

限ります。）は、一定の上場株式等の譲渡損失の金額と通算できることになります。

 

（ⅱ）発行済投資口総数の100分の５以上の口数を有する大口個人投資主の取扱い

　本投資法人の事業年度終了の日において本投資法人の発行済投資口総数の100分の５以上に相当する

口数を有する個人投資主が、本投資法人より受取る利益の分配に対しては、20％（所得税のみ）の税率

により源泉徴収され、総合課税となります。なお、１回に受取る分配金額が、10万円に配当計算期間の月

数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下の場合に限り、源泉徴収だけで納税手続を終了させる確

定申告不要の選択が可能となります（住民税については別途申告が必要です。）。
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Ｂ. 利益を超えた金銭の分配にかかる税務

　個人投資主が本投資法人から受取る利益を超えた金銭の分配は、出資の払戻し（資本の払戻し）として扱

われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人に対する出資等（本投資法人の資本金等の額）に相当する

金額を超える金額がある場合には、みなし配当（注１）として上記Ａ．における利益の分配と同様の課税関

係が適用されます。また、出資の払戻し額のうちみなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡にかかる収入金額

（注２）として取扱われます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価（注３）を算定し、投資口の譲

渡損益の額（注４）を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記Ｃ. における投資口の譲渡の場合と同様

になります。また、出資の払戻しを受けた後の投資口の取得価額は、この出資の払戻しを受ける直前の帳簿価

額から出資の払戻しにかかる上記譲渡原価を控除した金額となります（注５）。

 

（注１）みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。

みなし配当の金額 ＝ 出資の払戻し（資本の払戻し）額－

 
投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額
（資本金等の額）
 

なお、上記「投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額（資本金等の額）」は下記のように計算されま

す。

 

投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額（資本金等の額） ＝

 

 
出資の払戻し（資本の払戻し）直前の
投資法人の出資等の金額（資本金等の額）

 
×

投資法人の出資の払戻し（資本の払戻し）
により減少した資本剰余金の額(**)

 
 

(***)
 
投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)

 

 
×

投資主の出資の払戻し（資本の払戻し）
直前の払戻しにかかる所有投資口数

 
 
投資法人の払戻しにかかる投資口総数

(*)　 前事業年度末から払戻しの直前までの間に資本金等の額が増加し又は減少した場合には、その増加額を加算した

又は減少額を減算した金額となります。

(**)　投資法人の出資の払戻し（資本の払戻し）により減少した資本剰余金の額が、投資法人の前事業年度末の簿価純

資産額(*)を超える場合は、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)と同額とします。

(***) この割合は、出資の払戻し（資本の払戻し）直前の投資法人の出資等の金額（資本金等の額）が零以下である

場合は零と、出資の払戻し（資本の払戻し）直前の投資法人の出資等の金額（資本金等の額）が零を超え、か

つ、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)が零以下である場合は1とされます。また、この割合に小数点三

位未満の端数が生じるときは切り上げとなります。

（注２）投資口の譲渡にかかる収入金額は、以下のとおり算定されます。

投資口の譲渡にかかる収入金額 ＝ 出資の払戻し（資本の払戻し）額 － みなし配当金額（注１）

（注３）投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。

 
出資払戻し（資本の払戻し）

直前の取得価額

 
×

 
投資法人の出資払戻し（資本の払戻し）により
減少した投資法人の資本剰余金の額※※※

 
 
※

 
投資法人の前期末の簿価純資産価額※※

 

※　　この割合は、出資の払戻し（資本の払戻し）直前の投資法人の出資等の金額（資本金等の額）が零以下である場

合は零と、出資の払戻し（資本の払戻し）直前の投資法人の出資等の金額（資本金等の額）が零を超え、かつ、

投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)が零以下である場合は1とされます。また、この割合に小数点第三位

未満の端数が生じるときは切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。

※※　前事業年度末から払戻し直前までの間に資本金等の額が増加し又は減少した場合には、その増加額を加算した又

は減少額を減算した金額となります。

※※※投資法人の出資の払戻し（資本の払戻し）により減少した資本剰余金の額が、投資法人の前事業年度末の簿価

純資産額(*)を超える場合は、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)と同額とします。

（注４）投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。

投資口の譲渡損益の額 ＝ 譲渡収入金額（注２) － 譲渡原価の額（注３）

（注５）出資の払戻し（資本の払戻し）を受けた後の投資口の取得価額は以下のようになります。

出資の払戻し（資本の払戻し）を受けた後の
投資口の取得価額

＝

 
出資の払戻し（資本の払戻し）
を受ける
直前の投資口の取得価額
 

－ 譲渡原価の額（注３）
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Ｃ. 投資口の譲渡にかかる税務

　個人投資主が本投資法人の投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、株式を譲渡した場合と同様

に、株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則20％（所得税15％、住民税５％）の税率によ

り課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡

所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。但し、本投資法

人の投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。

 

（ⅰ）申告分離課税の上記20％の税率は、平成23年12月31日までの譲渡等に関しては10％（所得税７％、住

民税３％）となります。

（ⅱ）本投資法人の投資口の譲渡等により損失が生じた場合において、その譲渡損失のうちその譲渡日の属

する年度分の株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額は、確定申告書に上場株式

等にかかる譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他一定の書類を添付し、その後も連続して確定申

告書を提出することを要件にその年の翌年以降３年間にわたり、株式等の譲渡所得等の金額から繰越控

除を行うことが認められます。なお、平成21年分以後の所得税及び平成22年度分以後の住民税について

は、その年分の上場株式等の譲渡損失の金額又はその年の前年以前３年内の各年に生じた譲渡損失の金

額は、上場株式等の配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります。）を限度として、配当所

得の金額から控除されます。

（ⅲ）金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座（所定の手続きにより源泉徴収を選択し

た特定口座）内において譲渡等した場合の所得に関しては、一定の要件の下に源泉徴収による申告不要

の選択が認められます。源泉徴収税率は、平成23年12月31日までの譲渡等に対しては10％（所得税７％、

住民税３％）とされており、その金額にかかわらず申告不要の選択が適用できます。なお、平成22年１月

１日以後において、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の

配当等を受け取ることを選択したときは、この源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失は、

同一の源泉徴収選択口座内における上場株式等の配当等から控除されます。この場合、この源泉徴収選

択口座における上場株式等の配当等にかかる源泉徴収税額も譲渡にかかる損失の控除後の金額に対し

て課されます。  

 

（ロ) 法人投資主の税務

Ａ. 利益の分配にかかる税務

　法人投資主が投資法人から受取る利益の分配は、株式の配当と同様に取り扱われ、原則として分配の決議の

あった日の属する法人投資主の事業年度において益金計上されます。利益の分配を受取る際には原則20％の

税率により所得税が源泉徴収されますが、本投資法人の投資口の利益の分配は特例の対象となり、この所得

税の源泉税率は平成23年12月31日までに受取るものに関しては７％、平成24年１月１日以後に受取るものに

関しては15％となります（住民税の徴収はありません。）。この源泉税は、法人投資主の法人税の申告上、利

子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適

用はありません。この規定は、本投資法人が利益配当等の損金算入要件を満たさない場合も同様です。

 

Ｂ. 利益を超えた金銭の分配にかかる税務

　法人投資主が本投資法人から受取る利益を超えた金銭の分配は、出資の払戻し（資本の払戻し）として扱

われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人に対する出資等（本投資法人の資本金等の額）に相当する

金額を超える金額がある場合には、みなし配当（注１）として上記Ａ．における利益の分配と同様の課税関

係が適用されます。また、出資の払戻しのうちみなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡にかかる収入金額

（注２）として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価（注３）を算定し、投資口の譲

渡損益（注４）の額を計算します。この譲渡損益の額の取扱いは下記Ｃ．の投資口の譲渡の場合と同様にな

ります。また、出資の払戻しを受けた後の投資口の取得価額は、この出資の払戻しを受ける直前の取得価額か

ら出資の払戻しにかかる上記譲渡原価を控除した金額となります（注５）。

（注）上記の（注１）ないし（注５）については、前記「（イ）個人投資主の税務 Ｂ．利益を超えた金銭の分配にかかる税務」

に記載の（注１）ないし（注５）と同じです。
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Ｃ. 投資口の譲渡にかかる税務

　法人投資主が本投資法人の投資口を譲渡した際には、有価証券の譲渡として取り扱われ、原則約定日の属す

る事業年度に譲渡損益を計上されます。

 

Ｄ. 投資口の期末評価方法

　法人投資主による本投資法人の投資口の期末評価方法については、税務上、売買目的有価証券である場合に

は時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。

 

②　投資法人の税務

（イ) 利益配当等の損金算入要件

　税法上、投資法人にかかる課税の特例規定により一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投

資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を損金に算入することが認められています。利益の配

当等を損金算入するために留意すべき主要な要件（導管性要件）は以下のとおりです。

 

Ａ. 投信法187条の登録を受けたものであること

Ｂ. 次のいずれかに該当するものであること

（ⅰ）その設立時における投資口の発行が公募でかつその発行価額の総額が１億円以上であること

（ⅱ）事業年度の終了時において発行済の投資口が50人以上の者によって所有されていること又は租税特

別措置法第67条の15第１項第１号ロに規定する機関投資家（金融商品取引法第２条第９項に規定する

金融商品取引業者（同法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第８項に規定する

有価証券関連業に該当するもの又は同条第４項に規定する投資運用業を行う者に限ります。）その他の

財務省令で定めるものに限ります。）のみによって所有されているものであること

Ｃ. 投資法人の規約においてその発行をする投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資

口の発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載があること

Ｄ. 事業年度の終了時において同族会社のうち一定のもの（発行済投資口の総口数又は一定の重要な事項に

関する議決権の50％超が上位１位の投資主グループによって保有されているものに限られます。）に該当し

ていないこと

Ｅ. 事業年度にかかる配当等の額の支払額が当該事業年度の配当可能利益の90％超（又は金銭の分配の額が

配当可能額の90％超）であること

Ｆ. 他の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50％以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有し

ていないこと

Ｇ. 借入れは租税特別措置法第67条の15第１項第１号ロに規定する機関投資家（金融商品取引法第２条第９

項に規定する金融商品取引業者（同法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第８項に

規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第４項に規定する投資運用業を行う者に限ります。）その

他の財務省令で定めるものに限ります。）からのものであること

Ｈ. その会計期間が１年を超えないものであること

Ｉ. 資産の運用にかかる業務を資産運用会社に委託していること

Ｊ. 資産の保管にかかる業務を資産保管会社に委託していること

Ｋ. 次の事実がないこと

（ⅰ）資産運用以外の業務を行うこと

（ⅱ）本店以外の営業所の設置

（ⅲ）使用人の雇い入れ

 

（ロ）不動産流通税の軽減措置

Ａ. 登録免許税

　不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税標準価格の２％の税率

により課されますが、平成18年４月１日から平成23年３月31日までに登記される土地については１％の税率

に軽減され、平成23年４月１日から平成24年３月31日までに登記されるものについて1.3％、平成24年４月１

日から平成25年３月31日までに登記されるものについては1.5％に軽減されています。但し、規約上、資産運

用の方針として、投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産（不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動

産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。）の価額の合計額が投資法人の有す

る特定資産の価額の合計額に占める割合（以下「特定不動産割合」といいます。）を100分の75以上とする

旨の記載があること、その他一定の要件を満たす上場投資法人が、規約に従い特定資産のうち不動産の所有

権を取得し当該取得後１年以内に登記を受ける場合には、当該所有権の移転登記にかかる登録免許税の税率

が特例により平成22年３月31日までは0.8％に軽減されます。

 

Ｂ. 不動産取得税
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　不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準価格の４％の税率により課されます。但し、

平成18年４月１日から平成24年３月31日までに取得される住宅又は土地については税率が３％に軽減され

ます。また、平成24年３月31日までに取得される宅地及び宅地比準土地にかかる不動産取得税については、そ

の課税標準価格は当該土地の価格の２分の１に軽減されます。但し、規約に資産の運用方針として、特定不動

産割合を100分の75以上とする旨の記載があること、その他の要件を満たす投資法人が、平成23年３月31日ま

でに規約に従い特定資産のうち一定の不動産を取得した場合には、特例により当該不動産の取得にかかる不

動産取得税の上記課税標準価格が３分の１に軽減されます。
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５【運用状況】

（１）【投資状況】

　本投資法人の平成21年９月末日（第８期末）現在における投資状況の概況は、以下のとおりです。

資産の種類 用　途
地域等
（注１）

保有総額
（百万円）
（注２）

対総資産比率
（％）

信託不動産 住　居 東京都心・城南地区 34,847 33.2

  東京・周辺都市部 21,111 20.1

  地方主要都市部 14,649 14.0

 住　居　計 70,608 67.2

 商業施設 28,546 27.2

小　計 99,155 94.4

預金・その他の資産 5,846 5.6

資産総額計 105,001 100.0

     

 金額（百万円）
資産総額に対する
比率（％）

負債総額 55,222 52.6

純資産総額 49,778 47.4

（注１）「地域等」欄に記載されている「東京都心・城南地区」とは、千代田区、中央区、港区、文京区、渋谷区、新宿区、世田谷区、

目黒区、品川区及び大田区を、「東京・周辺都市部」とは、上記以外の東京都全域、川崎市、横浜市、市川市、浦安市、船橋市、

松戸市、川口市、戸田市、さいたま市等及びこれらの周辺通勤圏を、「地方主要都市部」とは、政令指定都市をはじめとする

原則として人口50万人以上の都市又はそれと同等の商圏を有する都市及びこれらの周辺通勤圏をそれぞれ表します。

（注２）保有総額は、決算日時点の貸借対照表計上額（信託不動産については、減価償却後の帳簿価額）によっています。

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

　該当事項はありません。

 

②【投資不動産物件】

　該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】

　本投資法人の平成21年９月末日（第８期末）現在において保有する資産は全て信託不動産です。資産の概要は、

以下のとおりです。

（イ）信託不動産の価格及び投資比率

物件番号 物件名称
取得価格
（百万円）

投資比率
（％）
（注１）

貸借対照表
計上額
（百万円）

期末
算定価額
（百万円）
（注２）

鑑定機関 取得日

担保
設定の
有無
（注３）

 住居－１ スペーシア銀座 5,290 5.3 5,140 5,330
株式会社谷澤

総合鑑定所
平成17年８月２日 有

 住居－３ スペーシア麻布十番Ⅱ 1,730 1.7 1,686 1,540
株式会社谷澤

総合鑑定所
平成17年８月２日 有

 住居－４ スペーシア恵比寿Ⅱ 1,960 2.0 1,919 2,020
株式会社谷澤

総合鑑定所
平成17年８月２日 有

 住居－５ スペーシア恵比寿Ⅲ 700 0.7 688 752
株式会社谷澤

総合鑑定所
平成17年８月２日 有

 住居－６ スペーシア神田 1,360 1.4 1,321 1,340
株式会社谷澤

総合鑑定所
平成17年８月２日 有

 住居－７ スペーシア千駄ヶ谷 576 0.6 566 551
株式会社谷澤

総合鑑定所
平成17年８月２日 無

 住居－８ スペーシア北新宿 1,290 1.3 1,266 1,340
株式会社谷澤

総合鑑定所
平成17年８月２日 有

 住居－９ スペーシア目黒不動前 766 0.8 745 776
株式会社谷澤

総合鑑定所
平成17年８月２日 有

 住居－10フィットエル駒形 1,870 1.9 1,805 1,880
株式会社谷澤

総合鑑定所
平成17年８月２日 有

 住居－11スペーシア町田 1,360 1.4 1,276 1,310
株式会社谷澤

総合鑑定所
平成17年８月２日 有

 住居－12スペーシア川崎 2,130 2.1 2,045 2,200
株式会社谷澤

総合鑑定所
平成17年８月２日 有

 住居－13今池アイリス弐番館 300 0.3 287 222
株式会社谷澤

総合鑑定所
平成17年８月２日 無

 住居－14グラシア・フィス 1,018 1.0 1,025 975
森井総合鑑定

株式会社
平成17年11月１日 有

 住居－15ジェイフラッツ横浜 2,090 2.1 2,128 1,850
大和不動産鑑

定株式会社
平成19年２月28日 有

 住居－16フィットエル亀戸 1,650 1.7 1,609 1,450
大和不動産鑑

定株式会社
平成18年１月31日 有

 住居－17スペーシア目黒 887 0.9 869 924
財団法人日本

不動産研究所
平成18年２月１日 有

 住居－18アクトヒルズ八千代 1,348 1.3 1,332 1,120
株式会社立地

評価研究所
平成18年１月23日 有

 住居－19ジェイフラッツ巣鴨 1,510 1.5 1,570 1,440
森井総合鑑定

株式会社
平成19年３月９日 有

 住居－20S-RESIDENCE京橋 2,774 2.8 2,738 2,660
株式会社立地

評価研究所
平成18年４月３日 有

 住居－21エルシエロ目黒本町 1,220 1.2 1,209 981
大和不動産鑑

定株式会社
平成18年３月30日 有

 住居－22スペーシア白楽 844 0.8 823 725
大和不動産鑑

定株式会社
平成18年４月３日 有

 住居－23ジェイフラッツ南堀江 1,055 1.1 1,053 905
森井総合鑑定

株式会社
平成19年３月９日 有

 住居－24スペーシア五反田 3,043 3.0 2,995 2,800
大和不動産鑑

定株式会社
平成18年９月14日 有

 住居－25スペーシア大井仙台坂 2,440 2.4 2,404 2,150
大和不動産鑑

定株式会社
平成18年９月14日 有

 住居－26
フィットエル品川

シーサイド
2,200 2.2 2,177 1,900

森井総合鑑定

株式会社
平成18年９月14日 有

 住居－27フィットエル南麻布 1,300 1.3 1,292 1,140
森井総合鑑定

株式会社
平成18年10月23日有
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物件番号 物件名称
取得価格
（百万円）

投資比率
（％）
（注１）

貸借対照表
計上額
（百万円）

期末
算定価額
（百万円）
（注２）

鑑定機関 取得日

担保
設定の
有無
（注３）

 住居－28ラルテ城東 1,075 1.1 1,070 958
株式会社鑑定
法人エイ・ス
クエア

平成18年11月15日無

 住居－29
スペーシア塚本

クラウンハイム
1,250 1.3 1,239 1,100

株式会社鑑定
法人エイ・ス
クエア

平成18年12月１日 無

 住居－30 スペーシア川崎Ⅱ 1,900 1.9 1,893 1,730
森井総合鑑定

株式会社
平成19年３月28日 有

 住居－31スペーシア麻布十番Ⅲ 2,700 2.7 2,708 2,390
森井総合鑑定

株式会社
平成19年５月11日 有

 住居－33フィットエル板橋本町 1,000 1.0 1,000 855
森井総合鑑定

株式会社
平成19年８月21日 有

 住居－34フィットエル大泉学園 871 0.9 874 745
森井総合鑑定

株式会社
平成19年８月21日 無

 住居－35ジェイフラッツ天神東Ⅰ 445 0.4 453 343
大和不動産鑑

定株式会社
平成19年９月28日 無

 住居－36ジェイフラッツ天神東Ⅱ 840 0.8 851 657
大和不動産鑑

定株式会社
平成19年９月28日 無

 住居－37
ジェイフラッツ

四条西洞院
1,420 1.4 1,448 979

財団法人日本

不動産研究所
平成20年４月25日 無

 住居－39ジェイフラッツ東品川 2,610 2.6 2,675 2,070
大和不動産鑑

定株式会社
平成20年７月１日 有

 住居－40
ジェイフラッツ

八王子みなみ野
1,000 1.0 1,001 952

株式会社立地

評価研究所
平成19年11月１日 無

 住居－41プレジオ西中島 2,250 2.3 2,249 1,780
財団法人日本

不動産研究所
平成19年11月１日 有

 住居－42
ジェイフラッツ

板橋区役所前
2,700 2.7 2,724 2,310

森井総合鑑定

株式会社
平成19年11月１日 有

 住居－43ジェイフラッツ武蔵小山 1,012 1.0 1,055 885
森井総合鑑定

株式会社
平成19年11月30日有

 住居－44ジェイフラッツ千駄木 757 0.8 792 641
森井総合鑑定

株式会社
平成20年２月６日 有

 住居－45ジェイフラッツ四谷坂町 2,300 2.3 2,407 1,880
森井総合鑑定

株式会社
平成20年４月25日 有

 住居－46ジェイフラッツ博多東 2,250 2.3 2,317 2,150
株式会社立地

評価研究所
平成20年３月26日 有

 住居－47ジェイフラッツ上呉服 900 0.9 940 763
株式会社立地

評価研究所
平成20年４月25日 無

 住居－48ジェイフラッツ三軒茶屋 871 0.9 924 768
株式会社谷澤

総合鑑定所
平成20年12月15日無

  住居　小計 70,862 70.9 70,60864,237   

 商業－１ 浜松プラザ（注４） 15,360 15.4 14,82613,950
森井総合鑑定

株式会社
平成17年７月28日

有

（注５）

 商業－２ b-town神宮前Ⅱ 1,043 1.0 1,035 1,010
森井総合鑑定

株式会社
平成17年７月28日 有

 商業－３ りんくう羽倉崎プラザ 4,697 4.7 4,734 4,125
株式会社谷澤

総合鑑定所
平成17年７月28日 有

 商業－４ ｂ-town南青山 1,530 1.5 1,529 1,360
株式会社立地

評価研究所
平成18年５月17日 無

 商業－５ コジマNEW上福岡店 1,300 1.3 1,294 1,140
森井総合鑑定

株式会社
平成18年５月17日 無

 商業－７ b-toss池袋 1,980 2.0 1,978 1,610
株式会社立地

評価研究所
平成18年10月23日有

 商業－８ ジョイスクエア湯河原 1,810 1.8 1,780 1,560
株式会社立地

評価研究所
平成18年10月23日無

 商業－９
ベルプラザショッピング

センター（注６）　
1,337 1.3 1,366 1,130

株式会社立地

評価研究所

平成19年12月３日　及

び平成21年8月31日
無

  商業施設　小計 29,058 29.1 28,54625,885   

  コア・アセット　小計 99,920 100.0 99,15590,122   

  合計 99,920 100.0 99,15590,122   

（注１）「投資比率」欄には、上記表のポートフォリオ全体の取得価格の総額に対する各取得済資産の取得価格の占める比率を記載しています。

なお、小数点第二位を四捨五入しています。

（注２）「期末算定価額」欄には、平成21年９月末日を価格時点とする不動産鑑定士による調査報告書の調査価額を記載しています。

（注３）「担保設定の有無」欄には、平成21年９月末日現在における不動産信託受益権に対する質権設定の有無を記載しています。但し、浜松プラ
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ザの担保設定の状況については、下記（注５）をご参照ください。

（注４）浜松プラザについては、浜松プラザイースト（イトーヨーカ堂棟、赤ちゃん本舗棟、ゼビオ棟、ハマプラ・フレスポ棟及び管理棟の土地建

物からなる商業施設をいいます。但し、ハマプラ・フレスポ棟に関し本投資法人が保有している不動産信託受益権にかかる信託不動産は

土地のみであり、建物は含みません。以下同じです。）及び浜松プラザウエスト（浜松ウエスト棟・浜松プラザスポーツ棟（ゼクシス）の

土地建物からなる商業施設をいいます。但し、浜松プラザスポーツ棟（ゼクシス）に関し保有している不動産信託受益権にかかる信託不

動産は土地のみであり、建物は含みません。以下同じです。）のそれぞれに信託が設定されており、本投資法人は当該各信託にかかる信託

受益権を取得しています。なお、上記のとおり、浜松プラザイースト及び浜松プラザウエストについては、別個の信託が設定されています

が、上記表では、浜松プラザイースト及び浜松プラザウエストが合わせて一つの商業施設を構成するとの実態に鑑み、便宜上浜松プラザ

イースト及び浜松プラザウエストの取得価格その他の数値を合計しています。なお、それぞれの取得価格は、浜松プラザイーストが13,220

百万円、浜松プラザウエストが2,140百万円です。

（注５）信託受託者の株式会社イトーヨーカ堂に対する保証金及び敷金返還債務を担保するため、信託不動産の一部（土地25,198.70㎡、建物

42,745.70㎡）に抵当権が設定されています。

（注６）ベルプラザショッピングセンターは、平成19年12月3日に取得価格1,336百万円で取得し運用開始したものですが、平成21年８月31日に敷

地内の水路跡地並びに近接する看板及びその敷地を取得価格合計1百万円で追加取得しています。

（注７）金額については、百万円未満を切り捨てています。
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（ロ）信託不動産の概要

　本投資法人の平成21年９月末日（第８期末）現在において保有する資産にかかる信託受益権の信託財産である不動

産（以下当該不動産を「信託不動産」といいます。）は、以下のとおりです。

 

Ａ．信託不動産の名称、所在地、用途、敷地面積、延床面積、構造・階数及び建築時期

物件番号 物件名称
所在地
（注１）

用途
（注２）

敷地面積
（㎡）
（注１）

延床面積
（㎡）
（注１）

構造・階数
（注１）
（注３）

建築時期
（注１）

住居－１ スペーシア銀座
東京都中央区

銀座

共同住宅、

店舗
636.367,836.57

ＳＲＣ、16

Ｆ／Ｂ１Ｆ
平成17年２月７日

住居－３ スペーシア麻布十番Ⅱ
東京都港区

六本木

共同住宅、

店舗
677.452,317.87

ＳＲＣ・Ｒ

Ｃ、15Ｆ／Ｂ

１Ｆ

平成16年１月16日

住居－４ スペーシア恵比寿Ⅱ
東京都渋谷区

東
共同住宅 561.582,452.69ＲＣ、10Ｆ 平成15年６月13日

住居－５ スペーシア恵比寿Ⅲ
東京都渋谷区

広尾
共同住宅 169.00 871.90ＳＲＣ、10Ｆ 平成16年10月20日

住居－６ スペーシア神田
東京都千代田

区神田多町
共同住宅 307.692,028.19ＳＲＣ、12Ｆ 平成16年２月20日

住居－７ スペーシア千駄ヶ谷
東京都新宿区

大京町
共同住宅 340.49 844.13ＲＣ、９Ｆ 平成16年８月31日

住居－８ スペーシア北新宿
東京都新宿区

北新宿
共同住宅 504.412,204.07ＲＣ、10Ｆ 平成16年８月６日

住居－９ スペーシア目黒不動前
東京都品川区

西五反田

共同住宅、

店舗
217.381,044.37ＲＣ、９Ｆ 平成17年１月12日

住居－10 フィットエル駒形
東京都台東区

駒形
共同住宅 663.543,406.10ＳＲＣ、13Ｆ 平成16年７月28日

住居－11 スペーシア町田
東京都町田市

原町田
共同住宅 587.484,033.59ＳＲＣ、15Ｆ 平成16年２月23日

住居－12 スペーシア川崎

神奈川県川崎

市川崎区小川

町

共同住宅 683.694,656.10ＲＣ、13Ｆ 平成16年７月15日

住居－13 今池アイリス弐番館
愛知県名古屋

市千種区今池
居宅 360.541,375.76

ＳＲＣ・Ｒ

Ｃ、10Ｆ
平成３年10月15日

住居－14 グラシア・フィス
神奈川県川崎

市幸区古市場
共同住宅 1,992.093,737.47ＲＣ、５Ｆ 平成11年３月５日

住居－15 ジェイフラッツ横浜

神奈川県横浜

市神奈川区鶴

屋町

共同住宅、

店舗
611.413,076.45

ＲＣ、11Ｆ／

Ｂ１Ｆ
平成19年１月23日

住居－16 フィットエル亀戸
東京都江東区

亀戸

共同住宅、

店舗
438.432,899.67ＳＲＣ、11Ｆ 平成17年11月30日

住居－17 スペーシア目黒
東京都目黒区

三田
共同住宅 578.011,283.92ＲＣ、５Ｆ 平成17年11月28日

住居－18 アクトヒルズ八千代
千葉県八千代

市緑が丘

共同住宅、

事務所、店舗
1,289.145,420.53

ＳＲＣ、13

Ｆ／Ｂ１Ｆ
平成10年１月10日

住居－19 ジェイフラッツ巣鴨
東京都豊島区

巣鴨

共同住宅、

店舗
965.702,785.83

ＲＣ、８Ｆ／

Ｂ１Ｆ
平成19年２月22日

住居－20 S-RESIDENCE京橋

大阪府大阪市

都島区

東野田町

共同住宅、

店舗
799.685,995.82ＲＣ、15Ｆ 平成18年３月２日

住居－21 エルシエロ目黒本町
東京都目黒区

目黒本町
共同住宅 865.221,975.84

ＲＣ、３Ｆ／

Ｂ１Ｆ
平成18年２月22日

住居－22 スペーシア白楽

神奈川県横浜

市神奈川区

六角橋

共同住宅 457.541,593.68ＲＣ、７Ｆ 平成18年２月２日

住居－23 ジェイフラッツ南堀江
大阪府大阪市

西区南堀江

共同住宅、

店舗
475.061,994.14ＲＣ、11Ｆ 平成19年２月19日

住居－24
スペーシア五反田

（注４）

東京都品川区

西五反田

共同住宅、

事務所
593.325,590.34

ＳＲＣ、14

Ｆ／Ｂ１Ｆ
平成18年３月２日

住居－25 スペーシア大井仙台坂
東京都品川区

東大井

共同住宅、

店舗
558.393,440.73ＳＲＣ、15Ｆ 平成18年８月10日

 

EDINET提出書類

ジョイント・リート投資法人(E14096)

有価証券報告書（内国投資証券）

 88/192



物件番号 物件名称
所在地
（注１）

用途
（注２）

敷地面積
（㎡）
（注１）

延床面積
（㎡）
（注１）

構造・階数
（注１）
（注３）

建築時期
（注１）

住居－26
フィットエル品川

シーサイド

東京都品川区

東品川
共同住宅 1,049.003,127.48

壱番館、弐番

館 ＲＣ、７

Ｆ

参番館 ＲＣ、

９Ｆ

平成18年６月23日

住居－27 フィットエル南麻布
東京都港区

南麻布
共同住宅 487.271,479.61ＲＣ、７Ｆ 平成18年８月23日

住居－28 ラルテ城東
大阪府大阪市

城東区野江
共同住宅 740.492,232.26ＲＣ、９Ｆ 平成18年８月31日

住居－29
スペーシア塚本

クラウンハイム

大阪府大阪市

淀川区塚本
共同住宅 808.542,565.66ＲＣ、11Ｆ 平成18年８月10日

住居－30 スペーシア川崎Ⅱ

神奈川県

川崎市川崎区

小川町

共同住宅 601.383,193.14ＲＣ、14Ｆ 平成19年２月27日

住居－31 スペーシア麻布十番Ⅲ
東京都港区

麻布十番

共同住宅、

店舗
380.262,097.45

ＲＣ、12Ｆ／

Ｂ１Ｆ
平成19年２月22日

住居－33 フィットエル板橋本町
東京都板橋区

大和町

共同住宅、

診療所
220.851,446.78ＲＣ、12Ｆ 平成19年２月27日

住居－34 フィットエル大泉学園
東京都練馬区

東大泉
共同住宅 618.001,542.16ＲＣ、６Ｆ 平成19年２月22日

住居－35 ジェイフラッツ天神東Ⅰ
福岡県福岡市

博多区須崎町
共同住宅 239.181,158.70ＳＲＣ、15Ｆ 平成19年１月31日

住居－36 ジェイフラッツ天神東Ⅱ
福岡県福岡市

博多区須崎町
共同住宅 514.892,108.69ＳＲＣ、13Ｆ 平成19年５月23日

住居－37
ジェイフラッツ

四条西洞院

京都府京都市

下京区西洞院

通四条下る妙

伝寺町

共同住宅 400.593,374.74
ＲＣ、12Ｆ／

Ｂ１Ｆ
平成20年４月８日

住居－39 ジェイフラッツ東品川
東京都品川区

東品川
共同住宅 1,028.923,338.12ＲＣ、８Ｆ 平成20年５月23日

住居－40
ジェイフラッツ

八王子みなみ野

東京都八王子

市西片倉
共同住宅 1,134.502,243.06ＲＣ、５Ｆ 平成19年３月６日

住居－41 プレジオ西中島

大阪府大阪市

東淀川区東中

島

共同住宅 969.023,947.24ＲＣ、14Ｆ 平成19年４月18日

住居－42
ジェイフラッツ

板橋区役所前

東京都板橋区

板橋
共同住宅 731.714,322.19ＲＣ、14Ｆ 平成19年４月22日

住居－43
ジェイフラッツ武蔵小山

（注４）

東京都品川区

荏原
共同住宅 512.621,616.87ＲＣ、７Ｆ 平成19年11月５日

住居－44
ジェイフラッツ千駄木

（注４）

東京都文京区

千駄木
共同住宅 250.441,239.10

ＲＣ・Ｓ、

15Ｆ
平成20年１月９日

住居－45
ジェイフラッツ四谷坂町

（注４）

東京都新宿区

坂町
共同住宅 905.083,675.01ＲＣ、７Ｆ 平成20年３月29日

住居－46 ジェイフラッツ博多東
福岡県福岡市

博多区吉塚
共同住宅 4,590.919,465.09ＲＣ、９Ｆ 平成19年11月21日

住居－47 ジェイフラッツ上呉服

福岡県福岡市

博多区上呉服

町

共同住宅 593.552,523.71ＲＣ、14Ｆ 平成20年３月14日

住居－48 ジェイフラッツ三軒茶屋
東京都世田谷

区三軒茶屋
共同住宅 153.83 954.94ＲＣ、13Ｆ 平成20年１月22日

商業－１ 浜松プラザ（注５）

静岡県浜松市

東区上西町、

原島町、宮竹

町

店舗、駐車場、

事務所
135,817.4673,250.17

Ｓ、４Ｆ；Ｓ、

１Ｆ；Ｓ、２

Ｆ；Ｓ、２

Ｆ；

ＲＣ、４Ｆ；

Ｓ、１Ｆ

昭和54年10月20日、

平成12年11月７日

及び９日

商業－２ b-town神宮前Ⅱ
東京都渋谷区

神宮前
店舗 283.83 499.67

ＲＣ、２Ｆ／

Ｂ１Ｆ
平成17年５月20日
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物件番号 物件名称
所在地
（注１）

用途
（注２）

敷地面積
（㎡）
（注１）

延床面積
（㎡）
（注１）

構造・階数
（注１）
（注３）

建築時期
（注１）

商業－３
りんくう羽倉崎プラザ

（注６）

大阪府泉南郡

田尻町、泉佐

野市羽倉崎

宅地 51,146.89 － － －

商業－４ b-town南青山
東京都港区

南青山

店舗、

共同住宅
385.32 797.63

ＲＣ、３Ｆ／

Ｂ１Ｆ
平成18年２月28日

商業－５ コジマNEW上福岡店
埼玉県ふじみ

野市上福岡
店舗 4,877.903,413.40Ｓ、２Ｆ 平成８年10月14日

商業－７ b-toss池袋
東京都豊島区

西池袋
店舗 223.381,474.21

ＲＣ、９Ｆ／

Ｂ１Ｆ
平成17年11月12日

商業－８ ジョイスクエア湯河原

神奈川県

足柄下郡

湯河原町中央

店舗 5,425.136,326.53Ｓ、２Ｆ 平成18年９月22日

商業－９
ベルプラザショッピング

センター（注７）

長野県上田市

中丸子
店舗 23,304.576,203.26Ｓ、１Ｆ

平成４年11月30日

及び平成18年７月12日

（注１）「所在地」、「敷地面積」、「延床面積」、「構造・階数」及び「建築時期」については、いずれも登記簿上の表示に基づき記載していま

す。

（注２）「用途」については、登記簿上表示されている種類のうち、主要なものを記載しています。

（注３）「Ｓ」は鉄骨造、「ＳＲＣ」は鉄骨鉄筋コンクリート造、「ＲＣ」は鉄筋コンクリート造、「Ｆ」は階数、「Ｂ」は地下をそれぞれ意味し

ます。

（注４）スペーシア五反田、ジェイフラッツ武蔵小山、ジェイフラッツ千駄木及びジェイフラッツ四谷坂町にかかる敷地権（所有権の共有持分）

の割合はそれぞれ426,933分の387,036、127,609分の117,678、103,842分の89,730及び329,739分の245,317ですが、「敷地面積」は信託不

動産にかかる土地全体の面積を記載しています。また、「延床面積」は建物全体の面積を記載していますが、本投資法人の取得にかかる専

有部分の延床面積はそれぞれ3,637.18㎡、1,148.58㎡、867.27㎡及び2,253.07㎡です。

（注５）浜松プラザは、複合型商業施設であり、合計７棟の建物により構成されています。そのうち、ハマプラ・フレスポ棟及び浜松プラザスポー

ツ棟（ゼクシス）については建物の敷地を賃貸しており、建物は敷地の賃借人所有となっているため、「延床面積」には含めておらず、

「構造・階数」及び「建築時期」は記載していません。

　なお、浜松プラザウエストにおいては、その建築時期等を勘案して、アスベストの使用状況に関する調査を平成17年９月に実施するとと

もに、微量ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）の含有状況に関する調査を平成18年３月、平成18年７月及び平成19年６月に実施しており、これ

らにより確認した内容及び対応方針は以下のとおりです。

＜アスベスト使用状況調査＞

当該調査を依頼した株式会社アール・アイ・エーからの報告により、①飛散性アスベストである吹付けアスベスト（石綿）等及び折

板裏打ちアスベスト断熱材は使用されていないこと、②アスベストを含有している建材が使用されているが、非飛散性アスベストであ

り、かつ、封じ込め等の関係諸法令等に基づく対処を行っていることから、日常の建物使用ではアスベストによる健康被害のおそれはな

いことを確認しております。

＜微量ＰＣＢ含有電気工作物の使用状況調査＞

当該調査を依頼した財団法人中部電気保安協会からの報告により、電気工作物の一部に使用されている絶縁油に含有される微量ＰＣ

Ｂが「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則」で定める基準値を上回っていることが確認され

たため、関係諸法令等に基づき届出を行っております。今後においても、関係諸法令等に基づき使用・保管・廃棄等の処理を適切に行っ

ていく予定です。

（注６）りんくう羽倉崎プラザは貸地であり、建物はテナント所有となっているため、「延床面積」、「構造・階数」及び「建築時期」については

記載していません。

（注７）ベルプラザショッピングセンターは、複合型商業施設であり、合計３棟の建物により構成されています。なお、平成21年8月31日に敷地内の

水路跡地並びに近接する看板及びその敷地を取得価格合計1百万円で追加取得しました。 
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Ｂ．不動産鑑定評価の概要

　本投資法人は、平成21年９月末日（第８期末）現在において保有する各資産について、株式会社谷澤総合鑑

定所から評価報告書を、大和不動産鑑定株式会社及び財団法人日本不動産研究所から調査報告書を、森井総

合鑑定株式会社及び株式会社立地評価研究所から不動産調査報告書を、株式会社鑑定法人エイ・スクエアか

ら不動産価格調査書を取得しています（これら報告書等を総称して、以下「調査報告書」といいます。）。期

末算定価額は、これら調査報告書による調査価額に基づくものであり、調査を行う不動産鑑定士が、平成21年

９月末日の価格時点における調査対象不動産の価格に関する意見を示したものにとどまります。同じ不動産

について再度調査を行った場合でも、調査を行う不動産鑑定士、調査方法又は時期によって調査価額が異な

る可能性があります。不動産の調査価額は、現在及び将来において当該価額による売買の可能性を保証又は

約束するものではありません。なお、調査を行った株式会社谷澤総合鑑定所、森井総合鑑定株式会社、大和不

動産鑑定株式会社、財団法人日本不動産研究所、株式会社立地評価研究所又は株式会社鑑定法人エイ・スク

エアと本投資法人との間には、利害関係はありません。

　本投資法人が取得している調査報告書の概要は以下のとおりです。

物件番号 物件名称
取得価格
(百万円)

概要（単位：百万円／％）

期末
算定価額

収益還元法
直接還元
価格

直接還元
利回り

ＤＣＦ価格 割引率
最終還元
利回り

住居－１ スペーシア銀座 5,290 5,330 5,430 5.0 5,290 5.1 5.3

住居－３ スペーシア麻布十番Ⅱ 1,730 1,540 1,580 5.2 1,520 5.3 5.5

住居－４ スペーシア恵比寿Ⅱ 1,960 2,020 2,060 5.2 2,000 5.3 5.5

住居－５ スペーシア恵比寿Ⅲ 700 752 770 5.1 744 5.2 5.4

住居－６ スペーシア神田 1,360 1,340 1,360 5.3 1,330 5.4 5.6

住居－７ スペーシア千駄ヶ谷 576 551 564 5.3 546 5.4 5.6

住居－８ スペーシア北新宿 1,290 1,340 1,350 5.4 1,340 5.4 5.7

住居－９ スペーシア目黒不動前 766 776 784 5.3 772 5.3 5.6

住居－10フィットエル駒形 1,870 1,880 1,900 5.5 1,870 5.5 5.8

住居－11スペーシア町田 1,360 1,310 1,300 6.0 1,310 5.8 6.3

住居－12スペーシア川崎 2,130 2,200 2,200 5.9 2,200 5.7 6.2

住居－13今池アイリス弐番館 300 222 214 6.6 226 6.0 6.9

住居－14グラシア・フィス 1,018 975 1,000 6.1 949 4.8 6.4

住居－15ジェイフラッツ横浜 2,090 1,850 1,890 5.7 1,830 5.5 5.9

住居－16フィットエル亀戸 1,650 1,450 1,460 5.7 1,440 5.5 5.9

住居－17スペーシア目黒 887 924 933 5.3 915 5.1 5.5

住居－18アクトヒルズ八千代 1,348 1,120 1,150 5.8 1,110 5.7 5.9

住居－19ジェイフラッツ巣鴨 1,510 1,440 1,460 5.4 1,420 5.1 5.7

住居－20S-RESIDENCE京橋 2,774 2,660 2,680 5.5 2,650 5.4 5.6

住居－21エルシエロ目黒本町 1,220 981 996 5.5 975 5.3 5.7

住居－22スペーシア白楽 844 725 735 5.8 721 5.6 6.0

住居－23ジェイフラッツ南堀江 1,055 905 917 6.0 892 5.7 6.3

住居－24スペーシア五反田 3,043 2,800 2,820 5.6 2,790 5.3 5.8

住居－25スペーシア大井仙台坂 2,440 2,150 2,160 5.5 2,140 5.3 5.7

住居－26フィットエル品川シーサイド 2,200 1,900 1,930 5.3 1,870 5.0 5.6

住居－27フィットエル南麻布 1,300 1,140 1,160 4.9 1,120 4.6 5.2

住居－28ラルテ城東 1,075 958 970 6.0 946 5.9 6.2
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物件番号 物件名称
取得価格
(百万円)

概要（単位：百万円／％）

期末
算定価額

収益還元法
直接還元
価格

直接還元
利回り

ＤＣＦ価格 割引率
最終還元
利回り

住居－29
スペーシア塚本

クラウンハイム
1,250 1,100 1,110 6.0 1,080 5.9 6.2

住居－30スペーシア川崎Ⅱ 1,900 1,730 1,750 5.5 1,710 5.2 5.8

住居－31スペーシア麻布十番Ⅲ 2,700 2,390 2,420 4.9 2,360 4.6 5.2

住居－33フィットエル板橋本町 1,000 855 870 5.4 840 5.1 5.7

住居－34フィットエル大泉学園 871 745 755 5.5 735 5.2 5.8

住居－35ジェイフラッツ天神東Ⅰ 445 343 347 6.4 341 6.2 6.6

住居－36ジェイフラッツ天神東Ⅱ 840 657 664 6.4 654 6.2 6.6

住居－37ジェイフラッツ四条西洞院 1,420 979 985 6.1 973 5.9 6.3

住居－39ジェイフラッツ東品川 2,610 2,070 2,080 5.6 2,070 5.4 5.8

住居－40
ジェイフラッツ

八王子みなみ野
1,000 952 966 5.9 946 5.8 6.0

住居－41プレジオ西中島 2,250 1,780 1,790 6.2 1,770 6.0 6.4

住居－42ジェイフラッツ板橋区役所前 2,700 2,310 2,350 5.5 2,270 5.2 5.8

住居－43ジェイフラッツ武蔵小山 1,012 885 899 5.5 871 5.1 5.8

住居－44ジェイフラッツ千駄木 757 641 648 5.5 634 5.1 5.8

住居－45ジェイフラッツ四谷坂町 2,300 1,880 1,900 5.2 1,850 4.9 5.5

住居－46ジェイフラッツ博多東 2,250 2,150 2,160 6.0 2,140 6.0 6.1

住居－47ジェイフラッツ上呉服 900 763 773 5.8 759 5.8 5.9

住居－48ジェイフラッツ三軒茶屋 871 768 772 5.4 766 5.5 5.7

商業－１
浜松プラザイースト（注１） 13,220 11,800 11,900 6.2 11,700 6.0 6.4

浜松プラザウエスト（注１） 2,140 2,150 2,160 6.7 2,130 6.3 7.0

商業－２ b-town神宮前Ⅱ 1,043 1,010 1,030 4.7 991 4.4 5.0

商業－４ ｂ-town南青山 1,530 1,360 1,380 4.5 1,350 4.5 4.6

商業－５ コジマNEW上福岡店 1,300 1,140 1,150 6.7 1,130 6.4 7.0

商業－７ b-toss池袋 1,980 1,610 1,610 5.9 1,610 5.6 6.0

商業－８ ジョイスクエア湯河原 1,810 1,560 1,590 6.3 1,550 6.2 6.5

商業－９
ベルプラザショッピング

センター（注２）
1,337 1,130 1,140 6.1 1,120 6.0 6.2

（注１）浜松プラザについては、浜松プラザイースト及び浜松プラザウエストのそれぞれにつき信託が設定されており、本投資法人は当該各信託

にかかる信託受益権を保有しています。

（注２）ベルプラザショッピングセンターは、平成21年８月31日に敷地内の水路跡地並びに近接する看板及びその敷地を取得価格を合計1百万円

で追加取得しました。　

（注３）金額については、百万円未満を切り捨てています。
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物件番号 物件名称
取得価格
(百万円)

概要（単位：百万円／％）

期末
算定価額

収益還元法（ＤＣＦ法（注２））

収益価格
期間収益の現
在価値の総和

ＤＣＦ法適用
における割引
率

復帰価格等の
現在価値

ＤＣＦ法適用
における収益
期間終了後の
更地復帰価格
の割引率

商業－３
りんくう羽倉崎プラザ

（注１）
4,697 4,125 4,125 1,989 6.2 2,136 6.5

（注１）りんくう羽倉崎プラザは貸地であるため、他の取得資産と評価方法が異なります。

（注２）「ＤＣＦ法」は、実際支払地代等に基づく期間収益の現在価値の総和を求め、これに定期借地期間満了時の更地復帰価格等の現在価値を

加算して収益価格を求めるものです。

（注３）金額については、百万円未満を切り捨てています。
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Ｃ．建物エンジニアリングレポート（建物状況評価）等の概要

　本投資法人は、平成21年９月末日（第８期末）現在において保有する各資産にかかる信託不動産について、

建物検査、建物評価、関連法規の遵守、修繕費評価及び環境アセスメント等に関する建物エンジニアリングレ

ポートを株式会社竹中工務店又は日本管財株式会社から取得しています。建物エンジニアリングレポートの

記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の正確性を保証するものではありませ

ん。

　また、本投資法人は、日本管財株式会社から地震リスク分析報告書を取得しています。地震リスク分析報告

書の記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の正確性を保証するものではあり

ません。

　本投資法人が、取得している建物エンジニアリングレポートの概要及び地震リスク分析報告書記載の予想

最大損失率（ＰＭＬ）は以下のとおりです。なお、「予想最大損失率（Probable Maximum Loss）」とは、地

震による予想最大損失率を意味し、個別物件に関するものと、ポートフォリオ全体に関するものとがありま

す。ＰＭＬについての統一された厳密な定義はありませんが、本書においては、想定した予定使用期間（50年

＝一般的建物の耐用年数）中に想定される最大規模の地震（再現期間475年、50年間に起こる可能性が10％

の大地震）によりどの程度の被害を被るかを、損害の予想復旧費用の再調達原価に対する比率（％）で示し

たものをいいます。

 

物件番号 物件名称

建物エンジニアリングレポート（建物状況評価）等の概要
予想最大損失率
（ＰＭＬ）（％）
（注３）

調査時点における修繕費（千円）（注１） 建物再調達価格
（百万円）
（注１）

調査時点
（注２）緊急 １年以内 ２～12年間

住居－１ スペーシア銀座 0 0 46,200 2,019平成17年５月 5.0

住居－３ スペーシア麻布十番Ⅱ 0 0 22,650 672平成17年５月 3.6

住居－４ スペーシア恵比寿Ⅱ 0 0 28,380 631平成17年５月 8.8

住居－５ スペーシア恵比寿Ⅲ 0 0 6,760 256平成17年５月 4.1

住居－６ スペーシア神田 0 0 29,480 528平成17年５月 6.6

住居－７ スペーシア千駄ヶ谷 0 0 6,070 201平成17年５月 10.3

住居－８ スペーシア北新宿 0 0 11,560 476平成17年５月 5.1

住居－９ スペーシア目黒不動前 0 0 8,210 247平成17年５月 11.5

住居－10 フィットエル駒形 0 0 26,760 845平成17年５月 6.1

住居－11 スペーシア町田 0 0 44,820 1,032平成17年５月 3.2

住居－12 スペーシア川崎 0 0 29,230 1,125平成17年５月 8.3

住居－13 今池アイリス弐番館 0 0 119,350 351平成17年５月 12.7

住居－14 グラシア・フィス 0 130 120,850 829平成17年10月 5.0

住居－15 ジェイフラッツ横浜 0 0 46,100 945平成19年１月 8.2

住居－16 フィットエル亀戸 0 0 27,530 709平成17年12月 4.8

住居－17 スペーシア目黒 0 0 15,620 305平成17年12月 8.4

住居－18 アクトヒルズ八千代 0 0 79,220 1,050平成17年12月 6.1

住居－19 ジェイフラッツ巣鴨 0 0 22,240 592平成19年２月 4.7

住居－20 S-RESIDENCE京橋 0 0 33,310 1,175平成18年３月 12.5

住居－21 エルシエロ目黒本町 0 0 21,310 427平成18年３月 4.9

住居－22 スペーシア白楽 0 0 22,010 477平成18年３月 12.0

住居－23 ジェイフラッツ南堀江 0 0 21,810 490平成19年２月 5.3

住居－24 スペーシア五反田（注４） 0 0 57,949 1,177平成18年８月 4.7

住居－25 スペーシア大井仙台坂 0 0 43,800 833平成18年９月 5.9
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物件番号 物件名称

建物エンジニアリングレポート（建物状況評価）等の概要
予想最大損失率
（ＰＭＬ）（％）
（注３）

調査時点における修繕費（千円）（注１） 建物再調達価格
（百万円）
（注１）

調査時点
（注２）緊急 １年以内 ２～12年間

住居－26
フィットエル品川

シーサイド

壱番館 0 0 20,190 292

平成18年８月

8.8

弐番館 0 0 19,570 293 9.7

参番館 0 0 11,170 174 10.3

住居－27 フィットエル南麻布 0 0 25,510 335平成18年10月 10.3

住居－28 ラルテ城東 0 0 24,840 473平成18年10月 13.5

住居－29
スペーシア塚本

クラウンハイム
0 0 30,300 591平成18年11月 11.9

住居－30 スペーシア川崎Ⅱ 0 0 49,850 784平成19年３月 6.4

住居－31 スペーシア麻布十番Ⅲ 0 0 27,160 532平成19年４月 5.8

住居－33 フィットエル板橋本町 0 0 17,150 401平成19年７月 7.2

住居－34 フィットエル大泉学園 0 0 20,480 386平成19年７月 6.6

住居－35 ジェイフラッツ天神東Ⅰ 0 0 13,140 245平成19年７月 0.7

住居－36 ジェイフラッツ天神東Ⅱ 0 0 26,410 429平成19年７月 0.7

住居－37 ジェイフラッツ四条西洞院 0 0 21,230 670平成20年４月 4.1

住居－39 ジェイフラッツ東品川 0 0 23,270 753平成20年６月 11.9

住居－40
ジェイフラッツ

八王子みなみ野
0 0 27,920 484平成19年３月 14.2

住居－41 プレジオ西中島 0 0 115,060 997平成19年７月 13.6

住居－42
ジェイフラッツ

板橋区役所前
0 0 22,700 1,100平成19年８月 2.9

住居－43
ジェイフラッツ武蔵小山
（注４）

0 0 4,473 321平成19年11月 8.3

住居－44
ジェイフラッツ千駄木

（注４）
0 0 6,289 273平成20年１月 4.4

住居－45
ジェイフラッツ四谷坂町
（注４）

0 0 30,012 624平成20年４月 5.6

住居－46 ジェイフラッツ博多東 0 0 38,830 1,529平成20年２月 1.5

住居－47 ジェイフラッツ上呉服 0 0 13,340 536平成20年３月 4.6

住居－48 ジェイフラッツ三軒茶屋 0 0 6,300 275平成20年８月 13.6

商業－１

浜

松

プ

ラ

ザ

イトーヨーカ堂棟 0 0 247,290 4,042

平成17年５月

14.2

赤ちゃん本舗棟・ゼ
ビオ棟

0 0 145,980 1,059 6.4

管理棟・外構 0 0 11,820 26 7.3

浜松ウエスト棟 0 0 522,310 1,853 7.8

商業－２ b-town神宮前Ⅱ 0 0 4,450 85 平成17年８月 6.2

商業－３
りんくう羽倉崎プラザ
（注５）

－ － － － － －

商業－４ b-town南青山 0 0 6,250 153平成18年３月 7.2

商業－５ コジマNEW上福岡店 0 28,150 117,560 420平成18年３月 5.1

商業－７ b-toss池袋 0 0 7,800 259平成18年７月 4.4

商業－８ ジョイスクエア湯河原 0 0 32,810 636平成18年10月 14.6

商業－９
ベルプラザ
ショッピングセンター

0 0 42,450 395平成19年９月 4.6

ポートフォリオ全体 5.2

（注１）「修繕費」及び「建物再調達価格」については、それぞれ千円未満、百万円未満を切り捨てています。

（注２）「調査時点」については、建物エンジニアリングレポートの作成年月を記載しています。

（注３）予想最大損失率（ＰＭＬ）については、平成21年９月末日の調査時点の数値であり、小数点第二位を四捨五入しています。また、ポート

フォリオ全体に貸地であるりんくう羽倉崎プラザを含みません（下記（注５）をご参照下さい。）。

（注４）スペーシア五反田、ジェイフラッツ武蔵小山、ジェイフラッツ千駄木及びジェイフラッツ四谷坂町に関する予想最大損失率は、建物全体に

ついて記載しており、本投資法人が取得した信託受益権にかかる建物の区分所有権のみに関するものではありません。

（注５）当該信託不動産は貸地であり建物はテナント所有となっているため、建物修繕費は発生せず、また、建物再調達価格及び予想最大損失率

（ＰＭＬ）は存在しません。

 

EDINET提出書類

ジョイント・リート投資法人(E14096)

有価証券報告書（内国投資証券）

 95/192



（ハ）運用資産の資本的支出

Ａ．資本的支出の予定について

　既存投資物件に関し、現在計画されている改修工事等に伴う資本的支出の予定額のうち主要なものは以下

のとおりです。なお、工事予定金額には、会計上の費用に区分経理される部分が含まれています。

不動産等の名称

（所　在）
目　的 予定期間

工事予定金額（百万円）

総　額 当期支払額 既支払総額

浜松プラザ

（静岡県浜松市）

北側駐車場

舗装改修三期工事

自 平成22年３月

至 平成22年３月
11 － －

スペーシア千駄ヶ谷

（東京都新宿区）

地上デジタル放送

対応工事

自 平成22年２月

至 平成22年３月
７ －　 －

スペーシア町田

（東京都町田市）

スペーシア川崎

（神奈川県川崎市）

スペーシア川崎Ⅱ

（神奈川県川崎市）

ジェイフラッツ

八王子みなみ野

（東京都八王子市）

　

Ｂ．期中に行った資本的支出について

　第８期において、本投資法人が信託不動産に対して実施した資本的支出の概要は以下のとおりです。また、

当期の資本的支出の総額は31百万円であり、当期費用に区分された修繕費26百万円と合わせて58百万円の工

事を実施しています。

不動産等の名称
（所　在）

目　的 期　間
支出金額
（百万円）

 浜松プラザ

（静岡県浜松市）

直流電源鉛蓄電池

更新工事

自 平成21年５月

至 平成21年５月
５

 ｂ-toss池袋

　(東京都豊島区）
6,7階排気設備新設工事

自 平成21年８月

至 平成21年８月
２

ジョイスクエア湯河原

（神奈川県足柄下郡湯河原町）

監視カメラシステム

導入工事

自 平成21年５月

至 平成21年６月
２

その他   21

合　計 31

　

Ｃ．長期修繕計画のために積立てた金銭（修繕積立金）

　本投資法人は、物件ごとに策定している長期修繕計画に基づき、期中のキャッシュ・フローの中から、中長

期的な将来の大規模修繕等の資金支払に充当することを目的とした修繕積立金を、以下のとおり積み立てて

います。

 （単位：百万円）

営業期間

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期
自 平成17年

４月20日

 
至 平成18年

３月31日

自 平成18年

４月１日

 
至 平成18年

９月30日

自 平成18年

10月１日

 
至 平成19年

３月31日

自 平成19年

４月１日

 
至 平成19年

９月30日

自 平成19年

10月１日

 
至 平成20年

３月31日

自 平成20年

４月１日

 
至 平成20年

９月30日

自 平成20年

10月１日

 
至 平成21年

３月31日

自 平成21年

４月１日

 
至 平成21年

９月30日

前期末積立金残高 － 9 88 72 93 101 157

132　　　　

　　　　　　　

　　

当期積立額 9 78 18 56 14 115 37 86　

当期積立金取崩額 － － 34 35 5 60 62 54　

次期繰越額 9 88 72 93 101 157 132 164　

　

次へ
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（ニ）賃貸借状況の概要

　平成21年９月末日（第８期末）現在において保有する資産の賃貸借状況の概要、稼働率の推移及び主要な

テナントの概要は以下のとおりです。

Ａ．賃貸借状況の概要

物件番号 物件名称

テナ

ント

数

(注1)

マスターリース

会社

住居
賃貸
可能
戸数
(注２)

住居
賃貸
戸数
(注３)

総賃貸可能
面積（㎡）
（注４）

総賃貸面積
（㎡）
（注５）

稼働率（％）
（注６）

第１
期末

第２
期末

第３
期末

第４
期末

第５
期末

第６
期末

第７
期末

第８
期末

 住居-１スペーシア銀座 1
株式会社ジョイント・

プロパティ
1341195,515.434,912.5397.295.496.697.797.591.892.789.1　

 住居-３
スペーシア

麻布十番Ⅱ
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
46 32 2,019.101,317.8386.978.393.286.784.379.060.465.3　

 住居-４
スペーシア

恵比寿Ⅱ
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
42 33 2,062.101,612.7596.996.993.988.091.391.990.078.2　

 住居-５
スペーシア

恵比寿Ⅲ
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
27 25 781.02730.46100.0100.096.896.8100.096.192.193.5　

 住居-６スペーシア神田 1
株式会社ジョイント・

プロパティ
68 63 1,706.541,577.4992.294.896.192.089.895.089.292.4　

 住居-７
スペーシア

千駄ヶ谷
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
20 17 762.98638.06100.096.494.789.687.678.284.183.6　

 住居-８
スペーシア

北新宿
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
41 38 1,881.191,731.46100.0100.0100.096.195.397.192.292.0　

 住居-９
スペーシア

目黒不動前
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
40 33 944.44783.49100.095.297.8100.097.8100.083.483.0　

 住居-10
フィットエル

駒形
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
86 80 2,978.282,701.3396.294.4100.0100.098.496.1100.090.7　

 住居-11スペーシア町田 1
株式会社ジョイント・

プロパティ
95 89 3,090.892,939.8294.798.4100.097.991.496.798.495.1　

 住居-12スペーシア川崎 1
株式会社ジョイント・

プロパティ
1461273,741.013,262.2298.795.295.997.998.095.996.087.2　

 住居-13
今池アイリス

弐番館
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
49 45 1,296.221,151.5096.795.181.690.298.485.889.088.8　

 住居-14
グラシア・

フィス
1 ― 54 54 3,737.473,737.47100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

 住居-15
ジェイフラッツ

横浜
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
1131132,823.732,823.73－ － 95.8100.0100.0100.0100.0

100.0

　

 住居-16
フィットエル

亀戸
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
87 85 2,279.212,231.6090.189.099.098.998.0100.098.097.9

 住居-17スペーシア目黒 1
株式会社ジョイント・

プロパティ
37 33 1,070.13941.55100.0100.0100.097.594.3100.0100.088.0

 住居-18
アクトヒルズ

八千代
1
株式会社

長谷工ライブネット
53 46 4,815.263,732.1794.585.285.285.286.784.183.877.5

 住居-19
ジェイフラッツ

巣鴨
1
三井不動産住宅リース

株式会社
38 38 2,619.172,619.17－ － 44.3100.0100.0100.092.4100.0

 住居-20S-RESIDENCE京橋1
株式会社

長谷工ライブネット
1661644,613.044,561.44－ 98.9100.099.499.499.598.998.9

 住居-21
エルシエロ

目黒本町
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
30 23 1,656.021,285.313.151.184.281.5100.090.187.277.6

 住居-22スペーシア白楽 1
株式会社ジョイント・

プロパティ
57 55 1,285.831,238.56－ 100.0100.0100.094.8100.096.596.3

 住居-23
ジェイフラッツ

南堀江
1
株式会社

東急コミュニティー
60 58 1,804.481,746.16－ － 30.959.194.397.098.696.8

 住居-24
スペーシア

五反田
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
83 67 3,871.153,020.84－ 92.093.294.691.789.492.778.0

 住居-25
スペーシア

大井仙台坂
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
83 78 2,979.852,732.54－ 96.099.297.196.3100.0100.091.7

 住居-26
フィットエル

品川シーサイド
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
1101072,602.302,537.33－ 99.298.498.297.597.598.197.5

 住居-27
フィットエル

南麻布
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
52 45 1,082.12936.45－ － 100.0100.092.398.1100.086.5
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物件番号 物件名称

テナ

ント

数

(注1)

マスターリース
会社

住居
賃貸
可能
戸数
(注２)

住居賃
貸
戸数
(注３)

総賃貸可能
面積（㎡）
（注４）

総賃貸面積
（㎡）
（注５）

稼働率（％）
（注６）

第１
期末

第２
期末

第３
期末

第４
期末

第５
期末

第６
期末

第７
期末

第８
期末

 住居-28ラルテ城東 1
株式会社ジョイント・

プロパティ
64 56 2,065.921,800.96－ － 100.098.398.591.995.187.2

 住居-29
スペーシア塚本

クラウンハイム
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
96 90 2,321.042,175.96－ － 100.099.0100.097.997.993.7

 住居-30
スペーシア

川崎Ⅱ
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
99 96 2,824.862,758.94－ － 96.799.396.899.297.697.7

 住居-31
スペーシア

麻布十番Ⅲ
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
60 55 1,755.311,648.04－ － － 93.693.598.989.493.9

 住居-33
フィットエル

板橋本町
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
60 49 1,274.491,057.51－ － － 98.4100.096.987.683.0

 住居-34
フィットエル

大泉学園
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
57 55 1,362.361,312.66－ － － 98.396.489.885.796.4

 住居-35
ジェイフラッツ

天神東Ⅰ
1 株式会社三好不動産 42 40 1,058.821,012.80－ － － 91.393.593.591.395.7

 住居-36
ジェイフラッツ

天神東Ⅱ
1 株式会社三好不動産 82 77 1,943.721,826.22－ － － 28.093.991.498.894.0

 住居-37
ジェイフラッツ

四条西洞院
1
株式会社

長谷工ライブネット
87 87 2,261.282,261.28－ － － － － 39.992.2100.0

 住居-39
ジェイフラッツ

東品川
1
株式会社

長谷工ライブネット
94 87 2,936.722,722.15－ － － － － 40.876.192.7

 住居-40
ジェイフラッツ

八王子みなみ野
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
86 77 2,155.161,929.62－ － － － 96.597.796.589.5

 住居-41プレジオ西中島 1
株式会社ジョイント・

プロパティ
1201123,643.423,358.31－ － － － 96.296.494.692.2

 住居-42
ジェイフラッツ

板橋区役所前
1
株式会社長谷工

ライブネット(注７)
1241173,915.813,694.52－ － － － 98.493.591.994.3

 住居-43
ジェイフラッツ

武蔵小山
1
株式会社

長谷工ライブネット
50 49 1,176.781,122.19－ － － － 100.095.996.395.4

 住居-44
ジェイフラッツ

千駄木
1
株式会社

長谷工ライブネット
39 38 897.30872.83－ － － － 97.3100.0100.097.3

 住居-45
ジェイフラッツ

四谷坂町
1
三井不動産住宅リース

株式会社
59 54 2,453.172,215.53－ － － － － 26.994.390.3

 住居-46
ジェイフラッツ

博多東
1 株式会社三好不動産 1601579,106.088,936.90－ － － － 99.498.598.498.1

 住居-47
ジェイフラッツ

上呉服
1
株式会社

長谷工ライブネット
62 60 2,261.912,095.98－ － － － － 86.588.192.7

 住居-48
ジェイフラッツ

三軒茶屋 
1
株式会社ジョイント・

プロパティ
36 32 856.08760.57－ － － － － － 91.988.8

 住居小計 45 3,2943,055110,289.19101,066.2392.493.492.793.596.290.993.591.6

 商業-１浜松プラザ 21 ― 0 0 82,957.0782,957.07100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

 商業-２b-town神宮前Ⅱ1 ― 0 0 494.84494.84100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

 商業-３
りんくう

羽倉崎プラザ
3 ― 0 0 53,276.2853,276.28100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

 商業-４b-town南青山1 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ 3 3 770.04770.04－ 70.470.4100.0100.094.386.6100.0

 商業-５
コジマNEW

上福岡店
1 ― 0 0 3,413.403,413.40－ 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

 商業-７b-toss池袋 1 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ 0 0 1,499.111,499.11－ － 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

 商業-８
ジョイスクエア

湯河原
1 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ 0 0 4,404.174,404.17－ － 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

 商業-９
ベルプラザ

ショッピング

センター

1 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ 0 0 6,092.206,092.20－ － － － 100.0100.0100.0100.0

 商業施設小計 30 3 3152,907.11152,907.11100.099.899.8100.0100.0100.099.9100.0

 コア・アセット小計 75 3,2973,058263,196.30253,973.3498.297.997.497.698.596.297.396.5

合計 75 3,2973,058263,196.30253,973.3498.297.997.497.698.596.297.396.5
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（注１）「テナント数」については、平成21年９月末日現在、各保有資産について信託受託者との間で直接の賃貸借契約関係にある賃借人の数

（マスターリース会社を含みます。）を記載しています。「マスターリース会社」とは、第三者に転貸することを目的とした建物全体の賃

貸借契約（以下「マスターリース契約」といいます。）を本投資法人又は信託受託者との間で締結している賃借人をいい、「エンドテナ

ント」とは、マスターリース会社からの転借人及び本投資法人又は信託受託者との間で直接の賃貸借契約関係にある賃借人（マスター

リース会社を除きます。）を総称するものとします。

（注２）「住居賃貸可能戸数」には、平成21年９月末日現在、各保有資産について住居を用途として賃貸可能な戸数を記載しています。

（注３）「住居賃貸戸数」には、平成21年９月末日現在、各保有資産について実際に住居を用途とする賃貸借契約が締結され、エンドテナントに対

して賃貸している戸数を記載しています。

（注４）「総賃貸可能面積」は、各保有資産について賃貸が可能な面積（住宅、店舗、事務所等の用に供される面積に限り、駐車場の面積は含みま

せん。）を意味し、平成21年９月末日現在の情報をもとに記載しています。

（注５）「総賃貸面積」は、各保有資産について実際に賃貸借契約が締結され、エンドテナントに対して賃貸している面積を意味し、平成21年９月

末日現在の情報をもとに記載しています。但し、住居、店舗、事務所等の用に供されている面積に限り、駐車場の面積を含まないものとしま

す。なお、賃貸面積は、登記簿上の表示ではなく、賃貸借契約に表示されている賃貸面積の合計を記載しています。但し、賃貸借契約の表示

に明白な誤謬がある場合は、竣工図面等をもとに記載しています。

（注６）「稼働率」には、平成18年３月末日（第１期末）現在、平成18年９月末日（第２期末）現在、平成19年３月末日（第３期末）現在、平成19

年９月末日（第４期末）現在、平成20年３月末日（第５期末）現在、平成20年９月末日（第６期末）現在、平成21年３月末日（第７期末）

現在及び平成21年９月末日（第８期末）現在の各保有資産の総賃貸可能面積に占める総賃貸面積の比率を記載しています。なお、「住居

小計」、「商業施設小計」、「コア・アセット小計」及び「合計」欄における稼働率は、それぞれの区分に属する保有資産にかかる総賃貸

可能面積の合計に占める総賃貸面積の合計の比率を記載しています。比率は、小数点第二位を四捨五入しています。

（注７）平成21年４月１日付で、マスターリース会社をニチモコミュニティ株式会社より株式会社長谷工ライブネットへ変更しています。
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Ｂ．主要なテナントの概要

　平成21年９月末日（第８期末）現在において保有する資産にかかる信託不動産における主要なテナント

は、以下のとおりです。

　ここでいう「主要なテナント」とは、以下のいずれかの条件に該当するテナントをいいます。

（ⅰ）賃貸面積（マスターリース会社とのマスターリース契約に基づく賃貸面積を含みます。）が総賃貸面

積の合計の10％以上を占めるテナント（マスターリース会社を含みます。）

（ⅱ）利害関係者であるテナント（マスターリース会社から転貸を受けている場合を含みます。）

テナント名 業種 賃貸物件 契約満了日 契約更改の方法

年間賃料
（百万円）
（注１）
（注２）

比率
（％）
（注３）

敷金・
保証金
（百万円）
（注２）

賃貸面積
（㎡）
（注４）

株式会社

ジョイント・

プロパティ

不動産

管理業

スペーシアシリーズ、

フィットエルシリーズ、

エルシエロ目黒本町、今

池アイリス弐番館、ジェ

イフラッツ横浜、ラルテ

城東、ジェイフラッツ八

王子みなみ野、プレジオ

西中島及びジェイフ

ラッツ三軒茶屋

（注５）

期間満了１ヶ月前

又は６ヶ月前まで

に意思表示がなさ

れなければ１年間

自動更新

2,82044.8 391 57,909.42

株式会社

イトーヨーカ堂
小売業 浜松プラザ

平成32年

11月29日

双方の協議により、

協議が調わない場

合は借地借家法に

よる

534 8.5 2,43233,468.54

コーナン商事

株式会社
小売業 りんくう羽倉崎プラザ

平成26年

１月28日

事業用定期借地権

設定契約のため期

間満了にて終了

228 3.6 120 27,815.58

株式会社

ジョイント・

コーポレーション

不動産業

浜松プラザ
平成41年

１月24日

事業用定期借地権

設定契約のため期

間満了にて終了
34 0.6 23 6,915.80

ジョイスクエア湯河原

（注６）

平成22年

９月29日

定期建物賃貸借契

約のため期間満了

にて終了

主要なテナントの合計 3,61757.4 2,967126,109.34

ポートフォリオの合計（注６）（注７） 6,300100.0 4,599253,973.34

（注１）平成21年９月末日現在において保有する資産にかかる賃貸借契約に基づく月額賃料（共益費を含みますが、駐車場やトランクルーム等の

付属設備の使用料は除きます。）を12倍して得られた金額を年間賃料として記載しています。株式会社ジョイント・プロパティについて

は、同社と信託受託者の間で締結されているマスターリース契約上、同社が支払うマスターリース賃料とエンドテナントから同社に対し

て支払われる賃料とが同額となっているため、エンドテナントとの間の賃貸借契約における月額賃料を12倍して得られた金額を年間賃料

として記載しています。なお、かかる計算にあたっては、同社がマスターリース契約を締結する不動産等については、同社が賃貸人となる

ことの同意を全てのエンドテナントより取得したものと仮定しています（（注２）及び（注４）において同様です。）。なお、住居につい

ては駐車場賃料を含まないものとし、商業施設については駐車場賃料等を含みます。但し、株式会社イトーヨーカ堂については、共益費年

間30,285千円及び従業員駐車場にかかる賃料年間18,000千円を除きます。

（注２）「年間賃料」及び「敷金・保証金」については、百万円未満を切り捨てています。なお、かかる金額は、平成21年９月末日現在の保有資産

にかかる賃貸借契約に基づきます。

（注３）ポートフォリオの年間賃料合計に対する各主要テナントの年間賃料の割合を記載しています。なお、小数点第二位を四捨五入しています。

（注４）平成21年９月末日現在の保有資産にかかる賃貸借契約に表示されている賃貸面積を記載しています。株式会社ジョイント・プロパティに

ついては、同社がマスターリース会社として賃貸人となっているエンドテナントとの間の賃貸借契約に表示された賃貸面積の合計を記載

しています。なお、賃貸面積に駐車場は含んでいません。

商業施設の駐車場賃貸面積（立体、屋上、平面駐車場合計）は以下のとおりです。

株式会社イトーヨーカ堂　31,965.78㎡（別途従業員駐車場300台）

（注５）ジェイフラッツ八王子みなみ野については平成22年３月22日、スペーシア銀座、スペーシア麻布十番Ⅱ、スペーシア恵比寿Ⅱ、スペーシア

恵比寿Ⅲ、スペーシア神田、スペーシア千駄ヶ谷、スペーシア北新宿、スペーシア目黒不動前、フィットエル駒形、スペーシア町田、スペーシ

ア川崎及び今池アイリス弐番館の12物件については平成27年７月31日、フィットエル亀戸については平成28年１月30日、スペーシア目黒

については平成28年１月31日、エルシエロ目黒本町については平成28年３月31日、スペーシア白楽については平成28年４月２日、スペーシ

ア塚本クラウンハイムについては平成28年８月31日、スペーシア五反田、スペーシア大井仙台坂及びフィットエル品川シーサイドについ

ては平成28年９月13日、フィットエル南麻布については平成28年10月22日、ラルテ城東については平成28年11月14日、ジェイフラッツ横浜

については平成29年２月27日、スペーシア川崎Ⅱについては平成29年３月27日、スペーシア麻布十番Ⅲについては平成29年５月10日、プレ

ジオ西中島については平成29年７月30日、フィットエル板橋本町及びフィットエル大泉学園については平成29年８月20日、ジェイフラッ

ツ三軒茶屋については平成30年12月14日となります。
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（注６）株式会社ジョイント・コーポレーションは、ジョイスクエア湯河原についてマスターリース会社である株式会社Ｊ・ＣＯＭＳより転貸を

受けています。なお、上記表中の他、株式会社ジョイント・コーポレーションは株式会社Ｊ・ＣＯＭＳとの間で平成20年７月31日に屋外広

告看板設置契約を締結しておりますが、当該契約は屋外広告看板設置のための一時使用契約であるため、ポートフォリオの合計には当該

契約にかかる屋外広告看板設置使用料は加味されておりません。なお、当該契約にかかる年間屋外広告看板設置使用料は1百万円、契約満

了日は平成22年７月31日となっております。

（注７）ポートフォリオの合計には、株式会社イトーヨーカ堂の共益費及び従業員駐車場にかかる賃料（前記（注１）をご参照ください。）は含

まれていません。

　

（参考情報）

　　　　　株式会社Ｊ・ＣＯＭＳは、本投資法人の資産運用会社である株式会社ジョイント・キャピタル・パートナーズの発行済株式総数の100％を保

有する株式会社ジョイント・コーポレーションが、株式会社Ｊ・ＣＯＭＳの発行済株式総数の100％を直接及び間接に保有していたこと

から、資産運用会社の投信法に定める利害関係人に該当し、かつ、本投資法人の利益相反対策にかかる自主ルールに定める利害関係者に該

当しておりましたが、株式会社ジョイント・コーポレーション及びその100％子会社である株式会社ジョイント・レジデンシャル不動産

が保有する株式会社Ｊ・ＣＯＭＳの発行済株式全てを平成21年４月30日付で利害関係者以外の第三者に譲渡したことにより、株式会社Ｊ

・ＣＯＭＳは資産運用会社の利害関係者に該当しないこととなっております。なお、株式会社Ｊ・ＣＯＭＳに対する賃貸状況（マスター

リース契約を含みます。）の概要は以下のとおりです。　

　

テナント名 業種 賃貸物件 契約満了日 契約更改の方法
年間賃料
（百万円）
（注１）

比率
（％）
（注１）

敷金・
保証金
（百万円）
（注１）

賃貸面積
（㎡）
（注１）

株式会社

Ｊ・ＣＯＭＳ

不動産

管理業

浜松プラザ
平成22年

２月28日

期間満了６ヶ月前

までに意思表示が

なされなければ１

年間自動更新

420 6.7 282 12,924.50

ｂ-town南青山
平成28年

４月30日

期間満了１ヶ月前ま

でに意思表示がなさ

れなければ１年間自

動更新

ｂ-toss池袋
平成22年

２月28日

期間満了１ヶ月前

までに意思表示が

なされなければ１

年間自動更新

ジョイスクエア湯河原

(注２）

平成28年

10月22日

期間満了１ヶ月前

までに意思表示が

なされなければ１

年間自動更新

ベルプラザショッピング

センター

平成29年

12月２日

期間満了１ヶ月前

までに意思表示が

なされなければ１

年間自動更新

（注１）「年間賃料」、「比率」、「敷金・保証金」及び「賃貸面積」の欄は、上記「Ｂ.主要なテナントの概要」の表中の記載内容と同様の基準

で記載しています。

（注２）ジョイスクエア湯河原は、株式会社J・ＣＯＭＳがマスターリース会社として資産運用会社の利害関係人である株式会社ジョイント・

　　　　コーポレーションに転貸している部分があり、「年間賃料」、「比率」、「敷金・保証金」及び「賃貸面積」には株式会社ジョイント・コーポ

レーションに転貸している部分も含まれています。当該転貸部分の概要は上記「Ｂ.主要なテナントの概要」表中に記載のとおりです。
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　　　　Ｃ．上位10テナント

平成21年９月末日（第８期末）現在において保有する資産について、主要テナントを含む賃貸面積ベースの

上位10社は、以下の表のとおりです。

テナント名 賃貸物件 契約満了日
賃貸面積
（㎡）
（注１）

比率（％）
（注２）

１.株式会社 

 　ジョイント・プロパティ

スペーシアシリーズ、フィットエ

ルシリーズ、エルシエロ目黒本

町、今池アイリス弐番館、ジェイ

フラッツ横浜、ラルテ城東、ジェ

イフラッツ八王子みなみ野、プレ

ジオ西中島及びジェイフラッツ

三軒茶屋

（注３） 57,909.42 22.8

２.株式会社イトーヨーカ堂 浜松プラザ 平成32年11月29日33,468.54 13.2

３.コーナン商事株式会社 りんくう羽倉崎プラザ(注４) 平成26年１月28日 27,815.58 11.0

４.株式会社

　 長谷工ライブネット

　

アクトヒルズ八千代 平成22年１月31日

21,062.56 8.3

S-RESIDENCE京橋 平成28年３月31日

ジェイフラッツ板橋区役所前 平成29年10月31日

ジェイフラッツ武蔵小山 平成29年11月29日

ジェイフラッツ千駄木 平成30年２月５日

ジェイフラッツ四条西洞院、

ジェイフラッツ上呉服　
平成30年４月24日

ジェイフラッツ東品川 平成30年６月29日

５.大和リース株式会社 浜松プラザ(注４) 平成36年11月18日17,594.12 6.9

６.株式会社コジマ
コジマNEW上福岡店 平成24年３月８日

16,757.59 6.6
りんくう羽倉崎プラザ(注４) 平成34年７月４日

７.株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ

浜松プラザ、b-town南青山、

b-toss池袋、ジョイスクエア湯

河原、ベルプラザショッピング

センター

（注５） 12,924.50 5.1

８.イオン株式会社 りんくう羽倉崎プラザ(注４) 平成36年５月５日 12,116.51 4.8

９.株式会社三好不動産

ジェイフラッツ天神東Ⅰ、

ジェイフラッツ天神東Ⅱ
平成29年９月30日

11,775.92 4.6

ジェイフラッツ博多東 平成30年３月25日

10.株式会社ニトリ(注６)浜松プラザ 平成24年４月17日 7,016.91 2.8

上位10テナントの合計 218,441.6586.0

ポートフォリオの合計 253,973.34100.0

（注１）平成21年９月末日現在の保有資産にかかる賃貸借契約に表示されている賃貸面積を記載しています。株式会社

ジョイント・プロパティ、株式会社長谷工ライブネット及び株式会社三好不動産については、同社がマスター

リース会社として賃貸人となっているエンドテナントとの間の賃貸借契約に表示された賃貸面積の合計を記載

しています。なお、賃貸面積に駐車場は含んでいません。

（注２）ポートフォリオの賃貸面積合計に対する各上位10テナントの賃貸面積の割合については、小数点第二位を四捨五

入しています。

（注３）上記「Ｂ.主要なテナントの概要」の（注５）をご参照ください。

（注４）貸地であり、建物はテナント所有となっています。

（注５）上記「Ｂ.主要なテナントの概要」の(参考情報)をご参照ください。

（注６）平成22年５月末に退店する旨の解約通知書を受領しています。
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（ホ）ポートフォリオ分散の概要

　平成21年９月末日（第８期末）現在の取得済資産のクラス別、用途別、地域別及び築年数別のポートフォリ

オ分散状況の概要は、以下のとおりです。なお、取得価格については、百万円未満を切り捨てており、また、投

資比率については、小数点第二位を四捨五入しています。従って、下記に記載の各投資比率の合計が100％と

ならない場合があります。また、築年数については、平成21年９月末日現在における築年数を基準としていま

す。

 

Ａ．クラス別分散状況

コア／バランス 取得価格（百万円） 投資比率（％）

コア・アセット 99,920 100.0

バランス・アセット － －

合計 99,920 100.0

 

Ｂ．用途別分散状況

用途 取得価格（百万円） 投資比率（％）

住居 70,862 70.9

商業施設 29,058 29.1

オフィスビル等 － －

合計 99,920 100.0

 

Ｃ．地域別分散状況

地域 取得価格（百万円） 投資比率（％）

東京都心・城南地区 37,585 37.6

東京・周辺都市部 26,381 26.4

地方主要都市部 35,954 36.0

合計 99,920 100.0

（注）住居のみでは、東京都心・城南地区、東京・周辺都市部及び地方主要都市部に所在する物件への投資比率は、それぞれ

49.4％、30.0％及び20.5％となっています。

 

Ｄ．築年数別分散状況

築年数 取得価格（百万円） 投資比率（％）

１年未満 － －

１年以上５年未満 62,302 65.4

５年以上10年未満 25,496 26.8

10年以上 7,425 7.8

（注）築年数別分散状況については、貸地であるりんくう羽倉崎プラザは含まれていません。

 

Ｅ．用途別平均築年数

用途 平均築年数（注）

住居 3.6年

商業施設 10.0年

オフィスビル等 －年

（注）平均築年数は取得価格に基づき算出される投資比率で加重平均して算出し、小数点第二位以下を切り捨てています。な

お、平均築年数の算出にあたり、貸地であるりんくう羽倉崎プラザは含まれていません。
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（ヘ）個別信託不動産の概要

　平成21年９月末日（第８期末）現在の保有資産である信託受益権にかかる信託不動産の個別の概要は、以

下のとおりです。

Ａ．「特定資産（信託受益権）の概要」欄に関する説明

（ⅰ）「所在地（地番）」欄には、登記簿（登記記録を含みます。以下同じです。）上表示されている地番を

記載しています。

（ⅱ）「所有形態」欄には、信託不動産に関して不動産信託の受託者が保有する権利の種類を記載していま

す。

（ⅲ）「用途地域」欄には、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる用途地域の種類を記載しています。

（ⅳ）土地の「面積」欄には、登記簿上表示されている地積を記載しています。

（ⅴ）「容積率」欄には、建築基準法（昭和25年法律第201号、その後の改正を含みます。以下「建築基準

法」といいます。）第52条に定める、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に

応じて都市計画で定められる数値を記載しています。

（ⅵ）「建蔽率」欄には、建築基準法第53条に定める、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合であって、

用途地域等に応じて都市計画で定められる数値を記載しています。

（ⅶ）建物の「用途」欄には、登記簿上表示されている種類のうち、主要なものを記載しています。

（ⅷ）建物の「延床面積」欄には、登記簿上表示されている床面積の合計を記載しています。

（ⅸ）建物の「構造・階数」欄には、登記簿上表示されている構造を記載しています。なお、「構造・階数」

欄に記載の略称は、それぞれ以下を表します。

ＲＣ：鉄筋コンクリート造、ＳＲＣ：鉄骨鉄筋コンクリート造、Ｓ：鉄骨造、Ｆ：階、Ｂ：地下

（ⅹ）建物の「建築時期」欄には、登記簿上表示されている当初新築時点を記載しています。

（ⅹⅰ）「取得価格」は、百万円未満の金額を切り捨てて記載しています。

（ⅹⅱ）「前所有者」欄には、保有資産である信託受益権の売主を記載しています。

（ⅹⅲ）「前々所有者」欄には、保有資産である信託受益権の売主の前所有者を記載しています。

（ⅹⅳ）「前所有者」欄及び「前々所有者」欄に記載の以下の会社は、いずれも利害関係人等である株式会社

ジョイント・コーポレーション、株式会社エルカクエイ（現　株式会社ジョイント・レジデンシャル不

動産）又は株式会社ジョイント・アセットマネジメントが資産の運用の委託を受けている、又は出資、

匿名組合出資若しくは貸付を行っている若しくは行っていた特別目的会社です。

有限会社セジテリアス・プロパティー

有限会社アリエル・キャピタル・パートナーズ

有限会社エウロパ・キャピタル・パートナーズ

有限会社アース・キャピタル・パートナーズ

有限会社ウラヌス・キャピタル・パートナーズ

有限会社フラックステン・キャピタル・パートナーズ

（ⅹⅴ）「信託受託者」欄には、本投資法人が取得した信託受益権にかかる平成21年９月末日現在の信託受託

者を記載しています。

（ⅹⅵ）「ＰＭ会社」欄には、平成21年９月末日現在において、各信託不動産についてプロパティ・マネジメ

ント業務を委託しているプロパティ・マネジメント会社を記載しています。

（ⅹⅶ）「賃借人」欄には、本投資法人又は信託受託者との間で直接の賃貸借関係にあるテナント（マスター

リース会社を含みます。）を記載しています。

（ⅹⅷ）「賃貸方式」欄には、賃借人が本投資法人又は信託受託者との間で締結している賃貸借スキーム（直

接賃貸する方式、転貸人に賃貸する方式等）を記載しています。なお、本書において「マスターリース契

約・賃料保証型」とは、マスターリース会社が固定賃料を支払うこととされているマスターリース契約

をいい、「マスターリース契約・パススルー型」とは、マスターリース会社が、エンドテナント等マス

ターリース会社から物件を賃借する者から受領する賃料と同額の賃料を支払うこととされているマス

ターリース契約をいいます。

 

Ｂ．「特記事項」欄に関する説明

　「特記事項」欄の記載については、以下の事項を含む、保有資産の権利関係や利用等に関連して重要と考え

られる事項の他、保有資産の評価額、収益性、処分性への影響度を考慮して重要と考えられる事項を記載して

います。

（ⅰ）法令諸規則上の制限又は規制の主なもの

（ⅱ）権利関係等にかかる負担又は制限の主なもの
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（ⅲ）信託不動産と隣接地との境界を越えた構築物等がある場合や境界確認等に問題がある場合の主なも

のとその協定等

（ⅳ）共有者又は区分所有者との間でなされた合意事項又は協定等の主なもの

 

Ｃ．「地域・物件特性」欄に関する説明

（ⅰ）「地域・物件特性」欄の記載は、原則として各信託不動産にかかる鑑定機関の鑑定評価書又は調査報

告書における記載を抜粋、要約又は参照して作成しています。

（ⅱ）駅からの徒歩による所要時間は、「不動産の表示に関する公正競争規約」（平成17年公正取引委員会

告示第23号）及び同規約施行規則に基づき、道路距離80メートルにつき１分間を要するものとして算出

した数値を記載しています。
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［住居－１］物件名称：スペーシア銀座

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都中央区銀座三丁目11番19号

（地番）東京都中央区銀座三丁目201番５

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 商業地域 用途 共同住宅、店舗

面積（㎡） 636.36 延床面積（㎡） 7,836.57

容積率

（用途地域指定）
800％ 構造・階数 ＳＲＣ、16Ｆ／Ｂ１Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
80％ 建築時期 平成17年２月７日

取得価格（百万円） 5,290   

前所有者
株式会社ジョイント・

コーポレーション
前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地については、中央区の「街並み誘導型地区計画」「用途別容積型地区計画」の適用区域に

該当するため、当該地区計画による容積率緩和（1,000％）を受け、信託不動産にかかる建物は、かかる容積率に準拠

して建築されています。その後、平成15年７月に地区計画の内容が変更され、容積率の緩和条件が厳しくなったため、

現在においては既存不適格建築物の状態となっています。また、建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐

火建築物による緩和により100％となっています。

地域・物件特性

東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座」駅徒歩３分、東京メトロ銀座線・丸ノ内線「銀座」駅徒歩５分に位置し、

主に中高層の店舗兼事務所の他、マンション等が建ち並ぶ商住混在地域に立地しています。周辺には松屋や三越、松坂屋

などの百貨店や、歌舞伎座や有楽町マリオンなど芸術文化スポットが点在しています。都心接近性や交通利便性を有す

るため、都心通勤者である若年単身者等を中心とした需要者層が見込まれる他、都心や臨海部立地の企業による法人契

約等も期待できるため、幅広い需要が見込まれます。
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［住居－３］物件名称：スぺーシア麻布十番Ⅱ

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都港区六本木五丁目13番12号

（地番）東京都港区六本木五丁目362番11　他９筆

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域
近隣商業地域、

第二種中高層住居専用地域
用途 共同住宅、店舗

面積（㎡） 677.45 延床面積（㎡） 2,317.87

容積率

（用途地域指定）

近隣商業地域：400％

第二種中高層住居専用地域

：300％

構造・階数
ＳＲＣ・ＲＣ、

15Ｆ／Ｂ１Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）

近隣商業地域：80％

第二種中高層住居専用地域

：60％

建築時期 平成16年１月16日

取得価格（百万円） 1,730   

前所有者
有限会社セジテリアス・

プロパティー
前々所有者

株式会社ジョイント・

コーポレーション

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の建蔽率は、本来近隣商業地域については80％、第二種中高層住居専用地域については

60％ですが、防火地域内の耐火建築物による緩和及び角地による加算により、それぞれ100％、80％となっています。

２．信託不動産にかかる土地の容積率と建蔽率は、用途地域の違いにより異なりますが、その対象面積による加重平均

を算出すると、それぞれ362.29％、92.45％となります。

地域・物件特性

都営大江戸線・東京メトロ南北線「麻布十番」駅徒歩４分の、都道高輪麻布線沿いの高層の事務所・マンションが建ち

並ぶ路線商業地域に立地しています。当該地域は、「麻布」エリアと、「六本木」エリアの中間に位置し、都心接近性・

利便性を志向する若年単身者、外資系企業社員や外国人などに人気のある地域で、これらのテナントからの需要が見込

まれます。最寄り駅から徒歩５分圏内の交通利便性と、六本木ヒルズや芝公園等の商業施設及び公園にも近いことから、

生活利便性、自然環境が良好です。
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［住居－４］物件名称：スぺーシア恵比寿Ⅱ

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都渋谷区東四丁目13番１号

（地番）東京都渋谷区東四丁目16番１

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 第二種住居地域 用途 共同住宅

面積（㎡） 561.58 延床面積（㎡） 2,452.69

容積率

（用途地域指定）
400％ 構造・階数 ＲＣ、10Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
60％ 建築時期 平成15年６月13日

取得価格（百万円） 1,960   

前所有者
有限会社セジテリアス・

プロパティー
前々所有者

株式会社ジョイント・

コーポレーション

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来60％ですが、角地による加算（10％）及び第二種住居地域、防火地域内の

耐火建築物による緩和（10％）により80％となっています。

地域・物件特性

ＪＲ山手線・埼京線・東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅徒歩13分に位置し、中高層マンションの他に店舗、事務所など

が混在する地域に立地しています。「恵比寿」・「広尾」エリアは東京23区内の高級住宅地の一つで、当該地周辺には

著名な飲食店や物販店などが多いため生活利便性も高く、都心接近性・知名度を志向する単身者・都心通勤者・ＤＩＮ

ＫＳ等を中心とした需要が見込まれます。

 

［住居－５］物件名称：スペーシア恵比寿Ⅲ

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都渋谷区広尾一丁目13番４号

（地番）東京都渋谷区広尾一丁目17番３

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 商業地域 用途 共同住宅

面積（㎡） 169.00 延床面積（㎡） 871.90

容積率

（用途地域指定）
500％ 構造・階数 ＳＲＣ、10Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
80％ 建築時期 平成16年10月20日

取得価格（百万円） 700   

前所有者
有限会社アリエル・

キャピタル・パートナーズ
前々所有者

株式会社ジョイント・

コーポレーション

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により100％と

なっています。

地域・物件特性

ＪＲ山手線・埼京線・東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅徒歩５分の、明治通り沿いに立地しています。周囲はマンショ

ン・店舗・オフィスビルが連たんしており、明治通りと駒沢通りの交差点に近く、代官山・渋谷・広尾エリアへのアク

セスも良好です。「恵比寿」エリアは東京23区内の高級住宅地の一つであり、当該地周辺には著名な飲食店や物販店な

どが多いため、都心接近性・生活利便性を志向する、若年単身者・ＤＩＮＫＳ等による需要が見込まれます。
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［住居－６］物件名称：スペーシア神田

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都千代田区神田多町二丁目３番４号

（地番）東京都千代田区神田多町二丁目３番14　他３筆

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 商業地域 用途 共同住宅

面積（㎡） 307.69 延床面積（㎡） 2,028.19

容積率

（用途地域指定）
600％ 構造・階数 ＳＲＣ、12Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
80％ 建築時期 平成16年２月20日

取得価格（百万円） 1,360   

前所有者
有限会社セジテリアス・

プロパティー
前々所有者

株式会社ジョイント・

コーポレーション

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の容積率は本来600％ですが、千代田区の中神田中央地区地区計画による容積率緩和

（660％）を受け、信託不動産にかかる建物は、かかる容積率に準拠して建築されています。その後、平成16年８月の

地区計画変更により、容積率の緩和条件が厳しくなったため、現在においては既存不適格建築物の状態となってい

ます。また、建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により100％となっています。

地域・物件特性

ＪＲ山手線・中央線、東京メトロ銀座線「神田」駅徒歩３分に位置し、中高層の事務所ビル及び中高層マンションが建

ち並ぶ商住混在地域に立地しています。「丸の内」・「大手町」・「日本橋」エリアに近いため都心通勤者、若年単身

者に加え、周辺に大学、専門学校が多く点在するため学生にも人気の高いエリアです。付近には神田駅西口商店街があ

り、買い物等の生活利便性も良好です。

 

［住居－７］物件名称：スペーシア千駄ヶ谷

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都新宿区大京町30番11号

（地番）東京都新宿区大京町30番11

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 第一種住居地域 用途 共同住宅

面積（㎡） 340.49 延床面積（㎡） 844.13

容積率

（用途地域指定）
400％ 構造・階数 ＲＣ、９Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
60％ 建築時期 平成16年８月31日

取得価格（百万円） 576   

前所有者
有限会社アリエル・

キャピタル・パートナーズ
前々所有者

株式会社ジョイント・

コーポレーション

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来60％ですが、第一種住居地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により

70％となっています。

地域・物件特性

ＪＲ総武線「千駄ヶ谷」駅徒歩５分、都営大江戸線「国立競技場」駅徒歩４分、ＪＲ総武線「信濃町」駅徒歩６分に位

置し、中低層の事務所ビル・マンションが混在する地域に立地しています。交通利便性とともに、新宿・原宿・青山等、

商業集積度の高い地域からも近いことによる生活利便性、新宿御苑、明治神宮、神宮外苑等が近いことによる居住環境に

より、若年単身者・都心通勤者・ＤＩＮＫＳ等による需要が見込まれます。
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［住居－８］物件名称：スペーシア北新宿

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都新宿区北新宿一丁目28番17号

（地番）東京都新宿区北新宿一丁目932番１

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域
近隣商業地域、

第一種中高層住居専用地域
用途 共同住宅

面積（㎡） 504.41 延床面積（㎡） 2,204.07

容積率

（用途地域指定）

近隣商業地域：400％

第一種中高層住居専用地域

：300％

構造・階数 ＲＣ、10Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）

近隣商業地域：80％

第一種中高層住居専用地域

：60％

建築時期 平成16年８月６日

取得価格（百万円） 1,290   

前所有者
株式会社ジョイント・

コーポレーション
前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の容積率及び建蔽率は用途地域の違いにより異なりますが、その対象面積による加重平均

を算出すると、それぞれ395.02％、79.00％となります。

地域・物件特性

ＪＲ総武線「大久保」駅徒歩５分、山手線「新大久保」駅徒歩９分に位置し、中高層マンション、店舗、小規模ビル等の

混在する商業地域に立地しています。大久保通り及び小滝橋通り等の道路交通条件が整っている他、新宿駅まで一駅の

距離に位置する利便性を有しており、都心通勤者を中心とする、若年単身者向けの需要が見込まれます。

 

［住居－９］物件名称：スペーシア目黒不動前

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都品川区西五反田三丁目12番９号

（地番）東京都品川区西五反田三丁目613番８

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 商業地域 用途 共同住宅、店舗

面積（㎡） 217.38 延床面積（㎡） 1,044.37

容積率

（用途地域指定）
商業地域：500％ 構造・階数 ＲＣ、９Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
商業地域：80％ 建築時期 平成17年１月12日

取得価格（百万円） 766   

前所有者
株式会社ジョイント・

コーポレーション
前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

該当事項はありません。

地域・物件特性

東急目黒線「不動前」駅徒歩３分に位置し、中層マンション・店舗・事務所等が混在する地域に立地しています。東急

目黒線は都内主要エリア・横浜・川崎方面への交通アクセスに優れ、交通利便性を有しています。また、「不動前」駅は

都心接近性に優れており、駅周辺には、不動前駅通り商店街・大手スーパー等、生活利便施設が充実しています。都心接

近性・生活利便性も兼ね備えており、都心通勤者・若年単身者・ＤＩＮＫＳ等の需要が見込まれます。
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［住居－10］物件名称：フィットエル駒形

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都台東区駒形一丁目10番９号

（地番）東京都台東区駒形一丁目８番３　他１筆

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 商業地域 用途 共同住宅

面積（㎡） 663.54 延床面積（㎡） 3,406.10

容積率

（用途地域指定）
700％ 構造・階数 ＳＲＣ、13Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
80％ 建築時期 平成16年７月28日

取得価格（百万円） 1,870   

前所有者
有限会社エウロパ・

キャピタル・パートナーズ
前々所有者

株式会社エルカクエイ

（現　株式会社ジョイント・レ

ジデンシャル不動産）

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により100％と

なっています。

地域・物件特性

東京メトロ銀座線・都営浅草線「浅草」駅徒歩２分に位置し、店舗・事務所が建ち並ぶなか、マンション等も見られる地

域に立地しています。「浅草」エリアは観光客で賑わうエリアでもあり、浅草寺「雷門」をはじめ、「仲見世商店街」

「花やしき」などショッピングやアミューズメントも充実しています。また都心部への交通アクセスも良好なため、近年

では都心型マンション等の建築も見られます。単身者・ＤＩＮＫＳ等の需要が見込まれます。

 

［住居－11］物件名称：スペーシア町田

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都町田市原町田二丁目１番17号

（地番）東京都町田市原町田二丁目1272番６　他３筆

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 商業地域 用途 共同住宅

面積（㎡） 587.48 延床面積（㎡） 4,033.59

容積率

（用途地域指定）
600％ 構造・階数 ＳＲＣ、15Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
80％ 建築時期 平成16年２月23日

取得価格（百万円） 1,360   

前所有者
有限会社セジテリアス・

プロパティー
前々所有者

株式会社ジョイント・

コーポレーション

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により100％と

なっています。

地域・物件特性

ＪＲ横浜線「町田」駅徒歩７分、小田急線「町田」駅徒歩９分に位置し、中層のマンション等も多く見られる商住混在

地域に立地しています。新宿、横浜へ乗り換えなしでアクセスできる交通利便性と、駅前に百貨店等の大規模商業施設の

他、飲食店・小売店舗等が集積していることによる生活利便性により、都心通勤者・若年単身者・ＤＩＮＫＳ等の需要

が見込まれます。
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［住居－12］物件名称：スペーシア川崎

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）神奈川県川崎市川崎区小川町14番24号

（地番）神奈川県川崎市川崎区小川町14番24　他２筆

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 商業地域 用途 共同住宅

面積（㎡） 683.69 延床面積（㎡） 4,656.10

容積率

（用途地域指定）
800％ 構造・階数 ＲＣ、13Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
80％ 建築時期 平成16年７月15日

取得価格（百万円） 2,130   

前所有者
有限会社エウロパ・

キャピタル・パートナーズ
前々所有者

株式会社ジョイント・

コーポレーション

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の容積率は本来800％ですが、建築基準法に基づく前面道路の幅員による制限及び特定道

路にかかる緩和により593.10％となっています。また、建蔽率は商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和によ

り100％となっています。

地域・物件特性

ＪＲ東海道線・京浜東北線・南武線「川崎」駅徒歩５分、京浜急行線「京急川崎」駅徒歩６分に位置し、都心部及び横

浜エリアへの交通アクセスは良好です。駅前は商業施設が集積し、生活利便性にも優れるため、若年単身者等の需要が見

込まれます。

 

［住居－13］物件名称：今池アイリス弐番館

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）愛知県名古屋市千種区今池三丁目12番28号

（地番）愛知県名古屋市千種区今池三丁目1218番

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 商業地域 用途 居宅

面積（㎡） 360.54 延床面積（㎡） 1,375.76

容積率

（用途地域指定）
400％ 構造・階数 ＳＲＣ・ＲＣ、10Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
80％ 建築時期 平成３年10月15日

取得価格（百万円） 300   

前所有者
有限会社アリエル・

キャピタル・パートナーズ
前々所有者

有限会社プルート・キャピタ

ル・パートナーズ

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

該当事項はありません。

地域・物件特性

名古屋市営地下鉄東山線・桜通線「今池」駅徒歩４分に位置し、中低層のマンション・事務所等が混在する地域です。

最寄り駅の「今池」駅周辺は、交通アクセスが良好な他、スーパー、飲食店及び、日常生活用品を扱う店舗も多いため、生

活利便性に優れています。都心通勤者を中心とする若年単身者等の需要が見込まれます。
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［住居－14］物件名称：グラシア・フィス

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）神奈川県川崎市幸区古市場一丁目４番

（地番）神奈川県川崎市幸区古市場一丁目４番１

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域
第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域
用途 共同住宅

面積（㎡） 1,992.09 延床面積（㎡） 3,737.47

容積率

（用途地域指定）
200％ 構造・階数 ＲＣ、５Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
60％ 建築時期 平成11年３月５日

取得価格（百万円） 1,018   

前所有者 富士ライフ株式会社 前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社 －

賃借人 富士ライフ株式会社 賃貸方式 直接契約

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来60％ですが、角地による加算により70％となっています。

地域・物件特性

ＪＲ南武線「鹿島田」駅徒歩17分、ＪＲ横須賀線「新川崎」駅徒歩19分の多摩川沿いに立地するファミリー向け賃貸マ

ンションです。最寄駅からやや距離はあるものの、近くに小学校・商店街等があり生活利便性に優れ、また、道路を隔て

た多摩川河川敷には緑地やグラウンドがあるなど開放感があり、居住環境は良好です。住戸は全室南東向きのバルコ

ニーを配し日照に優れ、駐車場も全戸数分を確保しています。

 

［住居－15］物件名称：ジェイフラッツ横浜

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番１号

（地番）神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番１

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 商業地域 用途 共同住宅、店舗

面積（㎡） 611.41 延床面積（㎡） 3,076.45

容積率

（用途地域指定）
500％ 構造・階数 ＲＣ、11Ｆ／Ｂ１Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
80％ 建築時期 平成19年１月23日

取得価格（百万円） 2,090   

前所有者 ダイドー住販株式会社 前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により100％と

なっています。

地域・物件特性

ＪＲ「横浜」駅徒歩７分の、幹線道路である横浜駅泉町線沿いに位置する賃貸マンションです。近隣には、オフィスビ

ル、共同住宅、一般住宅等があり、幹線道路の背後は、共同住宅を中心とする住宅地域となっています。当該地域は、各種

商業施設が集積し各方面へのアクセスが良好なＪＲ横浜駅への接近性に優れ、高い生活利便性を享受し得ることから、

利便性を重視する単身者等を中心とした需要が見込まれます。
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［住居－16］物件名称：フィットエル亀戸

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都江東区亀戸六丁目57番11号

（地番）東京都江東区亀戸六丁目57番２　他１筆

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 商業地域 用途 共同住宅、店舗

面積（㎡） 438.43 延床面積（㎡） 2,899.67

容積率

（用途地域指定）
600％ 構造・階数 ＳＲＣ、11Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
80％ 建築時期 平成17年11月30日

取得価格（百万円） 1,650   

前所有者

株式会社エルカクエイ

（現　株式会社ジョイント・レ

ジデンシャル不動産）

前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により100％と

なっています。

地域・物件特性

ＪＲ総武線「亀戸」駅東口から徒歩１分の、京葉道路（国道14号）沿いに位置する賃貸マンションです。近隣は低層階

に小売・飲食店舗を有する共同住宅、事務所ビル等が建ち並ぶ地域です。当該地域はサンストリート亀戸など各種商業

施設が集積し、都心中心部へのアクセスが良好なことから、利便性を重視する単身者等を中心とした需要が見込まれま

す。

 

［住居－17］物件名称：スペーシア目黒

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都目黒区三田二丁目10番12号

（地番）東京都目黒区三田二丁目36番１

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 第一種中高層住居専用地域 用途 共同住宅

面積（㎡） 578.01 延床面積（㎡） 1,283.92

容積率

（用途地域指定）
200％ 構造・階数 ＲＣ、５Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
60％ 建築時期 平成17年11月28日

取得価格（百万円） 887   

前所有者
有限会社ウラヌス・

キャピタル・パートナーズ
前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の容積率は本来200％ですが、前面道路の幅員規制により196％となっています。

地域・物件特性

ＪＲ山手線「目黒」駅西口から北へ徒歩10分のところに位置する賃貸マンションです。ＪＲ目黒駅は平成12年９月に東

急目黒線・都営三田線・東京メトロ南北線が相互運転を開始したことにより、ターミナル駅としての性格を帯び、利便

性が大幅に向上しています。周辺地域は、４～５階建て程度の中高層共同住宅が建ち並び、一部に戸建住宅が点在する閑

静な住宅地です。目黒駅周辺の利便性の大幅な向上に伴い、都心へのアクセスを重視する単身者向けの住宅として堅調

な賃貸需要が見込まれます。
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［住居－18］物件名称：アクトヒルズ八千代

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）千葉県八千代市緑が丘一丁目２番８号

（地番）千葉県八千代市緑が丘一丁目２番36

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 商業地域 用途 共同住宅、事務所、店舗

面積（㎡） 1,289.14 延床面積（㎡） 5,420.53

容積率

（用途地域指定）
500％ 構造・階数 ＳＲＣ、13Ｆ／Ｂ１Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
80％ 建築時期 平成10年１月10日

取得価格（百万円） 1,348   

前所有者 個人 前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社

長谷工ライブネット

特記事項

該当事項はありません。

地域・物件特性

東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅北口から北へ徒歩３分のところに位置するファミリー向け賃貸マンションです。東葉

高速鉄道が、平成８年４月の開通以来、東京メトロ東西線と相互乗入をしたことにより、都心へのアクセスは良好です。

周辺は、中高層共同住宅が建ち並び、また、複数の大規模商業施設が立地するなど、新興住宅地として生活利便性が高く、

背後には戸建住宅が広がり、居住環境に恵まれた地域です。

 

［住居－19］物件名称：ジェイフラッツ巣鴨

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都豊島区巣鴨四丁目14番15号

（地番）東京都豊島区巣鴨四丁目７番１

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域
第一種中高層住居専用地域、

近隣商業地域
用途 共同住宅、店舗

面積（㎡） 965.70 延床面積（㎡） 2,785.83

容積率

(用途地域指定)

第一種中高層住居専用地域

:300％

近隣商業地域:400％

構造・階数 ＲＣ、８Ｆ／Ｂ１Ｆ

建蔽率

(用途地域指定)

第一種中高層住居専用地域

:60％

近隣商業地域:80％

建築時期 平成19年２月22日

取得価格（百万円） 1,510   

前所有者 セントラル総合開発株式会社 前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
三井不動産

住宅リース株式会社

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の容積率と建蔽率は、用途地域の違いにより異なりますが、その対象面積による加重平均

を算出すると、それぞれ325.86％、77.76％となります。

地域・物件特性

老年層や観光客を中心に全国的に有名な「巣鴨地蔵通商店街」に面した店舗付賃貸マンションです。ＪＲ山手線「巣

鴨」駅から徒歩12分、都電荒川線「庚申塚」駅から徒歩４分のところに位置し、「巣鴨」駅は都営三田線も接続してお

り、都心接近性は良好です。すべての住戸は日照・通風に優れた南東向きに配置されており、居住の快適性に優れ、日常

の買い物や通勤・通学の利便性に優れていることから、ファミリー向けに堅調な需要が見込まれます。また、商店街の中

心からやや離れているものの、店舗として一定の需要も期待できます。
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［住居－20］物件名称：S-RESIDENCE京橋

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）大阪府大阪市都島区東野田町二丁目７番10号

（地番）大阪府大阪市都島区東野田町二丁目７番２

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 商業地域 用途 共同住宅、店舗

面積（㎡） 799.68 延床面積（㎡） 5,995.82

容積率

(用途地域指定)
600％ 構造・階数 ＲＣ、15Ｆ

建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成18年３月２日

取得価格（百万円） 2,774   

前所有者 有限会社キャピタル・エッジ 前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社

長谷工ライブネット

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により100％と

なっています。

地域・物件特性

大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線「京橋」駅の北方に近接し、同駅から徒歩１分のところに位置しており、また、京阪本線

「京橋」駅から徒歩３分に位置する地上15階建の店舗付賃貸マンションです。大阪市都島区の南部を東西に走る国道１

号の南側背後地にあり、周辺は事務所ビルや中小飲食店舗・小売店舗等が建ち並び、一般住宅も混在する地域です。「京

橋」駅北側周辺では、住宅需要の都心回帰傾向等により、商業系用途から住居系用途への転用がみられ、マンション需要

が増加傾向にあり、梅田、淀屋橋、心斎橋へのアクセス利便性の高い地域であることから、単身者等を中心に堅調な需要

が見込まれます。

 

［住居－21］物件名称：エルシエロ目黒本町

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都目黒区目黒本町四丁目８番21号

（地番）東京都目黒区目黒本町四丁目170番22　他１筆

土地

所有形態 所有権

建物

所有形態 所有権

用途地域 第一種中高層住居専用地域 用途 共同住宅

面積（㎡） 865.22 延床面積（㎡） 1,975.84

容積率

（用途地域指定）
200％ 構造・階数 ＲＣ、３Ｆ／Ｂ１Ｆ

建蔽率

（用途地域指定）
60％ 建築時期 平成18年２月22日

取得価格（百万円） 1,220   

前所有者

株式会社ジョイント・ランド

（現　株式会社ジョイント・

レジデンシャル不動産）

前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来60％ですが、角地による加算により70％となっています。

地域・物件特性

東急目黒線「西小山」駅より徒歩11分に位置し、中小規模一般住宅が建ち並ぶ中に、中低層の共同住宅も見られる地域

に立地しています。目黒通り、26号線通り等の幹線道路からも距離があることから、車通りも少なく、閑静な住宅街を形

成しています。付近には林試の森公園、清水池公園等があり、また、「西小山」駅や「武蔵小山」駅前には旧来からの商

店街が見られる等、居住環境及び生活利便性は良好です。利便性及び住居の快適性を重視するシングル層、ＤＩＮＫＳ等

の少人数世帯の需要が見込まれます。
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［住居－22］物件名称：スペーシア白楽

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）神奈川県横浜市神奈川区六角橋一丁目18番19号

（地番）神奈川県横浜市神奈川区六角橋一丁目121番１

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 近隣商業地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 457.54建物 延床面積（㎡） 1,593.68

 
容積率

(用途地域指定)
300％ 構造・階数 ＲＣ、７Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成18年２月２日

取得価格（百万円） 844 

前所有者
株式会社ジョイント・

コーポレーション
前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、角地による加算により90％となっています。

地域・物件特性

東急東横線「白楽」駅徒歩４分に位置し、中低層の共同住宅、小売店舗等の建ち並ぶ商業地域に立地しています。近隣及

び周辺は「白楽」駅から続く商店街となっており、小売・飲食店舗等があり、生活利便性は良好です。東京都心部及び横

浜市中心部への通勤圏内にあり、交通利便性も良好であることから単身者等を中心に需要が見込まれます。

 

［住居－23］物件名称：ジェイフラッツ南堀江

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）大阪府大阪市西区南堀江二丁目12番10

（地番）大阪府大阪市西区南堀江二丁目12番１　他１筆

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 商業地域  用途 共同住宅、店舗

土地 面積（㎡） 475.06建物 延床面積（㎡） 1,994.14

 
容積率

(用途地域指定)
400％ 構造・階数 ＲＣ、11Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成19年２月19日

取得価格（百万円） 1,055 

前所有者 日本リアルネット株式会社 前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社

東急コミュニティー

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により100％と

なっています。

地域・物件特性

大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線「西大橋」駅より徒歩７分に位置する、地上11階建ての賃貸マンションです。近隣は事務

所、営業所、マンション等が建ち並ぶ商業地域で、近年は心斎橋エリアに近接する立地条件や人気ショップ出店の影響も

あって、注目度の高い地域になっています。また、駅や商業施設などへの接近性から生活利便性も高く、単身者等を中心に

堅調な需要が見込まれます。
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［住居－24］物件名称：スペーシア五反田

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都品川区西五反田七丁目７番２号

（地番）東京都品川区西五反田七丁目７番１、他２筆

 所有形態 所有権（共有）(注１)  所有形態 区分所有権

 用途地域 商業地域  用途 共同住宅、事務所

土地 面積（㎡）（注１） 593.32建物
延床面積（㎡）

（注２）
5,590.34

 
容積率

(用途地域指定)
800％／700％ 構造・階数 ＳＲＣ、14Ｆ/Ｂ１Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成18年３月２日

取得価格（百万円） 3,043 

前所有者
株式会社ジョイント・

コーポレーション
前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の容積率は北東側接面都道より30ｍ以内は800％、30ｍ超は700％となっており、その対象

面積による加重平均を算出すると792.89％となります。また、建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火

建築物による緩和により100％となっています。

２．当該資産にかかる土地に地中埋設物が存在しますが、土地建物の遵法性、安全性及び現状の使用収益に特段影響を

及ぼすものではありません。

地域・物件特性

ＪＲ山手線・都営浅草線・東急池上線「五反田」駅徒歩６分、東急目黒線「不動前」駅徒歩９分、東急池上線「大崎広小

路」駅徒歩４分に位置しています。当該地域は、山手通り沿いに、中高層の店舗付事務所ビル、共同住宅等が建ち並ぶ商業

地域です。３駅４路線の利用が可能となっているなど、交通利便性も良好です。また、「五反田」駅前は商業地となってお

り、生活利便性も良好なため、利便性及び居住の快適性を重視するシングル層、ＤＩＮＫＳ等の少人数世帯及びファミ

リー層を中心に需要が見込まれます。

(注１）敷地権（所有権の共有持分）の割合は426,933分の387,036ですが、面積は敷地全体の面積を記載しています。

(注２）建物全体の延床面積を記載しています。本投資法人の取得にかかる専有部分の延床面積は、3,637.18㎡です。

 

EDINET提出書類

ジョイント・リート投資法人(E14096)

有価証券報告書（内国投資証券）

118/192



［住居－25］物件名称：スペーシア大井仙台坂

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都品川区東大井五丁目９番10号

（地番）東京都品川区東大井五丁目500番７

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 商業地域  用途 共同住宅、店舗

土地 面積（㎡） 558.39建物 延床面積（㎡） 3,440.73

 
容積率

(用途地域指定)
600％／500％ 構造・階数 ＳＲＣ、15Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80% 建築時期 平成18年８月10日

取得価格（百万円） 2,440 

前所有者
株式会社ジョイント・

コーポレーション
前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の容積率は南東側接面都道及び南方都道より20ｍ以内は600％、20ｍ超は500％となってお

り、その対象面積による加重平均を算出すると582.89％となります。また、建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火

地域内の耐火建築物による緩和により100％となっています。

地域・物件特性

ＪＲ京浜東北線・東急大井町線・東京臨海高速鉄道りんかい線「大井町」駅徒歩４分に位置し、中高層店舗付共同住宅、

小売店舗等が建ち並ぶ地域に立地しています。最寄駅の「大井町」駅付近には商店街もあり、生活利便性は良好です。ま

た、主要ビジネス街への接近性も良好で、羽田空港まで約30分の距離にあることから、羽田空港へのアクセスを選好する

ビジネスマン等の需要も見込まれる立地となっています。利便性及び居住の快適性を重視するシングル層、ＤＩＮＫＳ等

の少人数世帯及びファミリー層を中心に需要が見込まれます。

 

［住居－26］物件名称：フィットエル品川シーサイド

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都品川区東品川三丁目25番20号　他

（地番）東京都品川区東品川三丁目100番１　他２筆

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 準工業地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 1,049.00建物 延床面積（㎡） 3,127.48

 
容積率

(用途地域指定)
300％ 構造・階数

壱番館、弐番館

　ＲＣ、７Ｆ

参番館　ＲＣ、９Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)

壱番館、弐番館　70％

参番館　60％
 建築時期 平成18年６月23日

取得価格（百万円） 2,200 

前所有者

株式会社エルカクエイ

（現　株式会社ジョイント・

レジデンシャル不動産）

前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

該当事項はありません。

地域・物件特性

京浜急行本線「青物横丁」駅徒歩６分、東京臨海高速鉄道「品川シーサイド」駅から徒歩７分に位置する賃貸マンショ

ンです。「青物横丁」駅周辺においては、日用品の販売等を行う店舗や飲食店が数多く、また再開発された品川シーサイ

ドフォレストに存するジャスコの食料品売場は深夜24時まで営業しており、生活利便性は良好です。都心への交通利便

性も高く、企業が集積している品川や川崎及び羽田空港に近いことから、職住近接を希望する個人需要だけでなく、社宅

として利用する法人需要が見込まれます。
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［住居－27］物件名称：フィットエル南麻布

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都港区南麻布一丁目10番８号

（地番）東京都港区南麻布一丁目２番40

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 準工業地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 487.27建物 延床面積（㎡） 1,479.61

 
容積率

(用途地域指定)
400％ 構造・階数 　ＲＣ、７Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
60％ 建築時期 平成18年８月23日

取得価格（百万円） 1,300 

前所有者

株式会社エルカクエイ

（現　株式会社ジョイント・

レジデンシャル不動産）

前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の容積率は本来400％ですが、建築基準法第52条第１項及び第２項により247.2％となって

います。

２. 信託不動産にかかる建蔽率は本来60％ですが、建築基準法第53条第３項の緩和措置により80％となっています。

地域・物件特性

東京メトロ南北線及び都営大江戸線「麻布十番」駅徒歩約８分、東京メトロ南北線及び都営三田線「白金高輪」駅徒歩

約12分に位置する賃貸マンションであり、都心接近性は良好です。「麻布十番」駅付近に商店街があり、物販・飲食店舗

が数多くあります。都心接近性、最寄駅や勤務地への接近性等の立地条件を重視する女性を含むビジネスマン等を中心

とした需要が見込まれます。

 

［住居－28］物件名称：ラルテ城東

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）大阪府大阪市城東区野江二丁目11番８号

（地番）大阪府大阪市城東区野江二丁目59番

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 第一種住居地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 740.49建物 延床面積（㎡） 2,232.26

 
容積率

(用途地域指定)
300％ 構造・階数 　ＲＣ、９Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成18年８月31日

取得価格（百万円） 1,075 

前所有者
株式会社ジョイント・

コーポレーション
前々所有者 信和建設株式会社

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

該当事項はありません。

地域・物件特性

大阪市営地下鉄谷町線「野江内代」駅及び京阪本線「野江」駅徒歩８分に位置し、中高層の共同住宅、一般住宅のほか

事業所等がみられる住宅地域に立地するやや広めのワンルームマンションです。大阪市都心部の梅田地区・淀屋橋地区

へ10分程度で結ばれ、都心接近性・利便性を志向する単身者等の需要が見込まれます。
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［住居－29］物件名称：スペーシア塚本クラウンハイム

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）大阪府大阪市淀川区塚本二丁目13番５号

（地番）大阪府大阪市淀川区塚本二丁目15番３

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 第一種住居地域、準住居地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 808.54建物 延床面積（㎡） 2,565.66

 
容積率

(用途地域指定)
300％ 構造・階数 　ＲＣ、11Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成18年８月10日

取得価格（百万円） 1,250 

前所有者
株式会社ジョイント・

コーポレーション
前々所有者 東昌建設株式会社

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

該当事項はありません。

地域・物件特性

ＪＲ東海道本線「塚本」駅徒歩５分に位置し、中高層の共同住宅（店舗付き含む）、一般住宅、事業所等が建ち並ぶ住宅

地域に立地する賃貸マンションです。普通のみの停車駅とはいえ、「大阪」駅まで１駅（約３分）であり、さらに京都・

神戸方面とのアクセスにも恵まれ、都心接近性・利便性は良好です。利便性の高いワンルームマンションであり、若年単

身者等の需要が見込まれます。

 

［住居－30］物件名称：スペーシア川崎Ⅱ

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）神奈川県川崎市川崎区小川町12番４号

（地番）神奈川県川崎市川崎区小川町12番４

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 商業地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 601.38建物 延床面積（㎡） 3,193.14

 
容積率

(用途地域指定)
500％ 構造・階数 　ＲＣ、14Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成19年２月27日

取得価格（百万円） 1,900 

前所有者
株式会社ジョイント・

コーポレーション
前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により100％と

なっています。

地域・物件特性

ＪＲ東海道本線・京浜東北線・南武線「川崎」駅徒歩８分、京浜急行「京急川崎」駅徒歩９分に位置し、飲食店舗や共

同住宅等が建ち並ぶ商住混在地域です。近隣地域の背後にはシネマコンプレックスやショップ、レストラン等の複合商

業施設「ラ チッタデッラ」があり、また、駅前地下街、デパート、スーパーにもほど近く、最寄駅への接近性、生活利便性

は良好です。最寄駅や勤務地への接近性等の立地条件を重視する女性を含むビジネスマン等を中心とした需要が見込ま

れます。
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［住居－31］物件名称：スペーシア麻布十番Ⅲ

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都港区麻布十番一丁目11番１号

（地番）東京都港区麻布十番一丁目11番８

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 商業地域  用途 共同住宅、店舗

土地 面積（㎡） 380.26建物 延床面積（㎡） 2,097.45

 
容積率

(用途地域指定)
500％ 構造・階数 ＲＣ、12Ｆ／Ｂ１Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成19年２月22日

取得価格（百万円） 2,700 

前所有者
株式会社ジョイント・

コーポレーション
前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により100％と

なっています。

地域・物件特性

都営大江戸線・東京メトロ南北線「麻布十番」駅徒歩１分に位置し、住宅と店舗が建ち並ぶ商住混在地域に立地してい

ます。麻布十番は住宅としても商業エリアとしても地域の名声が高く、商住両面において高い需要を有するエリアです。

当該物件は麻布十番大通りの背後に位置し、駅接近性に優れており、生活利便性は良好です。最寄駅への接近性等の立地

条件を重視するビジネスマン等を中心に需要が見込まれます。

 

［住居－33］物件名称：フィットエル板橋本町

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都板橋区大和町14番14号

（地番）東京都板橋区大和町14番27　他２筆

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 商業地域  用途 共同住宅、診療所

土地 面積（㎡） 220.85建物 延床面積（㎡） 1,446.78

 
容積率

(用途地域指定)
600％ 構造・階数 ＲＣ、12Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成19年２月27日

取得価格（百万円） 1,000 

前所有者

株式会社エルカクエイ

（現　株式会社ジョイント・

レジデンシャル不動産）

前々所有者 双日株式会社

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により100％と

なっています。

地域・物件特性

都営三田線「板橋本町」駅約10ｍに位置し、高層事務所ビルや共同住宅が建ち並ぶ商住混在地域に立地するワンルーム

タイプの賃貸マンションです。最寄り駅からの接近性が極めて良好であり、また、大和町交差点周辺にはコンビニエンス

ストア、飲食店、銀行等があり利便性が良好であることから、立地条件を重視する学生、ビジネスマン等の需要が見込ま

れます。
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［住居－34］物件名称：フィットエル大泉学園

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都練馬区東大泉二丁目12番15号

（地番）東京都練馬区東大泉二丁目979番16　他１筆

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 準工業地域、近隣商業地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 618.00建物 延床面積（㎡） 1,542.16

 
容積率

(用途地域指定)

準工業地域：200％

近隣商業地域：300％
 構造・階数 ＲＣ、６Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)

準工業地域：60％

近隣商業地域：80％
 建築時期 平成19年２月22日

取得価格（百万円） 871 

前所有者

株式会社エルカクエイ

（現　株式会社ジョイント・

レジデンシャル不動産）

前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の容積率と建蔽率は、用途地域の違いにより異なりますが、その対象面積による加重平均を

算出すると、それぞれ241.50％、82.45％となります。

２．本件土地の本書の日付現在における東側道路は幅員約5.8ｍの主要生活道路です。練馬区街づくり条例が施行され

たことにより、再建築する際には、セットバック（道路中心から３ｍ）が必要となります。

地域・物件特性

西武池袋線「大泉学園」駅徒歩13分に位置するワンルームタイプの賃貸マンションです。当該地域は、生活利便性及び

生活環境も良好で、練馬区の中でも住宅需要の高い地域であることから、戸建住宅や共同住宅が多く見受けられます。周

辺には、食料品や日用品が揃う「リヴィンオズ大泉店」や東映東京撮影所内の「オズシティ」があり、生活利便性も良

好です。立地条件を重視する学生、ビジネスマン等の需要が見込まれます。

 

［住居－35］物件名称：ジェイフラッツ天神東Ⅰ

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）福岡県福岡市博多区須崎町４番３

（地番）福岡県福岡市博多区須崎町53番

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 商業地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 239.18建物 延床面積（㎡） 1,158.70

 
容積率

(用途地域指定)
500％ 構造・階数 ＳＲＣ、15Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成19年１月31日

取得価格（百万円） 445 

前所有者
合同会社

エム・ティー・ファースト
前々所有者

株式会社コンダクト

地域再生グループ

信託受託者 住友信託銀行株式会社 ＰＭ会社 株式会社三好不動産

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の容積率は本来500％ですが、前面道路の幅員規制により477％となっています。また、建蔽

率は本来80％ですが、角地による加算により、90％となっています。

地域・物件特性

福岡市地下鉄空港線、箱崎線「中洲川端」駅徒歩５分の中高層の共同住宅、中小規模小売店舗、事務所等が建ち並ぶ商住

混在地域に立地する賃貸マンションです。駅前には商店街も見受けられ、福岡の商業・ビジネスの中心である「天神」

「博多」エリアや福岡空港へのアクセスも容易であるなど、交通利便性及び生活利便性は良好です。都心居住の利便性

を重視する単身者等を中心に需要が見込まれます。
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［住居－36］物件名称：ジェイフラッツ天神東Ⅱ

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）福岡県福岡市博多区須崎町６番12

（地番）福岡県福岡市博多区須崎町109番１

所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 商業地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 514.89建物 延床面積（㎡） 2,108.69

 
容積率

(用途地域指定)
400％ 構造・階数 ＳＲＣ、13Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成19年５月23日

取得価格（百万円） 840 

前所有者
合同会社

エム・ティー・ファースト
前々所有者 株式会社えん

信託受託者 住友信託銀行株式会社 ＰＭ会社 株式会社三好不動産

特記事項

該当事項はありません。

地域・物件特性

福岡市地下鉄空港線、箱崎線「中洲川端」駅徒歩７分の中高層の共同住宅、中小規模小売店舗、事務所等が建ち並ぶ商住

混在地域に立地する賃貸マンションです。駅前には商店街も見受けられ、福岡の商業・ビジネスの中心である「天神」

「博多」エリアや福岡空港へのアクセスも容易であるなど、交通利便性及び生活利便性は良好です。都心居住の利便性

を重視する単身者等を中心に需要が見込まれます。

 

［住居－37］物件名称：ジェイフラッツ四条西洞院

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）京都府京都市下京区西洞院通四条下る妙伝寺町697番

（地番）京都府京都市下京区西洞院通四条下る妙伝寺町697番

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 商業地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 400.59建物 延床面積（㎡） 3,374.74

 
容積率

(用途地域指定)
700％ 構造・階数 ＲＣ、12Ｆ／Ｂ１Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成20年４月８日

取得価格（百万円） 1,420 

前所有者 倶蘭堂ビル株式会社 前々所有者 －

信託受託者 住友信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社長谷工ライブ

ネット

特記事項

１．平成19年９月１日より施行された京都市の新たな景観政策に関する条例等により、本件土地上の建物の高さは31ｍ

までに制限されています（本件建物の高さは36ｍであり、将来、建物を建て替える場合には、同等の高さの建物が建

設できない可能性があります）。また、本件建物の意匠については、同条例等に定めるデザイン基準により、将来同

様の建物を再建築できないおそれがあります。

地域・物件特性

京都市営地下鉄烏丸線「四条」駅徒歩５分に位置し、中高層共同住宅、ビジネスホテル等が混在する地域に立地する単

身者向けの賃貸マンションです。周辺には、スーパーや総合病院等の生活利便施設も揃っており、市中心部にありながら

生活環境面での優位性も認められることから、勤務地への接近性を重視する単身者等の需要が見込まれます。
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［住居－39］物件名称：ジェイフラッツ東品川

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都品川区東品川一丁目10番１号

（地番）東京都品川区東品川一丁目51番１

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 準工業地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 1,028.92建物 延床面積（㎡） 3,338.12

 
容積率

(用途地域指定)
300％ 構造・階数 ＲＣ、８Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
60％ 建築時期 平成20年５月23日

取得価格（百万円） 2,610 

前所有者 小田急不動産株式会社 前々所有者 －

信託受託者 住友信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社長谷工ライブ

ネット

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来60％ですが、角地による加算により70％となっています。

地域・物件特性

京浜急行本線「北品川」駅徒歩７分、りんかい線・東京モノレール「天王洲アイル」駅よりそれぞれ徒歩10分、11分に

位置し、新幹線の利用が可能な「品川」駅や羽田空港へのアクセスも良好であるなど交通利便性に優れています。近隣

は、中高層マンションの中に倉庫、事業所等が介在する住宅地域であり、幹線道路から一筋入った比較的閑静な環境で

す。生活環境も概ね良好であることから、主として都心への交通利便性を重視する単身者又は少人数世帯の需要が見込

まれます。

 

［住居－40］物件名称：ジェイフラッツ八王子みなみ野

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都八王子市西片倉三丁目２番８号

（地番）東京都八王子市西片倉三丁目２番６　他４筆

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 第一種住居地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 1,134.50建物 延床面積（㎡） 2,243.06

 
容積率

(用途地域指定)
200％ 構造・階数 ＲＣ、５Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
60％ 建築時期 平成19年３月６日

取得価格（百万円） 1,000 

前所有者
株式会社ジョイント・

コーポレーション
前々所有者 株式会社イーカム

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１.　信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来60％ですが、角地による加算により70％となっています。

地域・物件特性

ＪＲ横浜線「八王子みなみ野」駅から徒歩７分に位置し、中低層の共同住宅、店舗等の建ち並ぶ住宅地域に立地してい

ます。「八王子みなみ野」駅周辺は、独立行政法人都市再生機構の開発する「八王子みなみ野シティ」が広がっており、

戸建住宅、共同住宅、商業施設が整然と配置され、計画的な街づくりが進められています。街づくりの進行に伴って、商業

施設及び中低層の共同住宅、戸建分譲住宅等の供給が進行しており、単身社会人向けの広めのワンルームマンションの

供給も増えてきています。駅周辺の商業施設は充実しており、近隣の居住環境も良好であることから、共同住宅の需要が

見込まれる地域です。
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［住居－41］物件名称：プレジオ西中島

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）大阪府大阪市東淀川区東中島二丁目８番21

（地番）大阪府大阪市東淀川区東中島二丁目８番10　他６筆

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 商業地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 969.02建物 延床面積（㎡） 3,947.24

 
容積率

(用途地域指定)
400％ 構造・階数 ＲＣ、14Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成19年４月18日

取得価格（百万円） 2,250 

前所有者
株式会社ジョイント・

コーポレーション
前々所有者 株式会社ベイシス

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

該当事項はありません。

地域・物件特性

大阪市営地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅及び阪急電鉄京都線「南方」駅徒歩９分に位置し、戸建住宅、中高層の共同

住宅、駐車場等が混在する地域に立地する単身者向けの賃貸マンションです。交通機関の分岐点としての機能を持つＪ

Ｒ・大阪市営地下鉄御堂筋線「新大阪」駅にも接近性が優れ、交通利便性が良好であることから、マンション等の高層

共同住宅を主とした住宅地域としての性格が強まっている地域です。幹線道路の背後に位置しておりますが、幹線道路

沿いの高層マンションによって当該道路からの騒音はある程度遮断されており、住環境の点においても優れ、今後とも

十分な競争力を維持すると予想されます。

 

［住居－42］物件名称：ジェイフラッツ板橋区役所前

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都板橋区板橋二丁目46番11号

（地番）東京都板橋区板橋二丁目46番16

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 商業地域、第二種住居地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 731.71建物 延床面積（㎡） 4,322.19

 
容積率

(用途地域指定)

商業地域：600％

第二種住居地域：300％
 構造・階数 ＲＣ、14Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)

商業地域：80％

第二種住居地域：60％
 建築時期 平成19年４月22日

取得価格（百万円） 2,700 

前所有者 株式会社グランメール 前々所有者 株式会社松下産業

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社長谷工

ライブネット

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の建蔽率（商業地域）は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和に

より100％となっています。また、容積率と建蔽率は、用途地域の違いにより異なりますが、その対象面積による加重

平均を算出すると、それぞれ566.49％、95.53％となります。

地域・物件特性

都営三田線「板橋区役所前」駅徒歩５分に位置し、共同住宅及び低層店舗兼住宅等が建ち並ぶ商住混在地域に立地して

います。最寄駅である「板橋区役所前」駅は「大手町」駅まで直通であり、また、近隣には「板橋区役所」や「板橋郵便

局」、多数の商店が建ち並ぶ「不動通り商店街」が存し、生活利便性に優れています。立地条件を重視するビジネスマン

等の需要が見込まれます。
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［住居－43］物件名称：ジェイフラッツ武蔵小山

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都品川区荏原三丁目１番７号

（地番）東京都品川区荏原三丁目193番３

 所有形態 所有権（共有）（注１）  所有形態 区分所有権

 用途地域 第一種住居地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡）（注１） 512.62建物
延床面積（㎡）

（注２）
1,616.87

 
容積率

(用途地域指定)
300％ 構造・階数 ＲＣ、７Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
70％ 建築時期 平成19年11月５日

取得価格（百万円） 1,012 

前所有者 株式会社フィンチ 前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社長谷工

ライブネット

特記事項

該当事項はありません。

地域・物件特性

東急目黒線「武蔵小山」駅徒歩６分に位置し、マンションや店舗付共同住宅、戸建住宅等が混在する商住混在地域に立地

している賃貸マンションです。また、駅を中心に商店街が形成されており、住環境は概ね良好です。最寄駅からの接近性も

比較的良好で都心への接近性も概ね良好であることから、立地条件を重視するビジネスマン等の需要が見込まれます。

（注１）敷地権（所有権の共有持分）の割合は127,609分の117,678ですが、面積は敷地全体の面積を記載しています。

（注２）建物全体の延床面積を記載しています。本投資法人の取得にかかる専有部分の延床面積は、1,148.58㎡です。

 

［住居－44］物件名称：ジェイフラッツ千駄木

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都文京区千駄木三丁目49番１

（地番）東京都文京区千駄木三丁目238番16

 所有形態 所有権（共有）（注１）  所有形態 区分所有権

 用途地域 商業地域  用途 共同住宅、店舗

土地 面積（㎡）（注１） 250.44建物
延床面積（㎡）

（注２）
1,239.10

 
容積率

(用途地域指定)
500％ 構造・階数 ＲＣ・Ｓ、15Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成20年１月９日

取得価格（百万円） 757 

前所有者 株式会社フィンチ 前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社長谷工

ライブネット

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により100％と

なっています。

地域・物件特性

東京メトロ千代田線「千駄木」駅、ＪＲ山手線「西日暮里」駅徒歩６分に位置し、高層共同住宅のほか低層店舗兼住宅が

混在する地域に立地する単身者向けの賃貸マンションです。複数駅、複数路線を利用でき、東京駅や大手町等のビジネス

街への接近性が概ね良好であることから、立地条件を重視するビジネスマン等の需要が見込まれます。

（注１）敷地権（所有権の共有持分）の割合は103,842分の89,730ですが、面積は敷地全体の面積を記載しています。

（注２）建物全体の延床面積を記載しています。本投資法人の取得にかかる専有部分の延床面積は、867.27㎡です。
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 ［住居－45］物件名称：ジェイフラッツ四谷坂町

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都新宿区坂町15番

（地番）東京都新宿区坂町15番１　他１筆

 所有形態 所有権（共有）（注１）  所有形態 区分所有権

 用途地域
第一種住居地域、

第一種中高層住居専用地域
 用途 共同住宅、店舗

土地 面積（㎡）（注１） 905.08建物
延床面積（㎡）

（注２）
3,675.01

 
容積率

(用途地域指定)

第一種住居地域：400％・

300％

第一種中高層住居専用地域：

300％ 

 構造・階数 ＲＣ、７Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)

第一種住居地域：60％

第一種中高層住居専用地

域：60％

 建築時期 平成20年３月29日

取得価格（百万円） 2,300 

前所有者
株式会社アドミラル

コーポレーション
前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
三井不動産住宅リース

株式会社

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の容積率は西側区道（津の守坂通り）より20ｍ以内は400％（第一種住居地域）、20ｍ超は

300％（第一種中高層住居専用地域）となっています。また、北側区道より20ｍ以内は300％（第一種住居地域）、20

ｍ超は300％（第一種中高層住居専用地域）となっており、その対象面積による加重平均を算出すると367.8％とな

ります。なお、建蔽率は建築基準法第53条第３項の緩和措置によりいずれの地域についても80％となっています。

地域・物件特性

都営新宿線「曙橋」駅徒歩３分、東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅徒歩８分に位置し、中高層の共同住宅、店舗兼共

同住宅等が建ち並ぶ商住混在地域に立地する単身者及びＤＩＮＫＳ向けの賃貸マンションです。背後は中高層の共同住

宅を中心とした住宅地域が広がっており、都心に近い住商混合地域としては繁華性が特別高いわけでもなく、住環境とし

ては概ね良好です。立地条件を重視するビジネスマン等の需要が見込まれます。

（注１）敷地権（所有権の共有持分）の割合は329,739分の245,317ですが、面積は敷地全体の面積を記載しています。

（注２）建物全体の面積を記載しています。本投資法人の取得にかかる専有部分の延床面積は、2,253.07㎡です。
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［住居－46］物件名称：ジェイフラッツ博多東

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）福岡県福岡市博多区吉塚七丁目２番80

（地番）福岡県福岡市博多区吉塚七丁目91番１　他７筆

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 準工業地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 4,590.91建物 延床面積（㎡） 9,465.09

 
容積率

(用途地域指定)
200％ 構造・階数 ＲＣ、９Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
60％ 建築時期 平成19年11月21日

取得価格（百万円） 2,250 

前所有者
合同会社

エム・ティー・ファースト
前々所有者 －

信託受託者 住友信託銀行株式会社 ＰＭ会社 株式会社三好不動産

特記事項

該当事項はありません。

地域・物件特性

ＪＲ鹿児島本線・篠栗線「吉塚」駅10分に位置し、共同住宅、事業所、倉庫、店舗等が混在する地域に立地する間取り１Ｌ

ＤＫから３ＬＤＫのマンションです。博多駅等へのアクセスも良好であり、駅周辺には官公庁、病院等の公共施設が多く

存し、また、本物件の存する吉塚７丁目は、ファミリー層に比較的人気の高い学校区に属しています。

 

［住居－47］物件名称：ジェイフラッツ上呉服

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）福岡県福岡市博多区上呉服町13番３

（地番）福岡県福岡市博多区上呉服町468番　他５筆

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 商業地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 593.55建物 延床面積（㎡） 2,523.71

 
容積率

(用途地域指定)
400％ 構造・階数 ＲＣ、14Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成20年３月14日

取得価格（百万円） 900 

前所有者
オフィスネットワーク

株式会社
前々所有者 －

信託受託者 住友信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社長谷工ライブ

ネット

特記事項

該当事項はありません。

地域・物件特性

当該地域は、旧来から戸建住宅が集積する地域であり、天神地区及び博多駅前地区の商業集積・ビジネスゾーンを至近に

臨むため、その都心接近性、交通利便性から近年では共同住宅が頻繁に開発されている地域です。本物件は、福岡市地下鉄

箱崎線「呉服町」駅徒歩５分と交通至便な立地に位置し、戸建住宅、共同住宅が建ち並ぶ地域に存する賃貸マンション

で、前面道路による容積制限を受けないため眺望等による高い住居環境が期待できます。
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［住居－48］物件名称：ジェイフラッツ三軒茶屋

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都世田谷区三軒茶屋二丁目16番９

（地番）東京都世田谷区三軒茶屋二丁目174番17

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 商業地域  用途 共同住宅

土地 面積（㎡） 153.83建物 延床面積（㎡） 954.94

 
容積率

(用途地域指定)
600％ 構造・階数 ＲＣ、13Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成20年１月22日

取得価格（百万円） 871 

前所有者 株式会社星和ホームズ 前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社ジョイント・

プロパティ

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により100％と

なっています。

地域・物件特性

東急田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩４分に位置し、店舗・事務所ビル、マンションが存する駅前の住・商混在地域に立地

しています。最寄駅までの交通接近条件に優れていることから、比較的良好な住環境が形成されています。最寄駅周辺に

は、多くの飲食店・生活用品店等が存し、居住の利便性に優れた人気の高いエリアです。都心への接近性に優れているこ

とから、都心部へ通勤する単身者又は周辺の大学へ通学する学生等を中心に需要が見込まれます。
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［商業－１］物件名称：浜松プラザ

特定資産（信託受益権）の概要

所在地

（住所）静岡県浜松市東区上西町1020番１ 他

（地番）静岡県浜松市東区上西町字堂光1020番１ 他９筆、原島町字中ノ坪550番１ 他２筆、宮竹町字中島500

番、上西町字木ノ神985番 他１筆

土地

所有形態 所有権

建物

(注1)

所有形態 －

用途地域 工業地域 用途 －

面積（㎡） 135,817.46 延床面積（㎡） －

容積率

(用途地域指定)
200％ 構造・階数 －

建蔽率

(用途地域指定)
60％ 建築時期 －

取得価格（百万円） 15,360 

前所有者
有限会社アース・

キャピタル・パートナーズ
前々所有者

株式会社ティーエム

プロパティーズ

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 ＰＭ会社 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ

賃借人
株式会社イトーヨーカ堂、株式会社赤ちゃん本舗、ゼビオ株式会社、

大和リース株式会社、株式会社ニトリ、株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ他

賃貸方式 直接契約  

特記事項

１. 信託受託者の株式会社イトーヨーカ堂に対する保証金及び敷金返還債務を担保するため、信託不動産の一部（土地

25,198.70㎡、建物42,745.70㎡）につき抵当権が設定されています。

２. 信託不動産の一部（土地17,594.12㎡）につき賃借権設定仮登記（権利者：大和リース株式会社）がされています。

３. 信託不動産の一部（土地32,997.04㎡）につき賃借権設定仮登記（権利者：株式会社イトーヨーカ堂（持分

5,670/10,000）、ゼビオ株式会社（持分1,127/10,000）、株式会社赤ちゃん本舗（持分746/10,000）、大和リース株

式会社（持分2,457/10,000））がされています。

４. イトーヨーカ堂棟（家屋番号：1020番の１）の火災保険につき株式会社イトーヨーカ堂が保証金及び敷金返還請求

権を被担保債権とする質権を設定しています。

５. 信託不動産の一部（株式会社イトーヨーカ堂賃貸建物42,745.70㎡及び土地25,198.70㎡）にかかる所有権を第三者

に譲渡しようとするとき（信託受益権の譲渡は除きます。）は、賃借人である株式会社イトーヨーカ堂に優先買取交

渉権があります。

６．賃借人である株式会社ニトリから、平成22年５月末に退店する旨の解約通知書を受領しています。　

地域・物件特性

ＪＲ東海道本線「天竜川」駅より約1.5kmに位置し、また「浜松」駅からも約3.5kmの距離に位置しています。

（注１）浜松プラザは、複合型商業施設であり、建物については以下のような構成となっています。

棟番号 各建物の名称 所有形態 用途
延床面積
（㎡）

構造・階数 建築時期

① イトーヨーカ堂棟 所有権 店舗 42,745.70Ｓ、４Ｆ 平成12年11月７日

② 赤ちゃん本舗棟 所有権 店舗 4,409.49Ｓ、１Ｆ 平成12年11月９日

③ ゼビオ棟 所有権 店舗 6,661.32Ｓ、２Ｆ 平成12年11月９日

④ ハマプラ・フレスポ棟（注） － － － － －

⑤ 浜松ウエスト棟 所有権 店舗 19,274.68
ＲＣ、４Ｆ・

Ｓ、１Ｆ
昭和54年10月20日

⑥
浜松プラザスポーツ棟（ゼ

クシス）（注）
 　　　 － － － － －

⑦ 管理棟 所有権 事務所 158.98Ｓ、２Ｆ 平成12年11月７日

（注）ハマプラ・フレスポ棟及び浜松プラザスポーツ棟（ゼクシス）につき本投資法人が取得している不動産信託受益権にかかる信託

不動産は土地のみであり、建物は含まれません。
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［商業－２］物件名称：b-town神宮前Ⅱ

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都渋谷区神宮前五丁目３番13号

（地番）東京都渋谷区神宮前五丁目３番７

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 第一種中高層住居専用地域  用途 店舗

土地 面積（㎡） 283.83建物 延床面積（㎡） 499.67

 
容積率

(用途地域指定)
200％ 構造・階数 ＲＣ、２Ｆ／Ｂ１Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
60％ 建築時期 平成17年５月20日

取得価格（百万円） 1,043 

前所有者

株式会社エルカクエイ

（現　株式会社ジョイント・レ

ジデンシャル不動産）

前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ

賃借人
ポール・スミスジャパンリミ

テッド
賃貸方式 直接契約

特記事項

１. 信託不動産にかかる所有権又は信託受益権を第三者に譲渡しようとするときは、賃借人であるポール・スミスジャ

パンリミテッドに優先買取交渉権があります。

地域・物件特性

東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線「表参道」駅徒歩５分に位置しています。

 

［商業－３］物件名称：りんくう羽倉崎プラザ

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）大阪府泉南郡田尻町大字嘉祥寺605 他

（地番）大阪府泉南郡田尻町大字嘉祥寺605番１ 他16筆、泉佐野市羽倉崎二丁目3638番10 他１筆

 所有形態 所有権

建物

（注）

所有形態 －

 用途地域 準工業地域 用途 －

土地

面積（㎡） 51,146.89 延床面積（㎡） －

容積率

(用途地域指定)
200％ 構造・階数 －

 
建蔽率

(用途地域指定)
60％ 建築時期 －

取得価格（百万円） 4,697 

前所有者
有限会社アース・キャピタル

・パートナーズ
前々所有者

株式会社ティーエム

プロパティーズ

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 ＰＭ会社
株式会社

東急コミュニティー

賃借人
コーナン商事株式会社、株式会

社コジマ、イオン株式会社
賃貸方式 直接契約

特記事項

１. 信託不動産にかかる土地の一部（イオン株式会社 賃借部分11,466.52㎡）の所有権又は信託受益権を第三者に譲渡

しようとするときは、賃借人であるイオン株式会社に優先買取交渉権があります。

２. 信託不動産にかかる土地には賃借人（コーナン商事株式会社、株式会社コジマ及びイオン株式会社）の借地権が設

定されています。

地域・物件特性

南海本線「羽倉崎」駅徒歩９分に位置しています。

（注）貸地であり、建物はテナント所有となっています。
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［商業－4］物件名称：b-town南青山

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都港区南青山三丁目６番７号

（地番）東京都港区南青山三丁目87番10　他１筆

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 第二種中高層住居専用地域  用途 店舗、共同住宅

土地 面積（㎡） 385.32建物 延床面積（㎡） 797.63

 
容積率

(用途地域指定)
300％ 構造・階数 ＲＣ、３Ｆ／Ｂ１Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
60％ 建築時期 平成18年２月28日

取得価格（百万円） 1,530 

前所有者

株式会社エルカクエイ

（現　株式会社ジョイント・レ

ジデンシャル不動産）

前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ

賃借人 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ 賃貸方式
マスターリース契約・

パススルー型

主なエンドテナントの業態 婦人服アパレル、美容室

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の容積率は本来300％ですが、前面道路の幅員規制により268％となっています。また、建蔽

率については本来60％ですが、角地による加算により70％となっています。

２．建築基準法第42条第２項により、70.57㎡の私道負担があります。

地域・物件特性

東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線「表参道」駅より徒歩６分に位置しています。

 

［商業－5］物件名称：コジマNEW上福岡店

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）埼玉県ふじみ野市上福岡五丁目10番18号

（地番）埼玉県ふじみ野市上福岡五丁目1131番１　他12筆

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域
近隣商業地域

第二種中高層住居専用地域
 用途 店舗

土地 面積（㎡） 4,877.90建物 延床面積（㎡） 3,413.40

 
容積率

(用途地域指定)
200％ 構造・階数 Ｓ、２Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)

近隣商業地域：80％

第二種中高層住居専用地域

：60％

 建築時期 平成８年10月14日

取得価格（百万円） 1,300 

前所有者
株式会社ジョイント・

コーポレーション
前々所有者

株式会社大築インター

ナショナル及び個人

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ

賃借人 株式会社コジマ 賃貸方式 直接契約

特記事項

１．信託不動産にかかる土地の建蔽率は用途地域の違いにより異なりますが、その対象面積による加重平均を算出する

と、64.68％となります。

地域・物件特性

東武東上線「上福岡」駅より徒歩12分に位置しています。
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［商業－7］物件名称：b-toss池袋

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）東京都豊島区西池袋一丁目38番３号

（地番）東京都豊島区西池袋一丁目38番10　他１筆

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 商業地域  用途 店舗

土地 面積（㎡） 223.38建物 延床面積（㎡） 1,474.21

 
容積率

(用途地域指定)
800％ 構造・階数 ＲＣ、９Ｆ／Ｂ１Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成17年11月12日

取得価格（百万円） 1,980 

前所有者
有限会社フラックステン・

キャピタル・パートナーズ
前々所有者

株式会社エルカクエイ

（現　株式会社ジョイント・レ

ジデンシャル不動産）

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ

賃借人 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ 賃貸方式（注）
マスターリース契約・

パススルー型

主なエンドテナント

（店舗名）
多喜、Naniwaen、七志

特記事項

１. 信託不動産にかかる建蔽率は本来80％ですが、商業地域、防火地域内の耐火建築物による緩和により100％となって

います。

地域・物件特性

ＪＲ線、東武東上線、西武池袋線、東京メトロ有楽町線、東京メトロ丸ノ内線「池袋」駅徒歩４分の位置にあります。

（注）賃借人は、株式会社東急レクリエーションと建物賃貸借契約・賃料保証型を締結し、同社に転貸しています。

 

［商業－8］物件名称：ジョイスクエア湯河原

特定資産（信託受益権）の概要

所在地
（住所）神奈川県足柄下郡湯河原町中央一丁目1617番54

（地番）神奈川県足柄下郡湯河原町中央一丁目1617番54　他１筆

 所有形態 所有権  所有形態 所有権

 用途地域 商業地域  用途 店舗

土地 面積（㎡） 5,425.13建物 延床面積（㎡） 6,326.53

 
容積率

(用途地域指定)
400％ 構造・階数 Ｓ、２Ｆ

 
建蔽率

(用途地域指定)
80％ 建築時期 平成18年９月22日

取得価格（百万円） 1,810 

前所有者
株式会社ジョイント・

コーポレーション
前々所有者 －

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ

賃借人 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ 賃貸方式
マスターリース契約・

パススルー型

主なエンドテナント 株式会社ノジマ、株式会社ＣＦＳコーポレーション

特記事項

１．信託不動産にかかる建蔽率は本来80％ですが、角地による加算により90％となっています。

地域・物件特性

ＪＲ東海道本線「湯河原」駅東方約１kmに位置する地上２階建ての店舗です。
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［商業－９］物件名称：ベルプラザショッピングセンター

特定資産（信託受益権）の概要

所在地

（住所）長野県上田市中丸子1647番地７　他

（地番）長野県上田市中丸子字久保1623番２　他８筆、中丸子字清水田1647番７　他６筆、中丸子字六反田1281

番３　他１筆、中丸子字大耽1682番12　他２筆

 所有形態 所有権  所有形態 －

 用途地域 近隣商業地域、準工業地域  用途 －

土地 面積（㎡） 23,304.57建物 延床面積（㎡） －

 
容積率

(用途地域指定)
200％

（注１）
構造・階数 －

 
建蔽率

(用途地域指定)

近隣商業地域：80％

準工業地域：60％
 建築時期 －

取得価格（百万円）(注2・3) 1,337担保設定の有無 なし

前所有者

有限会社ベルプラザ、モール

パートナーズ株式会社（注

２）

前々所有者
有限会社モールコンサ

ルタント（注４）

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 ＰＭ会社 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ

賃借人 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳ 賃貸方式
マスターリース契約・

パススルー型

主なエンドテナント

（店舗名）
ツルヤ、ファミリードラッグ、マルコポーロ

特記事項

１．建蔽率は用途地域の違いにより異なりますが、その対象面積により加重平均を算出すると、77.47％となります。但

し、近接する看板の敷地を除きます。

地域・物件特性

しなの鉄道「大屋」駅から南西側へ約4.3㎞、国道152号沿いに位置するロードサイドのショッピングセンターです。国道

からの系統・連続性、視認性に優れており、近隣は人口集積度が高く、日用品を中心とした底堅い需要が見込める地域と

なっています。

（注１）ベルプラザショッピングセンターは、複合型商業施設であり、建物については以下のような構成となっています。

各建物の名称 所有形態 用途 延床面積（㎡） 構造・階数 建築時期

センター棟 所有権 店舗 3,470.14Ｓ、１Ｆ 平成４年11月30日

ショップ棟 所有権 店舗 2,478.40Ｓ、１Ｆ 平成４年11月30日

レストラン棟 所有権 店舗 254.72Ｓ、１Ｆ 平成18年７月12日

（注２）平成21年８月31日に敷地内の水路跡地並びに近接する看板及びその敷地を取得価格合計１百万円で追加取得し

ました。　

（注３）センター棟、ショップ棟及び土地については有限会社ベルプラザより信託受益権を、レストラン棟の建物につい

てはモールパートナーズ株式会社より不動産の所有権をそれぞれ取得しました。レストラン棟については、セン

ター棟、ショップ棟及び土地にかかる信託へ追加信託しています。

（注４）センター棟、ショップ棟及び土地の信託受益権の前々所有者は有限会社モールコンサルタントです。
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（ト）個別信託不動産の収益状況

個別信託不動産の収益状況は、以下のとおりです。

 

「信託不動産の収益状況」欄に関する説明

Ａ．損益情報における金額は、平成21年４月１日以降（期中において取得した資産については、取得した時点

以降）平成21年９月末日（期中において売却した資産については売却した時点）までの期間にかかる数値

を記載しています。なお、物件に直接帰属しない収支については含めていません。

Ｂ．金額は、千円未満を切り捨てています。従って、記載されている金額を足し合わせても合計値は必ずしも一

致しません。

Ｃ．収支金額は、発生主義にて計上しています。

Ｄ．「賃貸料収入」欄には、賃料、共益費、駐車場使用料及び地代等の合計額を記載しています。

Ｅ．「その他賃貸事業収入」欄には、礼金、更新料、水道光熱費収入及び自動販売機収入等、賃貸料収入以外の

収入の合計額を記載しています。

Ｆ．「管理業務費」欄には、プロパティ・マネジメント報酬、建物管理費及び賃貸仲介手数料等の合計額を記

載しています。

Ｇ．「修繕費」欄は、年度による差異が大きいこと及び定期的に発生する金額でないこと等から、対象期間に

おける修繕費は本投資法人が取得済資産を長期にわたり継続して保有する場合の修繕費と大きく異なる可

能性があります。

Ｈ．「固定資産税等」欄には、信託不動産にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等を記載していま

す。但し、取得時における前所有者との間で精算された固定資産税、都市計画税及び償却資産税相当額は附随

費用の一部として不動産等の取得原価に算入されており、賃貸事業費用としては計上されていません。

Ｉ．「その他賃貸事業費用」欄には、町内会費、有線放送使用料、消耗品費及びリース料等が含まれています。

EDINET提出書類

ジョイント・リート投資法人(E14096)

有価証券報告書（内国投資証券）

136/192



 （単位：千円）

物件番号 住居－１ 住居－３ 住居－４ 住居－５ 住居－６

物件名称 スペーシア銀座
スペーシア

麻布十番Ⅱ

スペーシア

恵比寿Ⅱ

スペーシア

恵比寿Ⅲ
スペーシア神田

運用期間
（自） 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日

（至） 平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日

損益情報 　 　 　 　 　

(A)賃貸事業収入　小計 163,953 37,949 58,944 24,046 46,220

賃貸料収入 159,761 36,415 56,517 23,271 43,893

その他賃貸事業収入 4,192 1,534 2,427 775 2,326

(B)賃貸事業費用　小計 34,647 10,291 10,216 5,257 9,831

管理業務費 19,793 5,719 5,758 3,151 5,350

水道光熱費 － － － － －

保険料 340 117 112 44 92

修繕費 754 373 318 295 529

固定資産税等 7,162 2,296 2,728 978 1,857

信託報酬 1,607 539 608 210 428

その他賃貸事業費用 4,987 1,245 690 577 1,574

(C)賃貸事業収支＝(A)－(B) 129,306 27,657 48,728 18,789 36,388

(D)減価償却費 30,375 8,749 8,180 3,538 7,423

(E)賃貸事業損益＝(C)－(D) 98,931 18,908 40,548 15,251 28,964

(F)資本的支出 － 523 － － 147

(G)NCF＝(C)－(F) 129,306 27,133 48,728 18,789 36,240

　

（単位：千円）

物件番号 住居－７ 住居－８ 住居－９ 住居－10 住居－11

物件名称
スペーシア

千駄ヶ谷
スペーシア北新宿

スペーシア

目黒不動前

フィットエル

駒形
スペーシア町田

運用期間
（自） 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日

（至） 平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日

損益情報 　 　 　 　 　

(A)賃貸事業収入　小計 16,803 43,725 25,210 68,669 54,526

賃貸料収入 16,358 41,966 23,472 67,158 51,823

その他賃貸事業収入 445 1,758 1,737 1,511 2,702

(B)賃貸事業費用　小計 5,956 9,500 7,001 12,285 11,646

管理業務費 3,221 6,347 3,718 7,209 6,487

水道光熱費 － － － － －

保険料 36 84 43 146 169

修繕費 211 115 246 385 423

固定資産税等 733 1,534 1,259 3,104 3,277

信託報酬 172 387 229 581 408

その他賃貸事業費用 1,580 1,031 1,504 858 879

(C)賃貸事業収支＝(A)－(B) 10,847 34,224 18,208 56,384 42,880

(D)減価償却費 2,943 6,977 4,324 12,131 14,769

(E)賃貸事業損益＝(C)－(D) 7,903 27,246 13,883 44,252 28,111

(F)資本的支出 － － － － 111

(G)NCF＝(C)－(F) 10,847 34,224 18,208 56,384 42,768
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（単位：千円）

物件番号 住居－12 住居－13 住居－14 住居－15 住居－16

物件名称 スペーシア川崎
今池アイリス

弐番館
グラシア・フィス

ジェイフラッツ

横浜
フィットエル亀戸

運用期間
（自） 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日

（至） 平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日

損益情報 　 　 　 　 　

(A)賃貸事業収入　小計 79,771 16,101 31,998 68,506 52,880

賃貸料収入 77,003 15,174 31,998 68,506 51,489

その他賃貸事業収入 2,767 926 － － 1,391

(B)賃貸事業費用　小計 17,317 5,401 4,285 10,471 10,903

管理業務費 8,796 2,872 － 4,264 5,572

水道光熱費 － － － 857 624

保険料 191 60 137 151 121

修繕費 374 466 － 98 187

固定資産税等 3,676 1,131 3,477 3,783 3,207

信託報酬 639 90 305 750 515

その他賃貸事業費用 3,638 779 365 565 674

(C)賃貸事業収支＝(A)－(B) 62,454 10,700 27,712 58,034 41,977

(D)減価償却費 15,900 2,248 8,796 16,916 13,712

(E)賃貸事業損益＝(C)－(D) 46,553 8,452 18,915 41,117 28,265

(F)資本的支出 － － － 490 934

(G)NCF＝(C)－(F) 62,454 10,700 27,712 57,544 41,042

　

（単位：千円）

物件番号 住居－17 住居－18 住居－19 住居－20 住居－21

物件名称 スペーシア目黒
アクトヒルズ

八千代

ジェイフラッツ

巣鴨

S-RESIDENCE

京橋

エルシエロ

目黒本町

運用期間
（自） 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日

（至） 平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日

損益情報 　 　 　 　 　

(A)賃貸事業収入　小計 30,589 39,282 51,909 92,562 31,117

賃貸料収入 29,820 38,047 45,669 88,121 30,526

その他賃貸事業収入 768 1,235 6,240 4,441 591

(B)賃貸事業費用　小計 5,854 11,434 12,382 17,585 5,693

管理業務費 2,948 4,308 6,734 4,892 3,148

水道光熱費 231 1,032 520 3,000 401

保険料 54 177 105 202 80

修繕費 155 1,096 450 1,617 537

固定資産税等 1,453 3,714 517 4,695 281

信託報酬 266 404 750 832 386

その他賃貸事業費用 742 700 3,304 2,345 857

(C)賃貸事業収支＝(A)－(B) 24,734 27,848 39,527 74,976 25,423

(D)減価償却費 5,413 15,381 8,646 31,414 6,868

(E)賃貸事業損益＝(C)－(D) 19,321 12,467 30,880 43,562 18,555

(F)資本的支出 － 506 － － －

(G)NCF＝(C)－(F) 24,734 27,341 39,527 74,976 25,423
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（単位：千円）

物件番号 住居－22 住居－23 住居－24 住居－25 住居－26

物件名称 スペーシア白楽
ジェイフラッツ

南堀江
スペーシア五反田

スペーシア

大井仙台坂

フィットエル

品川シーサイド

運用期間
（自） 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日

（至） 平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日

損益情報 　 　 　 　 　

(A)賃貸事業収入　小計 29,559 35,603 97,222 76,581 66,368

賃貸料収入 29,155 34,894 90,953 75,827 65,853

その他賃貸事業収入 404 709 6,269 754 514

(B)賃貸事業費用　小計 6,537 9,625 14,301 11,486 12,170

管理業務費 3,210 4,065 4,368 7,820 6,986

水道光熱費 373 531 2 645 973

保険料 78 84 225 143 133

修繕費 193 697 422 481 209

固定資産税等 1,710 2,217 1,287 1,277 2,384

信託報酬 273 750 931 732 660

その他賃貸事業費用 698 1,279 7,063 386 822

(C)賃貸事業収支＝(A)－(B) 23,021 25,978 82,921 65,094 54,198

(D)減価償却費 7,693 7,678 17,407 12,699 14,329

(E)賃貸事業損益＝(C)－(D) 15,328 18,299 65,513 52,395 39,869

(F)資本的支出 － － － － －

(G)NCF＝(C)－(F) 23,021 25,978 82,921 65,094 54,198

　

（単位：千円）

物件番号 住居－27 住居－28 住居－29 住居－30 住居－31

物件名称
フィットエル

南麻布
ラルテ城東

スペーシア塚本

クラウンハイム

スペーシア

川崎Ⅱ

スペーシア

麻布十番Ⅲ

運用期間
（自） 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日

（至） 平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日

損益情報 　 　 　 　 　

(A)賃貸事業収入　小計 36,661 35,059 42,338 64,467 71,515

賃貸料収入 35,488 33,491 39,479 60,834 67,594

その他賃貸事業収入 1,173 1,567 2,858 3,632 3,921

(B)賃貸事業費用　小計 6,837 7,005 9,736 12,748 12,650

管理業務費 4,119 2,429 3,495 6,756 7,717

水道光熱費 269 913 1,187 738 657

保険料 61 82 101 135 100

修繕費 331 508 645 643 238

固定資産税等 968 1,851 2,292 3,345 1,913

信託報酬 500 520 1,020 750 810

その他賃貸事業費用 586 700 994 379 1,212

(C)賃貸事業収支＝(A)－(B) 29,824 28,053 32,601 51,718 58,864

(D)減価償却費 6,741 6,564 8,625 12,041 7,481

(E)賃貸事業損益＝(C)－(D) 23,082 21,488 23,975 39,677 51,382

(F)資本的支出 － － － 506 196

(G)NCF＝(C)－(F) 29,824 28,053 32,601 51,212 58,668
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（単位：千円）

物件番号 住居－33 住居－34 住居－35 住居－36 住居－37

物件名称
フィットエル

板橋本町

フィットエル

大泉学園

ジェイフラッツ

天神東Ⅰ

ジェイフラッツ

天神東Ⅱ

ジェイフラッツ

四条西洞院

運用期間
（自） 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日

（至） 平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日

損益情報 　 　 　 　 　

(A)賃貸事業収入　小計 28,341 27,335 15,731 28,143 41,957

賃貸料収入 27,743 26,892 14,505 27,225 40,432

その他賃貸事業収入 597 442 1,225 918 1,524

(B)賃貸事業費用　小計 6,081 6,464 6,806 7,975 13,613

管理業務費 3,253 3,496 1,611 1,994 3,625

水道光熱費 388 369 792 418 1,570

保険料 50 60 83 127 183

修繕費 188 214 1,091 835 464

固定資産税等 981 1,174 1,187 2,169 3,051

信託報酬 750 770 750 750 750

その他賃貸事業費用 469 379 1,289 1,680 3,967

(C)賃貸事業収支＝(A)－(B) 22,260 20,871 8,924 20,167 28,343

(D)減価償却費 6,091 5,865 5,177 9,637 12,233

(E)賃貸事業損益＝(C)－(D) 16,168 15,005 3,746 10,530 16,109

(F)資本的支出 － － － 157 180

(G)NCF＝(C)－(F) 22,260 20,871 8,924 20,010 28,163

　

（単位：千円）

物件番号 住居－39 住居－40 住居－41 住居－42 住居－43

物件名称
ジェイフラッツ

東品川

ジェイフラッツ

八王子みなみ野
プレジオ西中島

ジェイフラッツ

板橋区役所前

ジェイフラッツ

武蔵小山

運用期間
（自） 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日

（至） 平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日

損益情報 　 　 　 　 　

(A)賃貸事業収入　小計 67,289 34,693 70,425 79,916 31,223

賃貸料収入 66,383 33,035 66,159 77,140 29,403

その他賃貸事業収入 906 1,658 4,265 2,776 1,819

(B)賃貸事業費用　小計 12,558 7,295 17,944 16,298 6,136

管理業務費 6,201 3,199 5,531 8,033 1,478

水道光熱費 430 359 2,032 774 －

保険料 117 72 151 162 53

修繕費 46 91 1,976 141 89

固定資産税等 1,694 2,032 3,709 2,224 958

信託報酬 750 1,020 1,020 1,000 1,000

その他賃貸事業費用 3,318 519 3,521 3,961 2,555

(C)賃貸事業収支＝(A)－(B) 54,731 27,398 52,481 63,618 25,086

(D)減価償却費 16,439 8,277 23,524 17,377 7,663

(E)賃貸事業損益＝(C)－(D) 38,291 19,120 28,956 46,240 17,423

(F)資本的支出 － － － 1,033 －

(G)NCF＝(C)－(F) 54,731 27,398 52,481 62,584 25,086
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（単位：千円）

物件番号 住居－44 住居－45 住居－46 住居－47 住居－48

物件名称
ジェイフラッツ

千駄木

ジェイフラッツ

四谷坂町

ジェイフラッツ

博多東

ジェイフラッツ

上呉服

ジェイフラッツ

三軒茶屋

運用期間
（自） 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日

（至） 平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日

損益情報 　 　 　 　 　

(A)賃貸事業収入　小計 22,609 58,725 85,069 29,154 26,825

賃貸料収入 22,530 58,075 82,507 27,929 25,586

その他賃貸事業収入 79 649 2,562 1,225 1,239

(B)賃貸事業費用　小計 4,889 9,691 16,069 8,896 6,404

管理業務費 673 2,364 6,807 2,825 3,333

水道光熱費 － 25 810 623 268

保険料 38 251 328 164 47

修繕費 1 65 1,824 497 506

固定資産税等 640 1,507 3,474 2,261 785

信託報酬 1,020 1,000 750 750 750

その他賃貸事業費用 2,516 4,477 2,074 1,775 712

(C)賃貸事業収支＝(A)－(B) 17,719 49,033 69,000 20,257 20,420

(D)減価償却費 5,691 15,323 21,089 9,444 6,258

(E)賃貸事業損益＝(C)－(D) 12,028 33,709 47,910 10,813 14,161

(F)資本的支出 － 11,058 － 111 218

(G)NCF＝(C)－(F) 17,719 37,975 69,000 20,146 20,201

　

（単位：千円）

物件番号 商業－１ 商業－２ 商業－３ 商業－４ 商業－５

物件名称 浜松プラザ b-town神宮前Ⅱ
りんくう羽倉崎

プラザ
b-town南青山

コジマNEW

上福岡店

運用期間
（自） 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日

（至） 平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日平成21年９月30日

損益情報 　 　 　 　 　

(A)賃貸事業収入　小計 665,448 26,460 185,418 36,660 48,000

賃貸料収入 618,511 26,460 185,418 35,350 48,000

その他賃貸事業収入 46,936 － － 1,310 －

(B)賃貸事業費用　小計 187,441 3,116 15,080 6,620 6,863

管理業務費 57,328 879 1,800 2,377 900

水道光熱費 51,031 － － 1,403 －

保険料 7,637 21 160 34 85

修繕費 3,249 － － 136 100

固定資産税等 60,680 1,529 11,032 1,923 5,014

信託報酬 3,500 312 1,500 459 390

その他賃貸事業費用 4,013 373 587 285 373

(C)賃貸事業収支＝(A)－(B) 478,007 23,343 170,337 30,039 41,136

(D)減価償却費 87,420 2,290 － 3,355 5,455

(E)賃貸事業損益＝(C)－(D) 390,587 21,053 170,337 26,684 35,680

(F)資本的支出 10,002 － － － －

(G)NCF＝(C)－(F) 468,005 23,343 170,337 30,039 41,136
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

物件番号 商業－７ 商業－８ 商業－９

物件名称 b-toss池袋
ジョイスクエア

湯河原
ベルプラザショッピングセンター

運用期間
（自） 平成21年４月１日 平成21年４月１日 平成21年４月１日

（至） 平成21年９月30日平成21年９月30日 平成21年９月30日

損益情報 　 　 　

(A)賃貸事業収入　小計 54,000 85,186 52,581

賃貸料収入 54,000 72,428 47,543

その他賃貸事業収入 － 12,758 5,038

(B)賃貸事業費用　小計 5,115 36,607 19,365

管理業務費 900 10,539 6,345

水道光熱費 － 16,677 4,686

保険料 57 130 174

修繕費 126 1,800 75

固定資産税等 2,757 5,868 5,687

信託報酬 1,000 543 1,000

その他賃貸事業費用 275 1,048 1,396

(C)賃貸事業収支＝(A)－(B) 48,884 48,579 33,215

(D)減価償却費 3,434 9,669 2,883

(E)賃貸事業損益＝(C)－(D) 45,449 38,909 30,332

(F)資本的支出 3,120 2,646 －

(G)NCF＝(C)－(F) 45,764 45,933 33,215
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（３）【運用実績】

①【純資産等の推移】

　本投資法人の総資産額、純資産総額及び１口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額

及び１口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していませ

ん。

年月日 総資産額（百万円） 純資産総額（百万円）
１口当たり純資産額

（円）

平成19年３月31日

（第３期）

89,553

(88,432)

43,418

(42,297)

504,866

(491,831)

平成19年９月30日

（第４期）

90,259

(89,139)

43,417

(42,297)

504,855

(491,832)

平成20年３月31日

（第５期）

98,569

(97,061)

50,211

(48,704)

479,713

(465,311)

平成20年９月30日

（第６期）

105,848

(104,681)

49,870

(48,704)

476,458

(465,311)

平成21年３月31日

（第７期）

104,739

(104,165)

49,278

(48,704)

470,795

(465,310)

平成21年９月30日

（第８期）

105,001

　(103,926)

 49,778

(48,704)

475,573　

　　　(465,311)

（注）（　）内の数値は、分配落ち後の金額です。

 

　本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における近時の市場相場は以下のとおりです。

事業年度別

最高・最低投資口価格

期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

決算年月
平成19年

３月

平成19年

９月

平成20年

３月

平成20年

９月

平成21年

３月

平成21年

９月

最　　高 695,000円667,000円418,000円299,000円227,300円249,700円

最　　低 485,000円391,000円250,000円189,000円65,000円120,000円

 

月別最高・最低

投資口価格及び売買高

月別
平成20年

10月

平成20年

11月

平成20年

12月

平成21年

１月

平成21年

２月

平成21年

３月

最高 227,300円88,400円160,000円130,100円118,900円140,000円

最低 65,000円70,200円74,000円98,000円100,000円100,000円

売買高 15,555口 8,539口 9,498口 4,015口 3,762口 5,794口

　

月別最高・最低

投資口価格及び売買高

月別
平成21年

４月

平成21年

５月

平成21年

６月

平成21年

７月

平成21年

８月

平成21年

９月

最高 180,000円190,000円229,800円230,000円249,700円249,500円

最低 120,000円150,000円146,100円189,000円215,000円208,400円

売買高 7,832口 4,571口 23,098口 8,934口 5,732口 5,958口
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②【分配の推移】

　本投資法人の分配総額、１口当たりの分配の額は以下のとおりです。

計算期間 分配総額
１口当たりの
分配金

第３期
自　平成18年10月１日

至　平成19年３月31日
1,121百万円 13,035円

第４期
自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日
1,119百万円 13,023円

第５期
自　平成19年10月１日

至　平成20年３月31日
1,507百万円 14,402円

第６期
自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日
1,166百万円 11,147円

第７期
自　平成20年10月１日

至　平成21年３月31日
574百万円 5,485円

第８期
自　平成21年４月１日

至　平成21年９月30日
1,074百万円 10,262円

 

③【自己資本利益率（収益率）の推移】

　本投資法人の自己資本利益率は以下のとおりです。

計算期間 自己資本利益率（注） 年換算値

第３期
自　平成18年10月１日

至　平成19年３月31日
3.1％ 6.2％

第４期
自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日
2.6％ 5.1％

第５期
自　平成19年10月１日

至　平成20年３月31日
3.2％ 6.4％

第６期
自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日
2.3％ 4.7％

第７期
自　平成20年10月１日

至　平成21年３月31日
1.2％ 2.3％

第８期
自　平成21年４月１日

至　平成21年９月30日
2.2％ 4.3％

（注）自己資本利益率＝当期純利益／平均純資産額　　平均純資産額＝（期首純資産額＋期末純資産額）÷2
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第二部【投資法人の詳細情報】

第１【投資法人の追加情報】

１【投資法人の沿革】

平成17年４月19日 設立企画人（株式会社ジョイント・キャピタル・パートナーズ）による投信法第69条

に基づく設立にかかる届出

平成17年４月20日 投信法第166条に基づく設立の登記、本投資法人の成立

平成17年４月22日 投信法第188条に基づく登録の申請

平成17年５月19日 投信法第187条に基づく内閣総理大臣による登録の実施（登録番号　関東財務局長　第33

号）

平成17年７月28日 東京証券取引所に上場

平成20年８月25日 投資口が株式会社証券保管振替機構において取り扱われることへの社債等の振替に関

する法律（注）第13条第１項に基づく同意

（注）決済合理化法の施行により「社債等の振替に関する法律」がその題名を「社債、株式等の振替に関する法律」に改められた後の同

法（以下「社債株式等振替法」といいます。）をいいます。

 

２【役員の状況】

 （本書の日付現在）

役職名 氏名 主要略歴 所有投資口数

執行役員 三駄　寛之

平成元年４月 大和証券株式会社入社

0

平成９年９月 バークレイズキャピタル証券会社東京支店入社

平成10年７月 モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント

投信株式会社入社

平成11年９月 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会

社（現　大和証券エスエムビーシー株式会社）入

社

平成13年７月 プリヴェチューリッヒ証券株式会社（現　ＫＥＮ

ＺＯインベストメント株式会社）入社

投資銀行本部執行役員就任

平成14年６月 株式会社ジョイント・アセットマネジメント入社

　商品部長

平成15年４月 同社投資運用部長

平成16年７月 株式会社ジョイント・キャピタル・パートナーズ

　代表取締役社長就任

平成16年８月 株式会社ジョイント・アセットマネジメント　取

締役就任

平成17年４月 ジョイント・リート投資法人

執行役員就任（現任）

平成19年３月 株式会社メディビック・アライアンス（現株式会

社Asia Private Equity Capital）

取締役副社長就任（現任）

平成20年９月 株式会社Asia Private Equity Consulting

代表取締役社長就任（現任）

平成21年３月 ＩＩＣサービス株式会社　取締役就任（現任）

株式会社クォンタム・インベストメント・リサー

チ　代表取締役社長就任（現任） 

平成21年７月 Pacific Alliance Japan Limited

管理部長（現任)　
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 （本書の日付現在）

役職名 氏名 主要略歴 所有投資口数

監督役員 高松　薫

昭和53年４月 弁護士登録／第二東京弁護士会

0

昭和63年９月 日欧産業協力センター　講師（現任）

平成４年11月 岡本・鈴木・高松法律事務所（現　隼あすか法律

事務所）設立　パートナー弁護士（現任）

平成13年６月 イーチャージ株式会社（現　イーチャージ・プロ

セシング・サービス株式会社）　監査役就任（現

任）

平成14年８月 産業能率大学　講師（現任）

平成15年６月 イージャパンディーエヌエス株式会社（現　株式

会社クオンツ・キャピタル）　監査役就任（現

任）

平成17年４月 ジョイント・リート投資法人　監督役員就任（現

任）

監督役員 小谷野　幹雄

昭和60年４月 大和証券株式会社入社

0

平成６年９月 小谷野公認会計士事務所　開業　所長就任（現任）

平成11年４月 有限会社小谷野事務所（現　株式会社財経総合研

究所）設立　代表取締役就任（現任）

平成12年６月 ゼビオ株式会社　非常勤監査役就任（現任）

平成12年７月 有限会社スリープ（現　有限会社小谷野総合研究

所）　取締役社長就任（現任）

平成15年４月 財団法人船井情報科学振興財団　監事就任（現

任）

平成15年６月 日本システムウエア株式会社　非常勤監査役就任

平成17年４月 ジョイント・リート投資法人　監督役員就任（現

任）

平成17年６月 株式会社小谷野事務所（現　株式会社ＮＢＹ・

パートナーズ）　代表取締役就任（現任）

平成17年10月株式会社ナノオプトニクス研究所（現　株式会社

ナノオプトニクス・エナジー）　非常勤取締役就

任（現任）

平成18年６月 株式会社ヴィクトリア　非常勤監査役就任（現

任）

平成20年６月 日本システムウエア株式会社　非常勤取締役就任

（現任）

 （注）執行役員が法令に定める定員を欠くことになる場合に備え、平成21年２月４日に開催された本投資法人の第３回

投資主総会において、本投資法人の資産運用会社である株式会社ジョイント・キャピタル・パートナーズの代表取

締役社長である坂本光司が補欠執行役員として選任されています。

 

EDINET提出書類

ジョイント・リート投資法人(E14096)

有価証券報告書（内国投資証券）

146/192



３【その他】

(1）役員の変更

　執行役員及び監督役員は、法令に別段の定めのない限り、投資主総会の決議によって選任されます（投信法第96

条、規約第17条第１項）。

　執行役員及び監督役員の任期は、就任後２年です（規約第17条第２項）。但し、補欠又は増員のために選任された

執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とします（規約第17条第２項但書）。

　執行役員及び監督役員の解任には、投資主総会の決議が必要とされ、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資

主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもってこれを行う必要があります（投信法第104条、第106

条）。執行役員又は監督役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実がある

にもかかわらず投資主総会において執行役員又は監督役員の解任が否決された場合には、発行済投資口の100分の

３以上の口数の投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、当該投資主総会の日から30日以内に訴えをもって

当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます（投信法第104条第３項、会社法第854条第１項第２

号）。

 

(2）規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

①　規約等の重要事項の変更

　本投資法人は、平成17年６月３日開催の第１回投資主総会において、本投資法人の設立に伴い不要となった規定

を削除する等、平成19年２月９日開催の第２回投資主総会において、会社法の施行に伴う所要の変更等、平成21年

２月４日開催の第３回投資主総会において、社債、株式等の振替に関する法律のもとで、本投資法人の投資口等が

電子化されたことに伴う所要の変更等の規約の変更を行いました。なお、規約の変更手続については、後記「第３

 管理及び運営 １ 資産管理等の概要（5）その他 ③ 規約の変更に関する手続」をご参照下さい。

 

②　事業譲渡又は事業譲受

　該当事項はありません。

 

③　出資の状況その他の重要事項

　該当事項はありません。

 

(3）訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

　資産運用会社の全株式を保有する株式会社ジョイント・コーポレーション及び株式会社ジョイント・レジデン

シャル不動産は、平成21年５月29日付で東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行い、平成21年６月16日付

で同裁判所から会社更生手続開始決定を受けました。詳細については、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンド

の状況 １ 投資法人の概況（1）主要な経営指標等の推移 ② 運用状況（ロ）次期の見通し Ｃ. 決算後に生じた

重要な事実」をご参照ください。

 

(4) 格付け

①　株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」といいます。）は、平成20年10月31日、本投資法人に関する発

行体格付け「Ａ－（ネガティブ）」を付与しましたが、本投資法人のスポンサーである株式会社ジョイント・

コーポレーションが会社更生法適用を申請したことに伴い、平成21年６月１日付で、本投資法人に関する発行体

格付けを「ＢＢＢ＋」に変更し、レーティング・モニター（格下げ方向）に指定する旨公表しました。Ｒ＆Ｉは

その後、平成21年11月19日付で、本投資法人の発行体格付けを変更せず、かつ、レーティング・モニター（格下げ

方向）を継続することを公表しています。

　　Ｒ＆Ｉの発行体格付けは、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力に対する評価であり、原則と

して全ての発行体に付与されるものです。また、個々の債務（債券やローン）の格付けは、契約の内容や回収の可

能性などを反映し、発行体格付けを下回る、又は上回ることがあります。

 

②　平成19年３月２日、本投資法人が平成19年３月13日に発行した第１回無担保投資法人債及び第２回無担保投資

法人債（以下「投資法人債」といいます。）について、Ｒ＆Ｉは、平成20年10月31日、投資法人債格付け「Ａ－」

を付与しましたが、平成21年６月１日付で、本投資法人のスポンサーである株式会社ジョイント・コーポレー

ションが会社更生法適用を申請したことに伴い、本投資法人に関する発行体格付けを「ＢＢＢ＋」に変更し、

レーティング・モニター（格下げ方向）に指定する旨公表しました。Ｒ＆Ｉはその後、平成21年11月19日付で、本

投資法人の発行体格付けを変更せず、かつ、レーティング・モニター（格下げ方向）を継続することを公表して

います。 
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第２【手続等】

１【申込（販売）手続等】

　該当事項はありません。

 

２【買戻し手続等】

　本投資法人は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません（規約第５条）。

従って、該当事項はありません。

　本書の日付現在、本投資証券は東京証券取引所に上場されており、本投資証券を東京証券取引所を通じて売買するこ

とができます。また、東京証券取引所外で本投資証券を譲渡することもできます。
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第３【管理及び運営】

１【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①　１口当たりの純資産額の算出

　本投資法人が発行する投資口の１口当たりの純資産額は、後記「（4）計算期間」記載の決算期毎に、以下の算

式にて算出します。

　１口当たりの純資産額　＝（総資産の資産評価額－負債総額）÷　発行済投資口総数

 

②　資産評価の方法

　本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号）、社団法人

投資信託協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、以下のとおり運用資産の種類毎に定めます。

 

（イ）不動産、不動産の賃借権及び地上権（規約第28条第１項第１号、第２号①又は②に定めるもの）

　取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部

分及び設備等部分については定額法により算定します。但し、設備等については、正当な事由により定額法に

よる算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題ないと合理的に判断できる場合に限り、他の

算定方法に変更することができるものとします。

 

（ロ）不動産、土地の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権（規約第28条第１項第２号③に定めるもの）

　信託財産が（イ）に掲げる資産の場合は（イ）に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受

益権の持分相当額を算定した価額とします。

 

（ハ）信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金

銭の信託の受益権（規約第28条第１項第２号④に定めるもの）

　信託財産の構成資産が（イ）に掲げる資産の場合は、（イ）に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に

公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して

当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。

 

（ニ）不動産に関する匿名組合出資持分（規約第28条第１項第２号⑤に定めるもの）

　匿名組合出資持分の構成資産が（イ）ないし（ハ）に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従っ

た評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、

これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。

 

（ホ）信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金

銭の信託の受益権（規約第28条第１項第２号⑥に定めるもの）

　信託財産である匿名組合出資持分について（ニ）に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の

額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。

 

（ヘ）有価証券（規約第28条第１項第３号、第２項第１号②又は③に定めるもの）

　当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額（取引所における取引価格、証券業協会等

が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格

をいいます。以下同じです。）とします。市場価格がない場合には、合理的な方法により算定された価額とし

ます。また、付すべき市場価格又は合理的に算定された価額は、評価の精度を高める場合を除き、毎期同様な

方法により入手するものとします。市場価格及び合理的に算定された価格のいずれも入手できない場合に

は、取得原価で評価することができるものとします。

 

（ト）金銭債権（規約第28条第２項第１号⑤に定めるもの）

　取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とします。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取

得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に

基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします。

 

（チ）金銭の信託の受益権（規約第28条第２項第１号⑥に定めるもの）

　信託財産の構成資産が（ヘ）又は（ト）の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額
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をもって評価します。

 

（リ）デリバティブ取引にかかる権利（規約第28条第２項第２号に定めるもの）

Ａ．取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務

　基準日における当該取引所の最終価格（終値、終値がなければ気配値（公表された売り気配の最安値又は

買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値））に基づき算出した価額により

評価します。なお、基準日において最終価格がない場合には、基準日前直近における最終価格に基づき算出し

た価額により評価します。

 

Ｂ．取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務

　市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額。なお、時価評価にあたっては、最善の見

積り額を使用するものとしますが、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得

価額により評価します。

 

Ｃ．一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについてはヘッジ会計

が適用できるものとします。

 

（ヌ）その他

　上記に定めがない場合は、社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正

妥当と認められる会計基準により付されるべき評価額をもって評価します。

 

③　資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するもの

とします（規約第32条第２項）。

 

（イ）不動産、不動産の賃借権及び地上権

　原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額又は不動産鑑定士による調査価額

 

（ロ）不動産、地上権又は土地の賃借権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分

　信託財産又は匿名組合の構成資産が上記(イ）に掲げる資産の場合は上記(イ）に従った評価を、金融資産

の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の

額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額

 

④　資産評価の基準日は、本投資法人の各決算期としますが、規約第28条第１項第３号及び第２項に定める資産で

あって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします（規約第32条第３項）。

 

⑤　公表方法及び投資者による照会方法

　１口当たりの純資産額については、計算書類の注記表に記載されることになっています（投資法人の計算に関

する規則（平成18年内閣府令第47号））。貸借対照表を含む計算書類等は、営業期間毎に作成され（投信法第129

条）、役員会により承認された場合には遅滞なく投資主に対してその旨が通知され、承認済みの計算書類等が会

計監査報告とともに投資主に提供されます（投信法第131条）。

 

（２）【保管】

　該当事項はありません。

　

（３）【存続期間】

　規約に存続期間の定めはありません。

 

（４）【計算期間】

　本投資法人の営業期間は、毎年４月１日から９月末日まで及び10月１日から翌年３月末日までとし、各営業期

間の末日をそれぞれ決算期とします（規約第33条）。
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（５）【その他】

①　増減資に関する制限

（イ）投資口の追加発行

　本投資法人の発行可能投資口総口数は、2,000,000口とします（規約第６条第１項）。本投資法人は、かかる

発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の

募集をすることができます。募集投資口（当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して

割り当てる投資口をいいます。）１口と引換えに払い込む金銭の額は、執行役員が定め、本投資法人の保有す

る資産の内容に照らし公正な価額として役員会の承認を受けた金額とします（規約第６条第３項）。

 

（ロ）国内における募集

　本投資法人が発行する投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占め

る割合は、100分の50を超えるものとします（規約第６条第２項）。

 

（ハ）最低純資産額の変更

　本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度として常時保持します（規約第８条）。なお、投信法第67条

第４項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。

 

②　解散事由

　本投資法人における解散事由は以下のとおりです（投信法第143条）。

 

（イ）規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生（なお、規約において存続期間又は解散の事由の定め

はありません。）。

（ロ）投資主総会の決議

（ハ）合併（合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。）

（ニ）破産手続開始の決定

（ホ）解散を命ずる裁判

（ヘ）投信法第187条の登録の取消し

 

③　規約の変更に関する手続

　規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の

３分の２以上に当たる多数をもって、規約の変更に関する議案が可決される必要があります（投信法第140条、第

93条の２第２項第３号）。但し、書面による議決権行使及び議決権の代理行使が認められていること、及び投資主

総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、後記

「３　投資主・投資法人債権者の権利（1）投資主の権利　①　投資主総会における議決権」をご参照下さい。

　投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨が開示される他、か

かる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は金銭の分配方針に関する重要な変更に該当する場合に

は、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品

取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。

　本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届出が行われます

（投信法第191条）。

 

④　関係法人との契約の更改等に関する手続

　本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規

定の概要は、以下のとおりです。

 

（イ）資産運用会社（株式会社ジョイント・キャピタル・パートナーズ）との間の資産運用委託契約

Ａ．契約期間

　資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ず

るものとし、その有効期間は効力発生の日から１年間とします。但し、期間満了の３ヶ月前までに双方いずれ

からも書面による別段の申出がないときは、さらに従前と同一条件にて自動的に１年間延長されるものと

し、以後も同様とします。
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Ｂ．契約期間中の解約に関する事項

（ⅰ）本投資法人又は資産運用会社は、相手方に対し、３ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資

法人は投資主総会の承認を得た上で、資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、当該契約を解約す

ることができます。

 

（ⅱ）上記（ⅰ）の記載にかかわらず、本投資法人は、資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当す

る場合には、役員会の決議により当該契約を解約することができるものとします。

 

ａ．資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき

ｂ．上記ａ．に掲げる場合の他、資産の運用にかかる業務を引続き委託することに堪えない重大な事由

があるとき

 

（ⅲ）本投資法人は、資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該契約を解約しなけれ

ばなりません。この場合、資産運用会社は当該契約の解約に同意するものとします。

 

ａ．金融商品取引業者でなくなったとき

ｂ．投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき

ｃ．解散したとき

 

Ｃ．契約の内容の変更に関する事項

　資産運用委託契約は、本投資法人及び資産運用会社の書面による合意により変更することができます。

 

Ｄ．解約又は契約の変更の開示方法

　資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法

人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

　また資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます（投信法

第191条）。

　

（ロ）一般事務受託者（機関の運営に関する事務）（株式会社ジョイント・キャピタル・パートナーズ）との

間の機関運営事務委託契約

Ａ．契約期間

　機関運営事務委託契約の有効期間は平成21年10月1日から1年間有効とします。但し、かかる有効期間の満了

予定日の３ヶ月前までに、当事者いずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって当

該契約を終了させる旨の書面による通知がなされなかったときは、当該契約の有効期間は自動的に当該満了

予定日の翌日よりさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知が

あったときは、現行の有効期間の満了をもって当該契約は終了します。

 

Ｂ．契約期間中の解約に関する事項

（ⅰ）当事者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、当該契約は当事者が合意して指定した日に

終了します。

 

（ⅱ）当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該違反が当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認め

られるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日以内に違反した当事者が同違反を是正し

ない場合。この場合、相手方は同30日の期間経過後に当該契約を解除することができます。

 

（ⅲ）当事者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しく

は民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、当事者い

ずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若

しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は当該契約を直ちに解除することができます。

 

　

Ｃ．契約の内容の変更に関する事項

　機関運営事務委託契約は、当事者が協議し合意の上、契約の各条項の定めを変更することができます。変更

にあたっては関係法令を遵守するとともに、規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものと

します。

 

Ｄ．契約の変更の開示方法
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　機関運営事務委託契約が解約され、一般事務受託者（機関の運営に関する事務）の異動があった場合には、

金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

　また、機関運営事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます（投

信法第191条）。

 

（ハ）一般事務受託者(会計等に関する事務）（みずほ信託銀行株式会社）との間の一般事務委託契約

Ａ．契約期間

　一般事務委託契約の有効期間は、平成24年９月30日までとします。但し、かかる有効期間の満了予定日の

３ヶ月前までに、当事者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解

除する旨の書面による通知がなされなかったときは、当該契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よ

りさらに３年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現

行の有効期間の満了をもって当該契約は終了します。

 

Ｂ．契約期間中の解約に関する事項

（ⅰ）当事者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、当該契約は当事者が合意して指定した日に

終了します。

 

（ⅱ）当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるとき

に、相手方が書面にてその違反を通告してから30日以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。

この場合、相手方は同30日の期間経過後に当該契約を解除することができます。

 

（ⅲ）当事者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しく

は民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、当事者い

ずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若

しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は当該契約を直ちに解除することができます。

 

Ｃ．契約の内容の変更に関する事項

　一般事務委託契約は、当事者が協議し合意の上、契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあ

たっては関係法令を遵守するとともに、規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとしま

す。

 

Ｄ．契約の変更の開示方法

　一般事務委託契約が解約され、一般事務受託者（会計等に関する事務）の異動があった場合には、金融商品

取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

　また、一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます（投信法

第191条）。

 

（ニ）投資主名簿等管理人（みずほ信託銀行株式会社）との間の事務委託契約

Ａ．契約期間

　事務委託契約の有効期間は、平成21年１月１日より１年間とし、当事者のいずれかからも書面による契約解

除の通知がない限り、さらに１年延長するものとし、その後も同様とします。なお、契約解除の通知があった

ときは、当該通知が相手方に到達した日から３ヶ月経過後最初に開催される本投資法人の投資主総会終結の

ときに、事務委託契約（投資口事務受託契約）は終了します。

 

Ｂ．契約期間中の解約に関する事項

（ⅰ）当事者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、当該契約は当事者が合意して指定した日に

終了します。
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（ⅱ）当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるとき

に、相手方が書面にてその違反を催告してから30日以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。

この場合、相手方は同30日の期間経過後に当該契約を解除することができます。

 

（ⅲ）当事者のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払停止又は破産手続開始、再生手続開始、特

別清算開始若しくは会社更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、当該契約の履行

に重大な支障を及ぼすと認められる場合。これらの場合、その相手方は当該契約を直ちに解除すること

ができます。

 

Ｃ．契約の内容の変更に関する事項

　事務委託契約の内容については、本投資法人及び投資主名簿等管理人が互いに協議し合意の上、変更するこ

とができます。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに規約との整合性に配慮するものとし、書面を

もって行うものとします。

 

Ｄ．契約の変更の開示方法

　事務委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資

法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

　また、事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます（投信法第

191条）。

 

（ホ）特別口座管理機関（みずほ信託銀行株式会社）との間の特別口座の管理に関する契約

Ａ．契約の発効及び終了

　特別口座管理契約は、平成21年１月５日から効力を生じ、次の各号に掲げる事由が生じた場合、各号の定め

る時に終了します。

（ⅰ）特別口座の加入者が存在しなくなった場合。特別口座管理機関は、速やかにすべての特別口座の廃止

手続を行い、その手続が完了した時に終了します。但し、当事者の合意により、継続することができます。

 

（ⅱ）振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口が振替機関によって取り扱

われなくなった場合。特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完

了した時に終了します。

 

（ⅲ）当事者のいずれか一方が特別口座管理契約に違反し、かつその違反が引き続き特別口座管理契約の履

行に重大なる支障を及ぼすと認められたときに、他方が文書による解約の通知をした場合。当該通知に

おいて指定された日に終了します。指定がない場合は、当該通知到達の日から30日経過した日に終了し

ます。

 

（ⅳ）当事者の間に事務委託契約が締結されており、当該契約について契約の終了事由又は特別口座管理機

関が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理機関が特別口座管理契約の解約を本投資

法人に文書で通知した場合。この場合、上記(ⅲ)の後段を準用します。但し、当該契約の終了事由が、本投

資法人の手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生

手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認め

られる場合は、直ちに特別口座管理契約を解約することができます。

 

　また、当事者はそれぞれ、現在、自法人並びに自法人の取締役、執行役及び監査役又は執行役員及び監督役員

（以下「役員」といいます。）が以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、以

下の各号のいずれにも該当しないことを確約し、当事者のいずれか一方が以下の各号のいずれかに該当（そ

の役員が該当する場合を含みます。）し、又は当該表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明しその

状態が30日の間に治癒されなかった場合に、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当

該通知において指定された日に特別口座管理契約は終了するものとします。

（ⅰ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団、暴力団員、指定暴力団又は指

定暴力団連合
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（ⅱ）平成16年10月15日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」第7-1（1）アに規定される暴力団準構成

員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等

 

（ⅲ）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体に属している者

 

（ⅳ）組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に規定される犯罪収益等隠匿又は犯罪収益

等収受を行い、又は行っている疑いのある者

 

（ⅴ）貸金業法に規定される取立て制限者

 

（ⅵ）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、又は性風俗関連特殊営業

を行う者

 

（ⅶ）その他上記（ⅰ）ないし（ⅵ）に準ずる者

 

（ⅷ）上記（ⅰ）ないし（ⅶ）に掲げる者が経営に関与している法人若しくは団体、又は前各号に掲げる者

の維持若しくは運営に協力若しくは関与している者

 

Ｂ．契約の内容の変更に関する事項

　特別口座管理契約について、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他契約の変更が必要な事

由が生じた場合は、本投資法人及び特別口座管理機関が協議のうえ速やかに変更するものとします。

 

Ｃ．契約の変更の開示方法

　特別口座管理契約が解約され、特別口座管理機関の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投

資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

　また、特別口座管理契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます（投信法

第191条）。

 

（へ）資産保管会社（みずほ信託銀行株式会社）との間の資産保管業務委託契約

Ａ．契約期間

　資産保管業務委託契約の有効期間は、平成24年９月30日までとします。但し、かかる有効期間の満了予定日

の３ヶ月前までに、当事者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を

解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、当該契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日

よりさらに３年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、

現行の有効期間の満了をもって当該契約は終了します。

 

Ｂ．契約期間中の解約に関する事項

（ⅰ）当事者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、当該契約は当事者が合意して指定した日に

終了します。

 

（ⅱ）当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるとき

に、相手方が書面にてその違反を通告してから30日以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。

この場合、相手方は同30日の期間経過後に当該契約を解除することができます。

 

（ⅲ）当事者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しく

は民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、当事者い

ずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若

しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は当該契約を直ちに解除することができます。

 

（ⅳ）当事者のいずれか一方について、当該契約に定める業務の遂行に著しく支障があると合理的に判断さ

れる場合。なお、この場合、その相手方は書面にてその判断を通知することにより当該契約を直ちに解除

することができます。
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Ｃ．契約の内容の変更に関する事項

　当事者は、互いに協議し合意の上、契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係

法令を遵守するとともに規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。

 

Ｄ．契約の変更の開示方法

　資産保管業務委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投

資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

　また、関東財務局長に資産保管会社の変更が届け出られます（投信法第191条）。

 

（ト）会計監査人：あずさ監査法人

　本投資法人は、あずさ監査法人を会計監査人とします。

　会計監査人は、投資主総会の決議をもって選任します（規約第23条）。会計監査人の任期は、就任後１年経

過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記

の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみな

します（規約第24条）。

 

⑤　公告の方法

　本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います（規約第４条）。
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２【利害関係人との取引制限】

(1）法令に基づく制限

①　利害関係人等との取引

　資産運用会社の行う取引については金融商品取引法の定めにより一定の制限が課せられています。かかる制限

の中でも資産運用会社の利害関係人との取引に関する主な制限として以下のものが含まれます。

 

（イ）資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を

行うこと（金融商品取引法第42条の２第１号）。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、

又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条で定めるものを除きま

す。

 

（ロ）資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価

の額の変動を利用して自己又は本投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しな

い取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第３号）。

 

（ハ）資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内

容とした運用を行うこと（業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。）（業府令第130条第１項第１

号）。

 

（ニ）自己又は第三者の利益を図るため、本投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運

用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第７号及び業府令第130条第１項第２号）。

 

（ホ）第三者（資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。）の利益を図るため、その行う投資運用業に

関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを内容と

した運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第７号及び業府令第130条第１項第３号並びに金融商品

取引法第44条の３第１項第３号）。

 

（へ）他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと（金融商品取引法第42条の

２第７号及び業府令第130条第１項第４号）。

 

（ト）有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目

的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第７号及び業府令第

130条第１項第５号）。

 

（チ）以下に掲げる者が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得又

は買付けの申込みの額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該者の要請を受

けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条

の２第７号及び業府令第130条第１項第９号）。

Ａ．本資産運用会社の関係外国法人等

Ｂ．直近２事業年度において業府令に定める行為を行った運用財産にかかる有価証券の合計額が当該２

事業年度において発行された運用財産にかかる有価証券の額の100分の50を超える者

 

②　利益相反のおそれがある場合の書面の交付

　資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資

法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産（投信法に定める指定資産及び投

信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本②において同じ意味で用います。）の売買その他の投信法施行令

で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引にかかる事項を記載した書面

を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限りま

す。）その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません（投信法第203条第２項）。但し、資産

運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令で定めるところにより、資産の運用を行う投資法人、資産

の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）その他投信法施

行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます（投信法第203条第

４項、第５条第２項）。
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③　資産の運用の制限

　本投資法人は、①当該投資法人の執行役員又は監督役員、②資産運用会社、③当該投資法人の執行役員又は監督

役員の親族（配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。）、④資産運用会社の取締役、会計参与（会計

参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。）、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類す

る役職にある者又は使用人との間で以下に掲げる行為（投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行

為として投信法施行令で定める行為を除きます。）を行ってはなりません（投信法第195条、第193条、投信法施行

令第116条ないし第118条）。

（イ）有価証券の取得又は譲渡

（ロ）有価証券の貸借

（ハ）不動産の取得又は譲渡

（ニ）不動産の貸借

（ホ）不動産の管理の委託

（ヘ）宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことにかかる取引以外の特定資産にかかる取引

　なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として①資

産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、②資産運用会社に不動産の管理

を委託すること等が認められています。

 

(2）本投資法人の資産運用にかかる自主ルール（利益相反対策ルール）

①　一般原則

　資産運用会社は、利害関係者（投信法において定義される利害関係人等及び利害関係人等が運用の委託を受け

ている又は出資若しくは匿名組合出資を行っている特別目的会社をいいます。）との取引に関しては、法令上の

問題点がないかのみならず、資産運用会社が本投資法人の資産の運用にかかる業務の受託者として当該取引にお

いてその責務を果たすよう、資産運用会社の内規である利害関係者取引規程に下記②以下のような定めをおいて

います。

 

②　手続

　資産運用会社は、利害関係者との取引等に関する投資方針の策定若しくは改定を行おうとする場合又は利害関

係者との間で下記③記載の取引を行おうとする場合には、投資委員会、コンプライアンス委員会及び取締役会に

おける審議及び決定又は決議に加えて、本投資法人の役員会の承認を得るものとします。

 

③　基準

　利害関係者との以下の取引に関しては、それぞれの以下の基準に基づいて行うものとします。但し、かかる取引

が実行された後に遅滞なく、資産運用会社は本投資法人に当該取引の内容等を報告するものとします。

 

（イ）利害関係者からの特定資産の取得

Ａ．不動産及び不動産信託受益権の場合

　不動産等資産１物件あたりの取得価格（不動産等資産そのものの取得金額とし、不動産鑑定評価額の対象

となっていない税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託報酬等受益権の譲渡に要する費用等の他、信託

勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額を含まないものとします。）は、取得に際して

採用した鑑定評価額等の105％以下の金額とします。但し、利害関係人等が運用の委託を受けている若しくは

出資又は匿名組合出資を行っている特別目的会社が本投資法人への物件譲渡を目的として不動産等資産を

利害関係者以外の第三者から取得した場合、本投資法人は、鑑定評価額等を上回る場合であっても、かかる特

別目的会社による当該不動産等資産の取得価格と同額（消費税及び固定資産税の精算金等を除きます。）で

当該不動産等資産を取得することができるものとします。また、かかる特別目的会社において負担した取得

費用のうち、仲介手数料、信託登記に関する登録免許税、信託登記等に付随する司法書士報酬及び当初信託報

酬相当額を当該物件取得価格に含めることができるものとします。

 

Ｂ．その他の特定資産の場合

　市場における時価を把握できる場合、時価により取得するものとします。それ以外の場合、公正な第三者に

よって提示された適正な価格により取得するものとします。
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（ロ）利害関係者への特定資産の売却

Ａ．不動産及び不動産信託受益権の場合

　不動産等資産１物件あたりの譲渡価格（不動産等資産そのものの譲渡価格とし、税金及び譲渡費用等の他、

信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額を含まないものとします。）は、譲渡に際

して採用した不動産鑑定士の不動産評価額以上の金額とします。

 

Ｂ．その他の特定資産の場合

　市場における時価を把握できる場合、時価により譲渡するものとします。それ以外の場合、公正な第三者に

よって提示された適正な価格により譲渡するものとします。

 

（ハ）不動産等資産の取得、譲渡又は賃貸の利害関係者による媒介

Ａ．不動産等資産の取得にかかる媒介の場合

　支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号、その後の改正を含み、以下「宅

地建物取引業法」といいます。）に規定する報酬の範囲内（信託受益権の場合にはその目的となっている宅

地又は建物を基準とします。）で、かつ、資産運用委託契約第13条第１項第３号規定の取得・売却報酬を控除

した残額を上限とします。

 

Ｂ．不動産等資産の譲渡にかかる媒介の場合

　支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内（信託受益権の場合にはその

目的となっている宅地又は建物を基準とします。）で、かつ、資産運用委託契約第13条第１項第３号規定の取

得・売却報酬を控除した残額を上限とします。

 

Ｃ．不動産等資産の賃貸にかかる媒介の場合

　支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内（信託受益権の場合にはその

目的となっている宅地又は建物を基準とします。）とします。

 

（ニ）利害関係者への不動産等資産の管理の委託

Ａ．本投資法人が不動産等資産を取得したときに、当該不動産等資産のプロパティ・マネジメント会社が存在

する場合で、かつ、当該プロパティ・マネジメント会社が別途資産運用会社が決定するプロパティ・マネジ

メント会社選定基準を満たす場合は、原則として当初のプロパティ・マネジメント業務委託契約満了までの

期間、当該プロパティ・マネジメント会社に対して引き続き管理業務を継続して委託するものとします。当

該不動産等資産のプロパティ・マネジメント会社が存在しない場合、プロパティ・マネジメント会社を比較

検討して、プロパティ・マネジメント業務委託先としての諸条件を具備していること及び手数料水準を総合

的に検討した上で、プロパティ・マネジメント会社として利害関係者を選任することができるものとしま

す。

 

Ｂ．当初のプロパティ・マネジメント業務委託契約が満了した場合又はパフォーマンス状況が悪い場合、プロ

パティ・マネジメント会社を比較検討して、プロパティ・マネジメント業務委託先としての諸条件を具備し

ていること、最も大きなパフォーマンス状況の改善が見込まれること及び手数料水準を総合的に検討し、プ

ロパティ・マネジメント会社として利害関係者を選任することができるものとします。

 

（ホ）利害関係者への不動産等資産の賃貸

　本投資法人と利害関係者との間の賃貸借契約の内容は、市場実勢及び対象の不動産等資産の標準的な賃貸

条件を勘案して、適正と判断される条件によります。

 

（ヘ）利害関係者への不動産等資産にかかる契約金額500万円以上の工事の発注（但し、緊急修繕は除きます。）

　利害関係者以外の第三者の見積価格・役務提供の内容等と比較検討した上で、役務提供の内容等に鑑み、見

積価格が第三者の水準と著しく乖離していない場合に限り、利害関係者に対し同工事を発注することができ

るものとします。
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(3）取得済資産及び取得予定資産にかかる資産運用会社の利害関係について

　本投資法人は、取得済資産及び取得予定資産について、資産運用会社の利害関係人等である売主より取得する場

合、その取得にかかる契約を締結するにあたり、前記「（2) 本投資法人の資産運用にかかる自主ルール（利益相反

対策ルール）」に記載の自主ルールに従い、以下の審議及び決定又は決議を経ています。

①　リスク管理・コンプライアンス室による事前審査及び承認

②　投資委員会による審議及び決定

③　コンプライアンス委員会による審議及び決定

④　資産運用会社取締役会による審議及び決議

⑤　本投資法人の役員会による審議及び決議
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３【投資主・投資法人債権者の権利】

(1）投資主の権利

①　投資主総会における議決権

　投信法又は規約により定められる一定の事項は、投資主により構成される投資主総会で決議されます（投信法

第77条第２項第３号）。投資主はその有する投資口１口につき１個の議決権を有します（投信法第94条第１項、

会社法第308条第１項本文）。投資主総会においては、原則として発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主

が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって決議されますが（投信法第93条の２第１項）、規約の

変更その他一定の重要事項に関しては、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資

主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって決議されなければなりません（投信法第93条の２第２項）。

　投資主総会において権利を行使すべき投資主は、役員会の決議を経て定め、法令に従い予め公告する基準日現在

の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主とします（投信法第77条の３第２項、規約第15条）。

　投資主は、投資主総会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です（投信法第90条の２

第２項、第92条第１項）。また、投資主は、本投資法人の承諾を得て、電磁的方法により議決権を行使することがで

きます（投信法第92条の２）。さらに、投資主は、代理人により議決権を行使することができます。但し、投資主が

代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は本投資法人の議決権を有する投資主１名に限ら

れます（規約第11条第２項）。また、投資主又はその代理人は、投資主総会毎に代理権を証明する書面を予め本投

資法人に提出しなければなりません（投信法第94条第１項、会社法第310条第１項、規約第11条第３項）。これら

の方法にかかわらず、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資

主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があると

きは、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものとみなされます（投信法第93条第１項、規約第14

条第１項）。

 

②　その他の共益権

（イ）代表訴訟提起権（投信法第204条第３項、第116条、第119条、会社法第847条（第２項を除く。））

　６ヶ月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面をもって、資産運用会社、一般事

務受託者、執行役員又は監督役員の責任を追及する訴えの提起を請求することができ、本投資法人が請求の

日から60日以内に訴えを提起しないときは、本投資法人のために自ら訴えを提起することができます。

 

（ロ）投資主総会決議取消権等（投信法第94条第２項、会社法第830条、第831条）

　投資主は、投資主総会につき、①招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反し又は著しく不公正

なとき、②決議の内容が規約に違反するとき、又は③決議につき特別の利害関係を有する者が議決権を行使

したことによって著しく不当な決議がなされたときには、当該決議の日から３ヶ月以内に、訴えをもって投

資主総会の決議の取消しを請求することができます。また、投資主総会の決議が存在しない場合又は決議の

内容が法令に違反する場合には、それぞれ投資主総会の決議の不存在又は無効を確認する訴えを提起するこ

とができます。

 

（ハ）執行役員等の違法行為差止請求権（投信法第109条第５項、第153条の３第２項、会社法第360条第１項）

　執行役員が本投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは規約に違反する行為をし、又はこれらの

行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復することができない損害が発生

するおそれがあるときには、６ヶ月前から引き続き投資口を有する投資主は、執行役員に対してその行為を

やめることを請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても同様

です。

 

（ニ）新投資口発行無効訴権（投信法第84条第２項、会社法第828条第１項第２号、第２項第２号）

　投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の発行の効力が生じた

日から６ヶ月以内に本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起することができます。

 

（ホ）合併無効訴権（投信法第150条、会社法第828条第１項第７号、第８号、第２項第７号、第８号）

　投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、本投資法人に対して合併の効力が生じた日から６ヶ

月以内に合併無効の訴えを提起することができます。

 

（ヘ）投資主提案権（投信法第94条第１項、会社法第303条第２項）

　発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、

投資主総会の日の８週間前までに一定の事項を投資主総会の目的とすることを請求することができます。

 

（ト）投資主総会招集権（投信法第90条第３項、会社法第297条第１項、第４項）
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　発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、

会議の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができ、遅滞なく投資主

総会招集の手続がなされない場合には、監督官庁の許可を得て自ら招集することができます。

 

（チ）検査役選任請求権（投信法第110条、第94条第１項、会社法第306条第１項）

　発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、投資主総会にかか

る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、投資主総会に先立って検査役の選任を監督官庁に請求する

ことができます。また、発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人の業務

及び財産の状況を調査させるため検査役の選任を監督官庁に申し立てることができます。

 

（リ）執行役員等解任請求権（投信法第104条第１項、第３項、会社法第854条第１項第２号）

　執行役員及び監督役員は投資主総会の決議により解任することができますが、執行役員又は監督役員の職

務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず、投資主

総会において当該執行役員又は監督役員を解任する旨の議案が否決された場合には、発行済投資口の100分

の３以上の口数の投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、当該投資主総会の日から30日以内に訴え

をもって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます。

 

（ヌ）解散請求権（投信法第143条の３）

　発行済投資口の10分の１以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人が業務の執行において著しく

困難な状況に至り、本投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生じるおそれがあるときや、本投

資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で本投資法人の存立を危うくするときには、訴えをもって本投資

法人の解散を請求することができます。

 

③　分配請求権（投信法第77条第２項第１号、第137条第１項）

　投資主は、投信法及び規約に定められた金銭の分配方針に従って作成された金銭の分配に係る計算書に従い、保

有投資口数に応じて金銭の分配を受ける権利を有します。

 

④　残余財産分配請求権（投信法第77条第２項第２号、第158条）

　本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、保有投資口数に応じて残余財産の分配を受ける権利を有しま

す。

 

⑤　払戻請求権（規約第５条）

　投資主は、投資口の払戻請求権を有しません。

 

⑥　投資口の処分権（投信法第78条第１項、第３項、社債株式等振替法第226条第1項、第228条、第140条）

　投資主は、投資口を自由に譲渡できます。なお、投信法上、投資口を譲渡するには投資証券を交付しなければなら

ないこととされていますが、投資口の「電子化」により、振替口座簿の記録・記載により投資口の権利の帰属が

定められることとなっています。

 

⑦　投資証券交付請求権及び不所持請求権（投信法第85条第１項、第３項、会社法第217条）

　投信法上、投資主は投資口を発行した日以後遅滞なく、当該投資口にかかる投資証券の交付を受けることがで

き、また、投資主は、投資証券の不所持を申出ることもできることとされていますが、投資口の「電子化」により、

これらは振替機構が社債株式等振替法第３条第１項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失っ

た場合であって当該振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は投資口が振替機構によって取り扱われ

なくなったときに限られます。

 

⑧　帳簿等閲覧請求権（投信法第128条の３）

　投資主は、本投資法人の営業時間内はいつでも、請求の理由を明らかにして、会計帳簿又はこれに関連する資料

の閲覧又は謄写を請求することができます。
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(2）投資法人債権者の権利

　投資法人債権者が投信法等により有する主な権利の内容は、次のとおりです。

①　元利金支払請求権

　投資法人債権者は、投資法人債の要項に従い、元利金の支払いを受けることができます。

 

②　投資法人債の譲渡

　投資法人債券を発行する旨の定めのある投資法人債の移転は、譲渡人及び譲受人間の意思表示及び投資法人債

券を交付することにより行われます（投信法第139条の７、会社法第687条）。このうち、取得者が、記名式の投資

法人債の譲渡を第三者に対抗するためには、投資法人債券を交付することが必要であり、投資法人に対抗するた

めには、取得者の氏名又は名称及び住所を投資法人債原簿に記載又は記録することが必要です（投信法第139条

の７、会社法第688条第２項）。これに対し、取得者が、無記名式の投資法人債の譲渡を第三者及び投資法人に対抗

するためには、投資法人債券を交付することが必要です（投信法第139条の７、会社法第688条第３項）。

　投資法人債につき、本投資法人が振替法に基づく一般債振替制度において、保管振替機構が取り扱うことに同意

し、振替法の適用を受けることを決定した振替投資法人債については、新規発行及び権利の移転は全て振替法に

従い、振替口座簿への記録・記載によって行われることとなります。

 

③　投資法人債権者集会における議決権

（イ）投資法人債権者集会は、投信法に規定のある場合のほか、投資法人債権者の利害に関する事項について、決

議を行うことができます（投信法第139条の10第２項、会社法第716条）。

　投資法人債権者集会において、投資法人債権者は、その有する投資法人債の金額の合計額に応じて議決権を

行使することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第723条第１項）。投資法人債権者は、投資法人

債権者集会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です（投信法第139条の10第２

項、会社法第726条）。

　投資法人債権者集会における決議は、裁判所の認可によってその効力を生じます（投信法第139条の10第２

項、会社法第734条）。

 

（ロ）投資法人債権者集会の決議方法は、以下のとおりです（投信法第139条の10第２項、会社法第724条）。

Ａ．法令及び投資法人債の要項に別段の定めがある場合のほか、原則として、決議に出席した議決権者の議決

権の総額の２分の１を超える議決権を有する者の同意をもって行われます（普通決議）。

Ｂ．投資法人債権者集会の決議は、一定の重要な事項については、議決権者の議決権の総額の５分の１以上を

有する議決権者が出席し、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議決権を有する者の同

意をもって行われます（特別決議）。

 

（ハ）投資法人債総額（償還済みの額を除きます。）の10分の１以上に当たる投資法人債を保有する投資法人債

権者は、本投資法人又は投資法人債管理者に対して、会議の目的たる事項及び招集の理由を示して、投資法人

債権者集会の招集を請求することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第718条第１項）。

　かかる請求がなされた後、遅滞なく投資法人債権者集会の招集手続がなされない場合等には、かかる請求を

行った投資法人債権者は、裁判所の許可を得て投資法人債権者集会の招集をすることができます（投信法第

139条の10第２項、会社法第718条第３項）。

 

（ニ）投資法人債権者は、本投資法人の営業時間内に、投資法人債権者集会の議事録の閲覧又は謄写を請求する

ことができます（投信法第139条の10第２項、会社法第731条第３項）。

 

④　投資法人債管理者

　本投資法人は、投資法人債を募集する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁済の受

領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければなりません。但し、各投資法人債の金額が

１億円以上である場合については、この限りではありません（投信法第139条の８）。
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第４【関係法人の状況】

１【資産運用会社の概況】

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

①　名称

　株式会社ジョイント・キャピタル・パートナーズ

　（英文ではJoint Capital Partners Co., Ltd.と表示します。）

 

②　資本金の額

　２億円（本書の日付現在）

 

③　事業の内容

　金融商品取引法第28条第４項に規定する投資運用業を行います。

（イ）会社の沿革

年月日 事項

平成16年７月28日 会社設立

平成16年10月23日
宅地建物取引業者免許取得

（免許番号　東京都知事（1）第83732号）

平成17年１月27日
宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得

（認可番号　国土交通大臣認可第31号）

平成17年４月18日
投信法上の投資法人資産運用業の認可取得

（認可番号　内閣総理大臣第41号）

平成19年９月30日
金融商品取引法上の金融商品取引業者登録

（関東財務局長　（金商）第337号）（注）

（注）資産運用会社は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第159条第１項の適用を受け、金融商品取引法施行日（平成19

年９月30日）において同法第29条の登録を受けたものとみなされています。

 

（ロ）株式の総数及び資本金の額の増減

Ａ．発行可能株式総数（本書の日付現在）

16,000株

 

Ｂ．発行済株式の総数（本書の日付現在）

4,000株

 

Ｃ．最近５年間における資本金の額の増減

年月日 資本金の額の増減

平成16年12月15日資本金の額を1,000万円から２億円に増額
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（ハ）経理の概況

　資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。

Ａ．最近の事業年度における主な資産と負債の概況

 平成21年３月31日

総資産（千円） 647,952

総負債（千円） 35,995

純資産（千円） 611,956

 

Ｂ．最近の事業年度における損益の概況

 
第５期

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

営業収益（千円） 514,540

経常利益（千円） 145,437

当期純利益（千円） 85,034

 

（ニ）その他

Ａ．役員の変更

　資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過

半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成により選任されます。取締役の選任

については、累積投票によりません。取締役の任期は、就任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、就任後４年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会の終結の時までです。但し、補欠又は増員として選任された取締役の任期は、前

任者又は現任者の残任期間と同一とし、補欠として選任された監査役の任期は、前任者の残任期間とします。

資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、その日から２週間以内に、その旨を関東

財務局長に届け出ます（金融商品取引法第31条第１項、第29条の２第１項第３号）。また、本資産運用会社の

取締役又は執行役が他の会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社

員）、監査役又は執行役に就任し又はこれらを退任した場合には、遅滞なく、その旨を関東財務局長に届け出

ます（金融商品取引法第31条の４第４項。他の会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その

職務を行うべき社員）、監査役又は執行役が本資産運用会社の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合

も同様です。）。

 

Ｂ．訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

　資産運用会社の全株式を保有する株式会社ジョイント・コーポレーションは、平成21年５月29日付で東京

地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行い、平成21年６月16日付で同裁判所から会社更生手続開始決定

を受けました。詳細については、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ 投資法人の概況　（1

）主要な経営指標等の推移 ② 運用状況（ロ）次期の見通し Ｃ. 決算後に生じた重要な事実」をご参照く

ださい。

 

（ホ）関係業務の概要

　本投資法人が、資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。

Ａ.資産運用会社としての業務　

(ⅰ)本投資法人の資産の運用にかかる業務

(ⅱ)本投資法人が行う資金調達にかかる業務

(ⅲ)本投資法人の資産の状況についての本投資法人への報告業務

(ⅳ)本投資法人の資産にかかる運営計画の策定業務

(ⅴ)その他本投資法人が随時委託する上記Ａ(ⅰ)ないし(ⅳ)に付随し又は関連する業務

Ｂ.一般事務受託者（機関の運営に関する事務）としての業務　

(ⅰ)本投資法人の機関の運営に関する事務(投信法第117条第４号に規定する事務のうち、本投資法人が投資

主名簿等管理人との間で締結した事務委託契約書(投資口事務受託契約書）において投資主名簿等管理人に

委託された事務以外のもの。）。

(ⅱ)その他上記Ｂ(ⅰ)に準ずる業務又は付随する業務で、機関運営事務細則に定めるもの。　

 

（２）【運用体制】

　資産運用会社の運用体制については、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ 投資法人の概況

（4）投資法人の機構 ③ 投資法人の運用体制」をご参照下さい。
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（３）【大株主の状況】

 （本書の日付現在）

名称 住所
所有株式数
（株）

比率（％）
（注）

株式会社ジョイント・

コーポレーション
東京都目黒区目黒二丁目10番11号 4,000 100.0

合計 4,000 100.0

（注）比率は、発行済株式総数に対する所有株式数の比率を表しています。

 

（４）【役員の状況】

 （本書の日付現在）

役職名 氏名 主要略歴 所有株式数

代表取締役社長 坂本　光司

平成３年４月 株式会社大京入社

0

平成11年１月 株式会社ジョイント・コーポレーション入社

平成11年４月 株式会社ジョイント・ランド（現　株式会社ジョ

イント・レジデンシャル不動産）転籍　営業部課

長

平成15年４月 同社　業務部業務企画課長

平成16年４月 同社　業務部次長

平成17年４月 同社　経営企画室長代理

平成17年12月同社　経営企画室長

平成18年６月 同社　取締役就任

平成20年１月 株式会社ジョイント・キャピタル・パートナー

ズ 代表取締役社長就任（現任）

取締役

管理部長
浅本　誠

昭和60年４月 株式会社青木建設入社

0

平成４年７月 同社　東京本社管理本部経理部海外主計

平成９年７月 同社　東京本社管理本部経理部主計

平成12年４月 同社　横浜支店営業部課長

平成14年４月 同社　東京本店営業部課長

平成15年11月髙松建設株式会社出向

平成16年４月 髙松建設株式会社転籍

平成16年６月 株式会社ジョイント・アセットマネジメント入

社　投資運用部マネージャー

平成17年１月 株式会社ジョイント・キャピタル・パートナー

ズ出向　管理部長

平成18年４月 株式会社ジョイント・キャピタル・パートナー

ズ転籍　管理部長

平成19年３月 同社　取締役管理部長就任（現任）

 

EDINET提出書類

ジョイント・リート投資法人(E14096)

有価証券報告書（内国投資証券）

166/192



役職名 氏名 主要略歴 所有株式数

取締役

（非常勤）

 

中畑　智文

 

昭和55年４月 株式会社北海道拓殖銀行入行

0

 

昭和63年12月株式会社エルカクエイ（現　株式会社ジョイント

・レジデンシャル不動産）入社

平成２年６月 同社　事業第１部事業第１課長

平成６年６月 同社　企画管理部企画課長

平成７年６月 同社　経理部財務課室長

平成12年６月 同社　経理部長

平成13年９月 同社　取締役経営企画部長就任

平成14年６月 同社　常務取締役就任

平成18年８月 同社　代表取締役社長就任

平成20年４月 株式会社ジョイント・コーポレーション　執行役

員就任

平成20年12月株式会社ジョイント・キャピタル・パートナー

ズ　取締役就任（現任）

株式会社ジョイント・アセットマネジメント　取

締役就任（現任） 

平成21年６月 株式会社ジョイント・コーポレーション　経営管

理部長（現職）

監査役

（非常勤）
小西　敏也 

平成３年４月 コスモ信用組合入社

0

平成８年２月 株式会社ジョイント・コーポレーション入社

平成10年５月 同社　業務部業務課主任

平成11年４月 同社　総務部法務課主任

平成18年６月 同社　内部監査室主任

平成19年４月 同社　総務部総務課長代理

平成20年５月 同社　総務部総務チーム課長（現職）

平成21年９月 株式会社ジョイント・キャピタル・パートナー

ズ　監査役就任(現任）

　 株式会社ジョイント・アセットマネジメント

監査役就任(現任）
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なお、資産運用会社の取締役及び監査役以外の重要な役職者は、以下のとおりです。

 （本書の日付現在）

役職名 氏名 主要略歴 所有株式数

不動産投資部長 兼松　義和

平成７年４月 セントヒルズ販売株式会社入社

0

平成15年２月 ホリウチ建物株式会社入社

平成17年４月 株式会社ジョイント・コーポレーション入社　

不動産開発部

平成19年６月 同社　不動産開発部課長代理

平成20年６月

　

　

平成21年６月

株式会社ジョイント・キャピタル・パートナー

ズ出向　不動産投資部次長

同社　不動産投資部長代理

同社　不動産投資部長（現職）

不動産運用部長 佐倉　俊雄

平成元年４月 三建不動産株式会社入社

0

平成11年３月 株式会社ジョイント・コーポレーション入社　

開発部

平成17年６月 同社　不動産流動化事業部課長

平成19年10月同社　グループＰＪ企画部課長

平成20年７月 株式会社ジョイント・キャピタル・パートナー

ズ出向　不動産運用部次長

平成20年８月

平成21年６月

同社　不動産運用部長代理

同社　不動産運用部長（現職）

ＩＲ・財務部長 佐藤　信義

平成６年４月 オリックス株式会社入社

不動産鑑定部大阪鑑定課 

0

平成13年３月 同社　大阪営業第二部営業第一課主任

平成14年３月 同社　プロジェクトファイナンス部第三課主任

平成17年３月 同社　ストラクチャードファイナンス部主任

平成18年９月 同社　ストラクチャードファイナンス部課長代

理

平成19年４月 ラサールインベストメントマネージメント株式

会社入社　投資営業部アソシエイトディレク

ター

平成21年４月 株式会社ジョイント・コーポレーション入社 

株式会社ジョイント・キャピタル・パートナー

ズ出向　ＩＲ・財務部担当部長

平成21年４月 同社　ＩＲ・財務部長（現職）
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役職名 氏名 主要略歴 所有株式数

コンプライアンス

・オフィサー兼リ

スク管理・コンプ

ライアンス室長

桂　崇文

昭和49年４月 株式会社第一勧業銀行入行

0

昭和57年８月 株式会社ＣＲＣソリューションズ出向

昭和59年10月株式会社第一勧業銀行　国際企画部国際企画課

課長補佐

平成２年12月 ルクセンブルグ第一勧業銀行出向

平成７年２月 同行　検査部副検査役

平成７年４月 同行　業務開発部調査役

平成７年11月 第一勧業信託銀行株式会社（現　みずほ信託銀

行株式会社）出向　業務部長

平成12年４月 同行　国際金融部国際金融事務グループ次長

平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行　投資ファイ

ナンス営業部次長

平成14年12月同行　プロダクツ業務管理部次長

平成15年１月 同行　内幸町営業第四部付参事役

東曹産業株式会社出向　取締役企画部長

平成16年２月 東曹産業株式会社転籍　取締役企画部長

平成17年１月 株式会社ジョイント・アセットマネジメント入

社

株式会社ジョイント・キャピタル・パートナー

ズ出向　コンプライアンス・オフィサー

平成18年４月 株式会社ジョイント・キャピタル・パートナー

ズ転籍　コンプライアンス・オフィサー（現

職）

平成20年７月 同社　リスク管理・コンプライアンス室長兼任

（現職）

　

（５）【事業の内容及び営業の概況】

　資産運用会社は、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として、投資運用業及び機関の運営にかかる一般

事務受託者としての業務を行っています。

　本書の日付現在、資産運用会社が資産の運用及び機関の運営にかかる一般事務受託者としての業務を行う投

資法人は、本投資法人のみです。
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２【その他の関係法人の概況】

一般事務受託者(会計等に関する事務）、資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関、投資法人債にかかる

一般事務受託者兼投資法人債管理者

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

①　名称

　みずほ信託銀行株式会社

 

②　資本金の額

　247,231百万円（平成21年３月31日現在）

 

③　事業の内容

　銀行法（昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。）に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業

務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43号、その後の改正を含みます。）に基づき信託業務を営んでいます。

 

（２）【関係業務の概要】

　一般事務受託者としての業務（機関の運営に関する事務を除く）、資産保管会社としての業務、投資主名簿等

管理人としての業務、特別口座管理機関としての業務、本投資法人債にかかる一般事務受託者及び投資法人債

管理者としての業務

 

（３）【資本関係】

　該当事項はありません。
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第５【投資法人の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について

　本投資法人の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下

「財務諸表等規則」といいます。）及び同規則第２条の規定により、「投資法人の計算に関する規則」（平成18年内

閣府令第47号）に基づいて作成しています。財務諸表に記載している金額は原則、千円単位で表示し、単位未満を切り

捨てています。

 

２．監査証明について

　本投資法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第７期計算期間（平成20年10月１日から平成21

年３月31日まで）及び第８期計算期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）の財務諸表についてあずさ

監査法人の監査を受けています。

 

３．連結財務諸表について

　本投資法人は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成していません。
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１【財務諸表】
（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

第７期
(平成21年３月31日)

第８期
(平成21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,157,741 2,147,763

信託現金及び信託預金 ※1
 3,352,859

※1
 3,194,543

営業未収入金 58,648 72,525

前払費用 267,252 299,802

繰延税金資産 16 969

その他 55 249

貸倒引当金 △3,669 △11,219

流動資産合計 4,832,904 5,704,634

固定資産

有形固定資産

信託建物 41,053,802 41,081,018

減価償却累計額 △3,029,780 △3,611,873

信託建物（純額） ※1
 38,024,021

※1
 37,469,145

信託構築物 435,883 437,316

減価償却累計額 △87,943 △100,990

信託構築物（純額） ※1
 347,939

※1
 336,326

信託機械及び装置 420,979 420,979

減価償却累計額 △69,658 △83,677

信託機械及び装置（純額） ※1
 351,321

※1
 337,302

信託工具、器具及び備品 16,852 21,080

減価償却累計額 △4,506 △5,922

信託工具、器具及び備品（純額） ※1
 12,346

※1
 15,158

信託土地 ※1
 60,991,938

※1
 60,997,084

有形固定資産合計 99,727,568 99,155,016

無形固定資産

その他 2,691 1,929

無形固定資産合計 2,691 1,929

投資その他の資産

差入敷金保証金 10,536 10,536

長期前払費用 83,519 46,440

その他 64,080 69,783

投資その他の資産合計 158,136 126,759

固定資産合計 99,888,395 99,283,705

繰延資産

投資法人債発行費 17,843 12,769

繰延資産合計 17,843 12,769

資産合計 104,739,144 105,001,110
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（単位：千円）

第７期
(平成21年３月31日)

第８期
(平成21年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金 48,113 28,526

短期借入金 ※1
 9,800,000

※1
 12,751,000

1年内償還予定の投資法人債 5,000,000 5,000,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 3,600,000

※1
 7,187,000

未払金 295,101 288,802

未払費用 143,753 135,357

未払法人税等 163 1,827

未払消費税等 9,209 12,861

前受金 418,792 417,560

その他 20,662 13,105

流動負債合計 19,335,796 25,836,041

固定負債

投資法人債 5,000,000 5,000,000

長期借入金 ※1
 26,374,000

※1
 19,787,000

信託預り敷金及び保証金 ※1
 4,751,190

※1
 4,599,861

固定負債合計 36,125,190 29,386,861

負債合計 55,460,987 55,222,902

純資産の部

投資主資本

出資総額 48,704,007 48,704,007

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失
（△）

574,150 1,074,200

剰余金合計 574,150 1,074,200

投資主資本合計 49,278,157 49,778,208

純資産合計 ※2
 49,278,157

※2
 49,778,208

負債純資産合計 104,739,144 105,001,110
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）

第７期
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年３月31日)

第８期
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業収益

賃貸事業収入 ※1
 3,432,545

※1
 3,391,343

営業収益合計 3,432,545 3,391,343

営業費用

賃貸事業費用 ※1
 1,372,758

※1
 1,358,988

資産運用報酬 218,967 222,134

資産保管手数料 14,334 14,223

一般事務委託手数料 34,027 31,965

役員報酬 6,600 6,600

貸倒引当金繰入額 3,669 8,004

その他営業費用 83,432 63,745

営業費用合計 1,733,790 1,705,662

営業利益 1,698,754 1,685,681

営業外収益

受取利息 3,947 911

未払分配金戻入 － 653

還付加算金 9 1

営業外収益合計 3,956 1,566

営業外費用

支払利息 353,561 336,529

投資法人債利息 89,347 88,672

投資法人債発行費償却 5,046 5,073

融資関連費用 112,701 180,175

その他 1,575 1,575

営業外費用合計 562,232 612,025

経常利益 1,140,478 1,075,221

特別損失

違約金損失 565,477 －

特別損失合計 565,477 －

税引前当期純利益 575,001 1,075,221

法人税、住民税及び事業税 950 2,009

法人税等調整額 3 △952

法人税等合計 953 1,056

当期純利益 574,048 1,074,165

前期繰越利益 101 35

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 574,150 1,074,200
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（３）【投資主資本等変動計算書】
（単位：千円）

第７期
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年３月31日)

第８期
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

投資主資本

出資総額

前期末残高 48,704,007 48,704,007

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 48,704,007 48,704,007

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

前期末残高 1,166,858 574,150

当期変動額

剰余金の分配 △1,166,756 △574,114

当期純利益 574,048 1,074,165

当期変動額合計 △592,708 500,050

当期末残高 574,150 1,074,200

剰余金合計

前期末残高 1,166,858 574,150

当期変動額

剰余金の分配 △1,166,756 △574,114

当期純利益 574,048 1,074,165

当期変動額合計 △592,708 500,050

当期末残高 574,150 1,074,200

投資主資本合計

前期末残高 49,870,865 49,278,157

当期変動額

剰余金の分配 △1,166,756 △574,114

当期純利益 574,048 1,074,165

当期変動額合計 △592,708 500,050

当期末残高 49,278,157 49,778,208

純資産合計

前期末残高 49,870,865 49,278,157

当期変動額

剰余金の分配 △1,166,756 △574,114

当期純利益 574,048 1,074,165

当期変動額合計 △592,708 500,050

当期末残高 49,278,157 49,778,208
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（４）【金銭の分配に係る計算書】

区分
第７期

（自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日）

第８期
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

Ⅰ　当期未処分利益 574,150,243円 1,074,200,874円

Ⅱ　分配金の額 574,114,950円 1,074,123,540円

（投資口１口当たり分配金の額) （5,485円） （10,262円）

Ⅲ　次期繰越利益 35,293円 77,334円

分配金の額の算出方法 　本投資法人の規約第34条第１項第２

号に定める租税特別措置法第67条の15

に規定される本投資法人の配当可能所

得の金額の100分の90に相当する金額

を超えて分配する旨を基本方針とし、

規約第34条第１項第４号に定める利益

を超えた金銭の分配を行う場合、個人

投資主が利益を超える分配額に対して

その都度譲渡損益の算定を行うことが

必要であることを踏まえ、投資口１口

当たりの分配金が１円未満となる端数

部分を除く当期未処分利益の全額であ

る574,114,950円を利益分配金として

分配しています。

　本投資法人の規約第34条第１項第２

号に定める租税特別措置法第67条の15

に規定される本投資法人の配当可能利

益の額の100分の90に相当する金額を

超えて分配する旨を基本方針とし、規

約第34条第１項第４号に定める利益を

超えた金銭の分配を行う場合、個人投

資主が利益を超える分配額に対してそ

の都度譲渡損益の算定を行うことが必

要であることを踏まえ、投資口１口当

たりの分配金が１円未満となる端数部

分を除く当期未処分利益の全額である

1,074,123,540円を利益分配金として

分配しています。
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（５）【キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

第７期
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年３月31日)

第８期
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 575,001 1,075,221

減価償却費 608,016 611,336

投資法人債発行費償却 5,046 5,073

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,669 7,549

受取利息 △3,947 △911

支払利息 442,909 425,201

違約金損失 565,477 －

営業未収入金の増減額（△は増加） △11,793 △13,876

前払費用の増減額（△は増加） △57,182 △41,897

営業未払金の増減額（△は減少） 20,123 △19,586

未払金の増減額（△は減少） 191 △5,501

未払費用の増減額（△は減少） △10,657 1,986

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,886 3,651

前受金の増減額（△は減少） 2,411 △1,232

長期前払費用の増減額（△は増加） 47,407 46,426

その他 16,898 △8,404

小計 2,207,459 2,085,037

利息の受取額 3,947 911

利息の支払額 △458,659 △435,584

違約金の支払額 △565,477 －

法人税等の支払額 △1,403 △345

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,185,865 1,650,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出 △1,018,162 △38,022

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 93,056 84,558

信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △218,797 △235,888

投資その他の資産の増減額（△は増加） △6,583 △5,703

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,150,486 △195,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 9,800,000 3,000,000

短期借入金の返済による支出 △10,200,000 △49,000

長期借入金の返済による支出 － △3,000,000

分配金の支払額 △1,166,079 △574,259

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,566,079 △623,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,530,700 831,705

現金及び現金同等物の期首残高 6,041,302 4,510,601

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 4,510,601

※1
 5,342,306
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（６）【注記表】

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

期 別
 

項 目

第７期
（自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日）

第８期
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

１．固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産

　定額法を採用しています。

　なお、主たる有形固定資産の耐

用年数は以下のとおりです。

信託建物　　　　　 　  3～60年

信託構築物　　　　　  10～20年

信託機械及び装置　　   3～15年

信託工具、器具及び備品 3～10年

① 有形固定資産

　定額法を採用しています。

　なお、主たる有形固定資産の耐

用年数は以下のとおりです。

信託建物　　　　　 　  3～60年

信託構築物　　　　　  10～20年

信託機械及び装置　　   3～15年

信託工具、器具及び備品 3～15年

 ② 無形固定資産

　定額法を採用しています。

② 無形固定資産

　定額法を採用しています。　

２．繰延資産の処理方法 投資法人債発行費

償還期間にわたり定額法によ

り償却しています。

投資法人債発行費

同左　

３．引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、貸

倒懸念債権等特定の債権につ　い

て、個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しています。

貸倒引当金

　　 同左

４．収益及び費用の計上基準 固定資産税等の処理方法

　保有する不動産にかかる固定資

産税、都市計画税及び償却資産税

等については、賦課決定された税

額のうち当期に対応する額を賃貸

事業費用として費用処理する方法

を採用しています。

　なお、不動産又は不動産を信託財

産とする信託受益権の取得に伴

い、本投資法人が負担すべき初年

度の固定資産税等相当額について

は、費用に計上せず当該不動産等

の取得原価に算入しています。当

期において不動産等の取得原価に

算入した固定資産税等相当額は21

千円です。 

固定資産税等の処理方法

　保有する不動産にかかる固定資

産税、都市計画税及び償却資産税

等については、賦課決定された税

額のうち当期に対応する額を賃貸

事業費用として費用処理する方法

を採用しています。

　なお、不動産又は不動産を信託財

産とする信託受益権の取得に伴

い、本投資法人が負担すべき初年

度の固定資産税等相当額について

は、費用に計上せず当該不動産等

の取得原価に算入しています。当

期において不動産等の取得原価に

算入した固定資産税等相当額は1

千円です。　

５．キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金及び信託現金、随時引

き出し可能な預金及び信託預金並

びに容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資

からなっています。

　 同左
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期 別
 

項 目

第７期
（自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日）

第８期
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

６．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

① 不動産等を信託財産とする信託

受益権に関する会計処理方法

　保有する不動産等を信託財産と

する信託受益権につきましては、

信託財産内の全ての資産及び負

債勘定並びに信託財産に生じた

全ての収益及び費用勘定につい

て、貸借対照表及び損益計算書の

該当勘定科目に計上しています。

　なお、該当勘定科目に計上した

信託財産のうち重要性がある下

記の科目については、貸借対照表

において区分掲記することとし

ています。

(1）信託現金及び信託預金

(2）信託建物、信託構築物、信託

機械及び装置、信託工具、器

具及び備品、信託土地

(3）信託預り敷金及び保証金 

① 不動産等を信託財産とする信託

受益権に関する会計処理方法

　 同左

　

　

　

　

 ② 消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっています。

なお、資産の取得にかかる控除対

象外消費税等は、各資産の取得原

価に算入しています。

② 消費税等の処理方法

  同左
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〔貸借対照表に関する注記〕

第７期
（平成21年３月31日）

第８期
（平成21年９月30日）

※１．担保に供している資産及び担保を付している債務

 

※１．担保に供している資産及び担保を付している債務

　

担保に供している資産は次のとおりです。 担保に供している資産は次のとおりです。

 （単位：千円)

信託現金及び信託預金 2,500,062

信託建物 28,520,603

信託構築物 305,287

信託機械及び装置 308,340

信託工具、器具及び備品 9,279

信託土地 48,174,911

　合　計 79,818,485

 （単位：千円)

信託現金及び信託預金 2,470,444

信託建物 30,585,827

信託構築物 293,896

信託機械及び装置 303,687

信託工具、器具及び備品 9,637

信託土地 50,177,505

　合　計 83,840,999

担保を付している債務は次のとおりです。 担保を付している債務は次のとおりです。

 （単位：千円）

短期借入金 9,800,000

１年内返済予定の長期借入金 3,600,000

長期借入金 26,374,000

信託預り敷金及び保証金 2,574,283

　合　計 42,348,283

 

 （単位：千円）

短期借入金 12,751,000

１年内返済予定の長期借入金 7,187,000

長期借入金 19,787,000

信託預り敷金及び保証金 2,432,579

　合　計 42,157,579

 

※２．投資信託及び投資法人に関する法律

第67条第4項に定める最低純資産額
50,000千円

※２．投資信託及び投資法人に関する法律

第67条第4項に定める最低純資産額
50,000千円
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〔損益計算書に関する注記〕

第７期
（自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日）

第８期
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

※１．不動産賃貸事業損益の内訳 ※１．不動産賃貸事業損益の内訳

 （単位：千円）

Ａ．不動産賃貸事業収益  

賃貸事業収入  

賃貸料収入 3,226,656

その他賃貸事業収入 205,888

不動産賃貸事業収益合計 3,432,545

Ｂ．不動産賃貸事業費用  

賃貸事業費用  

管理業務費 316,905

水道光熱費 90,734

保険料 13,715

修繕費 29,319

固定資産税等 176,402

信託報酬 38,602

その他賃貸事業費用 99,815

減価償却費 607,262

不動産賃貸事業費用合計 1,372,758

Ｃ．不動産賃貸事業損益(A-B) 2,059,786

 （単位：千円）

Ａ．不動産賃貸事業収益  

賃貸事業収入  

賃貸料収入 3,243,833

その他賃貸事業収入 147,510

不動産賃貸事業収益合計 3,391,343

Ｂ．不動産賃貸事業費用  

賃貸事業費用  

管理業務費 296,770

水道光熱費 95,628

保険料 13,812

修繕費 26,532

固定資産税等 192,472

信託報酬 38,590

その他賃貸事業費用 84,598

減価償却費 610,583

不動産賃貸事業費用合計 1,358,988

Ｃ．不動産賃貸事業損益(A-B) 2,032,355

 　

 

〔投資主資本等変動計算書に関する注記〕

第７期
（平成21年３月31日）

第８期
（平成21年９月30日）

発行可能投資口総口数及び発行済投資口数 発行可能投資口総口数及び発行済投資口数

発行可能投資口総口数 2,000,000口発行可能投資口総口数 2,000,000口

発行済投資口数 104,670口発行済投資口数 104,670口
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〔キャッシュ・フロー計算書に関する注記〕

第７期
（自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日）

第８期
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

 （単位：千円）

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金 1,157,741

信託現金及び信託預金 3,352,859

現金及び現金同等物 4,510,601

 （単位：千円）

（平成21年９月30日現在）

現金及び預金 2,147,763

信託現金及び信託預金 3,194,543

現金及び現金同等物 5,342,306

 

〔リース取引に関する注記〕

第７期
（自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日）

第８期
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

該当事項はありません。 　同左

 

〔有価証券に関する注記〕

第７期
（自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日）

第８期
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

有価証券取引を行っていないため、該当事項はありませ

ん。

　同左

 

〔デリバティブ取引に関する注記〕

第７期
（自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日）

第８期
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありま

せん。

　同左

 

〔退職給付に関する注記〕

第７期
（自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日）

第８期
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。 　同左　
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〔税効果会計に関する注記〕

第７期
（自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日）

第８期
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

 （単位：千円）

（繰延税金資産）  

　未払事業税損金不算入額 9

　未払地方法人特別税損金不算入額 7

　繰延税金資産合計 16

（繰延税金資産の純額） 16

 （単位：千円）

（繰延税金資産）  

　貸倒引当金繰入超過額 889　

　未払事業税損金不算入額 45

　未払地方法人特別税損金不算入額 33

　繰延税金資産合計 969

（繰延税金資産の純額） 969

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 （単位：％）

法定実効税率 39.33

（調整）  

　支払分配金の損金算入額 △39.27

　その他 0.11

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.17

 （単位：％）

法定実効税率 39.33

（調整）  

　支払分配金の損金算入額 △39.29

　その他 0.06

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.10

 

〔持分法損益等に関する注記〕

第７期
（自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日）

第８期
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

本投資法人には関連会社が存在しないため、該当事項はあ

りません。

　同左
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〔関連当事者との取引に関する注記〕

第７期（　自 平成20年10月１日　　至　平成21年３月31日　）

１．親会社及び法人主要投資主等

該当事項はありません。

 

２．関連会社等

該当事項はありません。

 

３．兄弟会社等

該当事項はありません。

 

４．役員及び個人主要投資主等

該当事項はありません。

 

第８期（　自 平成21年４月１日　　至　平成21年９月30日　）

１．親会社及び法人主要投資主等

該当事項はありません。

 

２．関連会社等

該当事項はありません。

 

３．兄弟会社等

該当事項はありません。

 

４．役員及び個人主要投資主等

該当事項はありません。

 

〔１口当たり情報に関する注記〕

第７期
（自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日）

第８期
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

１口当たり純資産額 470,795円１口当たり純資産額 475,573円

１口当たり当期純利益 5,484円 １口当たり当期純利益 10,262円

　なお、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益について

は、潜在投資口がないため記載していません。

　なお、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益について

は、潜在投資口がないため記載していません。

（注）１口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 

期 別
 

項 目

第７期
（自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日）

第８期
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

当期純利益（千円） 574,048 1,074,165

普通投資主に帰属しない金額（千円） － －

普通投資口に係る当期純利益（千円） 574,048 1,074,165

期中平均投資口数（口） 104,670 104,670
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〔重要な後発事象に関する注記〕

第７期
（自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日）

第８期
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

スポンサー企業等に対する会社更生手続開始決定

　本投資法人が資産の運用を委託する株式会社ジョイン

ト・キャピタル・パートナーズの全株式を保有する株

式会社ジョイント・コーポレーション（スポンサー企

業）及びその連結子会社である株式会社ジョイント・

レジデンシャル不動産は、平成21年５月29日付で東京地

方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行い、平成21年

６月16日付で同裁判所から会社更生手続開始決定を受

けました。

―――――――

　

　

EDINET提出書類

ジョイント・リート投資法人(E14096)

有価証券報告書（内国投資証券）

185/192



（７）【附属明細表】

①　有価証券明細表

該当事項はありません。

 

②　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 

③　不動産等明細表 

該当事項はありません。

 

④　その他特定資産の明細表

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

減価償却累計額
差　引

当期末残高
（百万円）

摘要
又は償却
累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

有形

固定

資産

信託建物 41,053 27 － 41,081 3,611 582 37,469　

信託構築物 435 1 － 437 100 13 336　

信託機械及び装置 420 － － 420 83 14 337 

信託工具、

器具及び備品
16 4 － 21 5 1 15　

信託土地 60,991 5 － 60,997 － － 60,997　

合計 102,919 38 － 102,9573,802 610 99,155     

無形

固定

資産

その他 7 － － 7 5 0 1     

合計 7 － － 7 5 0 1     

　当期の増加は、主にジョイスクエア湯河原における監視カメラ設置及びスペーシア麻布十番Ⅱ、ジェイフラッツ板橋区役

所前におけるモデルルーム家具設置によるものです。

 

⑤　投資法人債明細表

 （単位：百万円）

銘柄 発行年月日 前期末残高 当期減少額 当期末残高
利率
（%）

償還期限 使途 担保

第１回無担保

投資法人債
平成19年３月13日 5,000 － 5,0001.53平成22年３月12日(注１) 無担保

第２回無担保

投資法人債
平成19年３月13日 5,000 － 5,0002.03平成24年３月13日(注１) 無担保

合　　計 － 10,000 － 10,000－ － － －

（注１）資金使途は、借入金の返済等です。

（注２）貸借対照表日後５年以内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

5,000 － 5,000 － －
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⑥　借入金明細表

区 分 前期末
残高
(百万円)

当期
増加額
(百万円)

当期
減少額
(百万円)

当期末
残高
(百万円)

平均
利率
(注1)

返　済
期　限

返済
方法

使途 摘要
 借入金

　　　　　
短
期
借
入
金

 

株式会社あおぞら銀行 2,500 － 12 2,487

1.37494%

平成22年2月26日(注2）　　　　　　　　

　　分割

返済

(注３)(注４)

 

有担保

(注５)

 

住友信託銀行株式会社 2,100 － 10 2,089

  平成22年2月26日株式会社みずほコーポレート銀行 2,600 － 13 2,587

株式会社三井住友銀行 2,600 － 13 2,587

株式会社あおぞら銀行 － 1,000 － 1,000

1.52466%平成22年７月30日
期限

一括

住友信託銀行株式会社 － 1,000 － 1,000

株式会社みずほコーポレート銀行 － 500 － 500

株式会社三井住友銀行 － 500 － 500

合　計 9,8003,000 49 12,751     

長
期
借
入
金

株式会社あおぞら銀行 1,000 － 1,000 －

1.75000%平成21年７月31日 

期限

一括
(注４)

有担保

(注５)

住友信託銀行株式会社 1,000 － 1,000 －

株式会社みずほコーポレート銀行 500 － 500 －

株式会社三井住友銀行 500 － 500 －

株式会社みずほコーポレート銀行 500 － － 500

2.24000%平成23年７月31日株式会社三井住友銀行 500 － － 500

株式会社りそな銀行 950 － － 950

農林中央金庫 1,500 － － 1,5001.26374%平成23年７月31日

株式会社あおぞら銀行 941 － － 941

1.80000%
平成22年８月２日

(注６)

住友信託銀行株式会社 1,411 － － 1,411

中央三井信託銀行株式会社 941 － － 941

株式会社みずほコーポレート銀行 705 － － 705

株式会社三井住友銀行 1,646 － － 1,646

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 941 － － 941

株式会社日本政策投資銀行 941 － － 941

2.22000%平成24年８月２日株式会社みずほコーポレート銀行 470 － － 470

株式会社三井住友銀行 470 － － 470

農林中央金庫 2,352 － － 2,352

1.21374%平成24年８月２日株式会社みずほコーポレート銀行 1,176 － － 1,176

株式会社三井住友銀行 1,176 － － 1,176
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区 分 前期末
残高
(百万円)

当期
増加額
(百万円)

当期
減少額
(百万円)

当期末
残高
(百万円)

平均
利率
(注1)

返　済
期　限

返済
方法

使途 摘要
 借入金

長
期
借
入
金

株式会社あおぞら銀行 1,100 － － 1,100

1.54000%平成23年２月28日

期限

一括
(注４) 

有担保

(注５)

住友信託銀行株式会社 1,100 － － 1,100

中央三井信託銀行株式会社 1,100 － － 1,100

株式会社みずほコーポレート銀行 1,100 － － 1,100

株式会社三井住友銀行 500 － － 500

株式会社あおぞら銀行 400 － － 400

1.54000%平成23年２月28日

住友信託銀行株式会社 400 － － 400

中央三井信託銀行株式会社 400 － － 400

株式会社みずほコーポレート銀行 600 － － 600

株式会社三井住友銀行 200 － － 200

株式会社横浜銀行 600 － － 6001.51000%平成22年３月31日(注6) 

株式会社日本政策投資銀行 2,000 － － 2,000

1.92000%平成23年５月９日株式会社みずほコーポレート銀行 425 － － 425

株式会社三井住友銀行 425 － － 425

合　計 29,974 － 3,000　26,974     

（注１）平均利率は、期中加重平均利率を記載しています。比率は、小数点第六位を四捨五入しています。

（注２）平成21年７月28日付で返済期限を平成21年７月31日から平成22年２月26日に変更する覚書を締結しています。

（注３）元本返済方法は、平成21年５月末日を初回とし、以降、３ヶ月毎に各24,500,000円を返済し、元本最終返済日に残額を返済します。（当該日

が営業日でない場合には、翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）。

（注４）資金使途は、いずれも不動産信託受益権の取得資金等です。

（注５）担保に提供されている資産は不動産信託受益権です。

（注６）当期末において、貸借対照表上、１年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。

（注７）長期借入金の1年以内に返済予定のものを除く、貸借対照表日後５年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

 （単位：百万円）

１年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

13,200 6,587 － －

 

２【投資法人の現況】

【純資産額計算書】

 （平成21年９月末日現在）

Ⅰ　資産総額 105,001,110千円

Ⅱ　負債総額 55,222,902千円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 49,778,208千円

Ⅳ　発行済数量 104,670口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 475,573円
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第６【販売及び買戻しの実績】
計算期間 発行日 販売口数 買戻し口数 発行済口数

第３期計算期間

自　平成18年10月１日

至　平成19年３月31日

平成18年10月18日
28,500口

（0口）

0口

（0口）

84,500口

（0口）

平成18年11月16日
1,500口

（0口）

0口

（0口）

86,000口

（0口）

第４期計算期間

自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日

 該当なし  
86,000口

（0口）

第５期計算期間

自　平成19年10月１日

至　平成20年３月31日

平成19年10月24日
17,500口

（0口）

0口

（0口）

103,500口

（0口）

平成19年11月21日
1,170口

（0口）

0口

（0口）

104,670口

（0口）

第６期計算期間

自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日

 該当なし  
104,670口

（0口）

第７期計算期間

自　平成20年10月１日

至　平成21年３月31日

 該当なし  
104,670口

（0口）

第８期計算期間

自　平成21年４月１日

至　平成21年９月30日

 該当なし  
104,670口

（0口）

（注１）（　）内の数は、本邦外における販売口数です。

（注２）本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。
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第７【参考情報】
　第８期計算期間の開始日から、本有価証券報告書提出日までの間に以下の書類を提出しました。

 

１．有価証券報告書

　第７期（平成21年３月期）有価証券報告書（添付書類を含みます。）を平成21年６月26日に関東財務局長に提出

しました。 

 

２．訂正発行登録書

　　訂正発行登録書（添付書類を含みます。）を平成21年６月26日に関東財務局長に提出しました。 
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独立監査人の監査報告書

 

  平成21年６月25日

   

ジョイント・リート投資法人   

役員会　御中   

 

 あ ず さ 監 査 法 人  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 柏嵜　周弘　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 浅野　俊治　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経

理状況」に掲げられているジョイント・リート投資法人の平成20年10月１日から平成21年３月31日まで

の第７期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分配

に係る計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記表及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査

法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、ジョイント・リート投資法人の平成21年３月31日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する

計算期間の損益及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

 

追記情報

　注記表の「重要な後発事象に関する注記」に記載されているとおり、資産運用会社の全株式を保有する

株式会社ジョイント・コーポレーション（スポンサー企業）及びその連結子会社である株式会社ジョイ

ント・レジデンシャル不動産は、平成21年５月29日付で会社更生手続開始の申立てを行い、平成21年６月

16日付で会社更生手続開始決定を受けた。

 

　投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

  

以　　上

 

（注）上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

 

  平成21年12月24日

   

ジョイント・リート投資法人   

役員会　御中   

 

 あ ず さ 監 査 法 人  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 柏嵜　周弘　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 田中　　量　　印

 

 

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経

理状況」に掲げられているジョイント・リート投資法人の平成21年４月１日から平成21年９月30日まで

の第８期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分配

に係る計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記表及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査

法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、ジョイント・リート投資法人の平成21年９月30日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する

計算期間の損益及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

　

　投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

 

  

以　　上

 

（注）上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人が別途保

管しております。
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